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様式２－２－３ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間評価） 項目別評定総括表様式 

中長期目標 
年度評価 中長期目標期間評価 

項目別 
調書№ 

備考 
28 年度 29 年度 30 年度 元年度 

２年度 
見込評価 

期間実績評価 
自己 大臣 自己 大臣 

Ⅰ  研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項 

 

企画・連携推進業務   A A S  A S    

 

１ニーズに直結した研究の推進と PDCA サイクルの強化 B B A 重 A 重 S 重  S 重 S 重  Ⅰ-1 ※ 

２異分野融合・産学官連携によるイノベーション創出 A A A 重 S 重 S 重  S 重 S 重  Ⅰ-2 ※ 

３地域農業研究のハブ機能の強化 A A A 重 A 重 A 重  A 重 A 重  Ⅰ-3 ※ 

４世界を視野に入れた研究推進の強化 A A A 重 A 重 A 重  A 重 A 重  Ⅰ-4 ※ 

５知的財産マネジメントの戦略的推進 B A B 重 A 重 S 重  A 重 S 重  Ⅰ-5 ※ 

６研究開発成果の社会実装の強化 B B A 重 S 重 S 重  S 重 S 重  Ⅰ-6 ※ 

７行政部局との連携強化 A A A 重 A 重 S 重  S 重 S 重  Ⅰ-7 ※ 

８専門研究分野を活かしたその他の社会貢献 B B B B A  B B  Ⅰ-8 ※ 

９農業研究業務の推進（試験及び研究並びに調査） 

（１）生産現場の強化・経営力の強化 B〇 B〇 B〇重 A〇重 A○重  A〇重 A〇重  Ⅰ-9-(1) ※ 

（２）強い農業の実現と新産業の創出 B A B 重 A 重 A 重  A 重 A 重  Ⅰ-9-(2) ※ 

（３）農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保 B A B 重 A 重 A 重  A 重 A 重  Ⅰ-9-(3) ※ 

（４）環境問題の解決・地域資源の活用 B〇 A〇 A〇重 A〇重 A○重  A〇重 A〇重  Ⅰ-9-(4) ※ 

１０種苗管理業務の推進 B B B B A  B B  Ⅰ-10 ※ 

１１農業機械化の促進に関する業務の推進 B A B 重 A 重 A 重  A 重 A 重  Ⅰ-11 ※ 

１２生物系特定産業技術に関する基礎的研究の推進 A A A 重 A 重 A 重  A 重 A 重  Ⅰ-12 ※ 

１３民間研究に係る特例業務 B B B B B  B B  Ⅰ-13 ※ 

Ⅱ  業務運営の効率化に関する事項 

 
１業務の効率化と経費の削減 B B B B B  B B  Ⅱ-1 ※ 

２統合による相乗効果の発揮 B B A A S  S S  Ⅱ-2 ※ 

Ⅲ  財務内容の改善に関する事項 

  B B A A S  A A  Ⅲ ※ 

Ⅳ  その他業務運営に関する重要事項 

 １ガバナンスの強化 B B B B A  B B  IV-1 ※ 

 
２研究を支える人材の確保・育成 B B B A A  A A  IV-2 ※ 

３主務省令で定める業務運営に関する事項 B B B B B  B B  IV-3 ※ 
注１：備考欄に※があるものは主務大臣が評価を行う最小単位                注２：評語の横に「〇」を付した項目は、重要度又は優先度を「高」と設定している項目。 
注３：評語に下線を引いた項目は、困難度を「高」と設定している項目。           注４：評語の横に「重」を付した項目は、重点化の対象とした項目。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１～８ 企画・連携推進業務 

関連する政策・施策 農林水産研究基本計画 当該事業実施係る根拠（個別法条文など） 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第 14 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

２．主要な経年データ 

①モニタリング指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 １ ニーズに直結した研究の推進と PDCA サイクルの強化 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 
（参考情報）当該年度
までの累積値等、必要
な情報 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

アドバイザリーボード等の設置数 17 18 17 16 14  予算額（千円） 4,783,903 6,480,131 12,349,076 21,645,543 27,577,651 

            開催数 13 17 14 7 9  決算額（千円） 5,785,146 6,514,192 12,311,190 21,614,621 25,850,477 

研究課題の見直しの状況（％） 41 48 52 36 ―* 

拡大及び廃止等を行っ
た課題の割合 
*第 5 期に向けて全面見直しし
たため計算しない。 

経常費用（千円） 5,761,976 5,861,221 6,416,241 12,924,809 16,394,084 

経常利益（千円） △187,060   10,725    86,210     73,087 8,367,187 

*外部資金の獲得状況  件数 402 442 **292 284 313 

*受託収入（国、独法、大学、地方公共
団体、民間）の件数及び金額。ただし
受託出張及び共同研究収入は除く。 
**イノベーション創出強化推進事業
(H30：75 件 486,014 千円)、「知」の
集積事業(H30：3 件 35,943 千円)、経
営体プロ(H30：38 件 479,644 千円)は
H30 から農研勘定の運営費交付金で配
分されたため除外。（含めた場合は
408 件 4,872,226 千円） 

行政サービス実施
コスト（千円） 

5,759,372 5,831,341 6,450,390 － ― 

金額（千円） 4,343,246 4,829,081 **3,870,624 3,093,420 3,041,664 行政コスト(千円) － － － 13,670,677 16,826,907 

収集した現場ニーズに対する課題化
の状況（対応率％） 

9 3 2 １ 0  
従業人員数（人） 360.9 376.4 401.6 500.3   570.7 

 

２ 異分野融合・産学官連携によるイノベーション創出 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 
（参考情報）当該年度
までの累積値等、必要
な情報 

異分野融合研究等の取組状況 

 
共同研究数 86 106 118 72 75  

他機関との連携実施数  人事交流 4 ４ 1 0 0  
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連携・協力協定締結数 3 5 4 5 5  

外部資金        応募数 21 9 17 20 28  

            獲得数 4 5 8 7 9  

資金提供型共同研究件数 70 111 147 198 210  

民間企業等からの資金獲得額（千円） 215,835 262,414 310,911 419,695 595,990  

３ 地域農業研究のハブ機能の強化 

 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

（参考情報）当該年度
までの累積値等、必要
な情報 

地域の産学連携支援機関との連携状
況 

      

連携会議の開催数（回） 146 134 144 104 96* 
*オンラインの開催を含
む 

他機関主催会議への参加回数（回） 165 187 267 281 175* 
*オンラインの出席を含
む 

研究部門や重点化研究センターの成
果を法人として社会還元するための
地域とつくばの連携（回） 

5 4 5 2 2 
産学連携連絡会議の開催
回数 

４ 世界を視野に入れた研究推進の強化 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

（参考情報）当該年度
までの累積値等、必要
な情報 

国際的な研究ネットワークへの参
画状況 

      

   国際会議等開催数（回） 9 14 11 10 4* *オンラインによる開催 

国際会議等参加数（人） 636 653 599 675 331* *オンラインの出席者 

国際学会等での成果発表数（件） 467 397 418 309 67* 
*オンラインによる成果
発表数 

国際的な研究ネットワークを通じて 
得られた成果の論文発表数（件） 

9 10 3 2 7  

委員・役員等の従事者数（人） 64 63 54 28 25  

農林水産物の輸出や関連産業の海外
展開に資する研究開発の取組状況   
課題数 

16 16 16 24 23  
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研究エフォート 
250.4 235.9 239.1 409.1 377.1 

エフォートは 4 月 1 日現
在 

研究成果の創出状況（国際的な水準
に見込まれる研究成果）IF 積算値 

1,806.0
（637） 

1,177.2 
(446) 

1,542.2 
(543) 

1402.0 
(485) 

1744.1 
(607) 

（）は論文数  前年の IF
値で算出した。 

５ 知的財産マネジメントの戦略的推進 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 
（参考情報）当該年度まで
の累積値等、必要な情報 

特許の実施許諾件数 831 866 827 814  809  

実施許諾された特許件数 470 451 432 423 434  

品種の利用許諾件数 1,626 1,949 1,955 1,959  1,980  

利用許諾された品種件数 519 561 568 569  584  

６ 研究開発成果の社会実装の強化 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 
（参考情報）当該年度まで
の累積値等、必要な情報 

広報誌等の発行数 112 139 119 124 59  

研究報告書等の刊行数 25 28 38 22 6  

技術相談件 2,135 1,389 1,402 1,080 722  

見学件数 5,813 6,009 5,434 5,183 332* *オンラインを含む 

見学者数 36,491 36,448 36,155 36,815 3,905  

シンポジウム、講演会、一般公開等の
開催数 

97 127 111 99 43* 
*オンラインの開催を含
む 

参加者数 44,892 52,178 28,714 29,044 10,493* 
*オンラインの参加を含
む 

研究開発成果と社会貢献の実績の公
表実績 

1 1 1 1 1 
 

７ 行政部局との連携強化 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 
（参考情報）当該年度まで
の累積値等、必要な情報 

行政部局との連携会議開催状況 31 27 25 49 18  

行政等の要請による委員会等への専
門家派遣数 

378 459 602 574 575 
 

シンポジウム等の共同開催数 9 16 13 13  4* 
*オンラインの開催を含
む 

参加人数 1,259 1,967 1,747 2,996  70* 
*オンラインの参加を含
む 
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災害時支援及び緊急防疫活動等の取組
状況           対応件数 

12 5 7 8 9 
 

防災訓練及び研修等に関する取組状況 
開催件数 

14 31 19 12 22 
 

参加人数 2,524 2,469 2,159 754 1,336  

研究成果の行政施策での活用状況 
活用件数 

100 113 126 161 190 
 

８ 専門研究分野を活かしたその他の社会貢献 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 
（参考情報）当該年度まで
の累積値等、必要な情報 

専門知識を必要とする分析・鑑定件数 
家畜及び家きんの病性鑑定件数 

547 
(3,187) 

599 
(4,245) 

659 
(3,592) 

768 
(5,008) 

740 
(4,853) 

（）：例数 

上記以外の分析・鑑定件数 
84 

(7,684) 
84 

(61,352) 
115 

(7,345) 
83 

(3,484) 
57 

(2,771) 
（）：点数 

技術講習生の受入人数、研修人数   3,765 3,554 2,786 3,059 1,426  

うち依頼研究員等（人） 85 86 91 70 49  

うち技術講習等（人） 384 402 290 329 167  

うちインターンシップ等（人） 163 167 179 195 76  

うち農業技術研修（人） 

うち短期集合研修（人） 

43 39 38 124 30  

109 99 93 0 0  

うち農村工学技術研修（人） 857 885 640 363 204  

うち家畜衛生研修（人） 523 552 553 514 27  

うちその他（人） 1,601 1,324 902 1,464 873 
生産者等を対象とした
研修会等への参加者数 

家畜及び家きん専用の血清類及び薬
品の配布件数 

359 392 410 261 241 
 

国際機関等への専門家の派遣件数 166 231 183 176 13* *オンラインによる派遣 

 
３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中長期目標 中長期計画 

＜企画・連携推進業務＞ 
１ ニーズに直結した研究の推進と PDCA サイクルの強化 （Ⅰ－１を参照） 
２ 異分野融合・産学官連携によるイノベーション創出 （Ⅰ－２を参照） 
３ 地域農業研究のハブ機能の強化   （Ⅰ－３を参照） 
４ 世界を視野に入れた研究推進の強化   （Ⅰ－４を参照） 

同左 
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５ 知的財産マネジメントの戦略的推進   （Ⅰ－５を参照） 
６ 研究開発成果の社会実装の強化   （Ⅰ－６を参照） 
７ 行政部局との連携強化    （Ⅰ－７を参照） 
８ 専門研究分野を活かしたその他の社会貢献  （Ⅰ－８を参照） 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 
本項目の評定は、中項目Ⅰ－１～８の評定結果の
積み上げにより行うものとする。その際、各中項目
につき S：4 点、Ａ：3 点、Ｂ：2 点、Ｃ：1 点、
Ｄ：0 点の区分により中項目の評定結果を点数化し
た上で、8 中項目の平均点を算出し、下記の基準に
より項目別評定とする。 

S： 3.5 ≦ ８中項目の平均点 
A： 2.5 ≦ ８中項目の平均点 ＜ 3.5 
B： 1.5 ≦ ８中項目の平均点 ＜ 2.5 
C： 0.5 ≦ ８中項目の平均点 ＜ 1.5 
D： ８中項目の平均点 ＜ 0.5 

Ⅰ－１～８を参照。 
 

Ⅰ－１～８を参照。 
 

評定：S 
 
根拠： 

８項目のうち、S 評定が５項目、A 評定が２項目、B 評定
が 1 項目であり、項目別判定基準に基づき S 評定とする。 
 
＜課題と対応＞ 
Ⅰ－１～８を参照。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１ ニーズに直結した研究の推進と PDCA サイクルの強化 

関連する政策・施策 農林水産研究基本計画 当該事業実施係る根拠（個別法条文など） 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第 14 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 
 

２―① モニタリング指標 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報 

アドバイザリーボード等の     設置数 
               開催数 

17 18 17 16 14  

13 17 14 7 9  

研究課題の見直しの状況（％） 41 48 52 36 ―* 拡大及び廃止等を行った課題の割合 
*第 5 期に向けて全面見直ししたため計算しない。 

＊外部資金の獲得状況        件数 
               金額（千円） 

402 442 **292 284 313 
*受託収入（国、独法、大学、地方公共団体、民間）の件数及び金額。ただし受託
出張及び共同研究収入は除く。 
**イノベーション創出強化推進事業(H30：75 件 486,014 千円)、「知」の集積事
業(H30：3 件 35,943 千円)、経営体プロ(H30：38 件 479,644 千円)は H30 から農
研勘定の運営費交付金で配分されたため除外。（含めた場合は 408 件 4,872,226
千円） 

4,343,246 4,829,081 **3,870,624 3,093,420 3,041,664 

収集した現場ニーズに対する課題化の状況（対応
率％） 

9 3 2 1 0  

   
３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

（１）ニーズに即した研究の戦略的展開 
○農業者の関与強化など農業や食品産業等の現場や政策ニーズに即した研究推進を強化する仕組み・体制が適切に構築・運用されているか。 
＜評価指標＞ 
・研究推進において、農業や食品産業等の現場や政策ニーズを機動的に反映させるための仕組み・体制が整備され、運用されているか。 
・評価結果に基づく「選択と集中」により、研究課題の見直しが行われているか。 
（２）法人一体の評価と資源配分 
○法人全体を俯瞰した評価が行われ、研究課題の変更や中止、予算・人員等の資源配分に反映するシステムが構築・運用されているか。 
＜評価指標＞ 
・法人全体を俯瞰した評価を行い、その評価に基づく予算・人員等の資源を的確に配分するシステムが構築・運用されているか。 

 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

（１）ニーズに直結した研究の戦略 （１）ニーズに直結した研究の戦略的展開 （１）ニーズに直結した研究の戦略的展開 
ア ○研究課題の設定について 

＜評定と根拠＞ 
評定： S 
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中長期計画やその達成のための研究課
題の設定に当たっては、農業や食品産業
等の現場や政策ニーズを起点とし、具体
的成果につながるようバックキャスト
アプローチを行う。また、研究課題の進
捗管理のため、法人一体として工程表を
作成し、その活用を図る。研究課題の評
価は外部有識者等を活用し、成果のユー
ザーの意見も踏まえ、自ら厳格に実施す
る。評価結果に基づく「選択と集中」を
徹底し、研究の進捗状況、社会情勢の変
化、ユーザーの意見等に応じ機動的に研
究課題の見直しを行うとともに、社会実
装の可能性が低下した研究課題は変更
や中止を行う。 
農業や食品産業等の現場で活用される
技術の創出を図るため、研究推進におけ
る農業者や実需者、普及組織等の関与を
強化する仕組みを構築・運用する。また、
現場ニーズに係る情報を定期的に収集
し、機動的に課題化する体制を構築す
る。さらに、民間企業を含む国内外の研
究開発情報を積極的に収集し、研究管理
に活用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 研究課題の設定を行う場合には、農業や食品産業等の
現場や政策ニーズを起点として、具体的成果につながる
ようバックキャストアプローチを行う。研究課題の進捗
管理は、研究に先立って各年度の具体的な達成目標を記
載した工程表を作成し、これに基づいて行う。研究課題
の評価は、中長期計画の達成状況を基に、農林水産大臣
が設定する評価軸・評価指標等に照らして、外部の専門
家・有識者等を活用して適正かつ厳正に実施する。また、
評価結果等に基づく「選択と集中」を徹底し、社会経済
的ニーズや政策的ニーズの変化、研究成果のユーザーの
意見等に機動的かつ戦略的に対応できるように研究課題
を見直し、強化、変更や中止が可能となる仕組みを構築
し、適切に運用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・地域農業研究センターの地域アドバイザリーボードや、地域の農業者との
意見交換（例 中央農業研究センター興農会）、所長キャラバン、連携推
進ツアー等を通じて、農業現場関係者からのニーズの掘り起こしを行い、
政策ニーズを起点とした社会実装の場面を設定して技術開発の具体的な数
値目標や目標達成時期を定め、バックキャストアプローチで課題を設定し
た。 

・ 第 5 期中長期計画では、政策ニーズと農研機構の果たすべき役割を明確に
し、農業・食品分野における Society5.0 の深化と浸透を目指してバックキ
ャストアプローチによる課題設定を行った。 

 
○研究課題の進捗管理について 
・ 期首に中長期目標期間における研究課題の工程表をブレイクダウンしたロ

ードマップを作成し、毎年度当初に開催する設計会議で、課題を見直す仕
組みを構築した。 

・ 中間年の平成 30 年度に、農業・食品分野における Soceity5.0 の早期達成
に向けて、全ての研究課題のロードマップを見直し、開発技術の目標スペ
ック及び実用化時期を明確にした出口戦略を策定した。 

・ 役員と大課題推進責任者（PD)が出席する「PD 会議」を毎月開催し、月
報に基づいた課題の進捗管理と成果の検討を行った。役員及び PD による
課題推進のマネジメントを強化し、課題間連携や機構内組織と研究所等と
の連携がより実効性を持つ体制を整え、課題の重点化と成果の社会実装の
加速につなげた。 最終年度は、新型コロナウイルス流行下における到達度
に応じて機動的な進捗管理を行い、確実な目標達成に取り組んだ。 

 
○課題の評価について 
・業務及び研究セグメントごとに外部の専門家・有識者による農研機構評価

委員会を設置した。平成 30 年度からは農業情報研究についても評価委員会
を設置し、中長期計画の達成状況に反映される研究成果だけでなく研究マ
ネジメントについても、外部評価を参考に評価軸・評価指標に照らし適正・
厳正な評価を実施した。 

 
○研究課題の選択と集中について 
・ 「中課題検討会等での課題検討方針」を定め、社会情勢の変化や社会実装

への道筋等の視点から研究課題を見直し、発展が期待される研究課題の拡
大、重複や情勢変化による重要性の低下がみられる課題の縮小、中止等の措
置を年度ごとに実施し、４期中に５つの中課題を整理・統合し２つの中課題
に見直した。 

・ 平成 30 年に農業・食品分野における Soceity5.0 の早期達成のための重点
6 課題を提示し、農研機構全体で取り組んだ。 

 
根拠： 

中長期計画を支障なく遂行し、目標を充分
に達成した。特に以下の項目においては、中
長期目標を著しく大きく上回る顕著な成果
が得られた。 
（１）ニーズに直結した研究の戦略的展開 
・ 工程表を発展させ、必要とされる技術ス

ペックからバックキャストアプローチに
よりロードマップを作成して技術開発の
目標スペック及び実用化時期を明確化す
るとともに、PD 会議により実効性のある
研究の進捗管理を実施した。 

・ 農業・食品分野における Soceity5.0 の早
期達成に向けた重点 6 課題を提示し、横
串プロジェクト、スマート農業実証プロ
ジェクト、九沖 SFC プロジェクト等によ
る戦略に基づいた研究の「選択と集中」を
実施した。 

・ 「中課題検討会等での課題検討方針」を
定め、社会情勢の変化や社会実装への道
筋等の視点から機動的に研究課題を見直
した。 

・ 新たに NARO 開発戦略センターを設置
し、国内外の研究開発動向やニーズ等の
調査を行う体制を構築したとともに、戦
略立案、研究課題推進機能を強化した。 

（２）法人一体の評価と資源配分 
・ セグメント単位の評価に加え、中長期目

標達成の加速のために強化した農業情報
研究についても評価委員会を設置し、強
化の妥当性や方向も含めて厳正な評価を
実施した。 

（３）研究資金の効果的活用と外部資金の獲
得 
・ 理事長裁量経費を増額（第 4 期期首（平

成 28 年度）1 憶円→5 年目（令和 2 年度）
18 億円）する等、理事長が裁量を発揮し、
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・ 目的基礎研究制度を一本化して 「NARO イノベーション創造プログラ
ム(N.I.P.)」を令和元年度から開始し、高額予算枠（予算上限 10 百万円/年
または 5 百万円/年）の設置や理事長の直接的なマネジメントの強化など、
より強力に基礎・基盤的な研究を推し進める制度とした。課題の継続をステ
ージゲートで判断するとともに新規課題の採択も行い、優れた課題に理事
長表彰を行った。 

・ セグメント間で共通する課題を連携・集約する「横串プロジェクト」の仕
組みを構築するとともに、「スマート農業実証プロジェクト（「スマート農
業技術の開発・実証プロジェクト」及び「スマート農業加速化実証プロジェ
クト」をまとめたプロジェクト名、略称「スマ農プロ」）」「九州沖縄経済
圏スマートフードチェーン（九沖 SFC）プロジェクト」を重点プロジェクト
と位置付け、厳正な進捗管理により「選択と集中」を強化し、研究開発の加
速に農研機構の総力を挙げて取り組んだ。 

 

効果的に研究資源を活用できるよう予算
配分を見直した。 

・ 農研機構一体となった戦略的課題設定に
より、府省連携型プロジェクトを高い採
択率で獲得した。 

 
＜課題と対応＞ 
（２）法人一体の評価と資源配分 
第 4 期に実施した評価プロセスを検証し、新
たな中長期目標・中長期計画における業務体
制及び評価軸に対応した評価システムを構
築する。 

イ 地域農業研究センターに先進的な農業経営の担い手等
から構成されるアドバイザリーボードを新設し、その助
言を研究開発や成果普及の促進、ニーズの掘り起こし等
の地域農業研究センター及び組織全体の業務運営に活用
する。また、農業技術コミュニケーターを新設し、都道
府県の農業革新支援専門員や農業者等との情報・意見交
換を通じて地域の現場ニーズの把握や問題点の抽出、共
同研究の組み立て等を強化する。 

 

イ ・地域農業研究センターの地域アドバイザリーボードを分野ごとに設置
し、現場ニーズ等に基づいた助言を課題化につなげた。また、得られた助言
を農研機構全体で共有するとともに、農研機構の開発成果を積極的に発信
する場として活用した。 

・ 地域農業研究センターに農業技術コミュニケーターを配置・増員して生産
現場への技術移転体制を強化するとともに、令和元年 11 月から一部をスマ
ート農業コーディネーターとして再配置し、スマート農業技術の普及指導
体制を構築した。 

・全国農業関係試験研究場所長会や地域アドバイザリーボード委員等を対象
にニーズ調査を実施し、標準作業手順書（SOP）や技術相談等に関する要望
を受けて、農業技術コミュニケーターが開発者と現場の橋渡しを担った。 

・ 開発成果に関するフォーラムを地域ごとに開催し、生産現場との意見交換
の機会を増やし、現場ニーズの把握、問題点の抽出、共同研究の検討に活用
した。地域マッチングフォーラム、スマート農業マッチングミーティング、
アグリビジネス創出フェア、農業技術革新・連携フォーラム、 連携推進ツ
アー、出前技術指導、興農会等を通じて、研究成果の紹介と併せて農業現場
との意見交換を実施した。これらは重点普及成果紹介の場として、双方向の
コミュニケーションと普及促進にも活用した。 

・茶品種「せいめい」や柿品種「太秋」については、輸出に向けて加工・物流
に関する課題への取組を開始した。 

・グルテンフリー米粉用の「ミズホチカラ」の普及に加えて、新品種の「笑み
たわわ」の産地拡大に呼応した商品開拓として、100％米粉パン、製粉メー
カー・製パンメーカーによる商品化、給食への試用等に取り組んだ。 
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（２）法人一体の評価と資源配分 
農研機構がその役割を遂行するに当た
り、限られた予算、人員等を法人全体で
有効に活用し、最大限の成果を得ること
が重要である。このため、法人全体を俯
瞰して厳格な評価を行い、予算・人員等
の資源を的確に配分するシステムを構
築・運用するなど PDCA サイクルを強
化し運用する。なお、当該評価は、別途
定める評価軸及び指標等に基づき行う。 
 
 
 

ウ 食農ビジネス推進センターを新設し、食品産業（製造・
加工・流通業や中食・外食業も含む）ニーズや消費者ニ
ーズ等の情報収集と分析を実施し、内部研究組織が行う
マーケットイン型の研究開発及びその成果普及を推進す
る。 

 

ウ ・食農ビジネス推進センターを新設して、食品産業等のニーズ収集を行う
とともに、マーケットイン型の研究開発を推進した。プロジェクトプラン
ナーをビジネスコーディネーターとして再配備し、社会実装に直結する民
間企業との資金提供型共同研究テーマの発掘を加速した。令和 2 年７月に
食農ビジネス推進センターを本部事業開発室に統合して、民間企業との連
携強化のための司令塔機能を強化した。令和２年度（３月末契約実績）の
資金提供型共同研究 258 件 （R1 年度 203 件）、大型の受託研究を加えた
資金提供額 6.31 億円（R1 年度 5.42 億円）、有償技術相談 27 件（R1 年
度 9 件）、提供資金額 22.0 百万円（R1 年度 8.9 百万円）で、民間から獲
得した資金の件数と額は大幅に増加した。 

・産学連携室を事業開発室に改称（平成 31 年 4 月）し、民間企業、行政、生
産者、農業法人に対する成果普及の活動にシナジー効果を発現させて、農
業界と産業界との連携を強化する司令塔とした。令和元年 11 月には、地域
農業研究センター地域戦略部に事業化推進室を設置し、ビジネスコーディ
ネーター、農業技術コミュニケーター、産学連携コーディネーターの連携
を強化した。 

エ 民間企業を含む国内外の研究開発情報を積極的に収集
し、研究管理に活用する。 
 
 

エ ・企画調整部に研究戦略課を新設し、国内外の研究開発情報を集約する
研究戦略チームを設置した。 

 ・平成 31 年 4 月には、国内外の研究開発動向の調査、分析を強化するため、
研究戦略チームを廃止して輸出等農研機構の研究展開の戦略に資する情報
収集と分析を行う NARO 開発戦略センターを設置し、研究開発や社会実装
の加速化等に資する開発戦略策定のための提言を理事長に行った。 

（２）法人一体の評価と資源配分 
法人全体を一体とする評価体制を整備・拡充して PDCA

サイクルを強化する。具体的には、評価業務を一元的に扱
い評価に関する企画及び運営を効率的に行うために、新た
に評価室を設置する。研究については、研究の柱（セグメ
ント）、研究課題のそれぞれの階層で評価することとし、
各階層における評価の主体や焦点を明確化するとともに、
評価に関係する事務が過重な負担にならない適切な評価シ
ステムを構築する。さらに、従来は法人単位で行っていた
外部の専門家・有識者等による評価委員会については、セ
グメントを単位として開催するよう変更し、研究課題のみ
ならず業務運営全般を適正かつ厳正に評価する。また、国
際的な観点から評価する必要のある研究課題については、
海外の大学や研究機関等に所属する専門家を活用して国際
的水準に即して適切な評価を行う。これらの評価結果につ
いては、予算・人員等の研究資源の配分に反映するシステ

（２）法人一体の評価と資源配分 
○評価の体制について 
・ 評価室を設置し、研究開発成果の最大化に関する事項、業務運営の効率化

に関する事項、財務内容の改善に関する事項、その他運営業務に関する重
要事項について一元的に評価する体制を構築した。この体制で、農研機構
の強み・弱みを的確に把握し、PDCA サイクルを強化した。 

・ 中課題検討会（中課題の評価）、セグメント検討会（大課題・セグメント
の評価）、評価・戦略会議（機構内評価）、評価委員会（機構内評価の妥
当性検討）を開催して各段階で評価の対象を明確にし、自己評価を行って
おり、最終年度まで適切に評価を行った。令和 2 年度は、新型コロナウイ
ルス感染症対策と適正な評価の両立のためウェブ会議を併用した。 

・ 研究セグメント単位の評価委員会を設置するとともに企画・連携推進業務
評価委員会を設置し、法人としての運営を評価する体制とした。また、平
成 30 年には、新たに取り組む「農業情報研究」の評価委員会を設置し、農
研機構全体の ICT 活用について厳正な評価を行った。 
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また、高度分析機器等の相互利用など運
営費交付金を効果的に活用するととも
に、中長期目標に即した研究開発の一層
の推進を図るため、外部資金の獲得に積
極的に取り組み、研究資金の効率的活用
に努める。 
主務大臣による評価結果等については
確実に業務運営に反映させる。 

ムを構築して、的確に運用するとともに、翌年度以降の年
度計画に反映して、業務の更なる改善・改革に活用する。
主務大臣の評価結果についても、確実に業務運営に反映す
る。これら反映状況については、ウェブサイトで公表する。 
 

○国際的な観点からの評価について 
・ 生物機能利用、畜産、病害虫、農村工学、環境変動、果樹、農業機械の７

分野について、海外の大学や研究機関より分野を代表する専門家を招聘し、
農研機構の研究について国際的な水準に即した評価を行った。 

・ 得られた助言により、課題の見直しやロードマップの修正を行うとともに、
次期中長期計画策定に反映した。 

 
○評価結果の活用について 
・ 交付金の配分に前年度評価を反映させ、評価値に応じて大課題研究推進費

の増減を行った。 
・ 評価の過程で出てきた問題点等を次年度計画に反映するとともに、人員・

予算の効果的投入につなげた。 
・ 主務大臣の評価結果は、業務運営に反映し、反映状況を毎年度ウェブサイ

トで公表した。 
 

（３）研究資金の効果的活用と外部資金の獲得 
運営費交付金を含む研究資金の効果的・効率的な活用の

観点から、研究資金の利用状況を定期的に把握するととも
に、運営費交付金の配分については理事長が裁量を十分に
発揮できる体制とする。外部研究資金の獲得については、
研究資源の配分や研究職員の業績評価により、獲得のイン
センティブが働くように取り組む。 
また、高度分析機器等を農研機構の内部研究組織で横断的
に活用する体制を整備し、研究資金の効果的な運用をする。 

（３）研究資金の効果的活用と外部資金の獲得 
○運営費交付金の活用について 
・ 研究推進担当理事が担当するセグメントにおける大課題等推進費の配分

を決定する体制にするとともに、 前年度の評価に基づく配分枠を拡大し、
理事のマネジメントによる PDCA サイクルの強化を行った。 

・研究組織が一体となって府省連携型プロジェクトの戦略的課題設定と積極
的な提案を行い、ムーンショット型研究開発事業等の大型外部資金を着実
に獲得した。 

・理事長のリーダーシップのもと、より戦略的な予算配分を可能とするため、
理事長裁量経費を増額した（第 4 期期首（平成 28 年度）1 憶円→4 年目（令
和元年度）17 憶円、5 年目（令和 2 年度）18 億円）。 

・年度予算執行状況を定期的に把握し、全体を俯瞰して適切な配分見直しを
行うことで、新型コロナウイルス流行のような予想困難な事態においても、
理事長の裁量で機動的に予算の再配分を行うことを可能とした。 

・平成 28 年度に研究活動分析システムを導入し、研究資金（大課題等推進
費）の執行状況を理事や PD が把握できるようにした。 

 
○外部資金の獲得について 
・ 外部資金獲得のための環境整備を図る観点から、外部資金獲得額に応じた
「外部資金獲得促進費」を、各研究センター等に配分した。 
・平成 31 年 4 月にプロジェクト獲得推進室を新設して外部資金獲得に向け

たセミナーの開催や公募書類作成の支援を行うとともに、 外部資金獲得を
研究業績評価や昇格審査で適切に評価し、獲得のインセンティブの向上に
努めた。 
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○機器の共用について 
・ 平成 28 年度に共用性の高い高精度な分析・解析機器を集約して高度解析

センターを設置した。 
・ 平成 30 年度にタンパク質結晶化分注システム、令和元年度に液体ヘリウ

ム再凝縮装置を優先的に整備し、機械共同利用及び解析支援制度により法
人内での共用を推進するとともに（共同利用 523 件、解析支援 388 件）、
法人外からの有償依頼分析や共同研究に積極的に取り組んだ（有償依頼分
析 35 件、資金提供型共同研究 19 件、資金分担型共同研究 38 件）。 

・高精度分析機器の整備は研究資源集約化委員会において機構内の機器整備
を一括審議する体制で検討し、民間との共同研究による資金獲得につなが
る核磁気共鳴装置（NMR）等の先端的機器の整備を優先的に進めた。さら
に、官民研究開発投資プログラム（PRISM）等の大型外部資金を獲得して、
分析の遠隔化・自動化に向けた整備を開始した。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２ 異分野融合・産学官連携によるイノベーション創出 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 
 

２―① モニタリング指標 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報 

異分野融合研究等の取組状況 

 

共同研究数 86 106 118 72 75  

他機関との連携実施数            人事交流 
連携・協力協定締結数 

4 ４ 1 0 0  

3 5 ４ 5 5  

外部資金             応募数 
獲得数 

21 9 17 20 28  

4 5 8 7 9  

資金提供型共同研究件数 
民間企業等からの資金獲得額     （千円） 

70 111 147 198 210  

215,835 262,414 310,911 419,695 595,990  

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

（１）異分野融合研究の強化 
○府省、研究分野、業種等の枠を超えた研究体制を構築するためのマネジメントが適切に実施されているか。 
＜評価指標＞ 
・府省、研究分野、業種等の枠を超えた共同研究や、事業者等と連携を推進するためのマネジメントが行われているか。 
○農林水産省が行う「『知』の集積と活用の場」を活用した取組が適切に実施されているか。 
＜評価指標＞ 
・「『知』の集積と活用の場」を活用し、開発技術の普及促進・技術移転が進められているか。 
 
（２）産学官連携の戦略的推進 
○法人全体で産学官連携を推進する体制が適切に構築・運用されているか。 
＜評価指標＞ 
・民間企業など外部機関と交流を図り産学官連携を推進する体制が整備され、運用されているか。 
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中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

（１）異分野融合研究の強化 
既存の研究分野の枠を超えた共同研

究や、その研究開発成果の商品化・事業
化に取り組む事業者等との連携により、
革新的な技術シーズを生み出すととも
に、新たな市場を切り拓く「イノベーシ
ョン」の創出が期待されている。このた
め、特に、我が国の産業の強みであるロ
ボット技術や ICT、最近目覚ましい発展
を遂げている分子生物学やゲノム工学
技術等の分野を中心に、府省、研究分野、
業種等の枠を超えた研究開発と成果の
商品化・事業化等に、従来以上のスピー
ド感を持って取り組む。なお、農業のス
マート化等に伴って集積するビッグデ
ータに関しては、その有効活用を図ると
ともに適切な取扱いに留意する。 

また、農林水産省が行う「『知』の集
積と活用の場」を積極的に活用し、開発
技術の普及促進・技術移転等を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）異分野融合研究の強化 
ア 作物開発研究、スマート農業研究、農業環境研究の分

野において、従来の法人や農研機構の内部組織を融合し
て新たな重点化研究センターを設け、これらを各分野の
ハブとして、府省や業種の枠を超えた外部の研究機関、
民間企業等との連携の下、研究開発を推進する。 

（１）異分野融合研究の強化 
ア・第 4 期当初に統合した法人の組織を融合させた重点化研究センターとし

て、「次世代作物開発研究センター」、「農業技術革新工学研究センター」、
「農業環境変動研究センター」を設置するとともに、 平成 30 年 10 月に
は、AI やビッグデータを活用した農業情報研究の中核として農業情報研
究センターを新設した。作物品種開発、スマート農業技術、環境変動対応、
農業情報利用の研究をこれらの研究センターが中核となって機構内連携
により一体的に推進するとともに、外部研究機関や民間企業と共同して研
究を実施した。 

・ 令和２年度には、制御環境で植物を養成して高度な生体計測とデータの取
得が効率的に実施できるインキュベーションラボを整備し、資金提供型共
同研究や国家プロジェクト等によりスマート育種や遺伝子機能解析の研
究を推進する態勢を整えた。 

＜評定と根拠＞ 
評定：S 
 
根拠： 

中長期計画を支障なく遂行し、目標を充分
に達成した。特に以下の項目においては、中
長期目標を著しく大きく上回る顕著な成果
が得られた。 
（１）異分野融合研究の強化 
・作物開発研究、スマート農業研究、農業環
境研究の分野において、従来の法人や農研機
構の内部組織を融合させた重点化研究セン
ターを設置するともに、AI やビッグデータ
を活用した農業情報研究の中核として農業
情報研究センターを新設し、異分野研究との
融合を強力に推進した。 

・農業情報研究センターにおいて、農研機構
研究者が連携した農業 AI 研究 OJT に本格
的に取り組み、インパクトある農業 AI 研究
成果を創出するとともに AI 教育も実施し
た。さらに、農研機構独自の AI 教育コース
を開発し、これによる AI 人材育成も行った。
また、WAGRI の本格運用や、農研機構統合
DB、AI 研究用スーパーコンピューターの体
制整備等、データ駆動型農業の基盤構築と運
用を大きく進捗させた。 

・第１期、第２期 SIP 参画により、農業のス
マート化に農工連携で取り組んだ。 

・島津製作所と食品機能性解析共同研究ラボ
を開設するなど、民間企業との連携先業種を
拡大させ、研究開発と成果の社会実装を進め
た。 

（２）産学官連携の戦略的推進 
・事業開発室の設置（令和 2 年度に食農ビジ
ネス推進センターを統合）とビジネスコーデ

イ 府省、研究分野、業種等の枠を超えた研究開発と成果
の商品化・事業化等に取り組む。 

 
 

イ・府省、研究分野、業種の枠を超えた研究開発と成果の事業化を進め、令
和２年度の異分野共同研究件数は 76 件となった。 

・府省連携の下で実用成果の創出を目指す戦略的イノベーション創造プログ
ラム（SIP）に参画し、平成 30 年度で終了した第１期では、水田の遠隔・自
動水管理システム等、水管理における労働時間の 80％削減や４割以上の生
産コスト低減を実証するとともに、民間企業が開発技術を実用化し、スマー
ト農業実証プロジェクトにおいて生産現場で農業者によりその効果を検証
中である。平成 30 年度から開始された第２期では、デジタル地図を基に安
全なルートを決め、自動制御で農機を運用し、作業者は前後を写すカメラの
映像をモニターで見ながら遠隔操作することで、大幅な省力化が期待され
るロボット農機等を開発中であり、令和２年 10 月には野上農林水産大臣視
察のもと富山県において実演会を実施した。 

・官民研究開発投資プログラム（PRISM）では、AI 病虫害画像診断システム
について農業データ連携基盤（WAGRI）からの提供を開始した（PRISM_AI
領域）。ゲノム編集酵素 Cas12f が二量体で働き、既知の Cas とは全く異な
る機序で DNA を切断することを解明した（Molecular Cell（IF15.6）掲載）
（PRISM_バイオ領域）。水稲を減収させない湛水管理の目安と水位管理器
具を開発した（PRISM_防災減災領域）。 

・令和元年度に島津製作所と食品機能性解析共同研究ラボを開設した。 
 

ウ 農業以外の外部研究機関（国立研究開発法人産業技術
総合研究所、国立研究開発法人物質・材料研究機構等）

ウ・産業技術総合研究所（産総研）との連携・協力協定に基づき、第 4 期通
算で 25 件の共同研究を実施した。 
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（２）産学官連携の戦略的推進 
 外部の知識・技術等を積極的に活用
し、それらと農研機構の技術を組み合わ
せた上で革新的な技術を生み出すとと
もに、開発した技術の移転・普及を促進
するため、民間企業など外部機関と積極
的に交流を図り、産学官連携の取組を推
進する。これにより、農研機構が中核と
なって、他の研究機関の勢力や英知を結
集し、我が国の農業研究を牽引する。そ
の際、法人として戦略的に産学官連携を
推進する仕組みを整備し、ニーズ指向の
研究、マーケットインの発想による研究
を推進する。また、資金提供型共同研究
など民間企業からの研究資金の拡大に
向けた努力を行う。それらの取組を通じ
て、農研機構の各内部研究組織で開発さ
れた有望な研究開発成果が全国各地域
で活用されるよう進める。 
 

との連携・協力協定の活用等を通じ、異分野との共同研
究を積極的に推進する。 

 

・平成 29 年には理化学研究所と包括連携協定を締結、その他物質・材料研究
機構や防災科学技術研究所とも共同研究を実施するなど異分野との共同研
究を積極的に推進した。・令和元年 11 月 15 日に農林水産省農林水産技術
会議事務局と経済産業省産業技術環境局の両局長及び農研機構理事長並び
に産総研理事長の出席の下、農研機構と産総研との今後の連携強化に向け
た意見交換会を開催した。 

 

ィネーターの配置により、民間企業との共同
研究に向けた本部司令塔機能を強化した。 

・九沖 SFC プロジェクトを創設し、産学官連
携によるバリューチェーンの事業化モデル
につながる研究開発を推進した。 

・企業からの資金提供型共同研究は、平成 28
年度に 70 件、2.16 億円から令和元年度には
大型の受託研究を加えて 198 件（３月末契
約件数：203 件）、4.20 億円（３月末契約金
額：5.42 億円）、令和２年度は 210 件（３
月末契約件数：258 件）、5.96 億円（３月末
契約金額：6.31 億円）を締結し、民間資金獲
得件数・額が期初の 3 倍に増加した。 

・重点普及成果をはじめとした開発技術の普
及方針について共有し、マネジメント指標に
よる評価や活動計画の見直しを実施した。 

・重点普及成果 21 件、スマートフードチェ
ーン関連 6 件、普及成果情報 24 件、計 51
件の SOP を作成し、研究開発成果の社会実
装を推進した。 

 
＜課題と対応＞ 
（１）異分野融合研究の強化 
 第 5 期中長期計画において、これまでの研
究成果を農業・食品産業競争力強化や輸出拡
大など、事業化につながる活動を展開する。 

農業情報研究基盤を機構外部からも有効
活用できる体制を構築して活用し、農業のス
マート化の研究をさらに推進する。AI 人材育
成では、農研機構外部の人材育成にも注力す
る。WAGRI については、システム堅牢化と
価値あるデータの搭載により普及を図り、独
立した法人による運営につなげる。 
（２）産学官連携の戦略的推進 
 第 5 期中長期計画において、機構内の事業
開発室と研究セグメントとの連携を強化し、

エ 農業のスマート化等について積極的に課題として取り
上げるとともに、蓄積されたビッグデータについては、
情報の重要性や情報流出の防止等に留意しながら活用す
る。 

 

エ・農業のスマート化に資する研究は、質の高い成果をスピーディに創出す
るため、AI 専門家と農業研究者との異分野 OJT で推進した。実施課題数を
拡大（課題数 12(H30.12 発足時)→40(R1 年度)→41（R2 年度））しつつ取
り組み、「AI による温州みかん糖度予測手法」や「画像の特徴を可視化で
きる AI」（いずれも 2020 年農業技術 10 大ニュースに採択）等の AI スマ
ート農業技術を創出した。 

・研究データを安全かつ永続的に管理する 3PB 規模のプラットフォームであ
る農研機構統合 DB と 1P FLOPS の AI 研究用スーパーコンピューター「紫
峰」を構築し農研機構の全研究データを蓄積して分野横断的に活用するデ
ータ駆動型農業研究のプラットフォームを構築した。さらに、民間企業との
連携も可能とするため、外部から安全にリモートアクセスする仕組みを導
入し運用ガイドラインも策定した。 

・フードチェーンの各過程で生まれる農業データの連携利用を可能にする、
農業データ連携基盤（WAGRI）を本格運用した。農研機構開発技術や環境・
土壌データ、市況等オープンデータの搭載により利便性を高めるとともに
普及活動にも努め、会員によるビジネス利用を実現した。新型コロナウイル
ス流行の影響により活動が制限される中ウェブを活用して勧誘活動に努
め、会員数は令和 2 年度末に 46(目標数 60)となった。引き続き魅力的なデ
ータ、API の搭載に努めるとともに入会勧誘を実施し普及に努める。また、
加入に至らなかった事業者に対するヒアリング等に基づき、データの拡充、
運用見直しを行う。 

 
オ 農林水産省が行う「『知』の集積と活用の場」等の産

学官連携の仕組みを積極的に活用し、自らの研究開発成
果の最大化に努める。 

 

オ・「『知』の集積と活用の場 産学連携協議会」の運営に副会長、理事、運
営委員として参画するとともに、190 のプラットフォームの内、83 件で研
究メンバーとして参画し、そのうち 18 件（令和 3 年２月 28 日現在）では
プロデューサーとして活動した。 

・「Society5.0 の実現に向けたデータ駆動型ソリューション研究開発プラッ
トフォーム」（全国 47 都道府県の農業関連試験研究所と 13 大学など 74
機関から構成）を発足し、全国の公設試に蓄えられたデータを活用する 5
件の研究課題を実施した。 
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・ 土壌化学分析及び病害虫に関するデータを WAGRI で利活用するための
研究課題については公設試とともにそれぞれコンソーシアムを設立し、
内、土壌化学分析研究課題は令和 2 年度イノベーション創出強化研究推進
事業に、病害虫については PRISM に採択された。 

・ 平成 28 年度に「知」の集積と活用の場モデル事業に採択された「アジア
モンスーンモデル植物工場システムの開発」において、５年間、国立研究
開発法人国際農林水産業研究センター（JIRCAS）、民間企業 7 社、４大
学と連携し、石垣島の JIRCAS の施設でトマト、イチゴ、パプリカの亜熱
帯環境下でのハウス栽培に係る共同研究に貢献した。令和３年度以降も
JIRCAS、民間企業３社と実用化を推進予定である。 

・ 産業競争力懇談会（COCN）の特別会員（令和２年 4 月入会）として、令
和２年度推進テーマのうち 2 題に参画し、テーマの実現に向けた活動を通
じて産業界との連携強化を図った。 

企業等に売り込む開発技術、研究成果を戦略
的に選択して提案する。 

（２）産学官連携の戦略的推進 
ア 共同研究、連携・協力協定、実証研究、コンソーシア

ム等の産学官連携の仕組みを活用し、外部機関と積極的
に交流し、外部の技術と農研機構の技術を組み合わせて
画期的な技術体系を確立する。その際には、農研機構が
中核となって成果の技術移転の加速化を図るよう努め
る。 

 

（２）産学官連携の戦略的推進 
ア・地域農業研究センターに産学連携コーディネーターを配置、産学官連携

体制を強化した。 
・ 茨城県、宮崎県、高知県において、産学連携コーディネーターが地方農政

局、都道府県幹部、大学学長等と協議し、産学官一体となって当該地域の
ニーズに沿った大型共同研究を組み立て、農研機構の地方創生への貢献を
支援した。 

・ 九州沖縄経済圏スマートフードチェーン（九沖 SFC）プロジェクトを創設
し、産学官連携によるバリューチェーンの事業化モデルにつながる研究開
発を推進した。（I-3 エにも記載） 

・ 筑波大学、東京農業大学とマッチングファンド型共同研究、北海道大学と
ロバスト農林水産工学研究を実施し、東京工業大学や佐賀大学とは連携協
定を締結し、共同研究を推進した。（I-3 エにも記載） 

・ 日本経済団体連合会、日本農業法人協会とは「農業技術革新・連携フォー
ラム」を共催し、経済界、農業界との連携を強化した。 

イ 農研機構一体として産学官連携を進める司令塔とし
て、本部に連携広報部を置く。また、マーケットイン型
研究開発及びその成果普及を推進する部署（食農ビジネ
ス推進センター）を新たに設置し、産学官連携を推進す
る組織体制を強化する。 

 

イ・平成 28 年に連携広報部及び食農ビジネス推進センターを設置し、産学官
連携の推進体制を強化した。平成 30 年 10 月には、連携広報部から連携担
当部署を独立させ、産学連携室（平成 31 年 4 月に事業開発室に名称変更）
を設置した。令和 2 年度には食農ビジネス推進センターを事業開発室に統
合した。 

・ 食農ビジネス推進センターに配置したプロジェクトプランナーのミッシ
ョンを拡大し、ビジネスコーディネーターとして事業開発室に再配置し
た。ビジネスコーディネーターは、民間企業との共同研究に向けた内外の
調整機能の強化、農業技術コミュニケータ－との連携による重点普及成果
の普及活動、共同研究提案の素材となる民間企業のニーズ特定と研究資金
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獲得を担うとともに、地域農業研究センターの事業化推進室と連携し、地
域ビジネスモデルの提案など、広範な活動を行った。 

 
ウ 民間企業との共同研究においては、資金提供型の共同

研究の仕組みを活用するなど、積極的に企業からの資金
確保に努める。 

 

ウ・平成 29 年度以降、共同研究契約及び秘密保持契約、令和元年度は有償技
術相談における伺い書による承認プロセスや報告体制を整え、農研機構全
体での共同研究の動向の管理体制を構築した。 

・ 資金提供型共同研究は、平成 28 年度に 70 件、2.16 億円、平成 29 年度に
111 件、2.62 億円、平成 30 年度に 147 件 3.11 億円、令和元年度には大型
の受託研究を加えて 198 件（３月末契約件数：203 件）、4.20 億円（３月
末契約金額：5.42 億円）、令和２年度には 210 件（３月末契約件数：258
件）、5.96 億円（３月末契約金額：6.31 億円）を締結し、企業からの資金
獲得の推進に努めた。 

エ 農研機構が開発した有望な研究開発成果については、
農研機構全体で情報を共有し、普及を行っていく。 

 
 

エ・産学連携連絡会議を通じ、産学連携担当者で研究開発成果の情報を共有
した。 

・ 農研機構が開発した研究成果は成果情報としてまとめ、関連情報を含めた
フォローアップを行い、技術移転のための情報として共有した。 

・ 重点普及成果をはじめとした開発技術の普及方針について共有（成果普及
戦略会議、普及成果対策会議、PD/中課題推進責任者/農業技術コミュニ
ケーター会議、月次報告）し、マネジメント指標（KGI、KPI）による評
価や見直し（PDCA）を実施した。 

・ 令和元年度からは、普及成果情報は標準作業手順書(SOP)を作成し、記述
されている普及戦略（奨励品種化動向 ニーズ調査等）を農業技術コミュ
ニケーターと共有し普及推進に活用した（Ⅰ-6(1)にも記載）。 

・ 重点普及成果 21 件、スマートフードチェーン関連 6 件、普及成果情報 24
件、計 51 件の SOP を作成し、研究開発成果の社会実装を推進した。 

・ 「成果 380 選」、「品種」、「技術」、「農研機構技報」等の配布やウェ
ブサイトにより農研機構の研究成果を情報発信した。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

Ⅰ―３ 地域農業研究のハブ機能の強化 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 
２―①モニタリング指標 
 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報 

地域の産学連携支援機関との連携状況     
            連携会議の開催数（回）

他機関主催会議への参加回数（回）

 
146 
165 

 
134 
187 

 
144 
267 

 
104 
281 

 
96* 

175* 

 
*オンラインの開催を含む 
*オンラインの出席を含む 

研究部門や重点化研究センターの成果を法人として
社会還元するための地域とつくばの連携  （回） 5 4 5 2 2 産学連携連絡会議の開催回数 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

○地域農業研究センターが地域農業研究の拠点として研究開発を行うための体制が構築・運用されているか。 
＜評価指標＞ 
・地域農業研究センターにおける研究推進において、地域の自治体、生産者、民間企業等のニーズを収集し、研究に反映させる仕組み・体制が整備され、運用されているか。 
・地域の産学連携支援機関との連携に配慮しつつ、産学官連携が推進されているか。 
・農研機構の研究開発成果について現地導入を進めるための取組が行われているか。 
・地域農業研究センターが地域の多様な課題に対応できるよう、本部やつくば地区等の専門研究組織等と連携・協力する体制が整備・運用されているか。 

 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

農研機構の地域農業研究センター等
がこれまでに実施してきた研究と生産・
流通・加工・消費の関係者との連携活動
は一定の成果をあげており、特に、近年、
全国の多数の地区で実施され始めた実
証事業は研究と現場の連携構築や技術
移転に効果が認められる。しかしなが
ら、現在もなお、生産現場等に十分な研

地域農業研究センターについては、地域農業研究のハブ
機能を強化し、研究ニーズの収集、地域農業が抱える課題
への対応等を効率的に行えるよう、以下の取組を行う。 
ア 地域農業研究センターに先進的な農業経営の担い手等

から構成されるアドバイザリーボードを新設し、その助
言を研究開発や成果普及の促進、ニーズの掘り起こし等
の地域農業研究センター及び組織全体の業務運営に活用
する。（第１の１（１）イにも記載。） 

 
 
 
ア・地域農業研究センターに分野ごとの地域アドバイザリーボードを設置し

て、委員等（令和 2 年度現在 216 組織・人）に現場ニーズ等を調査した。
技術相談等 262 件の要望があり、それらの情報を普及活動の戦略に反映し
活用するとともに、重要度が高いニーズについて課題化を進めた（平成 28
年 5 件、平成 29 年 6 件、平成 30 年 2 件、令和元年 1 件、令和 2 年 0 件）。 

＜評定と根拠＞ 
評定：A 
 
根拠： 

中長期計画を支障なく遂行し、目標を充分
に達成した。特に以下の項目においては、中
長期目標を大きく上回る顕著な成果が得ら
れた。 
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究情報が届いているとは言えず、研究と
現場の連携体制の構築は必ずしも容易
ではない。一方で、実証事業等、新たに
増加した業務による研究者等の負担は
増加している。 

このため、各地域農業研究センターの
研究体制を整備するとともに、研究情報
を発信し、地域に存する産学連携支援機
関との連携にも配慮しながら産学官連
携の取組を強化する。これにより、地域
農業研究センターが、地方自治体、地域
の研究機関、普及組織、生産者、流通・
加工業者など実需者、民間企業等を結ぶ
ハブとして、温暖化適応研究や機械開発
など、地域の研究ニーズを収集し、地域
農業が抱える問題解決に果敢に対応す
るとともに、農研機構の研究開発成果の
技術移転と現地適応度を高めるための
普及組織等と連携したフィードバック
研究を推進する。その際には、個別の課
題ごとに目的を明確化し、必要な機関・
民間企業等で戦略的な取組を行うこと
に留意する。また、地域農業研究センタ
ーが多様な課題に対応できるよう、本部
やつくば地区をはじめとした専門研究
組織等との連絡と協力の体制を整備す
る。 
また、地域農業研究センターに加え、つ
くば地区をはじめとした専門研究組織
においても、２（以下「公設試」という。）
と連携を強化するなどにより、都道府県
における地方創生の取組を支援する。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

・ 平成 30 年からは、地域アドバイザリーボードにおいてスマート農業に係
るニーズとシーズのマッチングや、ニーズの深堀りを行った（平成 30 年
度の開催：14 回、令和元年度の開催：7 回、令和 2 年度の開催：9 回）。 

・ 令和 2 年度は、これまでの取組に加えて、農研機構の成果発信を強化し
た。 

・ 地域マッチングフォーラム、スマート農業マッチングミーティング、JA、
主要生産者への訪問等の結果を整理し、生産現場の課題集約の把握と普及
促進に活用した。 

・ 地域農業研究センターでは普及組織等と連携し、「高品質・低コストのイ
ネ・ホールクロップサイレージ生産体系」「大区画ほ場における乾田直播
栽培体系」等の技術について対象者を限定した現地検討会を開催した。 

 

・産学連携コーディネーター及び農業技術
コミュニケーター、令和元年からはスマー
ト農業コーディネーターを配置し、積極的
に増員（平成 28 年 4 月：14 名→令和 2 年
度末：34 名）した。 

・農業・食品分野における Society 5.0 の早期
実現を加速化するため、スマート農業実証
プロジェクトを通じ､全国 148 地区の実証
農場にて第 1 期 SIP 等で開発されたスマー
ト農業技術を地域の個別課題に対応して
導入し、導入効果を評価した。 

・農研機構が公設試、民間企業、大学と連携
して共同研究を推進する「九州沖縄経済圏
スマートフードチェーン研究会」を立ち上
げ、九州沖縄農研の他、野菜花き部門、食
品部門、畜産部門等農研機構全体で産学官
連携によるバリューチェーンの事業化モ
デルにつながる研究開発を展開している
ほか、北海道十勝地域においてもスマート
フードチェーンの展開を進め、地方創生に
貢献した。 

・さらに、高知県が取り組む地方大学・地域
産業創生交付金（内閣府）事業にアドバイ
ザーとして参画しつつ、高知県研究者を農
業情報研究センターに受入れ、高知県の人
材育成に貢献した。 

 
＜課題と対応＞ 
・九沖 SFC、北海道十勝発 SFC の活動では、

開発技術の実証を通じて社会実装に向け
た普及段階へ移行する研究課題を拡大す
る。 

 

イ 産学連携室を新設し、産学連携コーディネーター及び
農業技術コミュニケーターを配置することにより、研究
ニーズの把握から研究開発成果の橋渡しまで一貫して推
進するとともに、その過程での問題点を洗い出し､解決を
図る。 

 
 

イ・地域農業研究センターに産学連携室を設置し、産学連携コーディネータ
ー、農業技術コミュニケーター及びスマート農業コーディネーター（令和
元年度より配置）について平成 28 年度から積極的な増員を図るとともに
（平成 28 年 4 月：14 名→令和 2 年度末：34 名）、本部産学連携室（令和
元年度に事業開発室に名称変更）に地域ハブ活動を統括する地域ハブコー
ディネーターをに設置して、産学連携コーディネーターや農業技術コミュ
ニケーターの活動の統括、スキルアップのための研修等を行い、体制を強
化した。 

・ 令和元年度には地域農業研究センターの産学連携室を改組して事業化推
進室を設置し、本部との指揮命令系統を明確化した。 

・ 農業技術コミュニケーターは、都道府県の普及担当者や農業者等を通じて
現場ニーズを収集するとともに、農研機構の開発成果の普及促進を行い、
成果に対する現場ニーズを収集し研究へフィードバックも収集した。また
令和 2 年度は、中央農研と西日本農研の農業技術コミュニケーターについ
て、重点普及成果単位のテーマ担当制から都道府県単位のエリア担当制に
変更し、普及活動の効率化を図った。 

・ 普及過程で生じた問題点や解決策等については、産学連携連絡会議を通じ
て農研機構内で情報共有を図り、対応した。 

・ 新型コロナウイルス流行により外出や対面でのコミュニケーションが制
限されたが、機構担当窓口を明確にすることでスムーズな情報交換を実現
した。 

・ 農業技術コミュニケーターの活動成果の例として、九州沖縄農業研究セン
ターと九州農政局、熊本県、JA 熊本経済連と連携した「ダイズ難裂莢性
品種群」の試験栽培では良好な収量（245kg/10a)が得られ、参加組織から
高い評価を得るとともに、次年度に予定されている 4 法人による試験栽
培と産地指定銘柄化に目途をつけた。 
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ウ 普及組織をはじめとする地方自治体、公設試験研究機
関（以下「公設試」という。）、地域の大学、民間企業、
生産者、流通・加工業者など実需者、関係団体等あるい
は担い手等と連携し、温暖化適応研究や機械開発をはじ
めとする地域の研究ニーズを踏まえて、地域農業が抱え
る問題解決に果敢に対応するとともに、農研機構の研究
開発成果を迅速に現場に移転できるような現地実証試験
を強化する。 
 

ウ・地域農業が抱える問題解決に当たり、平成 29 年度 465 件、平成 30 年度
393 件、令和元年度 370 件の現地実証研究を実施（平成 28 年度は集計な
し）し、現地での課題等の洗い出しや成果の完成度を高めた。平成 29 年
に現地実証試験において注意しなければならない点を取りまとめた「現地
実証試験の円滑な実施に向けたガイドライン」を策定し、本ガイドライン
に沿って現地実証試験を実施した。（Ⅰ-6(2)アにも記載） 

・ 令和元年度からは、農業・食品分野における Society 5.0 の早期実現を加
速化するため、「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」及び「ス
マート農業加速化実証プロジェクト」（スマート農業実証プロジェクト）
を通じ､全国 69 地区の実証農場（令和 2 年度に 148 地区に拡充）にて第 1
期 SIP 等で開発されたスマート農業技術を地域の個別課題に対応して導
入し、導入効果を評価した。 

・ 実施に当たっては、実証試験にとどまらず社会実装を目指して、以下の取
組を行った。 
＊ 現地実証試験の７営農体系について、所長等からなる体系責任者を設

置するとともに、課題ごとに担当の専門 PO、スマート農業コーディネ
ーターを配置した。 

＊ 定期的に実証地を訪問し（延べ 1,600 回以上）、実証課題の進捗状況
を把握し、指導をするとともに、スマート農機等の改善点を収集（約 80
件）して、農業技術革新工学研究センター・農機メーカー等にフィード
バックした。 

＊ 実証農場で取得された経営データを WAGRI に蓄積し、令和元年度に
新設した農業経営戦略部において解析し、コスト低減を定量的に検証す
るとともに、営農者に対する経営モデルの提示や、農機メーカーへのス
マート農機の受容価格の提示をするための解析を検討した。 

＊ 実証農場を、スマート農業を「見られる・試せる・体験できる」情報発
信拠点として活用するため、実演会（285 件、約 15,000 人）等の開催
を支援した。 

・ 重点普及成果採択後に標準作業手順書（SOP）を活用した普及活動を行っ
たことで、乾田直播では東北地方の直播面積（11,264ha）の 17%となる
1,930ha、モチ性大麦では全国年間需要の（3.3 万 t）の 30%となる 2,944ha
（9,976t）、多収・良食味米では全国業務用途米検査数量（165 万 t）の
2%となる 6,200ha と大幅な作付面積増加につながった。 

・ 新型コロナウイルス流行下において、SOP をウェブ公開して外部からの
閲覧やスマートフォン等屋外からの利用環境を向上させたことが、「麦類・
大豆の収量・品質向上技術」など重点普及成果の普及に貢献した。 

・ 1km メッシュ気象のウェブと県のリンク設定が期首の２県から 10 県
に、デジタル土壌図では施肥基準への掲載が期首の 3 県から 13 県へと
いずれも大きく増加した。 
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エ 地域農業研究センターが農業現場関係者から掘り起こ
した重要なニーズについては、本部の指示の下、つくば
地区の専門研究組織等を含めた連絡と協力の体制を構
築し対処する。また、地域農業研究センターに加え、つ
くば地区をはじめとした専門研究組織においても、公設
試と連携を強化するなどにより、都道府県における地方
創生の取組を支援する。 

 

エ・九州沖縄経済圏の農業・食品産業の成長産業化に貢献するため、農研機
構が公設試、民間企業、大学と連携し、共同研究を推進する「九州沖縄経
済圏スマートフードチェーン（九沖 SFC）研究会」を立ち上げ、令和 2 年
に九州沖縄経済圏事業化戦略会議を福岡市で会場参加とオンライン参加
を併用して開催した。九沖 SFC では、九沖研の他、野花研、食品研、畜産
研等農研機構全体で産学官連携によるバリューチェーンの事業化モデル
につながる研究開発を展開した。 

・ 九沖 SFC プロジェクトでは「かんしょ輸送中の腐敗防止技術」「イチゴ
『恋みのり』の産地拡大」で SOP を活用した産地での技術導入が行われ、
海外への輸出や、栽培面積が増加した。 

・ 北海道における産業振興及び経済活性化に貢献するため、帯広畜産大学と
ともに「北海道十勝発スマートフードチェーン（北海道十勝発 SFC）プロ
ジェクト」を提唱し、スマート農業技術向上のための研究開発を行った。
また、令和３年３月に、北海道の公的機関、大学、民間企業、農業団体、
生産者等と連携して、「北海道十勝発 SFC プロジェクト」準備会合をウェ
ブ開催し、企業、農業団体からのプロジェクトへの参画を促す機会となり、
プロジェクト立ち上げに向けた検討が進んだ。 

・ 帯広畜産大学、茨城県、高知県・高知大学・高知工科大学、高知県立大学、
宮崎県・宮崎大学、佐賀大学等との連携においては、産学連携コーディネ
ーターが公設試や大学と調整し、公設試、大学と連携した共同研究を推進
した。 

・ 高知県及び高知県内の 3 大学との連携においては、地方大学・地域産業創
生交付金（内閣府）事業にアドバイザーとして参画し、高知県職員を農業
情報研究センターに受入れて高知県の AI 人材育成に貢献した。 

・ 茨城県、宮崎県等との連携においては、共同研究の分野ごとに分科会を設
定し、共同研究の進捗管理と早期の研究成果創出及び生産現場への普及に
取り組むことで、地域農業の振興を通じた地方創生に協力した。 

・ 内閣府の「まち・ひと・しごと創成総合戦略」における政府関係機関の地
方移転の年次プランに基づいた取組として、愛知県、島根県及び鳥取県と
プロジェクト研究などを推進した。香川県とは包括連携協定を締結し、西
日本地域の施設野菜研究を推進するため、香川県職員を受け入れて共同研
究を実施した。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―４ 世界を視野に入れた研究推進の強化 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

２－①モニタリング指標 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報 

国際的な研究ネットワークへの参画状況        国際会議等開催数（回） 
国際会議等参加数（人）

国際学会等での成果発表数（件）
国際的な研究ネットワークを通じて得られた成果の論文発表数（件）

委員・役員等の従事者数（人）

9 14 11 10 4* *オンラインによる開催 

636 653 599 675 331* *オンラインの出席者 

467 397 418 309 67*  *オンラインによる成果発表数 

9 10 3 2 7  

64 63 54 28 25  

農林水産物の輸出や関連産業の海外展開に資する研究開発の取組状況 
課題数 

研究エフォート 

16 16 16 24 23 
 

250.4 235.9 239.1 409.1 377.1  エフォートは 4 月 1 日現在 

研究成果の創出状況（国際的な水準に見込まれる研究成果）IF 積算値 1,806.0 (637） 1,177.2 (446) 1,542.2 (543) 1402.0 (485) 1744.1(607) 
（）は論文数 前年の IF 値で算出した。 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

○国際水準の研究開発成果の創出や国際的なイニシアティブの発揮が行われているか 
＜評価指標＞ 
・食料や気候変動問題等の地球規模の研究課題が実施され、国際貢献等を行うとともに、国際水準の研究開発成果の創出により農研機構の国際的プレゼンスの向上が図られているか。 
 
○国際的な研究ネットワークへの参画、海外機関との連携、JIRCAS との連携の取組が十分行われているか。 
＜評価指標＞ 
・国際的な研究ネットワークへの参画や、海外機関等との連携により研究開発が効果的・効率的に推進されているか。 
・国際学会・国際会議への参加、成果発表等により、国際水準の研究成果が創出され、海外に発信されているか。 
・農林水産物輸出戦略やグローバル・フードバリューチェーン戦略に貢献する研究・調査など、農林水産物の輸出や関連産業の海外展開を促進する研究開発のマネジメントがどのような体制で実施されているか。 
・農業機械の安全性や環境性能、作業機との通信規格など国際標準化への対応が図られているか。 
・開発途上国地域に関する対処を効率的に進めるために、JIRCAS との協力体制が構築されているか。 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 
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世界的な人口増加や気候変動問題、国
境を越えた家畜伝染病のまん延等、今
日、地球規模の様々な問題が深刻化する
中で、農業研究においても国際的な協
調・連携の下で推進すべき研究課題が増
えつつある。また、高品質な我が国の農
産物の輸出や関連産業のグローバル展
開の促進を技術面でサポートすること
も重要性を増している。 

このような状況を踏まえ、国際的な研
究ネットワークに積極的に参画すると
ともに、海外機関、国際機関等と積極的
に連携し、研究開発の効果的・効率的な
推進、地球規模の課題に対する国際貢献
等を行うとともに、国際水準の研究開発
成果の創出により農研機構の国際的プ
レゼンスの向上を図る。 
 また、農林水産物の国別・品目別輸出
戦略や農林水産省が主導するグローバ
ル・フードバリューチェーン戦略（平成
26 年６月６日グローバル・フードバリュ
ーチェーン戦略検討会策定）に貢献する
研究や調査など我が国農業の海外展開
に資する研究開発を積極的に推進する
とともに、農研機構がこれまでに開発し
た技術の移転に取り組む。さらに、農業
機械の安全性や環境性能、作業機との通
信規格など国際標準化の動きに対し、行
政や関係団体・機関等と密接に連携しな
がら適切に対応する。 
こうした取組を行う際、開発途上国・地
域等に関する対処等を効率的に行うた
め、国立研究開発法人国際農林水産業研
究センター（以下「JIRCAS」という。）
との協力関係を技術シーズや人材活用
面を含め強化する。 
 
 

ア 我が国の農業・食品産業の技術水準の向上や、食料・
環境問題等地球規模の研究課題に、国際的視点から効果
的・効率的に対応するために、国際連携等を担当する新
たな部署（国際室）を設置し、科学技術協力に関する政
府間協定等を活用し、海外機関や国際機関との共同研究
等を推進する。 

 
 
 
 
 
 

ア・平成 28 年度に国際連携等を担当する国際室を設置し、令和元年度には国
際課に拡充した。 

・ 欧州との戦略的な共同研究を進めるため、平成 30 年よりワーヘニンゲン
大学（WUR）に連絡研究員を配置し、日蘭政府の農業対話へのオブザー
バー参加や連携強化のための国際シンポジウム開催等を通して、データ
駆動型スマート農業技術に関する共同研究を開始した。 

・ 令和 2 年度は新型コロナウイルス流行のため現地渡航が極めて困難とな
り、米国、東南アジア（タイ）における拠点整備に至らなかったが、タイ・
カセサート大学（KU）と農産物・食品の輸出、グローバル・フードバリ
ューチェーン構築につながる国際共同研究３件を開始した。 

・ 平成 28 年にはフランス国立農学研究所（INRAE）と連携協定を締結し、
令和元年には若手研究者の交流を開始した。令和 2 年度にはインパクト
のある国際共同研究 1 件等の開始につなげた。 

・ 農林水産省の「戦略的国際共同研究推進委託事業」等において、ロシア、
イスラエル、ドイツ、カナダ、フランス、中国との共同研究のほか、各種
外部資金を活用して国際共同研究を進めた。 

・ 組織対組織の国際連携の推進により国際連携覚書（MOU）は相手機関が
精査され、国際共同研究契約（CRA）は第４期中で増加した（H28:31 件
→R2:51 件）。 

＜評定と根拠＞ 
評定：A 
 
根拠： 

国際的なネットワークへの参画、連携への
取組を強化するため、平成 28 年度に国際室
を設置し、令和元年度に国際課に拡充した。
IPCC や ITPGR 等の国際的な研究ネットワ
ークに参画して、地球規模の課題解決に貢献
した。欧州及び東南アジアにおける連携の強
化のため、WUR、INRAE、KU 等と MOU を
締結して共同研究を開始するとともに、
WUR には連絡研究員を配置するなどの連携
強化の取組により、国際共同研究契約数が大
幅に増加した（H28:31 件→R2:51 件)。さら
に、JIRCAS とも連携して、G20MACS 等の
機会をとらえた研究成果の発信を実施する
とともに、新型コロナウイルス流行下におい
ては、参加者が 3 倍以上に増加したオンライ
ンシンポジウムの開催等により、農研機構の
国際的プレゼンスの向上を図った。 
 グローバル・フードバリューチェーン戦略
や国際標準化に貢献する取組については、農
畜産物の輸出促進のため、WUR の連絡研究
員と連携して現地消費者を対象した嗜好性
の評価を行った。平成 30 年度には国際標準
化推進室を設置して、「ロボット農機」及び
「電動トラクタ」のサブワーキンググループ
を日本提案で設置した。さらに、国産初の
ISOBUS 認証を取得するなどの国際標準化
活動に対して、経済産業大臣表彰を 2 年連続
で受賞する等の顕著な成果が得られた。 

以上のように、中長期計画を支障なく遂
行し、中長期目標を大きく上回る成果が得
られたことから、A 評定とする。 
 
 
＜課題と対応＞ 

イ 気候変動問題、越境性感染症対策等に関する国際的な
研究ネットワーク等に積極的に参画し、温室効果ガス排
出削減や越境性感染症等の問題解決に貢献するととも
に、国際水準の研究開発成果を創出することにより、国
際的プレゼンスの向上を図る。 

 

イ・気候変動に関する政府間パネル（IPCC）、国際原子力機関（IAEA）, グ
ローバル・リサーチ・アライアンス（GRA）, 4/1000 イニシアティブ、
国際獣疫事務局（OIE）、国連食糧農業機関（FAO）、生物多様性及び生
態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム（IPBES）等の
国際的な研究ネットワークに専門家、理事、共同議長等として参画した。 

・ 温暖化緩和・対応技術開発による SDGs への取組に対して STI アワード
優秀賞を受賞した。 

・ 平成 31 年 4 月に日本で開催された G20 主席農業研究者会議（G20MACS）
で世界の主要国の参加者に対し、農研機構の研究成果を紹介した。また、
越境性病害虫及び気候変動に関するフォローアップのワークショップの
開催に貢献した。 

・ フランス大使館の要請で、日仏気候変動シンポジウムを開催し、環境問
題の解決に向けた技術開発に関する国際連携を検討した。 

・ 国際水準の研究開発成果を創出した。 
 

ウ 農産物・食品の輸出、グローバル・フードバリューチ
ェーン構築などの我が国の農業・食品産業の海外展開に
必要な課題を抽出し、技術開発や開発した技術の移転に
取り組む。また、農業機械の安全性や作業機の通信規格

ウ 海外展開に必要な課題については、 
・ 農畜産物の輸出促進等に関する研究推進のため、令和元年度にタイ・カ

セサート大学、タイ・モンクット王工科大学（KMUTT）、マレーシア国
立農業研究所（MARDI）と MOU を締結した。 
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 などの国際標準化の動きに適切に対応し、我が国が開発
した規格等の採択に向けて積極的に働きかけ、我が国の
農業・食品産業の国際競争力の強化に貢献する。 

 

・ 欧州の日本貿易振興機構（JETRO）事務所や現地日系企業を対象に、わ
が国の農畜産物の輸出拡大の可能性と課題を調査し、現地の消費者を対
象に和牛の嗜好性を評価した。 

・ オランダでの国際シンポジウムやオンライン国際シンポジウムを開催す
るとともに、連絡研究員と本部、関連セグメントと連携して大型プロジ
ェクトに関連する新規国際共同研究の検討を開始した。 

・ 国際会議（FAO アジア太平洋地域総会、G-STIC 国際会議）に招聘され、
日本のスマート農業技術を紹介した。 

国際標準化については、 
・ 平成 30 年度に国際標準化推進室を設置し、農研機構の研究成果の国際標

準化活動を推進している。 
・ 農業機械の安全性や検査規格に関しては、ISO 18497 の検討や及び

ANTAM テストコードの策定、OECD トラクターテストコード会合にお
ける議長国を担当した。OECD トラクタコード会議では、「ロボット農
機」及び「電動トラクタ」のサブワーキンググループを、日本提案で設置
した。 

・ 制御通信については ISO 11783 の改訂に貢献するとともに、対応する技
術開発を促進し国産初の ISOBUS 認証を取得した。また、令和２年度産
業標準化事業表彰において、当該分野の標準化活動に関して産業技術環
境局長表彰を受賞した。 

・ 農作業データ交換仕様の標準化に関して産学官が連携する国内調査委員
会を設置するとともに、専門企業に委託して海外情勢調査を実施した。 

・ 国際標準化物質の製造・配布（I-8 に記載）を通じて、「遺伝子組換え食
品の検査法に関する国際標準化活動への貢献」により、令和元年度産業
標準化事業表彰の経済産業大臣表彰を受賞した。 

・ ISO TC34（食品）への規格提案に向けて、生鮮食品中の機能性成分分析
試験法に関する国内作業グルーブが設置され、農研機構職員が委員に就
任した。 

・ ISO TC34/SC8（茶）において、日本提案による国際投票を経て抹茶の検
討をする WG13 が設置され、座長に農研機構職員が就任した。さらに、
我が国の農業・食品産業の国際競争力の強化に資するため、抹茶の定義
に関する国際規格 TR の検討･審議を開始した。また、令和２年度産業標
準化事業表彰においては、ISO における緑茶定義の防衛に関して経済産
業大臣表彰を受賞した。 

上記の取組により、農業・食品分野における広範な国際標準化活動におい
て、顕著な成果が得られた。 

 

・海外拠点向けに立案した共同研究課題の効
率的推進のため、国際契約事務や交流促進
の支援を行う。 

・海外拠点において、さらに第 5 期中期目標
期間につながる共同研究課題を発掘する。 

・国際標準化の重点化分野を絞り込んで活
動をさらに強化するとともに、新たに推進
すべきアイテムについて戦略を検討する。
また、ISO 等の国際標準化団体には引き続
き積極的に参画・貢献し、農研機構のプレ
ゼンスを向上させる。 

 
 

エ 「遺伝資源へのアクセスとその利用から生ずる利益配
分」（ABS）に関して、関連する国際協議等への専門家

エ 「遺伝資源へのアクセスとその利用から生ずる利益配分」（ABS）につい
ては、 
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の派遣等の協力を行う。また、ABS に関する国際約束に
したがって的確な遺伝資源の収集等を行うほか、大学、
民間企業などの国内関係者の適正な遺伝資源利用を支援
するため、情報提供等を行う。さらに、「食料及び農業
のための植物遺伝資源に関する国際条約」（ITPGR)に基
づく植物遺伝資源の提供等を円滑に行うため、ジーンバ
ンクの体制強化や海外ジーンバンクとの連携強化を図
る。 

 

・ 関連する国際協議等への専門家の派遣等の協力を行った。 
・ 平成 29 年に「遺伝資源取得機会等実施規程」、平成 30 年に「規程の実

施に係る手引き」を作成し、ABS 行動規範の考え方を職員に周知した。
令和 2 年度には「ABS に関する行動規範」を定めた。 

・ ABS に関する国際約束に従い、遺伝資源の収集等を行うほか、大学、民
間企業などの国内関係者に情報提供を行い、適正な遺伝資源利用を支援
した。 

「食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約」（ITPGR)について
は、 

・ 遺伝資源センターを設置するとともに、ITPGR に基づく植物遺伝資源の
提供等を円滑に行うため、本部に窓口を設置して情報の集約化を図った。 

・ 遺伝資源センターのジーンバンクの体制を強化するとともに海外ジーン
バンクとの連携強化を図った。 

オ 国際シンポジウムを開催するとともに、国際学会等に
おける研究開発成果の発表等を積極的に実施し、研究開
発成果の国際的な利活用を図る。 

 

オ 国際シンポジウム開催（期間を通して 48 回）や国際学会等における研究
開発成果の発表等を積極的に実施し、研究開発成果の国際的な利活用を図
るとともに共同研究や人事交流につなげた。新型コロナウイルス流行下に
対応してオンラインで国際シンポジウムを開催し，参集型の３倍以上の参
加者を獲得した。 

カ 人材交流、技術シーズの提供等を含め、国立研究開発
法人国際農林水産業研究センター（以下「JIRCAS」とい
う。）と協力関係を強化する。 

カ・JIRCAS とは、G20MACS の開催準備において協力したほか、5 件のシン
ポジウムを共催し、2 件の資金提供型を含む 5 件の国際共同研究を実施し
た。また JIRCAS が推進する国際研究に専門家を海外派遣したほか、人材
交流、技術シーズの提供等を通じて、JIRCAS との連携を強化した。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

Ⅰ―５ 知的財産マネジメントの戦略的推進 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

２－①モニタリング指標 

モニタリング指標 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報 

特許の実施許諾件数 
実施許諾された特許件数 

831 866 827 814 
 

809  

470 451 432 423 
 

434  

品種の利用許諾件数 
利用許諾された品種件数 

1,626 1,949 1,955 1,959 1,980  

519 561 568 569 
 

584  

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

（１）知的財産マネジメントに関する基本方針の策定 
○農研機構の知的マネジメントに関する基本方針が策定され、運用されているか。 
＜評価軸＞ 
・「農林水産省知的財産戦略 2020」及び「農林水産研究における知的財産に関する方針」等を踏まえて、どのような知的財産マネジメントに関する基本方針が策定され、実施されているか。 

 
（２）知的財産マネジメントによる研究開発成果の社会実装の促進 
○研究開発成果を農業や食品産業等の現場での活用に結び付け、迅速に社会実装していくための戦略的な知的財産マネジメントが取り組まれているか。 
＜評価指標＞ 
・研究開発成果の商品化・事業化等を図る上で、有効な知的財産の取扱方針を描き、最適な方法を選択して社会実装を促進する知的財産マネジメントが実施されているか。 
・知的財産の組み合わせによる成果技術の保護強化や知的財産権の群管理等の取組が実施されているか。また、農研機構の保有する知的財産について、実施許諾等活用が図られているか。 

 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

（１）知的財産マネジメントに関する基
本方針の策定 

「農林水産省知的財産戦略 2020」（平
成 27 年５月 28 日農林水産省策定）及び
「農林水産研究における知的財産に関
する方針」（平成 28 年２月 23 日農林水

（１）知的財産マネジメントに関する基本方針の策定 
「農林水産省知的財産戦略 2020」及び「農林水産研究に

おける知的財産に関する方針」等を踏まえ、農研機構の知
的財産マネジメントに関する基本方針を平成 28 年度中に
施行する。 

（１）知的財産マネジメントに関する基本方針の策定 
 「農林水産省知的財産戦略 2020」及び「農林水産研究における知的財産に
関する方針」等を踏まえ、平成 28 年 12 月 22 日に、「知的財産に関する基
本方針」を策定した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：S 
 
根拠： 

中長期計画を支障なく遂行し、目標を充分
に達成した。特に以下の項目においては、令
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産技術会議決定）等を踏まえ、農研機構
における知的財産マネジメントに関す
る基本方針を策定する。 

 

和元年度時点の見込実績を超え、中長期目標
を大きく上回る成果が得られた。 
（２）知的財産マネジメントによる研究開発
成果の社会実装の促進 
・本部の司令塔機能の強化のため、知的財産

部を新設し、戦略立案等を行う「知的財産
戦略室」と知的財産権の取得等を行う「知
的財産課」を設置した。これにより発明発
掘から知財権の獲得までを強力に推進で
きる組織基盤を確立した。 

・ミノムシ絹糸に係る特許網の構築では、事
業化を見据えて民間企業と共同研究を推
進し、合計 15 件の関連技術による特許網
を構築した。 

・知的財産マネージャ－相談、知的財産教育
の強化等の取組により、特許出願件数を増
加させた（令和元年度 209 件→令和２年度
326 件）。 

・海外における品種出願の推進、行政と連携
した利用許諾契約による海外での品種保
護体制の構築、侵害品輸入を阻止する
DNA 品種識別技術開発の加速等、国際競
争力強化に向けて育成者権保護への対応
を推進した。 

・ノウハウの取扱いに係る方針を整理し、特
許権とノウハウを組み合わせたオープン
＆クローズ戦略を推進するとともに、商
標、品種育成者権を組合せた知財ミックス
に戦略的に取り組んだことにより、知的財
産権の保護強化を推進した。 

 
＜課題と対応＞ 
（１）知的財産マネジメントに関する基本方
針の策定 
知的財産制度全般について、各種研修や会議
の場を通じて、職員の更なる資質の向上及び
管理者としての更なる能力の向上を図る。 

（２）知的財産マネジメントによる研究
開発成果の社会実装の促進 

研究開発成果を農業や食品産業等の
現場での活用に結びつけ迅速に社会実
装していくため、商品化・事業化等に有
効な知的財産の取扱方針を描いた上で、
研究開発の企画・立案段階から終了後の
成果の普及までの一連の過程において、
以下のとおり戦略的な知的財産マネジ
メントに取り組む。 

 
ア 発明時における権利化・秘匿化・公知

化・標準化や、権利化後の特許等の開
放あるいは独占的な実施許諾等の多
様な選択肢を視野に入れ、事業の成功
を通じた社会実装を加速化する観点
から最も適切な方法を採用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）知的財産マネジメントによる研究開発成果の社会実
装の促進 

我が国の農業や食品産業の競争力強化を図るため、研究
開発成果の迅速な社会実装を促進することとし、このため
研究開発の企画・立案段階から研究開発成果の商品化・実
用化及び利活用を見据えて、以下の知的財産マネジメント
に取り組む。 

 
 

 
 
ア 個々の研究開発成果の商品化・実用化及び利活用を図

る上で最も適当な知的財産戦略を描いた上で、研究開発
の企画・立案段階から普及までの一連の過程において、
権利化、秘匿化、公表等の取扱いや実施許諾方法等を弾
力的に選択する。また、これら戦略的な知的財産マネジ
メントに取り組むため、知的財産部門の体制の充実を図
る。そのため知的財産マネージャーを複数配置し、人材
育成・共同研究契約等の相談及び指導、許諾契約交渉を
担わせるほか、実効性のある権利取得のため、研究の企
画・立案段階から研究者からの相談業務を行い、広くて
強い権利取得を目指し、助言・指導を行う。 

 

（２）知的財産マネジメントによる研究開発成果の社会実装の促進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア 知的財産マネジメント推進体制の整備では、平成 28 年に連携広報部に知

的財産課を設置し、知的財産マネージャーを配置した。平成 30 年には知的
財産部を新設し、戦略立案等を行う知的財産戦略室と知的財産権の取得等
を行う知的財産課を設置した。両者が一体となって、研究開発の企画・立案
段階から出口を見据えた一貫性のある知的財産マネジメントを推進し、重
点研究における特許網の構築や農研機構単独出願特許の増加等の強い知財
権獲得につながる基盤を形成した。 

発明者から対面でヒアリングを行う知財マネージャー相談制度を創設
し、知的財産部職員が、特許戦略、出願タイミング、発明の捉え方について
指導して権利取得の推進と特許の質を担保する相談を拡充（令和 2 年度は
301 件）することで、目的を明確化した知的財産活動につながった。 

知財セミナーや e-ラーニングによる人材育成を進めるとともに、課題検
討会への知的財産部職員の同席による研究の企画・立案段階からの助言・指
導、抽出課題に対する個別面談を通じて、研究者の意識改革による発明発掘
への取組を強化した。 

ミノムシ絹糸に係る特許網の構築では農研機構の基本特許（２件）を核と
した民間企業との共同研究を推進し、用途発明や材料の生産方法等の発明
に係る追加特許を出願し、関連技術を含む合計 15 件の特許網を構築するこ
とに成功した。 

WAGRI、ベンチャー等に係る農研機構の重点研究課題について、先行特
許調査や FTO 調査を行い、特許出願に向けた知財支援と特許網構築に向け
た取組を行った。 
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イ 知的財産の組み合わせによる成果技
術の保護強化、知的財産権の群管理等の
取組を推進する。また、農研機構の特徴
ある品種や高度な生産技術を用いた農
産物・食品について、国内外でブランド
力など強みを発揮するため、育成者権、
商標権などの知的財産権を戦略的に活
用する。 

業務の効率化と担当職員の資質向上に取り組み、従来と同じ人員で、特許
国内出願件数の大幅増加に対応した（H28:126 件→H29:123 件→H30:135
件→R1:209 件→R2:326 件）。 

（２）知的財産マネジメントによる研究開発
成果の社会実装の促進 

研究開発の企画・立案段階から普及までの
一連の過程において、権利取得の推進と特許
の質を担保する戦略的マネジメントを導入
し、価値ある特許出願を加速させる。又、特
許権とノウハウを組み合わせたオープン＆
クローズ戦略を推進する。 

重要品種の効果的な侵害対応を目指した
早期の海外出願、利用許諾契約による海外で
の品種保護体制を加速させる。 

イ 権利化後の特許等の開放（非独占的な実施許諾）ある
いは独占的な実施許諾等の多様な選択肢を視野に入れ、
企業の要望を考慮の上、事業の成功を通じた社会実装を
加速化する観点から適切な方法を弾力的に選択する。す
なわち、農研機構が単独で保有する知的財産権の実施許
諾については非独占的な実施許諾を基本とするが、知的
財産権の有効活用が促進され、かつ、公益性及び公平性
の観点から見て大きな問題がないと判断される場合に
は、必要に応じ実施の範囲（地域や事業分野等）や実施
許諾期間を限定した上で独占的な実施許諾を認める。ま
た、一定期間実施されていない知的財産権については、
独占的な実施許諾を認める。 

 

イ 企業の事業の成功を通じた社会実装を加速化するため、実施企業の要望
を丁寧に聴取するとともに、組織内連携を強化し、多角的視点から最適な実
施許諾等の方法を選択する等、弾力的・柔軟な実施許諾を進めた。 

一定期間実施されていない農研機構単独の知的財産権について独占的な
実施許諾を認めるとともに、共有の知的財産権について企業（第三者）に対
し、実施範囲を限定した独占的な実施許諾契約を締結した。 

これら取組を継続的に推進するため、独占的な実施許諾を認めるための
判断基準を明確化し、具体的な手続きはホームページを通じて公開した。 
許諾に当たり相互に関連する特許、プログラム、商標等をライセンス網とし
て取りまとめ、許諾契約に導くとともに、プログラムの新たな許諾方法を検
討し、導入した。 

品種については、企業等の要望に基づき、出願時期の早期化や播種時期に
合わせた契約手続きの迅速化を進めるとともに、品種の保護と普及とを両
立させた許諾契約の締結や、新たに栽培品種として導入する地域等との連
携を強化した戦略的な利用許諾に向けた取組を進めた。 

ウ 外国における権利化に当たっては、商品化・事業化に
より十分な費用対効果が見込まれるか、我が国への食料
供給の安定化に資するか、我が国の企業活動のグローバ
ル化を支援する上で有益か、我が国の農林水産業・食品
産業への悪影響や我が国の企業活動への支障があるか、
相手国の知財の管理状況が十分か、相手国における権利
侵害の発見等が可能か等を総合的に考慮する。 

 

ウ 外国における権利化について、日本の農産物のグローバル競争力強化へ
の寄与や費用対効果などを総合的に考慮して出願の可否を決定する知的財
産マネジメント方針を定めた。 

農林水産省の植物品種等海外流出防止総合対策事業を利用して、海外品
種登録出願（36 品種のべ 106 件）を行うとともに、ブドウ「シャインマス
カット」の輸入差し止めを申し立てた。 

逆輸入阻止のためのブドウ「シャインマスカット」果実及びカンキツ果実
の DNA 品種識別技術を開発し、DNA 品種識別技術の開発を、海外での侵
害リスクが高い品種、九沖 SFC 対応作物であるイチゴ、チャ、カンショに
拡大した。 

また、海外へ流出したカンキツ品種に関して、利用許諾契約による海外で
の品種保護体制を構築した。 

エ 知的財産権と関連技術（秘匿するものを含む。）の組
み合わせなど戦略的な知的財産の保護強化を図る。 

 

エ 知的財産の戦略的な保護強化では、ノウハウの活用促進に向けた取扱方
針を整理し、特許権とノウハウを組み合わせたオープン＆クローズ戦略を
整備し、令和元年度から運用を開始し、7 件のノウハウを認定した。 

重要な技術に関しては、物質・用途・調整法など異なる切り口での権利化
による保護強化を図るよう、特許網構築に向けた組織的対応に取り組んだ。 

育成者権、特許権（遺伝子、栽培法、育種法など）の組合せにより知的財
産権の保護強化を図るとともに、円滑な社会実装に向けて、重畳的に複数の
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権利が課される場合の許諾方針を整理するとともに、国際標準化を利用し
た知的財産権の戦略的な保護強化について方針を策定した。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

Ⅰ―６ 研究開発成果の社会実装の強化 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

２－①モニタリング指標 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報 

広報誌等の発行数 

研究報告書等の刊行数 

112 139 119 124 59  

25 28 38 22 6  

技術相談件数 

見学件数 

見学者数 

2,135 1,389 1,402 1,080 722 
 

5,813 6,009 5,434 5,183  332*  *オンラインを含む 

36,491 36,448 36,155 36,815  3,905  

シンポジウム、講演会、一般公開等の開催数 

参加者数 

97 127 111 99  43*  *オンラインの開催を含む 

44,892 52,178 28,714 29,044 10,493* *オンラインの参加を含む 

研究開発成果と社会貢献の実績の公表実績 1 1 １ 1 1  

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

（１）研究開発成果の公表 
○研究開発成果について、情報提供、公表が適切に行われているか。 
＜評価指標＞ 
・公表の際、権利化の可能性、秘匿化の必要性等の知的財産の取扱いの検討が行われているか。 
（２）技術移転活動の推進 
○研究後半の実証試験の導入など、技術移転活動を推進するためのマネジメントが適切に実施されているか。 
＜評価指標＞ 
・研究開発成果について、生産現場や実需者等のユーザーへの円滑な技術移転を促進する取組が行われているか。特に、普及が期待される重要な研究開発成果について、農研機構及び研究者自らが技術移転活動を実施している
か。 
（３）規制対応研究の一体的実施 
○研究開発成果の商品化・事業化までを見通して、各種規制が適用される可能性や対処法を検討する仕組みを構築・運用しているか。 
＜評価指標＞ 
・研究開発成果を産業化・実用化するために、研究開発において、食品安全規制、生産資材規制、労働安全規制等の各種規制が適用される可能性を事前に分析し、研究開発と規制対応研究を一体的に行う取組が行われているか。 
（４）広報活動の促進 
○専門誌・紙への対応だけでなく、農研機構が国民に広く認知されるための広報の取組が適切に行われているか。 
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＜評価指標＞ 
・研究情報や成果が、ユーザーが利用しやすい形で的確に発信されているか。広報活動のあり方が的確に見直されているか。 
（５）国民との双方向コミュニケーション 
○農研機構及び研究者による国民との双方向コミュニケーションの取組が適切に行われているか。 
＜評価指標＞ 
・シンポジウムやイベント開催等により、研究者と一般消費者や生産者が交流し、研究・開発の成果や取組の相互理解の増進が図られているか。 
（６）研究開発成果の中長期的な波及効果の把握と公表 
○研究成果の社会貢献について、実績の把握とその結果の公表が適切に行われているか。 
＜評価指標＞ 
・既存の研究開発成果の社会貢献の実績が把握され、その結果が公表されているか。 
・研究情報の発信において、農産物・食品の安全性や遺伝子組換え技術等の先端技術を応用した品種開発等については、科学的かつ客観的な情報発信が行われているか。 

 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

（１）研究開発成果の公表 
研究開発成果については、成果情報、

学術雑誌等への論文掲載等により積極
的に公表する。その際には、権利化の可
能性、秘匿化の必要性等を十分検討す
る。 
 
 

（１）研究開発成果の公表 
ア 研究開発成果は、学術雑誌等への論文掲載、学会での

発表等により積極的に公表する。その際には、農研機構
内の確認手順と責任部署を明確にし、権利化の可能性、
秘匿化の必要性等を十分検討した上で行う。 

 

（１）研究開発成果の公表 
ア・研究成果の公表に当たっては、「知的財産に関する基本方針（平成 18 年

制定、平成 28 年改正）」に基づいて手順を明確化し、事前に研究成果管
理者へ「研究成果公表伺」を提出し、当該成果の権利化の可能性や秘匿
化の必要性を十分検討した上で公表した。 

・ 令和元年度に農研機構の研究成果を発信する「農研機構研究報告」を発
刊し、年３回の発行を行うことで育種データ、実証試験データ等の公共
性の高い成果についても着実に公表した。今後も、本基本方針に従い、公
表可とされたものは積極的に公表する。 

・  

＜評定と根拠＞ 
評定：S 
 
根拠： 

中長期計画を支障なく遂行し、目標を充分
に達成した。特に以下の項目においては、中
長期目標を大きく上回る顕著な成果が得ら
れた。 
（２）技術移転活動の促進 

重点普及成果を、農研機構をあげて普及に
取り組む成果と明確に位置づけ、開発責任者
と農業技術コミュニケーター等による普及
実施体制の明確化、普及ロードマップの制
定、SOP が付随した成果導入促進を双方向の
コミュニケーションに基づいて展開した。 
・「ダイズ難裂莢性品種群」は、特に愛知県

及び富山県で、全県一斉に既存品種からの
置換が進められたことから、作付け面積は
平成 28 年度 30ha から令和２年度 9,179ha
となり、目標とした 6,138ha を大きく上回
った。 

・「大区画圃場における乾田直播栽培体系」
の作付け面積は平成 28 年度 876ha から令

イ 主要な研究開発成果のうち、生産者、実需者、民間企
業等への技術移転が可能なものや行政機関の施策に反映
されるもの（普及成果）については「普及成果情報」と
してウェブサイト等で広く公表する。 

 

イ・平成 28 年～令和元年度の普及成果情報（平成 28 年度 61 件、平成 29 年
度 90 件、平成 30 年度 84 件、令和元年度 74 件）を農研機構のウェブサ
イト上で公開した。令和 2 年度は 73 件選定し、令和３年 7 月に公開す
る予定である。 

ウ 普及成果の中から、行政・普及組織等との意見を踏ま
えて、重点的、組織的に普及に取り組むものを重点普及
成果として選定する。 

 

ウ・重点的、組織的に普及に取り組む「重点普及成果」について、22 件（平
成 28 年度 3 件、平成 29 年度 3 件、平成 30 年度 6 件、令和元年度 7 件、
令和 2 年度 3 件）を選定した。 

・ 令和元年度から、農業界・産業界への成果の普及促進に利用するため、原
則として普及成果情報には標準作業手順書(SOP)の作成を必須とした。 

（２）技術移転活動の推進 
第３期中期目標期間までに得られた

研究開発成果を含め、有望な研究開発成
果について、ユーザーが使いやすい形や

（２）技術移転活動の推進 
ア 普及成果については、現地実証試験等を通じて、生産

者や実需者などユーザーにとって分かりやすい形で紹介
するとともに、現場実態に即した技術となるよう、導入

（２）技術移転活動の推進 
ア ・令和元年度から、農業・食品分野における Society 5.0 の早期実現を加

速化するため、スマート農業実証プロジェクトを通じて、第 1 期 SIP 等
で開発されたスマート農業技術を全国 148 地区の実証農場に導入してそ
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国民が理解しやすい形での紹介を行う。
また、研究後半の段階では、農家ほ場等
で実証試験などを行い、研究成果の現場
適用の可能性を見極めるとともに技術
移転を進める。 
 農研機構として、農業、食品産業その
他の関連産業や国民生活の質の向上へ
の貢献の観点から特に普及が期待され
る重要な研究開発成果を、行政側とも連
携しつつ選定し、重点的に技術移転活動
を行う。その際は、必要に応じ、都道府
県の普及組織との役割分担を行った上
で、農研機構及び研究者自らが、生産者、
実需者、民間企業等への技術移転活動を
行う。 

また、研究開発の成果の実用化及びこ
れによるイノベーションの創出を図る
ため、必要に応じ、科学技術・イノベー
ション創出の活性化に関する法律（平成
20 年法律第 63 号）に基づく出資並びに
人的及び技術的援助の手段を活用する。 
 
 

する生産者、実用化企業や普及組織等による技術の組み
立てをサポートするなど、研究者自らが技術移転活動を
行う。 

 

の効果を評価するとともに、スマート農業技術が「見られる・試せる・
体験できる」場の提供を行った。本プロジェクトにおいて、農研機構の
研究者は課題担当者としてだけでなく、専門 PO として専門的見地から
技術普及の指導や、スマート農業コーディネーターとして地域内への技
術の定着や横展開に取り組んだ。 

・ 経営体強化プロジェクト等を活用して平成 29 年～令和元年に 1,228 件の
現地実証研究を実施し、現地適用に向けての課題等の洗い出しや開発し
た技術の完成度を高めた。また、研究者自ら技術指導を行う等、技術移転
を促進する取組を実施した。 

・ 現地実証試験を円滑に実施する上での注意点を取りまとめた「現地実証
試験の円滑な実施に向けたガイドライン」を制定し、このガイドライン
に基づき実証経営体と合意の上で技術移転活動を行った。 

 

和 2 年度 1,930ha となり、目標とした
1,500ha を大きく上回った。 

（３）規制対応研究の一体的実施 
・新技術対策室を設置し、規制等がかかる可

能性のある研究について本部で統括する
体制を強化するとともに、国民との双方向
コミュニケーションを推進した。 

（４）広報活動の推進（５）国民との双方向
コミュニケーション 
広報活動においては、中長期計画を支障な

く遂行し、目標を充分に達成した。特に以下
の項目においては、中長期目標を大きく上回
る顕著な成果が得られた。 
・平成 30 年度に広報部及び広報戦略室を設

置、令和元年度には、つくば地区広報担当
者を本部広報部に集中させ、広報活動にお
ける本部司令塔機能を強化し、メディアと
連携した取組など、効果的な広報戦略を策
定して計画的に実施した。 

・理事長イニシアティブによる記者会見を
積極的に開催し、自ら農研機構改革の取組
を発信する等のトップ広報を行い、理事長
と毛利衛氏の対談記事、果実収穫ロボット
(60 件以上)等多数のインパクトのある報
道につながった。 

・ウェブサイトのリニューアルを行い(平成
30 年 11 月)、情報発信の対象とする層を明
確にした広報を展開し、アクセス数の増加
(リニューアル前後 1 年間のユーザー数ス
マホ 72%増等)につながった。研究成果等
のプレスリリースにおいても、対象層を明
確に区分した原稿のブラッシュアップを
実施した。アグリビジネス創出フェアなど
への出展を戦略的に行った。また、多くの
重要視察に農研機構一体となって取り組
んだ。 

・令和元年度には農研機構技報を創刊(年 4
回発行)し、広報誌 NARO（年 4 回から 6
回に増やして発行）や構成・デザインを統

イ 重点普及成果は、都道府県の普及組織との連携を図り
つつ、農研機構が組織的に生産者、実需者、民間企業等
への技術移転活動を実施する。 

 
 

イ ・重点普及成果については、全体会議で開発責任者と農業技術コミュニ
ケーターが普及ロードマップの検討を行い、年度末のフォローアップ会
議で普及状況の評価と課題の把握及び次年度の計画を議論し、毎月の PD
会議で進捗状況を共有した。 

・ 農業技術コミュニケーターは SOP を普及ツールとして活用するととも
に、都道府県の公設試や普及組織（H31 年 4 月からの累計訪問・メール
等件数：591 件）、JA（169 件）、農業法人（191 件）、さらには農業生
産現場等（135 件）へ普及活動を推進した。 

・ 地域アドバイザリーボード、地域マッチングフォーラムや地域試験研究
推進会議の場を活用し、重点普及成果をアピールした。加えて、現地検討
会や出前技術指導、興農会や事業化推進ツアーを通じて地域に応じた成
果紹介を工夫し、農業技術革新・連携フォーラムや農政局ブロック単位
での普及職員研修等において企業や行政組織への浸透にも取り組んだ。 

・ 重点普及成果「ダイズ難裂莢性品種群」では、奨励品種化の可能性がある
県に対し、公設試の他、実需者団体、生産者団体へ説明して奨励品種採用
に向けた活動を継続することで、平成 28 年度の当該品種作付け面積 30ha
が令和 2 年度に 9,179ha となり、目標とした 6,138ha を大きく上回った。
令和 2 年度の数値は置換対象品種（難裂莢性付与前の品種）の作付面積
の 20％にあたる。 

・ 「大区画ほ場における乾田直播栽培体系」では、宮城県を中心とした東
北地方の太平洋側で組織的な活動に取り組んだ。令和２年度の作付面積
は、一部の地域で農研機構方式と異なる乾田直播技術に変更されたため、
令和元年度に上方修正した目標値（2,100ha）には届かなかったが、平成
28 年度の 876ha から中長期計画における当初目標の 1,500ha を大きく上
回る 1,930ha を達成した。さらに各地での展開を図るため、岩手県内で
の普及拡大を目的とした「水稲直播及び子実用トウモロコシ普及促進会」
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を組織し、現地調査や現地検討会において実演を行った結果、複数の大
規模農業法人が令和 3 年度からの導入を決定した。また福島県会津にお
いては、福島県農試と連携し展示圃場を開設、降雪地における本格導入
の先駆けとなった。北海道内への普及については、農業技術コミュニケ
ーターが北海道の技術普及課に本技術を説明し、次年度からの岩見沢市
農業法人での実証展示圃設置が決定、予定展示補において前年整地実演
会（48 名参加）を実施した。 

一した地域農研等ニュースとともに、農研
機構のブランド力・認知度向上に大きく貢
献した。 

・令和 2 年度は、新型コロナウイルス流行下
でオンライン手法を活用した広報に取り
組んだ。 
 

＜課題と対応＞ 
（２）技術移転活動の促進 

SOP を活用した普及活動を推進する。 
（４）広報活動の推進（５）国民との双方向

コミュニケーション 
広報活動においては、第 4 期において本部

を司令塔とした農研機構一体となった戦略
的広報活動実施体制を構築し、農研機構のプ
レゼンス向上に大きく貢献したが、コーポレ
ートブランドの確立や広報活動の波及効果
についての分析、また、広報活動におけるデ
ジタルトランスフォーメーションに課題を
残した。第 5 期においては、農研機構一体と
なった広報活動による一層の認知度向上を
目指し、以下の取組を重点的に実施する。 
・AI 等も活用した情報の収集分析に基づき、

効果的な情報発信を多様な手法を用いて
行う。 

・優れた研究開発成果とともに、研究を実施
した研究者自身のアピールを行う。 

・「食と農の科学館」の展示を、一般向け見
学だけでなく、視察やイベントにも対応で
きるよう強化する。 

・イベント等のオンライン開催など、新型コ
ロナウイルス流行等の社会的影響も踏ま
えた広報活動のデジタルトランスフォー
メーションをすすめる。 

 

ウ 重点普及成果・普及成果については、第３期中期目標
期間に得られたものを含め、普及状況のフォローアップ
調査を行い、その結果を公表する。また、当該調査結果
を基に、５年以内の一定程度の普及を目指し、技術移転
活動を見直す。 

 

ウ・平成 27 年度、平成 29 年度、令和元年度に選定された普及成果情報、研
究成果情報についてフォローアップ調査を実施し、普及状況を定量的に把
握した。その結果、選定後の年数が経過するとともに普及程度が拡大して
おり、継続的な普及活動の重要性が示唆された。 

・ 重点普及成果の主な普及状況は以下のとおりである。 
＊ 「気象予報を含む全国別 1km メッシュ農業気象データ作成・配信シ

ステム」は、利用登録が 876 件となった。 
＊ 「高品質・低コストのイネ・ホールクロップサイレージ生産体系」で

は、農研機構育成品種の作付け面積は平成 30 年度 4,270ha、令和元年
度 3,920ha、令和２年度に 4,237ha と横ばいであるが、奨励品種採用
県が平成 30 年度の８県から 20 県に拡大するとともに、日本一の飼料
用イネ生産県である熊本県の協力のもと、宇城市で現地実証展示圃を
開設し、収穫実演会による普及活動を実施した。 

＊ 「モチ性オオムギ品種の普及」は、平成 30 年度の当該品種作付け面
積 960ha が令和２年度に 2,944ha（国内需要の 29％）まで拡大した。 

＊ 「誰でも使えるデジタル土壌図」は、土壌情報を駆使したデータ駆動
型農業のための情報基盤と位置づけ、都道府県の栽培指針とのリンク
を働きかけ、令和元年度は３県であったリンク接続が令和２年度は 13
件接続まで増加した（I-3 ウにも記載）。 

＊ 「多収・良食味米品種」ではつきあかり、ちほみのりを中心に普及が
進み、令和元年度 3,874ha から令和２年度は 6,200ha（対前年 1.6 倍）
まで拡大した。 

＊ 「新規土壌還元消毒防除体系」は令和２年度実績で 11 道府県での導
入、1 県で防除指針採用に拡大した。 

＊ 「NARO 方式乾田直播ラインナップ」は、全国作付実績が令和元年度
2,900ha から令和２年度 3,893ha（1.3 倍）に拡大した。 

エ 研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーショ
ンの創出を図るため、必要に応じ、農研機構の研究開発の
成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者
に対し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する
法律（平成 20 年法律第 63 号）に基づく出資並びに人的及

エ・ 令和３年３月に「農研機構発ベンチャー企業認定等実施規程」を整備し、
農研機構発ベンチャーの支援体制を構築した。 
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び技術的援助を行う。その際には、「研究開発法人による
出資等に係るガイドライン」（平成 31 年１月 17 日内閣府
政策統括官（科学技術・イノベーション当）・文部科学省
科学技術・学術政策局決定）を踏まえ、関連規程を整備し
た上で適切に実施する。 
 

（３）規制対応研究の一体的実施 
研究開発成果の円滑な社会実装を図

るためには、研究開発から産業化・普及
までの全体を俯瞰して、それぞれの過程
で生じるであろう課題に体系的・計画的
に対応するアプローチが必要となる。し
かしながら、これまでは研究開発成果を
得ることのみに力が注がれ、それら研究
開発成果を産業化・実用化するために求
められる各種規制への対応の視点や取
組が弱く、結果としてそれら規制の壁に
阻まれ、研究開発成果を円滑に社会実装
できない事例が存在した。 
 このため、研究開発成果の商品化・事
業化までの道行きを見通した上で、食品
安全規制、農薬・肥飼料・動物医薬品等
の生産資材規制、労働安全規制、生物多
様性影響等に関する各種規制が適用さ
れる可能性を事前に分析し、その対処方
法も含めて研究開発と規制対応研究と
を一体的に実施する。 
 

（３）規制対応研究の一体的実施 
食品安全規制、農薬・肥飼料・動物医薬品等の生産資材

規制、労働安全規制、生物多様性影響等に関する各種規制
が適用される可能性がある研究課題では、研究開発成果の
商品化・事業化までの見通し、事前の分析、その対処方法
も含め、第１の９に示した研究課題の中で、試験及び研究
並びに調査に取り組むことで、一体的に実施する。 
 

（３）規制対応研究の一体的実施 
・ 各種規制が適用される可能性がある研究課題について、I-9 に示した研究

課題として実施するとともに、令和元年度に企画戦略本部に新技術対策室
を設置し、事前の分析や対処に的確に取り組む体制を構築した。 

・ 遺伝子組換え技術で作出したスギ花粉米の実用化に向けて安全性等の規
制対応情報を収集し、新たな系統作出をサポートした。 

・ 新技術であるゲノム編集に係る新たな規制等情報の収集と、関係研究者等
への情報発信を行い、研究推進に貢献した。 

（４）広報活動の推進 
我が国最大の農業・食品産業研究機関

として、我が国の農業・食品産業の発展
に資する研究情報や成果を、マスメディ
アやウェブサイト等を活用して、ユーザ
ーが使いやすい形で的確に発信する。ま
た、信頼できる機関として国民に広く認
知されるよう、広報活動のあり方を的確
に見直す。 
 

（４）広報活動の推進 
ア 法人統合により広報の範囲が大幅に拡大する中で、情

報発信の対象とする層を明確にした広報を展開する。 
 

（４）広報活動の推進 
ア・ウェブサイトのリニューアルでは、1 一般、2 生産者、3 企業、4 研究

者・学生、それぞれを対象としたポータルサイトを作成して情報発信に
取り組むとともに、成果情報の掲載方法を見直しして利用者の使いやす
さを改善した。 

・ プレスリリースでは、専門紙向け、あるいは、一般紙向けなど、リリース
対象を明確に区別して、それぞれに適した原稿の精査、校正、情報発信に
取り組んだ。 

・ 令和２年度前半は新型コロナウイルス流行の影響で、これまで行ってき
た対面型記者会見の実施件数が減少し(R1 前半 10 件から R2 前半 4 件)、



35 
 

集客型イベントも中止・延期となり、開催予定 57 件のうち 39 件が中止
となった。そのため、オンラインツールを用いた非対面型記者会見、記者
懇談会の導入、記者クラブで実施されていた交流会への参加等の手法を
構築し、春から夏にかけて落ち込んだ記者会見実施件数は前年度並とし
た(R1 11 件、R2 13 件）。一方、オンライン開催イベントにおけるプレ
ゼン・研究紹介動画の活用には改善の余地があることも明らかになった。
ウェブサイトや動画での情報発信を充実させたことで、より広範囲の人
に農研機構の取組を広報することが可能となった(ウェブアクセス数 R1 
約 953 万件、R2 約 1,053 万件、動画閲覧数 R1 約 19 万件、R2 約 40 万
件)。また、デジタル記事掲載件数は増加した(R1 3,369 件、R2 4,479 件)。 

イ 最大の広報効果を引き出すために、広報に評価とその
結果のフィードバックなど広報の「見える化」を導入し、
広報の実施がどのような効果をもたらしたかを検証す
る。具体的にはプレスリリースにより提供した情報がマ
スメディアで記事やニュースとして報道されたか、ウェ
ブサイトにおいてどの記事にどれだけのアクセスがあっ
たかなどを評価・検証し、次の広報活動等へ反映させる
等の PDCA サイクルを実施する。 

 

イ・プレスリリース情報に係る報道については、本部広報課による首都圏を
中心とした報道実績の収集に加えて、地域農業研究センターの広報チーム
による各地域でのローカル報道の報道実績収集にも取り組んだ。 

・ ウェブサイトについては、全体、あるいは、カテゴリー別のアクセス数解
析に加え、研究成果情報や動画ごとのアクセス状況も解析した。これらの
解析により、注目度の高い分野・ページ・動画などを明らかにし、ウェブ
サイトでのピックアップや広報誌等での採用など、タイムリーな広報活動
の戦略策定に反映させた。 

・ これらの取組を継続することにより、より訴求力の高い広報活動の展開が
達成できた。 

ウ 広報戦略を策定してこれを計画的に実施していくシス
テムを作る。 

 

ウ・平成 29 年度に、第４期中長期計画及び産学官連携・普及・広報に関する
基本方針に基づき、「農研機構広報戦略」を策定した。 

・ 平成 30 年度には連携広報部を改組して広報部及び広報戦略室を設置し、
上記戦略に基づき、より具体的・戦略的な計画に沿って取組を進めるため
の体制を構築した。 

・ 令和２年度には広報戦略会議で広報活動全般の企画・見直しを行い、広報
戦略に基づいて以下の取組を進めるための体制を強化した。 
＊ トップからの情報発信：理事長自ら記者会見や取材対応を行うなどの

トップ広報を打ち出した。また、東京での記者会見の回数を月１回に増
加した。令和 2 年度は新型コロナウイルス感染対策として、オンライン
会見を積極的に実施した(13 回)。 

＊ 戦略的な広報企画を開始し、マスメディアへの売り込みを行い、インパ
クトのある報道につなげた(令和３年１月 久間理事長と日本科学未来
館毛利衛館長との対談記事掲載)。 

＊ 展示・イベントの活用：アグリビジネス創出フェアや農業技術革新・連
携フォーラム等の農研機構全体で取り組むイベントにおいては、ストー
リー性と統一感のあるアイキャッチを重視したプレゼン・展示を実施
し、産業界、農業界、行政での認知度向上につながった(連携フォーラ
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ムにおける産業界、農業界からの参加者数:132 人(H30)→252 人(R1、
前年比 1.9 倍))。また、デパートでの品種紹介イベント等の新企画を実
施した。 

＊ ウェブサイトの見直し：ウェブにターゲット層区分を設けるとともに
スマートフォンへの対応や注目情報のピックアップ等の改修を随時実
施した。その結果ウェブへのアクセス数は増加した(R2 前年比 11%増)。
さらに SNS による情報発信を行った。 

＊ 動画の活用：研究成果等の普及に向けた動画製作に取り組み、動画閲覧
数の増加につながった(R1 約 19 万件、R2 約 40 万件)。公開動画の「た
め池防災支援システム」は NHK の取材につながり、テレビで 3 回放映
された他、「高機動畦畔草刈機」動画は再生回数約 17 万回に達した。 

＊ 刊行物の改革：農研機構技報の創刊、地域農研ニュースに統一感を持た
せる、人を前面に出した記事の掲載等、法人全体としてのプレゼンス向
上を図った。 

＊ 視察対応：来訪者の属性に合わせたプログラムと資料を作成するとと
もに、NARO style 弁当や成果物の試食なども実施し、産業界・農業界・
行政での認知度向上に貢献した。 

エ 外部からの雇用も含め、広報業務に携わる人材の育成
を図る。 

 

エ・新聞社・出版社・広告会社等での業務経験者を新たに雇用し、文章・デ
ザイン・動画等の品質向上やメディア対応の強化を図るとともに、SNS
による発信やエンターテイメント系広報など、従来にない取組を実施し
た。 

・ 平成 29 年度にはつくば地区の全研究センター等に広報プランナーを配
置し、研修を定期的に開催することで広報体制の強化・人材の育成を図
り、令和元年度にかけて人材を段階的に本部に集約することで、それぞ
れの分野や現場に精通した者によるよりレベルの高い広報活動を実施し
た。 

オ 農研機構の知名度向上を図っていくために、統合に合
わせて更新したシンボルマークについて、ロゴとともに
その使用の徹底を図る。 

 

オ・シンボルマークのバッジを作成し、役員が外部者と会う際に着用するこ
とで知名度向上を図った。今後、職員にも会議等での着用を促す。 

・ プレスリリース、要覧、イベント、学会等を含む外部での発表等で用いる
広報資料等において、シンボルマーク・ロゴの使用を周知・徹底すること
で法人として統一感のアピールを可能にし、農研機構の知名度向上を図
った。 

カ 統合に合わせて広報誌を作成して、国民等に広く配布
するとともに、ウェブサイトに掲載する。また、各研究
分野等のステークホルダーを対象に継続的にニュースを
発信するなどして、農研機構の研究内容等の周知に努め
る。 

 

カ・各研究部門・センターや地域農業研究センター等が独自に発出していた
刊行物・ニュース等について、学術的・専門的に農研機構の成果を解説
する「農研機構技報」、一般向けに成果・イベント等を分かりやすく紹
介する「広報誌 NARO」、農研機構の業務に密接に関連する行政部局・
各地域向けに情報提供する「ニュース」に集約して、読者層を明確に区
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別した、より訴求力の高い情報発信体系へと大幅に改善した。具体的に
は、 

＊ 「農研機構技報」を令和元年度に創刊し、令和２年度末までに８号を
発行して、農研機構の研究成果・技術の普及・知名度向上を図った。
好評により、当初の発行部数 4,000 部から 6,000 部に増刷して配布し
ている。 

＊ 「広報誌 NARO」は、平成 28 年度に創刊し、令和元年度以降は発行
回数を年４回から年６回に増やして発信力を強化してた。国民視点に
即したものとする観点から、研究者の協力を仰ぎつつ、広報担当者が
内部取材により記事を作成するスタイルを重視し、来訪者やイベント
などで配布するとともにウェブサイトにも掲載している。 

＊ 広報誌は、広報担当者のスキル向上や外部専門家との協力により、よ
りデザイン性が高くクオリティの高い刊行物になった。技報について
電子ブック化を行い、記事ごとの閲覧数等の解析が可能となった。 

＊ 「ニュース」は、構成・デザイン等を共通化して、農研機構としての
統一感・一体感を高め、農研機構のブランド力向上に貢献した。 

キ プレスリリースについては、特に一般紙へのレクチャ
ーに注力して、認知度の向上を図る。 

 

キ・プレスリリースについては、理事長のイニシアティブにより、月に１回、
東京での記者会見開催を方針として掲げ（平成 30 年度以降）、平成 28
年度と平成 29 年度は合計６回であったが、平成 30 年度と令和元年度は
合計 28 回実施した。 

・ 農研機構の改革ビジョンや最先端の研究成果等について、理事長が自ら
発信する機会を積極的に増やし、平成 28 年度と平成 29 年度は合計３回
であったが、平成 30 年度から令和２年度にかけて合計 19 回実施した。 

・ 上記の取組は、新聞、TV 等におけるインパクトの強い報道につながった 
(平成 30 年４月理事長就任会見報道 16 件, 平成 30 年９月農情研開設会
見報道 18 件, 平成 30 年 12 月興和株式会社との共同会見（ミノムシ） 報
道 50 件以上、令和２年 12 月果実収穫ロボット記者会見 報道 60 件以上
など)。 

・ 新聞報道の総数は、平成 28 年度と平成 29 年度の平均が 1,649 件/年、平
成 30 年度から令和２年度にかけての平均が 1,852 件であった。特に、全
国向けにニュースを報じる五大紙は、同期間の平均が 157 件/年から 170
件/年へと増加し、農研機構のプレゼンスが大きく向上した。なお、社会
への影響力が年々増加しているとみられるオンライン記事数は、令和元
年度 3,369 件から令和２年度 4,479 件と増加し、紙媒体の報道件数を上
回った (平成 30 年度以前は調査なし)。 

・ プレスリリースマニュアルについても改正を重ね、専門紙向けと一般紙
向けとを明確に区分したプレスリリース原稿のブラッシュアップに取り
組んだ。これらの取組により、農研機構の認知度の更なる向上が達成で
きた。 
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ク ウェブサイト等については、農研機構としての統一感

を持たせたるとともに、クオリティが高く認識性に優れ
たウェブデザインと双方向性の高い情報発信機能を有す
るウェブサイトページとする。 

 

ク・ウェブサイトのリニューアルでは、対象を明確にしたポータルサイトを
新設するとともに、インパクトのある研究成果・受賞・表彰等を注目ト
ピックスとして取り上げてタイムリーな情報発信に努めるとともに、美
しい写真を多用し農研機構全体の統一感を確保したデザインの導入や、
スマートフォン・タブレットなど PC 以外での閲覧に対応するための
レスポンシブサイト化、高齢者・障がい者にもやさしいアクセシビリテ
ィ規格（JIS-X8341-3:2016）対応など、大幅なリニューアルを実施して
認識性を向上させた（平成 30 年）。 

・ リニューアル前後 1 年のアクティブユーザー数は、PC では約 80 万か
ら約 88 万へ（増加率 10.5 %）、スマートフォンでは約 49 万から約 84
万へ（増加率 72.2 %）、タブレットでは約 10 万から約 14 万へ（増加率
40.6 %）と、それぞれ顕著に増加し、情報発信力の大幅な向上が達成で
きた。 

・ 一般向け・視察者向けの研究成果紹介動画をウェブサイトに多数掲載し、
農研機構のプレゼンス向上に貢献した。セキュリティ面においても、過
去に作成されたウェブページを整理し、ウェブサイト全体の常時 SSL 化
を行い、安全性が向上した。 

 
（５）国民との双方向コミュニケーショ
ン 

農研機構及び研究者自らが、シンポジ
ウムやイベント、学校教育や市民講座に
参加すること等により、国民との継続的
な双方向コミュニケーションを進める。
これにより、研究開発のニーズ、研究開
発に対する期待や不安、懸念等の声を把
握し、研究にフィードバックして、真に
国民生活の向上に役立つ研究開発成果
の獲得を目指す。併せて、農業研究や農
研機構の研究開発成果への理解を促進
する。 
 特に、農産物・食品の安全性や遺伝子
組換え技術等の先端技術を応用した品
種開発等に当たっては、科学的かつ客観
的な情報を研究開発段階から継続的に
発信し、双方向コミュニケーション活動
の充実を図る。 

（５）国民との双方向コミュニケーション 
ア 重要な研究成果については、シンポジウムや研究成果

発表会、マッチングイベントなどを通じて、国民の声を
聞きながら周知を図る。また、学校教育や市民講座に積
極的に参加し、国民との双方向コミュニケーションを進
める。 

 

（５）国民との双方向コミュニケーション 
ア・ターゲット層を明確にした上で重要な研究成果をシンポジウム・研究会・

講習会・フォーラム・展示会等で紹介するとともに、収集した参加者か
らの意見をフィードバックして普及の促進に活用した。 

・ 出前授業などにより学校教育に貢献するとともに、市民講座・サイエンス
カフェ・松坂屋での品種紹介イベント等の開催を通して、農研機構及び農
研機構の成果がどう見られているかを把握し、コミュニケーションの強
化を図った。 

・ 大型オンラインイベントに対応するため、研究者の協力を得ながら研究
成果の分かりやすいプレゼン動画・プロモーション動画を作成し、新型コ
ロナウイルス流行下における研究成果の周知につなげた。 

 
イ 「食と農の科学館」及び「農業環境インベントリー展

示館」については、つくば地区の常設展示拠点であると
同時に、一般公開・市民講座等をこれらの施設を拠点と
して開催し、多くの国民が当館を訪れるよう運営の改善
を図る。具体的には、分野別の科学性と専門性を重視し
た展示から段階的に青少年や家族連れなど多様な来館者
にも分かりやすい展示への模様替えを進める。一方で個

イ・「食と農の科学館」では、青いキクの樹脂標本など、希少で分かりやす
い展示への模様替えや、音声ガイド・防犯設備の導入を進めた。 

・ 見学対応については、農研機構の規模を活かして、食と農の科学館、農業
環境インベントリー展示館、ジーンバンク、植物工場などをラインナッ
プした幅広い分野を見学できるコースを確立した。種苗管理センターも
外部からの視察に対応した。 
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人の見学等に対応できるように、目の前の展示に関する
解説を QR コードを介して聞くことができるシステムな
どの導入を図る。これらの施設に遺伝資源を保存管理す
る部署（遺伝資源センター）、種苗管理センター等も加
えた様々な見学コースも設置し、見学者の多様なニーズ
に応える。 

 

・ 研究者、企業、行政、農家、就職活動中の学生など、多岐にわたる来訪者
の要望・専門性に応じた展示内容・見学対応となるように取り組み、農研
機構の研究成果に対する理解促進が達成できた。 

・ 植物工場模型の設置や体験型 VR 装置等の新規導入など展示の更新を行
い、多様な見学・視察対応に活用した。 

ウ リスクコミュニケーションの取組については、統合に
よりその対象範囲が広がることに配慮し、各関連研究部
門等との連携の下に、国民の声を把握するとともに、科
学的かつ客観的な情報を継続的に分かりやすく発信す
る。遺伝子組換え技術を用いた育種については見学会等
の場を通じて国民の理解を得るように努めるほか、食品
の安全、家畜疾病、有害化学物質等についても、各種セ
ミナー等により国民との双方向コミュニケーションを推
進する。 

 

ウ・遺伝子組換え技術を用いた育種等のリスクコミュニケーションについて
は、平成 28 年に生物機能利用研究部門に設置した遺伝子組換え研究推進
室を中心に取り組み、令和元年度には企画戦略本部に新技術対策室を設
置し、法人全体で行うリスクコミュニケーションを本部が統括すること
でさらに体制を強化した。 

・ 遺伝子組換え農作物・ゲノム編集作物については、見学会の実施の他、農
林水産省受託研究「アウトリーチ活動」において講演会や講義、バイオカ
フェ等による情報提供と双方向コミュニケーションを推進した。 

・ 第 2 期 SIP「国民理解」では、ゲノム編集に関するワンストップ情報発信
としてホームページ（バイオステーション）の開設、影響力の大きいメデ
ィア及び教育界への情報発信、SNS による情報収集及び AI による解析
等に取り組んだ。 

・ 食品の安全、家畜疾病、有害化学物質等についても、各種セミナー等によ
り国民との双方向コミュニケーションを推進した。 

エ 地域農業研究センター等についても地域の情報発信基
地として、広報戦略の下に、特に一般公開、サイエンス
カフェの参加・開催等を通じて、農業者等への研究成果
の広報等を積極的に行う。また、研究者による学校の教
育活動への協力などを通じて、国民の声を把握し、地域
における農研機構の存在意義をアピールしていく。 

 

エ・本部（つくば地区）での夏休み一般公開に加えて、地域農業研究センタ
ーにおける一般公開・サイエンスカフェなどを継続的に開催して、農業
者等への研究成果の情報発信に積極的に取り組んだ。令和２年度は新型
コロナウイルス流行の状況及び政府などからの要請に対応し、対面で開
催予定だった多くのイベント、特に大勢の参加者を集めていた一般公開
を中止した。一部のイベントについては、オンライン開催への切り替え
や、感染対策を徹底した上で見学者用ミニ企画や少人数でのサイエンス
カフェを実施するなど、可能な範囲で情報発信に努めた。 

・ 学校・企業・学会等からの依頼に対応して、研究者による講義・教育活動
の協力も、新型コロナウイルス対策をふまえた上で、可能な限り実施し
た。 

（６）研究開発成果の中長期的な波及効
果の把握と公表 
農業研究の成果が社会に広く普及し大
きな波及効果を及ぼすには、通常長い年
月を要する。このため、過去の研究開発
成果の社会への貢献についてできるだ

（６）研究開発成果の中長期的な波及効果の把握と公表 
ア 第１の６（２）のフォローアップ調査等により、過去

の研究開発成果の社会への貢献についてできるだけ定量
的な実績を把握・公表する。また、農研機構が国民生活
の質の向上、我が国の農業の発展に果たしてきた貢献に
ついて、広く国民に認知されるようウェブサイト等を活

（６）研究開発成果の中長期的な波及効果の把握と公表 
ア ・第１の６（２）のフォローアップ調査等により、過去の研究開発成果

の社会への貢献については、できるだけ定量的な実績を把握・公表した。
平成 30 年度の調査では、選定後１及び 3 年を経た成果の普及・活用割合
は約 60％、選定後 5 年を経た成果では 80％に拡大した。 
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け定量的に実績を把握し、その結果を公
表するとともに、社会に貢献する研究開
発成果の創出を常に強く意識して業務
を進める。 
 

用して情報発信する。 
 
 

・ 令和２年度に本中長期計画期間５年ごとの検証を実施した（Ⅰ-6(2)にも
記載）。 

・ 学術的・専門的に農研機構の成果を解説する「農研機構技報」を創刊し
た。 

・ 農研機構の貢献についての情報発信については、対象を明確にしたホー
ムページデザインの改善や、一般向けの広報誌作成・配布、一般公開・サ
イエンスカフェなどの開催を通じた情報発信に積極的に取り組んだ。 

・ ウェブサイト・広報誌・イベント開催などに加えて、SNS などを活用し、
タイムリーな情報提供に取り組んだ。 

・ これらの取組により、農研機構の情報発信力の大幅な向上が達成できた。 
イ 研究者自らが積極的にシンポジウムやイベント、学校

教育や市民講座に参加することを督励し、社会貢献を強
く意識する機会とすることとする。また、マッチングイベ
ントなどに開発者自らが参加して生産者や実需者からの
情報収集を行い、開発した技術の改良などに取り組むこ
ととする。 

 

イ ・研究者の各種会合等への参加を通じた社会貢献を奨励し、その状況を
個人の業績評価でも評価した。また、マッチングイベント等への参加を
通して得た情報の研究へのフィードバックに取り組んだ。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―７ 行政部局との連携強化 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

２－①モニタリング指標 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報 

行政部局との連携会議開催状況 31 27 25 49 18  

行政等の要請による委員会等への専門家派遣数 378 459 602 574  575  

シンポジウム等の共同開催数 
参加人数 

 9 16 13 13  4*  *オンラインの開催を含む 

1,259 1,967 1,747 2,996  70* *オンラインの参加を含む 

災害時支援及び緊急防疫活動等の取組状況          対応件数 12  5  7  8  9  

防災訓練及び研修等に関する取組状況            開催件数 
参加人数 

14 31 19 12 22  

2,524 2,469 2,159 754 1,336 
  

 

研究成果の行政施策での活用状況              活用件数 100 113 126 161 190  
 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

○行政部局との通常の連携の仕組み、緊急時等の機動的対応の仕組みが適切に構築・運用されているか。緊急時等において行政ニーズに迅速に対応しているか。 
＜評価指標＞ 
・行政部局と研究計画段階から連携し、行政ニーズが研究内容等に反映されているか（企画立案段階）。また、研究開発成果が行政施策に反映されているか（社会還元）。 
・緊急時対応を含め連携会議、専門家派遣の対応、シンポジウムの共同開催等の協力が行われているか。 
・災害対策基本法等に基づく災害対応、食品安全基本法に基づく緊急対応、重要な家畜伝染病の発生時の緊急防疫活動など危機管理に対する備えと発生時の機動的対応として、職員の派遣、現地調査、助言、病性鑑定及び研究

の実施が行われたか。 
 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

農林水産省の行政部局と研究計画段
階から密接に連携し、食品安全、動植物
検疫に係るレギュラトリーサイエンス
に属する研究など行政部局のニーズを
十分に理解して業務を進めるとともに、

ア  農林水産省の行政部局と研究計画段階から密接に連
携し、食品安全、動植物検疫に係るレギュラトリーサイ
エンスに属する研究など行政部局のニーズを十分に理解
して業務を進めるとともに、行政ニーズに迅速かつ機動
的に対応し、業務を着実に実施する。また、緊急時対応

ア・行政ニーズの迅速な収集と共有を図るため、東京連絡室を設置・拡充し
て行政部局窓口機能を強化するとともに、農林水産省各局幹部と役職員
等が意見交換をする仕組みを構築し、定期的に意見交換した（H30：13
回、R1：13 回、R2：12 回）。 

＜評定と根拠＞ 
評定： S 
 
根拠： 
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行政ニーズに迅速かつ機動的に対応し、
業務を着実に実施する。また、緊急時対
応を含め連携会議、国内外への専門家派
遣に対応するとともに、行政部局との協
働によるシンポジウム開催等を行う。 

また、災害対策基本法（昭和 36 年法
律第 223 号）等に基づく初動時の対応、
二次災害防止等の技術支援を行うほか、
食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）
に基づく農産物・食品の安全及び消費者
の信頼確保に向けての技術支援、人獣共
通感染症、家畜伝染病予防法（昭和 26 年
法律第 166 号）等に規定される監視伝染
病等に対する防除技術支援等により行
政に貢献する。 

を含め連携会議、国内外への専門家派遣に対応するとと
もに、行政部局との協働によるシンポジウム開催等を行
う。 

 
 

・ 九沖 SFC プロなど重要施策である農産物食品の輸出拡大に向けた取組の
中で、地方農政局や経産局等、地域レベルでも行政との連携を強化した。 

・ 研究担当者が行政部局関係者に研究成果を紹介するとともに実用化や事
業化等について意見交換を行うことで行政ニーズの反映に取り組み、そ
の概要を「農研機構ほっとライン」に取りまとめた（H29：6 回、H30：
9 回、R1：4 回、R2：1 回）。 

・ 研究セグメント検討会や研究専門別に実施される試験研究推進会議、研
究センター等が主催する行政連絡会議、レギュラトリーサイエンス連絡
協議会等を開催して今後の研究方針や方向性を共有するとともに、行政
部局のニーズ・意見の研究計画への反映を図った。 

・ 理事長がみどりの食料システム戦略検討会で講演し、当戦略本部に提言
した。また、革新的環境イノベーション戦略検討会議委員、グリーンイノ
ベーション戦略推進会議委員に就任し、温室効果ガス排出ゼロに向けた
取組における農業分野の重要性をエビデンスに基づき提言した。 

・ ツマジロクサヨトウやシロシストセンチュウ類等の侵入病害虫、ため池
防災システム構築等の台風や豪雨等の災害からの復興に関する技術支
援、果実や茶等の輸出政策、土づくりコンソーシアムの立ち上げとデー
タ集積支援等の行政施策や、カット野菜の微生物学的リスク管理、コメ
のヒ素・カドミウム同時低減のための栽培管理技術構築、クロピラリド
高感度分析法の開発、未承認の遺伝子組換え小麦や北朝鮮の核実験等へ
の機動的対応、サツマイモ基腐病の防除対策への提言といった政策課題
に直結するような多様な問題解決に、行政部局と連携して積極的に取り
組んだ。 

・ 行政部局からの要請を受け、気候変動に関する政府間パネルや生物多様
性等の地球規模の問題、国際標準に関わる国際的な課題に適切に対応す
るため、IPCC、IPBES、FAO や植物新品種保護に関する国際同盟（UPOV）
等の国際機関におけるガイドライン改定等を行う会議の委員や各種条約
における日本国側専門家として職員を派遣し、行政と強調して国際的な
課題に対応した。 

・ 行政部局との協働により、農林交流センターワークショップ公開講座や
マッチングフォーラムといったシンポジウム等を開催した。 

中長期計画を支障なく遂行し、目標を充分
に達成した。特に以下の項目においては、中
長期目標を著しく上回る顕著な成果が得ら
れた。 
ア 行政ニーズに迅速かつ機動的に対応し、

業務を着実に実施した。具体的には、 
・ 東京連絡室を設置・拡充して行政部局窓

口を機能させるとともに、農林水産省各
局幹部と役員等が定期的に意見交換を
する仕組みを構築した。 

・ 政府の要請により理事長が各戦略検討
会等の委員に就任し、環境政策の立案等
に対して農業の重要性を提言した。 

イ 災害対策基本法や家畜伝染病予防法に
基づく初動時の対応、技術支援により行政
へ貢献した。 

・ 農研機構防災会議、災害対応統括監等を
設置し、度重なる自然災害に対してプッ
シュ型災害支援活動を迅速に行うととも
に、被害状況調査と復旧対策に関する技
術的な指導・助言により行政部局に協力
した。 

・ 危機管理やレギュラトリーサイエンスに
加え、九沖 SFC プロの立ち上げなど重要
施策である農産物食品の輸出拡大に向け
た行政との連携を新たに構築した。 

 
 
＜課題と対応＞ 
・ 第５期も第４期と同様に行政部局とベク

トルを合わせる機会を積極的に活用しな
がら連携を深め、レギュラトリーサイエ
ンス等を含む行政施策立案への貢献に努
める。 

・ 自然災害に対しては、引き続き積極的な
被災者（被災地）への対応に努めるととも
に、効果的・効率的な災害対応体制の構築
を目指す。 

イ  災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）及び武力
攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する
法律（平成 16 年法律第 112 号）の指定公共機関として、
集中豪雨や地震等の災害に機動的に対応する。食品安全
基本法（平成 15 年法律第 48 号）に基づく緊急対応を含
めて、農産物・食品の安全性の確保に向けて機動的に対
応する。重要家畜伝染病発生時の緊急防疫活動等の危機

イ・令和元年度より企画戦略本部に災害対応統括監を設置して農研機構の災
害支援体制を一本化し、行政や生産現場からの支援要請により迅速かつ
効果的に対応した。また事業場のある地元自治体に被災時に協力するた
めに、東北管理部及び九州沖縄管理部の研修所を避難所として提供する
協定を自治体と締結した。 

・ これらに加え、台風等よる農作物の倒伏や冠水、落果等に対し、部門・セ
ンターの専門性や地域性を発揮して現地調査、復旧対策に関する技術的
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管理に際しては、国、地方自治体等の要請に応じて積極
的に協力する。 

 

な指導・助言、過去の知見に基づき行政部局や生産現場へのアドバイス
等を行った。 

・ 令和２年度に過去最大発生件数となった高病原性鳥インフルエンザに対
しては発生農場に職員を派遣するなど、蔓延防止に貢献した。 

・ CSF（豚熱）の国内発生・流行拡大に対して疫学調査チームを派遣した。
また、違法に国内に持ち込まれた豚肉製品から感染力のある ASF ウイル
スの分離に貢献した。 

・ CSF については国の対策会議に研究員を派遣して国及び地方自治体の
CSF 対策に貢献した。 

・ ASF については検査試薬及び検査マニュアルを都道府県に配布し、国内
の診断体制の整備に大きく寄与した。 

・ 想定外の台風や集中豪雨及び地震等の災害に際しては技術相談窓口を設
置した。農林水産省と連動しつつ、農研機構防災会議の下に直ちに専門
家チームを編成し、行政や地元からの要請に応じて専門家を派遣し、プ
ッシュ型技術支援活動を実施した。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―８ 専門研究分野を活かしたその他の社会貢献 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

２－①モニタリング指標 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報 

専門知識を必要とする分析・鑑定件数    家畜及び家きんの病性鑑定件数 
上記以外の分析・鑑定件数 

547 (3,187) 599 (4,245) 659 (3,592) 768 (5,008) 740(4,853) （）：例数 

84 (7,684) 84 (61,352) 115 (7,345) 83 (3,484) 57(2,771) （）：点数 

技術講習生の受入人数、研修人数           
うち依頼研究員等（人） 

うち技術講習等（人） 

うちインターンシップ等（人） 

うち農業技術研修（人） 

うち短期集合研修（人） 

うち農村工学技術研修（人） 

うち家畜衛生研修（人） 

うちその他（人） 

3,765 3,554 2,786 3,059 1,426  
85 86 91 70 49  

384 402 290 329 167  
163 167 179 195 76  
43 39 38 124 30  

109 99 93 0 0  
857 885 640 363 204  
523 552 553 514 27  

1,601 1,324 902 1,464 873 生産者等を対象とした研修会等への参加者数 

家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の配布件数 359 392 410 261 241  

国際機関等への専門家の派遣件数 166 231 183 176 13 *オンラインによる派遣 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

○専門研究分野を活かして行うべき社会貢献の取組内容が明確にされ、実施されているか。 
＜評価指標＞ 
・行政等の依頼に応じ、病害虫・雑草の鑑定・同定、各種成分の品質分析等がどのように行われているか。 
・国際機関等の要請に応じて専門家の派遣、学会等への委員の派遣等がどのように行われているか。 
・外部精度管理用試料等をどのように製造しているか。どこに頒布しているか。 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

農研機構の高い専門知識、技術等が必
要とされる分析及び鑑定、講習及び研修
の開催、外部機関からの研修生の受入

ア 農研機構の高い専門知識が必要とされる分析及び鑑定
を、行政、大学、各種団体等の依頼に応じ実施する。 

 

ア・行政機関、公設試、大学、民間等、外部からの依頼による分析、鑑定、同
定（家畜及び家禽の病性鑑定を除く）を 423 件（分析点数 82,636 点）実
施した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：B 
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れ、国際機関や学会への専門家の派遣等
の協力、家畜及び家きん専用の血清類及
び薬品の製造及び配布、外部精度管理用
試料の配布及び解析等を行う。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 家畜及び家禽の病性鑑定は、3,313 件（20,885 例）行った。このうち、国
際重要伝染病関連では、CSF（豚熱）や ASF（アフリカ豚熱）、鳥インフ
ルエンザ、BSE、口蹄疫といった緊急病性鑑定を含む家畜及び家禽の病性
鑑定を 266 件（4,137 例）行った。 

・ CSF 及び過去最大発生件数となっている鳥インフルエンザの国内発生・流
行拡大に対して緊急病性鑑定による患畜の早期確定、原因ウイルスの解析
を行い、国及び地方自治体の CSF 及び鳥インフルエンザ対策に大きく貢
献した。 

・ 国内での発生が危惧される ASF については、その検査態勢の強化を図る
とともに、動物検疫所との連携を強化した。この中で、海外旅行者の違法
持ち込み豚肉製品から感染力のある ASF ウイルスを分離するなどの日本
への侵入防止対応に貢献した。その他、ツマジロクサヨトウ等の越境性侵
入害虫の同定を行った。 

・ 環境省の依頼を受けて実施した鳥インフルエンザのサーベイランスでは、
48 件 230 例の検査を実施し、212 例の鳥インフルエンザウイルスを確認
した。分析件例数やその検体内容は年度によって大きく変動した。 

・ 家畜衛生研究における専門性を活かし、地方自治体の要請に対応して新型
コロナウイルスの PCR 検査を受託した。 

・ 食品研究部門が民間との共同研究により開発した DNA１分子標準物質
が、新型コロナウイルスの PCR 検査精度向上技術として採用され、実用
化された。 

根拠： 
中長期計画を支障なく遂行し、目標を充分に
達成した。 
（１）高い専門知識が必要とされる分析及び
鑑定 
・ CSF の国内発生・流行拡大に対して緊急

病性鑑定による患畜の早期確定や原因ウ
イルスの病原性解析の実施、国内での発
生が危惧される ASF について、違法持ち
込み豚肉製品からの ASF ウイルス分離な
ど、国及び地方自治体の CSF、ASF 対策
に大きく貢献した。 

・ 令和２年度に過去最大発生件数となった
高病原性鳥インフルエンザの病性鑑定や
原因ウイルスの解析を行い、国および自
治体の鳥インフルエンザ対策に貢献し
た。 

・ 令和２年度には、地方自治体の要請に対
応し、新型コロナウイルス PCR 検査を受
託した。 

 
（２）家畜及び家きん専用の血清類及び薬品

の製造及び配布 
・ 牛疫ワクチンの国際標準ワクチン認定、

世界で唯一の備蓄ワクチンの製造機関認
定に加え、製造工程の効率化、有効期限の
延長等により効率的生産に向けた取組を
実施した。 

 
＜課題と対応＞ 
・植物防疫部門を新設し、植物病害虫に対す

る防疫対応を充実させる。 
・これまで通り、行政からの要望に応えつつ、

研究所で開発された研究成果を積極的に
分析や緊急病性鑑定に導入することで、社
会貢献に資するように対応する。 

イ 行政・普及部局、各種団体、農業者等を対象とした講
習会・研修会の開催、公設機関、産業界、大学、海外機
関等外部機関からの研修生の受入れ等に積極的に取り組
む。 

 

イ・依頼研究員受入、技術講習、農業技術研修、短期集合研修、農村工学技術
研修等の各制度の下で、地方自治体（研究・普及機関・行政機関）・国・
独法・大学等（大学、高専、国外を含む）・民間・その他外部機関から受
講者等を受け入れた。 

・ 令和２年度までの５年間で総計 14,590 名を受け入れた。 
・ 各研修の募集に当たっては、農研機構ウェブサイトのトップページ等から

関連情報サイトにアクセスできるようにするなど、分かりやすい周知を心
がけた。 

ウ 国際機関、学会等への専門家の派遣、技術情報の提供
等を行う。 

 
 

ウ・食糧問題や生物多様性等の国際的な課題に適切に対応するため、国際連
合食糧農業機関（FAO）等における日本国側専門家として、専門家職員を
派遣した。 

・ 国際民間機関の理事として役職員を派遣した。そのほか、要請を受けて、
国際会議、国際研究集会、現地調査、招聘、現地指導、打ち合わせ等へ専
門家として職員 769 名を派遣した。（I-4 にも記載） 

エ 家畜防疫、動物検疫の円滑な実施に寄与するため、民
間では供給困難であり、かつ、我が国の畜産振興上必要

エ・動物用医薬品等の製造について、農林水産省と連携して製造時期の調整
を行いながら、規程に基づき欠品が生じないよう血清類及び薬品を製造し
ている。また、製品配布規程により、動物検疫所、家畜改良センター、家
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不可欠な家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及
び配布を行う。 

 

畜保健衛生所、食肉衛生検査所、動物用医薬品販売業者他に有償配布に取
り組んだ。 

・ 牛疫ワクチン（牛疫組織培養予防液）については平成 28 年度に国際獣疫
事務局(OIE)/FAO から新たな国際標準ワクチンとして承認を受け、世界
で唯一の備蓄ワクチン製造機関として認定された。平成 30 年度に国際向
け備蓄ワクチンの製造・備蓄に関する契約を FAO と締結し、締結期間で
ある令和 2 年度までに国際向けワクチンを 45 万ドーズ備蓄した。 

・ 牛疫組織培養予防液については、品質検査の合理化と国家検定の効率化が
図られるシードロット製品化に向けて平成 30 年度に動物用医薬品製造販
売承認事項変更承認を受け、平成 31 年度及び令和２年度に国家検定に合
格し、製品化した。 

・ 牛疫ワクチンの有効期限延長申請のため品質管理試験を行い、5 年間の延
長申請が承認され、国内及び国際向け備蓄の安定生産を実現した。 

オ 外部精度管理用の試料を調製し、国内外の分析機関に
配布するとともに、その分析結果を統計的に解析して通
知する。 

 

オ ・ 国 際 標 準 化 機 構 （ ISO ） / 国 際 電 気 標 準 会 議 （ IEC ） の 国 際 規 格
ISO/IEC17025 及びガイド 34 に基づいて製造した遺伝子組換え（GM）大
豆検知用認証標準物質 39 セット（公設検査機関（35 セット）、一般社団
法人（1 セット）、民間企業（3 セット））を平成 28 年度に頒布した。 

・ 平成 29 年度にこの GM 大豆検知用認証標準物質事業は終了したが、平成
19 年度から頒布した GM 検知用認証標準物質は合計で大豆 291 セット、
トウモロコシ 59 セットとなり、国内の検査機関において広く利用された。 

・ ISO/IEC17025 及びガイド 34 に基づいて産業技術総合研究所と共同開発
した放射性セシウム分析用玄米粒認証標準物質を計 98 本頒布するととも
に、国際原子力機関、民間企業等とともに放射性セシウム濃度測定の技能
試験を実施し、計 193 機関の参加を得た。 

カ 放射線育種場において、国立研究開発法人、大学、民
間企業等からの放射線照射依頼については、積極的に対
応する。 

 

カ・放射線育種場内のガンマフィールド及びガンマルームにおいて、国立研
究開発法人、公設試、大学・高等学校、民間企業・個人からそれぞれ、91
件、30 件、182 件、108 件の照射依頼を受けた。なお、ガンマフィールド
での照射業務はニーズが少なくなったため、平成 30 年度に終了した。これ
に伴い放射線管理区域を縮小し、管理業務の効率化を行った。 

 

  



47 
 

様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－９－（１） 生産現場の強化・経営力の強化 

関連する政策・施策 農林水産研究基本計画 当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 国立研究開発法人農業・食品産業技術研究機構法第 14 条 

当該項目の重要度、難易度 
 【重要度：高】：水田は我が国の農業生産基盤の中心であり、収益性の高い水田輪作

体系の確立は、食料の安定供給や自給率の向上を図る上で極めて重要であるため。 
関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 
２．主要な経年データ 

 ①モニタリング指標 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 備考  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

民間企業、公設試等との共同研究数 26 23.5＊ 40 24 55  予算額（千円） 11,175,165 11,965,500 11,330,404 10,244,255 9,616,058 

シンポジウム・セミナー等開催数 10 4 8 15 10  決算額（千円） 11,238,327 11,244,447 10,224,020  9,156,150  8,294,974 

知的財産許諾数       特許 
              品種 

11 15 5 18 12  経常費用（千円） 10,244,241 9,745,820  9,003,156  8,612,836  8,633,780 

0 0 1 0 4  経常利益（千円） △1,088,837 △104,974     9,191 △119,210   253,929 

技術指導件数 288 152 149 170 121  行政サービス実施コスト（千円） 9,595,818 8,886,501 8,406,352 － － 

新聞、雑誌への記事掲載数 327 202 221 219 126  行政コスト（千円） － － － 10,095,137 9,708,589 

目的基礎研究への研究資源の投入状
況         エフォート 

予算（千円） 

5.7 6.5 4.7 1.8 6.6  
従業人員数（人） 657.5 623.9 598.3 582.1 558.8 

＊端数が生じたのは、Ⅰ-9(2)に跨がるため。 
14,292 25,785 20,144 11,150 58,170  

  
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

○中長期計画の達成に向け、ニーズに即した研究課題の立案が行われているか。 
＜評価指標＞ 
・課題設定において、中長期計画への寄与や、最終ユーザーのニーズが考慮、反映されているか。 
・どのような体制で、どのような検討を行ったか。 
・設定した具体的研究課題 ※別表参照 

○社会実装に至る道筋は明確か。 
＜評価指標＞ 
・投入する研究資源に対して、どのような研究成果と効果が期待できるか。 
・期待される研究成果と効果は、ニーズをどのように反映しているか。 
・期待される研究成果と効果に応じた社会実装の道筋 

○評価結果等を踏まえた研究課題の改善、見直しが行われているか。 
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＜評価指標＞ 
・どのような体制で検討を行ったか。 
・評価において受けた指摘事項や、社会的実勢や技術開発動向等に即したニーズの変化等、課題の進行管理において把握した問題点に対する改善や見直し措置 
・改善、見直し措置に伴う、資源の再配分状況 

○成果の移転先と連携し、社会実装に向けた検討と取組が行われているか。 
＜評価指標＞ 
・どのような体制で検討を行ったか。 
・社会実装に向けた研究内容の重点化が行われているか。 
・社会実装に向けて行った具体的検討事項と取組 

○中長期計画達成に向け、ニーズに即した成果が創出され、社会実装に至ったか。  
＜評価指標＞  
・具体的な研究開発成果とその移転先（見込み含む） 

○目的基礎研究の立案に当たり、将来の研究展開への寄与、法人が実施する必要性について検討されているか。  
＜評価指標＞  
・法人が実施すべき目的基礎研究について、どのような体制で検討を行ったか。  
・将来の研究展開への寄与、法人が実施する必要性は明確か。  

○目的基礎研究推進において、適切な進行管理が行われているか。  
＜評価指標＞ 
・進行管理において、どのような体制で研究の進捗状況や問題点を把握し、改善策を講じているか。 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

 「農林水産研究基本計画」に
即し、農業・農村の所得増大等
に向けて、生産現場等が直面す
る問題を速やかに解決するため
の研究開発を最優先課題と位置
付ける。また、中長期的な戦略
の下で着実に推進するべき研究
開発とともに、以下に示すよう
な研究開発を基本的な方向とし
て、研究開発を計画的かつ体系
的に展開する。 
（１）生産現場の強化・経営力
の強化 
 生産現場等が直面する問題を
速やかに解決するための研究開
発や、農業の生産流通システム

農業の成長産業化や農業・農村の所得増大等に向けて、
別添１に示した研究を以下に留意しつつ重点的に推進
する。 
ア 地域の実態や農業者、実需者及び消費者のニーズを

踏まえつつ、公設試、普及組織、行政機関、大学、民
間企業等との連携・協力の下で効率的に推進する。 

イ 研究課題の推進に際しても、研究開発成果の社会実
装の強化を念頭においた取組を行う。 
ウ 農研機構で実施する目的基礎研究については、「農

林水産研究基本計画」における基本的な方向に即しつ
つ、出口を見据えたテーマについて、研究者の新しい
アイディアを活かしながら実施するものであること
を職員に周知させる。研究課題の設定に際しては、農
研機構で実施することの有効性を見極めた上で、短期
的な成果を追求するのではなく、将来のイノベーショ
ンにつながる技術シーズの創出を目指した先駆的研
究としての発展可能性を重視する。また、研究の進行

【マネジメント】 
○ニーズに即した研究課題の立案について 

農業・食品分野の「Society 5.0」の早期実現、スマート農業技術の導入・普及の推進、
地方創生への貢献、AI 活用等を重点項目として研究課題を検討するとともに、アドバ
イザリーボードや地域の試験研究推進会議、現地検討会、農業技術コミュニケーター等
を通じて収集した現場ニーズの研究課題への反映や行政ニーズへの対応を進めた。ま
た、九州沖縄経済圏スマートフードチェーン（九沖 SFC）プロジェクトの推進において
は九州経済連合会農林水産委員会企画部会、九州農業成長産業化連携協議会、ビジネス
コーディネーター等を活用した産業界のニーズ把握も実施した。平成 28 年度には地域
の初会議や補正事業の推進会議での議論に基づき、イアコーン及び ICT スマート農業
の技術体系を現地実証研究として取り入れた。平成 29 年度には、地域のアドバイザリ
ーボードで出された現場ニーズに対応して「コムギなまぐさ黒穂病対応」など 11 件に
ついて課題化した。平成 30 年度には、メーカーや公益法人からの要請があった農業機
械間通信制御装置の ISOBUS 認証取得や九州地域の稲麦二毛作地帯向けの水稲乾田直
播用機械開発に関する新たな課題への緊急な対応が必要となり、年度の途中から新規課
題として取り組んだ。令和元年度においては、九沖 SFC プロジェクトで注目されてい
るカンショ「ふくむらさき」加工品の輸出を促進するための増収技術の開発や緊急性と

＜評定と根拠＞ 
評定：A 
 
根拠： 

研究マネジメントについては、農業・食品分
野における Society5.0 の早期実現に向けて、
課題のマネジメントとして、スマート農業技
術の本格的な普及や、九沖 SFC 構築による地
方創生への貢献等を重点課題として設定し、
大課題及び中課題ごとに研究ロードマップを
作成するとともに、定量的な目標スペックを
設定して研究推進を図った。また、研究実施に
おいては社会実装に向けた道筋を明確化する
こととし、個々の課題ごとに普及戦略を確認
しつつ進めた。特に、重点普及成果や普及成果
については事業開発室と連携して標準作業手
順書（SOP）を作成し、農業技術コミュニケー
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を革新し、大幅なコスト削減を
実現する研究開発 
 これらの研究開発について
は、地域の実態や生産者、消費
者及び実需者のニーズを踏まえ
つつ、公設試、普及組織、行政機
関、大学、民間企業等との連携・
協力の下で効率的に推進すると
ともに、研究開発成果を社会実
装する取組を行う。 
 加えて、こうした基本的な方
向に即して、将来のイノベーシ
ョンにつながる技術シーズの創
出を目指すために重要な出口を
見据えた基礎研究（目的基礎研
究）を適切なマネジメントの下、
着実に推進する。 
 これらのことを実現するた
め、別添１に示した研究開発を
進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管理に当たっては、進捗の段階ごとにピアレビューを
行う等により、研究方法の修正や研究課題の中止を適
宜行う仕組みを構築し、着実に推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行政ニーズが高いツマジロクサヨトウ被害に対応する未熟飼料用トウモロコシの収穫・
調製技術の開発等について課題化を図った。 
 
○社会実装に至る道筋について 

ニーズに沿った課題立案に基づき、目標スペックや実用化時期を明確化したロードマ
ップを利用して、限られた研究資源を最大限活用できるように研究の進捗状況を管理す
るとともに、必要に応じてロードマップを改定し、社会情勢に即した研究成果の創出に
取り組んだ。開発した体系化技術については、公設試験研究機関（公設試）、普及組織、
JA 等と連携し、現地実証試験に合わせて現地巡回指導や技術講習会などを通じて生産
現場での効果の提示と周辺農家への情報発信、マニュアル作成、現地検討会、セミナ－、
シンポジウム、実演会等で成果の浸透と普及を図るとともに、個別技術については、民
間企業と連携した共同研究や共同開発に取り組み、関係企業からの市販化を通じて社会
実装を進めてきた。社会実装に取り組んだ開発技術としては、平成 28 年度はトウモロ
コシ子実等高栄養自給飼料の効果的・効率的な生産・利用技術の確立と水質汚濁問題に
対応した畜舎排水の高度処理技術等、平成 29 年度は大区画ほ場を対象とし、ICT を活
用して全算入生産費を 35％削減する水稲乾田直播栽培体系や、省力的なソフトグレイ
ンサイレージ調製技術等、平成 30 年度は非熟練者１人でも高速・高精度な田植えが可
能で、投下労働時間を 44％削減できる自動運転田植機や、施設ナス栽培における飛ば
ないナミテントウの定着を促進する代替餌システム等であった。令和元年度に、低コス
ト技術である水稲乾田直播栽培について多様な土壌や営農体系に適応できるように
NARO 方式乾田直播技術としてラインアップ化して標準作業手順書（SOP）を作成し、
大課題が連携して重点的に普及を進めることで、令和 2 年度には日本全国の乾田直播面
積の 1/3 に相当する約 4,000ha に普及するに至った。 
 
○評価結果等を踏まえた研究課題の改善、見直しについて 

平成 28、29 年度については、先進的農家によるアドバイザリーボード等で収集した
現場ニーズに対応して新規課題化を図る一方、中課題検討会等で課題の見直しを行い、
小課題の改編・一部廃止・強化の措置を講じた。平成 30 年度からは、ロードマップに
沿って課題の進行状況を管理するとともに、農業情報研究センターへの課題提案や、ス
マート農業実証プロジェクト（「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」及び「ス
マート農業加速化実証プロジェクト」をまとめたプロジェクト名、略称「スマ農プロ」）
及び九沖 SFC プロジェクトへの参画、資金提供型共同研究に対する取組を強化するた
め、エフォート配分や課題の見直しを行うとともに、スマート農業加速化実証プロジェ
クトや九沖 SFC 研究会等への課題応募・提案に向けて検討を進めた。令和元年度にお
いては、平成 30 年度の主務大臣による評価で「スマート農業技術の社会実装を加速化
していくことを求める」ことが今後の課題として指摘されたことから、セグメントⅠの
運営方針として、重点化する事項（①データ駆動型農業技術の確立、②九沖 SFC 構築
と地方創生への貢献、③公設試験場等との連携強化、④社会実装の加速化、⑤中山間活
性化、野菜作・畜産スマート化、子実用トウモロコシ等飼料作課題の強化、⑥生産技術・

ターとともに農業界や産業界への成果普及に
努めた。 

研究開発成果については、水田作では営農
体系に応じた NARO 方式乾田直播のラインア
ップ化が図られ、中長期計画に掲げた米の全
算入生産費の 40%以上削減を達成するととも
に、端境期出荷と水田作への導入が可能なタ
マネギの春まき夏どり作型において、重要病
害であるりん茎腐敗性病害に対応する新しい
薬剤防除体系と本作型に適合した新施肥基準
を定め、目標とする 5t/10a 以上の収量の安定
的な確保を可能とした。コムギ 500kg/10a、ダ
イズ 250kg/10a の単収が安定して見込める３
年４作体系を提示した。イアコーンサイレー
ジ生産利用技術について、自給率 70%で収益
性の 2 割向上を実証した。園芸生産では、マ
ルドリ方式により高品質果実生産率 50%以上
を実証するとともに、多層断熱資材と水蓄熱
装置による燃油使用量半減、低コストハウス
の施工法を開発し、これら複合環境制御装置
の組合せにより、計画を上回る所得 3 割以上
の向上が見込める技術体系を構築した。ロボ
ットトラクターについて 4 台同時運用による
作業効率 1.4 倍を実現した。素牛出荷体重
280kg（9 カ月齢）を達成する草地及び家畜管
理技術を開発し、素牛生産コスト４割削減を
実証した。さらに、畜産環境の改善に向けて、
排泄物中の窒素低減（アミノ酸バランス飼料）
や、豚ふん堆肥化過程の温室効果ガス（GHG）
排出抑制（亜硝酸菌添加）、GHG 発生量の少
ない汚水浄化処理（炭素繊維リアクター）によ
り養豚経営からの GHG 排出を大きく削減す
る技術群を開発した。 

研究成果の最大化に向けた社会実装の取組
については、NARO 方式乾田直播は幅広い土
壌や営農体系に適応できるようにラインアッ
プ化し、標準作業手順書（SOP）を活用して重
点的に普及したことにより、全国で約 4,000ha
（令和２年度）にまで拡大した。また、業務加
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飼養管理技術基盤の構築）を設定して課題を進めた。また、社会情勢の変化に対応して、
従来型の土壌・栽培研究や水田での稲・麦・大豆作研究を縮小する事項と定め、研究資
源をスマート農業技術開発などの重点化課題に振り向けるとともに、成果のめどが立っ
た飼料用米生産・調製・給与やかんきつのマルドリ栽培の課題を前倒しで終了させ、開
発技術の社会実装に向けた取組の強化と重点化課題の取組にシフトするなど研究資源
の配分の見直しを弾力的に図った。 
 
○社会実装に向けた検討と取組について 

大課題、中課題の推進責任者、推進担当理事等の参加によるセグメントⅠの検討会で
研究成果を精査し、都道府県等の評価も踏まえて普及成果や重点普及成果を選出した。
平成 28 年度は成果の社会実装を促進すべきと判断した「建設足場資材利用園芸ハウス
（低コストハウス）」について、平成 29 年度以降は前年度の重点普及成果「高品質・
低コストのイネ・ホールクロップサイレージ（稲 WCS）生産体系」（H28）、「環境に
配慮した豚用アミノ酸バランス改善飼料」（H28）、「大区画水田乾田直播栽培（NARO
方式乾田直播）」（H29）及び「自動化農業機械の運用システム」（H30）について技
術講習会の開催、実証試験を実施するなど、普及拡大に努めた。さらに令和元年度から
は普及成果情報の社会実装を進めるための SOP の整備状況や普及戦略を確認し、本部
の事業開発室、広報部、知的財産部と連携して普及推進を図った。具体的には、｢NARO
方式乾田直播｣については、生産現場での巡回活動等を実施して普及を拡大させ、速や
かに SOP を作成し、事業開発室へ移行を完了した。さらに、令和 2 年 2 月 14 日に乾
田直播フォーラム 2020in 宮城を開催し、東北地域内外の生産者、普及指導者、研究者
を参集して、相互の情報交換により技術のブラッシュアップと社会実装の加速化を図っ
た。また、令和元年度はイネ WCS 生産体系、自動化農業機械の運用システム及び豚用
アミノ酸バランス改善飼料、乾田直播栽培体系（東北地方版）の 4 件、令和 2 年度は麦
類・ダイズの収量・品質向上、土壌凍結深制御技術等の 13 件、第 4 期間を通して 17 件
の SOP を作成し、事業開発室と連携した取組を進めた。低コストハウスの ICT 複合環
境制御については、イチゴ、トマト、アスパラガスなどの多品目について、香川県、島
根県、和歌山県、静岡県などの各地に展開して実証した。生物化学的酸素要求量（BOD）
バイオセンサーを利用した豚舎排水の窒素除去システムは、市販に向けた現地実証を行
うとともに、アグリビジネス創出フェア等での広報・普及に取り組んだ。さらに、デー
タ駆動型技術の開発については、スマ農業プロの現地実証を通して、不具合の摘出と改
善を図るとともに、経営データを収集・解析し、社会実装への道筋をつけた。 
 
○ニーズに即した成果の創出、社会実装について 

平成 30 年度より、農業界、産業界のニーズを踏まえた課題立案に基づき、目標スペ
ックや実用化時期を明確化したロードマップを利用して、限られた研究資源を最大限活
用できるように研究の進捗状況を管理するとともに、必要に応じてロードマップを改定
し、社会情勢に即した研究成果の創出に取り組むとともに、成果については本部事業開
発室、各地域農業研究センターの農業技術コミュニケーター等と連携し、現地実証、製

工用水稲多収品種「あきだわら」、「やまだわ
ら」、「つきあかり」、「雪ごぜん」について
栽培マニュアルを作成し、品種の能力を最大
限引き出すことによる多収化（つきあかり
660kg/10a）に努め、「つきあかり」の普及面
積は令和元年度に 5,000ha を超えるに至った。
また、水田作や畑作を中心にマルチロボット
システムや自動運転田植機、可変施肥機の開
発・実証を進め、積極的に知的財産を確保（特
許出願 80 件以上）することで、高速高精度汎
用播種機の普及に加え、自動運転田植機では
メーカーに技術を移転して早期市販化を目指
すなど、計画を上回る成果が上がった。畑作で
の土壌凍結深制御技術については、JA への積
極的なアウトリーチ活動に加えて、令和元年
度に北海道の普及技術に採択されたことか
ら、十勝地域の 5,000ha にオホーツクを中心
とした地域のを加えて令和 2 年度には約
11,000ha まで普及拡大が進むに至った。また、
急傾斜対応草刈ロボット開発に向けて企業と
の共同研究契約を締結して推進した他、施設
園芸での飛ばないナミテントウの代替餌や水
稲有機栽培に関するマニュアル等を作成し、
開発技術の普及活動を進めた。さらに、水稲有
機栽培では高能率水田用除草機は令和 4 年度
の目標台数 300 台以上を令和 2 年度に前倒し
して達成し（推定普及面積約 600ha：水稲有機
栽培面積の約 10％）、省力的な有機栽培体系
の普及拡大に貢献した。畜産では、自給飼料の
低コスト生産・調製・給与体系の開発を進め、
本技術の中核となる畜草２号は約 3,200ha 分
の飼料調製に使用され、微細断収穫機は 90 台
販売されるとともに、生産者の関心が高い
JGAP（家畜・畜産物）の認証を試験研究機関
としては全国で初めて取得した。また、遺伝子
選抜によるコマーシャル地鶏の増体性改良に
より、宮崎県や熊本県では全ての地鶏が改良
鶏に置き換わった。 
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品化等を通して積極的な広報・普及に努めた。その結果、NARO 方式乾田直播は、令和
元年度に SOP を作成して普及活動を促進することで、令和 2 年度には全国で 4,000ha
普及するに至った。春まきタマネギ栽培については東北５県の試験研究機関が技術開発
に取り組み、東北 6 県の栽培面積は年々増加して令和元年度に約 75ha に至った。小型、
中型、大型のトラクターに装着可能な「カットブレーカーmini、カットブレーカー」の
市販を開始。また、「カットドレーナー」の特許申請と市販化を進めた。令和 2 年度の
カットシリーズの販売台数は 50 台/年となった 。極短穂茎葉型 WCS 調製に適する乳
酸菌添加剤「畜草 2 号」の成果については、極短穂茎葉型稲 4 品種と微細断収穫機をセ
ットにして平成 29 年より重点的に普及活動を展開した。土壌凍結深制御技術について
は、令和元年度に、北海道内の JA に対して運用システムを整備するなど積極的なアウ
トリーチ活動の実施に加え、令和元年度の北海道の普及技術に採択された結果、十勝地
域の 5,000 ha に加えて、オホーツク地域を中心に普及拡大が進み、約 11,000ha の普及
に至った。生産者の関心が高い JGAP 家畜畜産物の認証を試験研究機関としては全国で
初めて取得し、生産者等からの相談に対応できる体制を構築した。業務・加工用水稲品
種「やまだわら」は、多収栽培マニュアルの策定により、令和元年度の作付面積が約
400ha に達し、着実に普及が進んだ。二重ネット工法を用いた畦畔法面におけるシバ植
栽方法は、北陸、関東、近畿中国四国管内を中心に 13 県 19 地域に導入され、普及が拡
大した。高能率水田用除草機は令和 4 年度の目標台数 300 台以上を令和 2 年度に前倒
しして達成し（推定普及面積約 600ha：水稲有機栽培面積の約 10％）、省力的な有機栽
培体系の普及拡大に貢献した。なお、「有機農業の栽培マニュアル」は、配布実績 2,900
部、ダウンロード実績 9,502 部となっており、多くの生産者等に活用された。鶏のコレ
シストキニン A 受容体遺伝子の多型選抜による増体性の改良については、みやざき地
頭鶏（宮崎県）、天草大王（熊本県）、青森シャモロック（青森県）、比内地鶏（秋田
県）、奥美濃古地鶏（岐阜県）、奥久慈しゃも（茨城県）の改良に利用されており、中
でもみやざき地頭鶏と天草大王は令和 3 年度内に全て素びなが改良型に置き換わる見
込みであり、その他の地鶏改良への導入も予定されている。さらに、養豚排水の BOD
監視システムは令和 2 年度に共同研究先企業から販売が開始、養豚が盛んな九州南部か
ら社会実装を開始した。 
 
○目的基礎研究の立案・進行管理について 

運営費交付金による目的基礎研究については、「目的基礎研究の研究マネジメントの
手引き」を作成し、運営費交付金により実施される課題の選考及び進捗管理の方法並び
に外部資金により実施される課題の認定方法を定めた。運営費交付金による目的基礎研
究には、理事長裁量型と研究センター長等裁量型の２類型を設定し、「ダイズ茎疫病抵
抗性品種育成のための抵抗性遺伝子の集積と新規抵抗性遺伝子の探索」、「貯蔵温度が
赤身牛肉の鮮度保持に及ぼす影響」に関する課題など平成 30 年度までに延べ 72 課題
を実施した。運営費交付金による目的基礎研究課題は、機構内で応募された課題から、
①方向性（出口を見据えた課題であるか）、②発展可能性（将来、中長期計画の推進や
策定に活用できるか）、③先行性・新規性・独創性、④計画妥当性、⑤準備状況・実績、

以上のように、研究指針に当たってのマネ
ジメントや、成果の社会実装への取組、農業・
食品分野における Society5.0 の早期実現に向
けた研究開発において、計画を上回る実績が
認められることから、A 評定とした。 
 
＜課題と対応＞ 

第 5 期に向けては、スマート農業技術の低
コスト化、水田畑地化の推進など社会的にイ
ンパクトがある課題に重点化を図る。その際
は、バックキャスト型のアプローチとして目
指すべき地域農業像・経営像を明確化し、そこ
に到達するためにどこをブレークスルーすべ
きか、それによりどれだけの波及効果が得ら
れるかを検討し、研究戦略の構築を図る。 
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【別添１】研究開発の重点化方
向と成果の社会実装 
令和 2 年度末までに以下の研究
開発等を行う。 
１ 生産現場の強化・経営力の強
化 
＜生産現場等が直面する問題を
速やかに解決するための研究開
発＞ 
（１）農業・農村の所得増大に
向けて、地域が目指すべき営農
システムの実現に向けた技術体
系の確立 

水田作については、担い手へ
の農地集積等経営環境が変化す
る中で、担い手自らが市場動向
や地域の立地条件を踏まえて、
収益向上を目指して生産性の高
い安定的な営農体系を確立でき

⑥担当中課題推進への影響（目的基礎研究を実施することにより、中長期計画の担当中
課題の目標達成に必要なエフォートの確保が困難とならないか）の視点から審査して採
択した。令和元年度からは、交付金による目的基礎研究は「NARO イノベーション創造
プログラム(N.I.P.)」として実施した（I-1(1)アに記載）。令和元年度の N.I.P.では、デ
ータ駆動型スマート農業に関する課題、水田雑草防除技術に関する課題など 5 課題を実
施した。令和 2 年度については、より若手育成を重視しつつ、牛から排出されるメタン
削減やイネの群落光合成速度の高精度な推定に関する課題など 15 課題を実施した。ま
た、外部資金による目的基礎研究課題については、各年度で実施中の課題から抽出して、
上記の①～③の視点から認定した。その結果、令和 2 年度までに延べ 32 課題を目的基
礎研究課題とした。令和 2 年度までに投じたエフォートと予算の合計はそれぞれ 25.3
人（平成 28 年度 5.7 人、平成 29 年度 6.5 人、平成 30 年度 4.7 人、令和元年度 1.8 人、
令和 2 年度 6.6 人）、129,541 千円（平成 28 年度 14,292 千円、平成 29 年度 25,785 千
円、平成 30 年度 20,144 千円、令和元年度 11,150 千円、令和 2 年度 58,170 千円）であ
った。なお、外部資金課題については、外部資金制度への応募前に中課題推進の妨げに
ならないかを確認の上、出口を見据えた先行性・新規性・独創性の高い課題を採択・認
定した。 

以上の点から、目的基礎研究の立案に当たり、将来の研究展開への寄与、法人が実施
する必要性について適切なマネジメントの下、次期中長期計画を含め、将来のイノベー
ションにつながる技術シーズが創出された。 

 
【別添 1】研究開発の重点化方向と成果の社会実装 
令和 2 年度末までに以下の研究業務を行う。 
１ 生産現場の強化・経営力の強化 
（１）寒地・寒冷地における大規模高能率水田営農シス
テムの実現に向けた技術体系の確立 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【実績】 
（１）寒地・寒冷地における大規模高能率水田営農システムの実現に向けた技術体系の
確立 

水田作に関して、寒地では高低差マップを活用した前年整地と散播方式の水稲乾田直
播技術による省力化と春の作業分散により、規模拡大が可能となり、寒冷地ではほ場の
大区画化、大型機械と ICT 技術を活用した技術体系を開発した。収益性の向上につい
て、水稲乾田直播技術により全算入生産費などの生産コストを 40％以上削減でき、寒
地のタマネギ直播栽培では、経営体の収益 30％向上が可能な安定多収栽培技術を開発
した。寒冷地の露地野菜の新作型として、端境期出荷と水田作導入が可能なタマネギの
春まき夏どり作型を開発し、品種及び栽培管理法について標準作業手順書（SOP）とマ
ニュアルを作成・公表するとともに、重要病害であるりん茎腐敗性病害に対応する新し
い薬剤防除体系と本作型に適合した新施肥基準を定め、水田作営農によるタマネギ生産
において 5t/10a 以上の収量を達成した。新品種の評価・利用技術については、イネで
は「雪ごぜん」、「きたげんき」、「つきあかり」、「にじのきらめき」、モチ性オオ
ムギでは「はねうまもち」、ダイズでは「里のほほえみ」の安定多収栽培技術を SOP・
マニュアル化し、品種と栽培技術を組み合わせて社会実装を進めた。水田転換畑の排水
対策については、小型トラクターに対応したカットドレーン mini の開発と普及により、

 
 
 
評定：A 
 
根拠： 

寒地・寒冷地の水田作について、高低差マッ
プを活用した前年整地と均平技術の低コスト
化、ほ場の大区画化、大型機械と ICT 技術を
活用した技術体系の開発により、中長期計画
に掲げた米の全算入生産費を 40％以上削減し
た。特に、NARO 方式乾田直播の普及拡大は、
生産性の高さが生産現場で高く評価されてい
る。寒冷地におけるタマネギの春まき夏どり
作型では、新しい薬剤防除体系と施肥基準を
開発し、目標とする 5t/10a 以上の収量を複数
年複数個所で達成した。排水や病害虫対策と
多 収 栽 培 技 術 の 確 立 に よ り 、 オ オ ム ギ で
450kg/10a、ダイズで 250kg/10a の目標収量を
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る技術開発が課題となってい
る。中山間地域に関しては、経
営規模が小さく担い手の減少・
高齢化が著しい状況の中でも高
収益を得ることを可能にする技
術開発が求められている。北海
道の畑作・酪農地帯については
高齢化等により離農する農家が
増えることが見込まれており、
担い手が従来の家族経営を基本
とした枠を超えて経営規模拡大
を図ることを可能とする技術体
系を確立する必要がある。九州・
沖縄地域の畑作・畜産地帯につ
いては、当該地域の環境条件や
担い手の高齢化の進行等の制約
の下でも収益性の高い営農を可
能にする必要がある。 
 このため、水田作においては、
生産コストの低減や収益性の向
上を目指し、新品種の評価・利
用技術の開発を行うとともに、
水田転換畑における排水対策等
の低コスト化とムギ類及びダイ
ズの収量向上、家畜ふん堆肥等
の投入による地力維持を可能と
する新たな水田輪作体系及び野
菜等を組み込んだ水田輪作体系
を確立する【重要度：高】。また、
コムギで 500kg/10a、ダイズで
250kg/10a の単収を目指し、農
業者等が自らコムギ及びダイズ
の高位安定生産を阻害する要因
を容易に診断し対策を講じるこ
とを可能にする技術を開発す
る。さらに、水田を活用したト
ウモロコシ・飼料用米等国産飼
料の省力・低コスト生産及び大
家畜への利用技術の開発を行

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
寒地の水田作については、春作業の省力化と作業分散

を目的として前年に整地作業を行う水稲乾田直播技術
とそれを導入した輪作体系に関する現地実証試験を行
い、技術体系として確立する【重要度：高】。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寒冷地の水田作については、大区画ほ場での大型機械
を用いた実証試験において、全算入生産費を 40％以上
削減する低コストな水稲直播栽培技術を開発するとと
もに超省力的な輪作体系を確立する【重要度：高】。 

 
 
 
 
 

 
また、寒冷地の大規模水田営農システムに導入できる

露地野菜の新作型を開発し、安定生産により収益向上が

低コストで簡便な排水対策が可能となった。また、ムギ類及びダイズ収量の向上につい
ては、排水や病害虫対策と多収栽培技術の確立により、オオムギで 450kg/10a、ダイズ
で 250kg/10a の目標収量を達成した。さらに、飼料用イネ（米・WCS 用）への家畜ふ
ん堆肥の活用、子実用トウモロコシ生産での安定生産のための施肥法を確立した。特に
子実用トウモロコシ生産では、品種選定・播種時期・播種密度・堆肥投入効果の検証実
験結果に基づき、安定多収・コンバイン収穫適性・低カビ毒蓄積性を備えた品種及び栽
培管理技術を提示した。また、水田で生産した飼料用米、トウモロコシ子実を低コスト・
迅速にソフトグレインサイレージ（SGS）に調製するフレコンラップ法を確立し、飼料
コスト 45 円/kg での供給が可能な目標調製コスト 15 円/kg を達成した。また、肥育牛
に配合飼料の 30％の SGS を代替給与した結果、慣行飼養に比べて肉質のやわらかさと
多汁性が優り、高い総合的評価が得られた。これより、素牛生産から肥育ステージで給
与される配合飼料の 30％を自給できる飼料生産・利用技術体系が確立した。中長期計
画に対する具体的な実績は以下のとおりである。 

 
 100ha 規模の大規模経営体の水稲乾田直播栽培において、前年秋のほ場整地作業（前
年整地）と圃場高低差マップの活用により、均平機の作業面積が 2.2 倍拡大可能となり、
逼迫する春作業の省力化と作業分散を可能とする水稲乾田直播技術に加えて、既存の
GNSS 均平機（1 千万円）の 1/4 程度のコストとなる 270 万円の低コスト GNSS 均平
機を開発した。令和 2 年度の北海道の水稲乾田直播の普及面積は 1,500ha であり、令和
5 年度目標を前倒しで達成した。また、無代かき水稲→ダイズ→コムギ→乾田直播水稲
の 4 年 4 作体系では、現地実証農家のダイズ収量は 3 年平均で 411kg/10a と目標の
320kg/10a を大幅に上回り、水稲疎植栽培と多収水稲新品種を組み合わせることで、現
地実証試験では作付け可能面積 1 割増と所得 2 割向上を実証し、水稲乾田直播を導入
した省力的な輪作体系を確立した。さらに、水田転換畑でのタマネギ直播栽培では経営
体の所得 3 割向上が可能となる 4.2t/10a の収量を得る技術を開発し、薬用作物カンゾ
ウの収穫機械ではメーカ試作機を完成させた。 
 
 5.8ha の大区画ほ場での大型機械を用いた実証試験において、プラウ耕・グレンドリ
ル播種方式による水稲乾田直播－麦類－大豆の 2 年 3 作栽培、コンバインの収量マッ
プに基づく水稲の可変施肥、低コスト自動操舵装置、低コストガイダンスシステムなど
の技術を導入することで、米の全算入生産費を東北平均（H25 年）の 40%以上削減す
る NARO 方式水稲乾田直播栽培技術を開発した。また、プラウ耕と高速高精度播種機
により、乾田直播水稲－子実トウモロコシ－大豆の 3 年 3 作体系において、省力性（乾
田直播水稲 4.8 時間/10a、子実トウモロコシ 2.9 時間/10a、ダイズ 3.0 時間/10a（乾燥
調製、生産管理時間を含まない））と同時に、複数年にわたって水稲（600kg 超/10a）、
ダイズ（250kg 超/10a）の高収量を達成し、超省力的な輪作体系を確立した。 
 

寒冷地の露地野菜の新作型として、端境期出荷と水田作導入が可能なタマネギの春ま
き夏どり作型を開発し、品種、栽培管理法について SOP・マニュアルを作成・公表する

達成した。特に、大麦の後期重点追肥法の開発
は、収量レベルをかつてないまでに高めてい
る。イネでは「雪ごぜん」、「きたげんき」、
「つきあかり」、「にじのきらめき」、大麦で
は「はねうまもち」、ダイズでは「里のほほえ
み」の安定多収栽培技術を SOP・マニュアル
化し、品種と栽培法をセットにして普及活動
を進めた。以上より、中長期計画を確実に達成
しているばかりでなく、生産現場で高く評価
されている技術開発を行い、社会実装が進み、
想定以上に進捗した。 
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う。中山間地域における高収益
営農のためには、高品質な有機
野菜や薬用作物等の高付加価値
の作目や地域作物を組み合わせ
た水田複合経営を可能とする技
術の開発を行う。北海道におい
ては、テンサイの多収直播栽培
技術や栄養価の高い飼料用トウ
モロコシ子実を生産・利用する
技術等の開発を行い、大規模畑
作経営体やコントラクター等が
省力的で安定して高品質な産物
を生産可能な技術体系を確立す
るとともに、酪農経営を省力化・
効率化できる技術体系を確立す
る。九州・沖縄地域については、
カンショを中心とした高収益な
機械化輪作体系及び地域飼料資
源を活用した耕畜連携システム
を確立するとともに、肉用牛経
営の収益性を向上させる技術体
系を確立する。上記の輪作体系
や技術体系の確立に当たって
は、併せて営農モデルの策定・
検証を進め、その経営的な効果
について明らかにする。 

さらに、生産者・普及組織等
と連携した現地実証試験を各地
で実施し、地域条件に即した収
益性の高い営農システムとして
確立し、速やかな普及に向けた
体制を整備する。また、技術内
容及び経営的効果についてまと
めた農業者及び農業指導者向け
の分かりやすいマニュアル等を
作成し、速やかに生産現場への
普及を図る。 
 

図られる業務加工用野菜品種を導入した水田輪作体系
を確立する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寒冷地の水田作において畜産との連携を図り地力を
維持するために、水田におけるトウモロコシ・飼料用イ
ネ等の高栄養自給飼料の安定多収栽培技術を開発し、そ
の飼料を肉用牛に効果的に給与する技術を開発すると
ともに、家畜ふん堆肥等を水田に還元する耕畜連携に基
づいた技術体系を確立する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寒冷地南部の水田作については、低コスト排水対策等
により現地実証試験におけるダイズ収量 250 kg/10a 以
上を確保するとともに、作目切替を円滑に行う２年３作
水田輪作体系を確立する。 

とともに、重要病害であるりん茎腐敗性病害に対応する新しい薬剤防除体系と本作型に
適合した新施肥基準を定め、水田作営農によるタマネギ生産において 5t/10a 以上の収
量を達成した。セット球を用いたタマネギの初冬どり作型について、セルトレイ育苗・
機械移植・機械収穫による栽培体系を実証し、4t/10a 以上の収量を得る技術体系を開発
した。タマネギの直播栽培において課題であった雑草防除体系を確立し、技術体系化を
達成した。また、業務加工用のキャベツ栽培については、スーパーセル苗と堆肥施用の
組み合わせや、大規模経営体に機械化一貫体系の導入を支援する技術開発により、
5t/10a 以上の収量を安定的に得る技術を開発した。また、次期の技術開発の基盤とする
ことができる生育モデル並びにそれを活用した要素技術選択支援ツールから構成され
る生産管理システムを確立し、関係特許 3 件を出願した。 

 
家畜ふん堆肥を活用した飼料用米、WCS 用・子実用トウモロコシ生産では、安定多

収のための施肥法を確立した。特に子実用トウモロコシでは品種選定・播種時期・播種
密度・堆肥投入効果の検証試験結果に基づき、安定多収・コンバイン収穫適性・低かび
毒蓄積性を備えた品種及び栽培管理技術を提示し、他の中課題と連携して東北地域での
子実用トウモロコシの普及に寄与した。飼料用ダイズでは、連作や輪作に適した品種に
ついて現地実証を行い、安定多収栽培技術を開発した。また、水田で生産した米、トウ
モロコシ子実を低コスト・迅速・簡易に SGS に調製するフレコンラップサイレージ技
術を確立し、飼料コスト 45 円/kg での供給が可能な目標調製コスト 15 円/kg を達成し
た。さらに、本技術で調製した SGS を繁殖雌牛に給与したところ、繁殖成績と産子の
初期発育を損なうことなく、飼料コストが 20%削減できた。また、肥育牛に SGS を配
合飼料の 30％で代替給与した結果、慣行飼養時に比べて、やわらかさと多汁性が優り、
消費者から高い総合的評価（好ましさ）を受けた。これらの成果により、素牛生産から
肥育ステージで給与される配合飼料の 30％を自給できる飼料生産・利用技術を開発し
た。また、固液分離システムと伏流式人工湿地を組合せた施設で得られる堆肥化した固
形物や家畜ふん堆肥等を水田に還元する耕畜連携に基づいた技術体系を確立した。 

 
小型トラクター用カットドレーン mini を用いて簡易暗渠を施工すると、ほ場の排水

性が低コストかつ簡便に改良できるのに加え、施工時に踏圧が軽減されるため、重粘土
地帯にも導入可能であることを明らかとした。ダイズの多収阻害要因であるダイズ黒根
腐病の発病リスク評価、重要害虫類の簡易発生予察技術と被害リスク評価法を開発し、
病害虫対策マニュアルを公設試等と協力して作成した。本マニュアルと簡易暗渠を活用
することでダイズの収量目標 250kg/10a を現地で達成した。さらに、作期分散に有効な
多収良食味イネ「つきあかり」、「にじのきらめき」、モチ性オオムギ「はねうまもち」
の安定多収技術を確立し、栽培マニュアル・SOP を公開した。特に、「はねうまもち」
では後期重点施肥法の導入により現地実証試験において記録的な高収量（644 ㎏/10a）
を達成した。また、耕うん同時畝立て播種機の高速化と自動操舵システムの載せ替え利
用等の ICT 技術を組み合わせることにより、大規模経営において作目の円滑な切替が
可能な 2 年 3 作水田輪作体系を確立した。 
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＜生産流通システムを革新し、
大幅なコスト削減を実現するた
めの研究開発＞ 
（２）農業のスマート化を実現
するための革新工学技術の開発 

今後、農業従事者の減少・高
齢化と担い手への農地集積が一
層見込まれる中で、長年の経験
や勘に頼らなくとも新規就農者
等誰もが高品質な農産物を生産
できる取り組みやすい農業や、
農作業の超省力化によりこれま
での規模拡大の限界を突破する
大規模経営の実現、さらに、中
山間地域における地域資源や生
産基盤を維持するため、革新的
な農業生産システムの確立に向
けた研究開発の推進が重要な課
題となっている。また「ロボッ
ト革命実現会議」で取りまとめ
られた「ロボット新戦略」（平成
27 年１月 23 日ロボット革命実現会
議策定）においても、2020 年までに
農業のスマート化に向けた自動
走行トラクターの現場実装や農
業・食品産業分野において省力
化等に貢献する新たなロボット
20 機種以上の導入を行うことが
目標として設定されており、こ
の実現に向けた研究開発の推進
が求められている。加えて、高
水準で推移する農作業死亡事故
への対応等農作業安全に資する
調査・研究や、省エネルギー化、
低炭素化等に対応する環境負荷
低減技術の開発も求められてい
る。 

このため、ロボット技術、ICT
等を積極的に活用し、複数の農

 
（２）暖地・温暖地における技術集約型の高収益水田営
農システムの実現に向けた技術体系の確立 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

温暖地の水田作については、生産コストの低減を目指
し、多収・高品質な品種の栽培技術、低コストで簡易な
排水技術、野菜の機械化栽培体系を開発するとともに、
複数のロボットトラクターによる協調作業システムや
ICT 活用等の先端的営農支援技術の評価・実証を行う。
また、農業者等が自ら多収阻害要因を簡便に把握して適
切に対応し得る技術の開発により、コムギ 500 kg/10a、

（２）暖地・温暖地における技術集約型の高収益水田営農システムの実現に向けた技術
体系の確立 

多収・良食味イネ品種、コムギ新品種の多収栽培マニュアルを作成し、普及を進めた。
簡便・低コストで補助暗渠から本暗渠までの総合的な排水改良が可能な新たな営農排水
施工機群を開発し、様々な土壌条件、トラクタサイズに対応したカット・シリーズとし
て標準作業手順書（SOP）を公開して市販化した（R2 年度販売実績：約 50 台）。野菜
作では落花生の自走式脱莢機、キャベツ収穫機に組み込み可能な収量推定装置など、知
的財産化を進めた。大規模水田経営体において、スマート農業技術と農地の面的集積に
よる規模拡大、データ駆動型栽培技術による単収向上により従事者一人あたりの労働報
酬 40%の向上が可能であることを実証した。農業者等が自ら、ダイズ及びムギの減収
要因を簡易診断して対策技術を確認できるスマートフォン対応のウェブマニュアルを
公開して 57,000 件超のアクセス数を記録し、21 道府県で栽培指針等に活用されるに至
った。このように、コムギ 500kg/10a、ダイズ 250kg/10a が安定的に達成できる 3 年 4
作体系を確立した。暖地では、イネ・コムギの高品質・増収に向けたドローン利用リモ
ートセンシング技術と生育診断技術を開発、民間企業による事業化を検討している。ま
た、ダイズについて一工程で麦稈すき込み・耕起・播種を同時実施するアップカットロ
ータリー利用浅耕播種技術を開発し、現地試験で 110～150%の多収を実証した。乾田
直播に関して、表層散播と振動ローラによる鎮圧で漏水を防止する技術の開発と普及を
図り、令和 2 年度は普及面積が 200ha まで拡大した。モデルシミュレーションにより、
北部九州において 2 年 4 作輪作体系を導入することで所得が 2 割向上することを明ら
かにした。水田における飼料用米、WCS 用トウモロコシ等の省力・持続的な多収栽培
技術、極短穂茎葉型イネ WCS 用の乳酸菌「畜草 2 号」、籾米 SGS の給与技術、飼料生
産コントラクター向けの工程管理システム等を開発し、これらを導入した資源循環型酪
農経営の所得は都府県平均を 2 割以上上回ることを明らかにした。機械学習を用いた離
農に伴う供給農地面積を予測するアプリ、離農によって供給される農地の担い手への集
約化案を自動作成する農地面的集積支援システムを開発し、茨城県の 3 市町、約 1,000ha
に導入された。バックキャスト型の経営評価手法の手順書に加え、スマート農業技術等
の戦略技術を導入した経営計画モデルを水田作中心に 5 つ以上構築した。また、雇用型
大規模法人の「人材育成・経営継承ガイドブック」による経営改善効果を日本農業法人
協会と連携して実証した。中長期計画に対する具体的な実績は以下のとおりである。 
  

多収・良食味イネ品種及びコムギ新品種の多収栽培マニュアルを作成し、普及面積の
拡大に貢献した。簡便・低コストで排水改良が可能な新たな営農排水施工機を開発し、
様々な土壌条件、トラクタサイズに対応したカット・シリーズとして SOP を公開して
市販化した。販売実績は約 100 台/年、畑作物で 8～22％の増収効果を実証した。さら
に、令和 2 年度は本暗渠にも対応した「カットドレーナー」を開発し、令和３年度に市
販化を確定させた。野菜の機械化体系については、ラッカセイの自走式脱莢機、キャベ
ツ収穫機に組み込み可能な収量推定手法（特許出願）を開発した。キャベツ収穫機の汎

評定：A 
 
根拠： 
 ムギ類及びダイズの生産現場において、農
業者等が自ら減収要因を簡易診断し、対策技
術が確認できるスマートフォン対応ウェブマ
ニュアルを公開し、農林水産省の施策や 21 道
府県の栽培指針等に利活用される等、高く評
価された。さらに、土壌物理性の改良のため、
新たな排水改良施工機のラインナップ化と市
販化を達成し、温暖地の水田作において中期
計画で目標とするコムギ 500 kg/10a、ダイズ
250 kg/10a が安定して見込める３年４作体系
を提示した。スマート農業実証プロジェクト
等では、関東の大規模水田経営体において、ス
マート農機の導入と農地の面的集積による規
模拡大、データ駆動型栽培技術による単収向
上により従事者一人あたりの労働報酬 40%以
上向上を実証し、茨城県のメガファーム事業
と連携して普及を展開した。また、暖地では自
動田植機と IoT センサ等の利用により収益性
の高い 2 年 4 作水田輪作体系を確立するとと
もに、さらにスマート農業技術を導入した経
営計画モデルを水田作を中心に 5 つ構築し、
スマート農業の推進を促進した。さらに、ドロ
ーンを利用したリモートセンシングにおける
空撮技術と生育診断技術は、知的財産部との
連携による特許網を構築し、民間事業者によ
る事業化に結びついた。水田を活用した省力・
持続的な飼料の多収栽培技術、新規サイレー
ジ用乳酸菌「畜草 2 号」や籾米 SGS 処理技術
体系等の開発技術を導入した資源循環型酪農
経営の所得は都府県平均を 2 割以上上回るな
ど、中長期計画を大幅に上回って業務が進捗
したと判断した。 
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業機械が協調しながら作業する
技術、多数のほ場における農作
業を効率化するための営農管理
技術、ほ場ごとの生育情報等農
業ビッグデータの構築と解析及
びこれに基づいた品質及び収量
の向上技術、ロボットの安全性
確保策を評価する手法等、革新
的な農業生産システムの基盤技
術等を開発する。また、大規模
化する土地利用型農業の輪作体
系や中山間地における機械化一
貫体系に対応した、低コスト、
省力、高能率及び高耐久な機械・
装置の開発、野菜・果樹等の園
芸特産物の生産性向上及び高付
加価値化並びに畜産・酪農の省
力・安定生産に資する農業機械・
装置・施設を開発する。特に、こ
れまで開発を進めてきた土地利
用型農業において、ほ場を自動
走行するトラクターや畦畔法面
で自走して草刈りができる除草
ロボット等については現場実装
を実現する。 

加えて、農作業事故の調査・
分析に基づき、安全性の高い農
業機械の開発・改良及び省エネ
ルギー化や再生可能エネルギー
利用促進に資する技術・機械の
開発並びにこれらの評価試験方
法の開発を着実に推進する。 

なお、研究開発の推進に当た
っては、栽培体系等生産システ
ムの最適化が図られるよう、栽
培技術、品種改良等の研究と連
動して機械開発を進める。また、
これらの研究課題において、農
研機構の研究勢力を結集するこ

ダイズ 250 kg/10a の単収が安定して見込める３年４作
体系を確立する【重要度：高】。 
 
 
 
 
 
 
 
 

暖地の水田作に関しては、暖地に適した安定多収品
種、ICT に基づく診断技術及び畝立て直播機等の新たな
水稲直播栽培技術を組み合わせ、技術集約型の２年４作
輪作体系を確立する【重要度：高】。 
 
 
 
 
 
 

水田を活用した飼料生産・利用体系については、トウ
モロコシ・飼料用イネ等の高栄養自給飼料を活用した省
力的で低コストな資源循環型の酪農向け飼料生産・調
製・流通・飼養技術体系を確立する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

さらに、開発技術の経営的効果の解析等から将来の農
業経営像を明らかにし、これを指標としたバックキャス
ト型の技術評価手法を開発するとともに、雇用型大規模
法人における経営マネジメント技術の開発を行う。 
 

用利用技術を開発した。大規模水田経営体において、ICT やロボット農機の導入による
規模拡大、スマート農機のシェアリング、データに基づく栽培改善による単収増加で生
産性が 10％向上すること、常時従事者一人当たりの労働報酬が 40％向上することを実
証した。ダイズ及びムギの生産現場において減収要因を診断し、対策技術の導入を支援
するシステムを開発し、プログラムを内装したアンケート方式による簡易診断と結果に
基づく対策手順をスマホで確認できるウェブマニュアルを公開するとともに、SOP を
作成した。公開後のアクセス数は 57,000 件超であった。21 道府県で栽培指針等に活用
されている。上記をもとにコムギ、ダイズの安定単収確保が可能な 3 年 4 作体系を確立
した。 
 
 令和元年度までに、コムギ「シロガネコムギ」で追肥重点型多肥栽培とドローン利用
生育診断の組み合わせにより、慣行栽培比 110～150％の多収となること、大豆のディ
スク式一工程アップカット浅耕について、現地試験において慣行比 110～150％の多収
が得られることを明らかにした。また、令和２年度には、水稲の高品質化、増収技術と
してドローン利用リモートセンシング技術を高度化するとともに、特許 5 件を出願して
民間企業による事業化へ前進した。さらに、振動ローラによる鎮圧で漏水を防止する乾
田直播技術を高度化し、アウトリーチ活動を通して普及面積 200ha に達した。水田二毛
作体系化技術として経営体の所得が 2 割以上向上することを明らかにし、水稲直播栽培
技術を組み合わせた技術集約型の２年４作輪作体系を確立した。 
 
 インド型多収品種「オオナリ」の収量 800kg/10a を達成する省力多収技術を開発・実
証した。極短穂茎葉型イネ WCS 用のサイレージ調製用乳酸菌「畜草 2 号」を開発し、
普及面積は 3,200ha に達した。籾米 SGS の調製工程を見直し、作業能率を 1.5 倍以上
に高める技術体系を確立し、平行して開発した籾米 SGS の乳牛向け推奨給与メニュー
と共に普及を開始した。水田でのトウモロコシ-イタリアンライグラス体系の作業時間
を半減する簡易耕播種技術を開発した。飼料生産コントラクター向けの工程管理システ
ムを開発して公開し、全国 6 組織 470ha に普及した。これら水田由来飼料を最大限活
用する那須地域の資源循環型酪農経営（搾乳牛 60 頭規模）の所得は都府県平均を 2 割
以上上回る調査結果を得た。これより、水田を活用した資源循環型の酪農向け飼料生産・
調製・流通・飼養管理技術体系を確立した。加えて、堆肥温度自動測定システムの市販
化、都府県での子実用トウモロコシの生産・利活用の手引きの作成を行った。 
 
 機械学習により、令和 12 年における家族経営体数と離農に伴う供給農地面積を 3％
程度の誤差率で予測するアプリを開発するとともに、離農によって供給される農地の担
い手への集約化案を自動作成する農地面的集積支援システムを開発し、それらは茨城県
内の 3 市町、約 1,000ha に導入された。また、バックキャスト型の経営評価手法の手順
書を作成するとともに、スマ農プロと連携して、スマート農機のシェアリングを行う水
田作経営計画モデル等の経営計画モデルを構築し、農地集約化の条件別のスマート農業
技術の経営評価を実施した。継承方針の決定、就農対策、能力養成対策、世代交代対策
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とはもとより、ロボット分野、
ICT 等の異分野企業との連携、
さらに、行政部局との連携、地
域の研究機関・生産者・普及組
織等における実証研究との連携
を強化することで成果の速やか
な実用化を図る。 
 
（３）畜産現場強化のための生
産システムの確立 

後継者不足や重労働、輸入飼
料の高騰等を背景に畜産農家戸
数の減少が続いており、畜産経
営の省力化や生産コストの低
減、生産性を飛躍的に高める新
たな生産システムの確立が課題
となっている。また、国産畜産
物の競争力強化のために、消費
者への訴求点を明確化した新た
な差別化技術の開発が求められ
ている。地域住民から畜産経営
への苦情の６割を占める家畜排
せつ物の臭気低減も課題であ
る。 

このため、肉用牛や中小家畜
への高栄養国産飼料の給与技術
の開発を行うとともに、周年放
牧のための草地・家畜管理技術
の開発を行う。また、ロボット
やセンシング技術の活用により
個体情報を収集し、家畜飼養管
理を省力化・精密化する新たな
生産システムを確立するととも
に、人工授精用精液の能力判別
技術の開発や家畜の健全性を高
めること等により生涯生産性を
向上させる技術の開発を行う。
畜産物については、差別化のた
めの新たな品質評価手法と生産

の手順ごとにポイントを明らかにした「農業法人の経営継承ガイドブック」及び従業員
の職務や特性に応じた人材育成、従業員の募集・採用・評価などをまとめた「農業法人
における従業員の人材育成ガイドブック」を開発し、日本農業法人協会会員企業と連携
して改善効果を検証した。 
 

（３）寒地大規模畑作営農及び自給飼料活用酪農システ
ムの実現に向けた技術体系の確立 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寒地畑作営農における収益性向上のため、ICT を活用
した精密な栽培管理を可能にする作業技術や作業判断
を支援する情報システムを開発するとともに、テンサイ
の多収直播栽培等、畑輪作体系のさらなる省力化及び多
収化技術の開発・導入により、50～100 ha 規模の大規模
畑輪作における生産コストの 15％削減が可能となる技
術体系を確立する。 

 

（３）寒地大規模畑作営農及び自給飼料活用酪農システムの実現に向けた技術体系の確
立 

北海道の畑作営農において、テンサイの狭畦直播栽培や大型テンサイ収穫機の共同利
用による省力・低コストな生産体系、衛星画像を用いた小麦の効率的な収穫・調製技術
を開発した。また、省力的に野良イモを防除し、作物生産性を高める土壌凍結深制御技
術体系を開発した。これらを経営体で実証・経営評価し、大規模畑輪作における生産コ
ストの 15％削減が可能な技術体系を確立した。また、畑作の大きなリスクとなってい
るバレイショの重要病害であるウイルス病の AI による診断技術を開発するとともに、
侵入害虫であるシロシストセンチュウ汚染圃場の営農再開に向け、現地で抵抗性品種の
効果を確認した。また、シロシストセンチュウの新規ふ化促進物質を発見した。これら
により、シロシストセンチュウの大幅な密度低下が期待される。 
  北海道の酪農においては、北海道向け自給高栄養飼料のイアコーンサイレージ等の効
率的収穫調製技術体系を開発し、輸入トウモロコシ価格以下のコストで生産が可能なこ
とを実証した。また、経産牛 100 頭以上の経営体で飼料自給率 70%を実証し、収益性
が２割向上する見通しを得るとともに、イアコーン給与牛の牛乳は、輸入圧片トウモロ
コシ給与に比べて消費者から“おいしい(好き)”と評価され、差別化が可能であることを
示した。さらに、ICT 技術の急速な進展に対応し、ドローンを用いた草地管理技術やロ
ボットトラクター活用の省力効果を明らかにした。加えて ICT を活用し、それぞれの
乳牛に適した分娩後授精目標日、乾乳目標日をアドバイスするシステムを構築、JA の
システムに実装した。また、耕畜連携による濃厚飼料生産の拡大に向けて耕種農家から
畜産農家へのスムーズな飼料流通を促進する飼料生産履歴管理システムや AI を活用し
て個体識別と行動データ測定を行うプログラムを開発するなど、規模拡大に対応したス
マート飼料生産、飼養管理技術を開発した。以上を踏まえて、スマート酪農体系の省力
効果の経営評価を取りまとめた。中長期計画に対する具体的な実績は以下のとおりであ
る。 
 

AI を用いたバレイショ病害の検出手法や圃場のマップ化、ドローン空撮画像から作
物の草丈や植被率を推定し、3 次元再構成するソフトウェアを開発するとともに、空撮
画像の管理・解析ツール群の開発を進め、社会実装に至った。土壌凍結深制御技術は標
準作業手順書（SOP）を公開し、十勝、オホーツク管内の JA 情報システムに実装され、
令和２年度に約 11,000ha まで普及面積が拡大した。さらに、道央への普及拡大に向け
て土壌の物理性との関係解明を進めている。衛星画像を利用した収穫支援のために、新
たな成熟期判断の手法を提案するなど、ICT を活用した精密な栽培管理技術や作業判断
を支援する情報システムを開発した。テンサイの多畦収穫機による省力多収技術、土壌

評定：A 
 
根拠： 

中長期計画で目標とする大規模畑輪作での
生産コストの 15％削減が可能な技術体系の提
示に向け、各作物で開発してきた大規模経営
体向け省力生産体系の実装に至った。特に、メ
ッシュ気象データを活用した土壌凍結深制御
技術体系は生産現場での活用が予定よりも早
く進み、令和２年度時点で普及面積が 11,000 
ha に達した。また、イアコーンサイレージ等
国産トウモロコシ飼料に関する生産利用技術
について、大規模経営体における実証試験に
より飼料自給率 70%で収益性 2 割改善（ロー
ドマップ令和２年度目標）が図られた。 

大規模畑輪作の収益性向上、生産コスト削
減に向け、テンサイの大型収穫機共同利用体
系を開発して普及を開始し、100ha 規模の法
人経営での導入では、輪作体系を維持しての
経営規模拡大と、コスト低減、所得向上が可能
であることを実証した。さらに、土壌凍結深制
御技術と可変施肥技術を組合せた規模拡大の
試算では、慣行と比較して所得が 154%とな
り、15.6%のコスト削減を示した。成果の実用
化については、特に土壌凍結深制御技術は
SOP を作成し、十勝、オホーツク管内の JA の
情報システムに実装されるなど、生産現場で
の活用範囲が大きく拡大した。加えて、AI を
用いたバレイショ病害の診断技術を開発、実
用化に向けた改良を進めた。さらに緊急防除
解除後のシロシストセンチュウ発生ほ場の営
農再開に向け、抵抗性品種作付により再発リ
スクを抑制できることを実証した。イアコー
ンサイレージ等国産高栄養自給飼料の生産利
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技術の開発を行う。家畜排せつ
物の臭気低減に関しては、ふん
尿処理過程における悪臭発生の
低減技術の開発を行う。 
さらに、これらの技術開発で得
られた成果については、生産者・
普及組織・公設試等と連携に基
づいた現地実証試験を実施する
ことにより収益性の高い生産シ
ステムとして確立し、速やかな
普及に向けた体制を整備する。
特に、放牧関連の研究成果に関
しては、耕作放棄地で現地実証
を行う。畜産物の差別化及び家
畜排せつ物からの臭気低減につ
いては、技術マニュアル等の作
成や講習会の開催等によって生
産者及び関係事業者に周知する
ことにより普及を図る。 

 
 
 
 

 
寒地酪農経営における収益性向上のため、コントラク

ターや TMR センターによるトウモロコシ子実等を用い
た高栄養自給飼料の効果的・効率的な生産・利用技術を
開発し、飼料自給率 70％の給与体系を確立するととも
に、生涯生産性を向上させる飼養管理技術や省力的牛群
管理技術を開発し、経産牛 100 頭以上の規模の経営体に
おいて実証試験を行うことで、規模拡大につながる飼料
生産・飼養管理技術体系を確立する。 
 

凍結深制御技術、圃場センシングデータを活用した可変施肥技術等を体系化すること
で、コスト削減目標 15%をほぼ達成した。ジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性品
種作付による再発リスク抑制の実証により、営農再開に向け本格な現地への対策技術導
入が可能となった（令和３年度から 100ha 規模で開始）。 
 
 イアコーンサイレージ等国産高栄養自給飼料の生産利用体系を確立し、輸入飼料価格
以下のコストでの生産が可能であり、生産性・繁殖性の向上や乳製品の差別化などのメ
リットを明らかにした。国産飼料を導入した事例では飼料自給率が 62%から 67%に上
昇し、収益が 2 割向上した。さらに高栄養粗飼料 TMR 利用により、飼料自給率 70%に
向上、5%増頭が可能と試算された。これらの高栄養自給飼料の生産・利用技術を SOP
として取りまとめた。さらに、経産牛 100 頭以上の経営体において、泌乳量の平準化を
実現できる牛群管理に適した周年期飼養技術について、ICT を活用した個体ごとに適切
な繁殖計画をアドバイスするシステムを構築した。さらに、酪農の人手不足及び大規模
化に対応するスマート技術として、AI による個体別乳量予測・疾病検知技術は令和 2 年
度から十勝の JA での運用開始に至り、当初計画していなかった AI 活用による分娩難
易度評価や、牛群個体識別と行動データ測定を行うプログラムも開発し、特許出願した。 
 

用体系を確立し、輸入飼料価格以下のコスト
での生産が可能なことや、生産性・繁殖性の向
上、乳製品の差別化などのメリットを明らか
にするとともに、本技術を導入した飼料自給
率 70%の給与体系では、収益性向上と 5%増
頭が可能であることが試算され、成果の普及
のために SOP を作成した。さらに、令和 2 年
度から十勝の JA での運用開始に至った AI に
よる個体別乳量予測・疾病検知技術は、酪農の
人手不足、大規模化に対応するスマート農業
技術として期待が高い。さらに、当初予定して
いなかった AI 活用による分娩難易度評価や、
牛群個体識別と行動データ測定を行うプログ
ラムを開発し、特許出願するなど、中長期計画
以上の進捗と判断した。 

（４）中山間地域等における持続型営農システムの実現
に向けた技術体系の確立 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中山間水田の持続的利用と収益性向上のため、地域に
適した野菜生産技術、野菜導入を可能とするムギ・ダイ
ズ・イネの省力・安定多収生産技術、省力畦畔管理技術、
広域分散水田の効率的作業管理技術を開発し、現地実証
試験を推進することで技術体系として確立する【重要
度：高】。 
 
 

（４）中山間地域等における持続型営農システムの実現に向けた技術体系の確立 
中山間水田営農では、多収・良食味イネ品種の目標を上回る 700kg/10a 以上の多収栽

培法を明らかにしたほか、中山間地域の多筆圃場管理におけるマップを用いた管理作業
運営支援技術シリーズを開発した。高収益カンキツ安定生産では、マルドリ方式で養水
分を制御することで、高品質果実生産率 50%以上、窒素肥料５割削減、施肥コスト 3 割
削減を実証し、気象・土壌情報提供ツールなど省力化に寄与する ICT 技術を開発した。
高収益施設園芸では、資材コストを 4 割削減した建設足場資材利用園芸ハウス、冬季の
燃油使用量 60％削減と夏季の収穫期間拡大によるイチゴの３割以上増収を可能とする
多層断熱資材の利用技術、カラシナ鋤込み土壌消毒等による夏作ホウレンソウ安定生産
技術、防除コスト 10％削減を実現する天敵の放飼数削減技術を開発した。ミニトマト
の有機施設栽培体系では目標を上回る 5 トン以上の単収が得られ、イネの有機栽培体系
では除草労働時間が 30%以上削減できることを明らかにした。中長期計画に対する具
体的な実績は以下の通りである。 
 

中山間水田営農では、多収・良食味用イネ品種「やまだわら」について、720kg/10a
以上、「恋初めし」では 660kg/10a 以上の多収栽培法を確立し、その普及のための栽培
マニュアルを作成した。また、中山間地域の多筆圃場におけるマップを用いた管理作業
運営支援技術を開発し、マルチコプタを用いた小麦の赤かび病適期防除支援技術の標準
作業手順書（SOP）を作成した。さらに、中山間地域の水田の急傾斜畦畔に対応できる
誘導式小型草刈機並びに省力畦畔管理のための技術判定・適用マップのプロトタイプを
開発した。 

 

評定：B 
 
根拠： 

中山間水田営農では、多収・良食味イネ品種
の多収栽培法を明らかにしたほか、中山間地
域の多筆圃場におけるマップを用いた管理作
業運営支援技術、急傾斜の畦畔管理に対応で
きる小型草刈機や、省力畦畔管理のための技
術判定・適用マップのプロトタイプを開発し
た。高収益カンキツ安定生産では、マルドリ方
式等により高品質気象・土壌情報提供ツール
など省力化に寄与する ICT 技術を開発した。
高収益施設園芸では、目標を上回る資材コス
ト 4 割削減が可能な建設足場資材利用園芸ハ
ウス、多層断熱資材等の利用による燃油使用
量の 60％以上削減、及びイチゴの収量３割以
上増、防除コスト 10％削減を実現する天敵の
放飼数削減技術を開発した。有機栽培体系で
は、目標を上回る 5 トン以上の単収が得られ
るミニトマトの有機施設栽培体系及び除草労
働時間が 30%以上削減できるイネの有機栽培
体系を確立した。高能率水田用除草機は目標
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中晩生カンキツ等の高収益で持続的な生産を実現す
るため、生産に適した園地集積と規模拡大に対応し、団
地型マルドリ方式による、園地整備及び運営管理に関す
る技術体系を確立する。 
 

中小規模施設園芸の収益性向上のため、地域特産野
菜、薬用作物等の生産技術、燃油使用量を半減する低コ
スト施設内環境改善・省エネ技術の開発を、また、環境
保全にも留意するため、地域有機性資源による生物的土
壌消毒技術や飛翔しない天敵等による害虫対策技術の
開発を行う。 

 
 

 
収益性の高い有機農産物を生産するため、施設園芸で

は総合的病害虫管理を核とした有機野菜生産体系を、土
地利用型作物では、新たな除草機と耕種的な病害虫・雑
草の被害軽減技術を組み合わせ、イネの有機栽培におい
て除草作業に係る労働時間を 30％以上削減するととも
に、ダイズの有機栽培体系を確立する。 
 

高収益カンキツ安定生産では、マルドリ方式で養水分制御を行い、高品質果実生産率
を従来方式に比べて 50%以上、施肥コスト 3 割削減を達成できることを実証した。さ
らに団地型マルドリ方式導入・運営のための情報をまとめ、生産者に提供した。また、
高品質果実生産を可能とする ICT を活用した気象・土壌情報提供ツールを開発した。 

 
高収益施設園芸では、多層断熱資材を保温資材として活用することで燃油使用量を従

来比 50％以上削減した。また、遮光資材として活用することでイチゴの収穫期間を延
長して 3 割以上増収を実現した。また、ICT を活用した環境制御技術及び低コスト園芸
ハウスによる技術体系を確立した。薬用作物栽培において、マルチ栽培による除草作業
削減等の効率的な栽培技術や、軽労化のための収穫作業機を開発した。カラシナ鋤込み
による生物的土壌消毒により、夏作ホウレンソウを安定的に生産できることを実証し、
天敵資材として放飼する飛ばないナミテントウ数を約 1/3 に減らすことができる代替
餌システム導入による低コストな環境保全型害虫防除技術を確立した。 

 
暖地二毛作、施設ホウレンソウ作、高冷地レタス作について、分かりやすく解説した

有機農業の技術マニュアルを作成した。また、天敵等を活用した病害虫防除等を組み合
わせた施設ミニトマト有機栽培体系を確立し、SOP を作成した。イネの有機栽培につ
いては、高能率水田用除草機を活用して除草に係る労働時間の 30％以上削減を実証し、
水稲有機栽培体系の SOP と手引きを作成した。高能率水田用除草機は令和 4 年度の目
標を上回る 300 台以上に普及し、水稲有機栽培面積の 10％となる約 600ha に拡大した。
このほか、ダイズの有機栽培については、暫定的な栽培管理体系を提示した。 
 

を上回る 300 台以上が普及し、有機農業の普
及拡大につなげるなど、中長期計画及びロー
ドマップの目標に沿って順調に業務が進捗し
たと判断した。 
 

（５）暖地高収益畑作営農及び自給飼料活用肉用牛生産
システムの実現に向けた技術体系の確立 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）暖地高収益畑作営農及び自給飼料活用肉用牛生産システムの実現に向けた技術体
系の確立 

カンショでは、直播栽培技術の開発等により生産費 10％削減を達成した。濃紫色良
食味カンショ「ふくむらさき」の多収栽培技術を提示した。平成 29 年度に、歩行型機
械化収穫体系を導入することで加工用露地ホウレンソウ生産費２割削減を達成すると
ともに、刈り取り再生栽培を加えて４割削減を達成し、さらに収穫・出荷・加工作業の
人員配置計画に貢献する収穫日・収量予測アプリを開発した。令和元年度に、高腐植酸
鶏ふん堆肥を用いた減化学肥料栽培マニュアルを作成し、令和 2 年度から販売が開始さ
れた。効率的な飼料作物栽培では、不耕起栽培を導入した３毛作体により、収量は慣行
２毛作体系比 1.6 倍、生産費は３割削減を達成した。TMR 調製では、新規乳酸菌が TMR
原料となる牧草ロールベールのカビによる損失を低減する効果を明確にした。肥育素牛
育成技術として、粗飼料のトウモロコシサイレージが輸入オーツ乾草と全量代替可能で
あることを示し、粗飼料自給率 100％メニューを提示した。牛群繁殖管理技術では、歩
数を指標とした鈍性発情を含む発情検知を向上させ、また、ホルモン測定を必要としな
い黄体機能の推定や新たな分娩間隔短縮のための技術を提示した。経営的評価について
は、上記多毛作体系の現地実証試験を行い、省力性及び生産費等を評価することにより、
生産費が３割削減されることを明らかにした。放牧では、トールフェスクとバヒアグラ

評定：B 
 
根拠： 

高収益畑作では、中長期計画にある加工用
露地ホウレンソウ栽培において目標の生産費
削減率を超える刈取り再生栽培・機械化体系、
及び収量予測モデルを提示した。暖地肉用牛
繁殖では、地域分業型大規模繁殖システムを
支える技術が実証段階に至るとともに、分娩
間隔短縮等の国の令和 7 年の家畜改良増殖目
標である 12.5 か月を達成する技術を開発し
た。黒毛和種生産では、中小規模生産システム
を構成する高栄養自給飼料の生産・調製・給与
技術、放牧管理に必要な草地管理等の技術を
提示して、地域飼料資源を活用した黒毛和種
の中小規模生産システムを確立した。以上の
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カンショの生産費 10％、加工用露地ホウレンソウ生

産費 20％を削減した暖地の高収益畑作営農システムを
確立するため、カンショでは直播及びセル苗移植栽培
法、加工・業務用ホウレンソウでは安定栽培技術を開発
し、サトウキビでは緑肥作物と堆肥を利用した栽培法を
開発する。 
 
 

暖地における地域分業型大規模肉用牛繁殖システム
を確立するため、暖地の効率的な飼料作物栽培技術、
TMR 調製技術、肥育素牛育成技術、先端技術の活用に
よる牛群繁殖管理技術を開発し、地域分業型大規模繁殖
システムの経営的評価を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
高栄養自給飼料の生産・調製技術、育成牛、繁殖牛へ

の給与等の技術及び放牧を組み合わせた低コストで国
産飼料率の高い肥育技術を開発し、これらを体系化する
ことで、地域飼料資源を活用した黒毛和種の中小規模生
産システムを確立する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上記（１）～（５）で得られた各開発技術については、
地域条件に即した収益性の高い営農システムを実現す

スの組み合わせやドローン空撮画像による雑草検出技術を活用し、春～秋の親子放牧期
間 200 日を実現した。本中長期計画の実績は以下のとおりである。 
 
 カンショでは、小苗機械化一貫体系技術により、生産費が 6％削減、直播栽培により、
14％削減できることを明らかにした。生産費の削減が可能となったのは、移植栽培の収
穫で発生する小さなイモを直播栽培の種イモに利用することで、種イモの収穫や選別の
作業時間が減少したためである。また、歩行型機械化収穫体系と刈取り再生栽培技術に
より加工・業務用ホウレンソウの生産費を 40％削減できることを明らかにした。この
ほか、サトウキビの堆肥利用による増収技術、濃紫色の良食味カンショ新品種「ふくむ
らさき」では鶏ふん肥料による増収技術を開発した。 
 

不耕起栽培技術を導入した飼料作物３毛作体系は、慣行２毛作体系に比べ、年間乾
物収量が 1.6 倍、乾物当たり生産費は 3 割削減となることを明らかにした。子実用ト
ウモロコシの栽培に適した暖地の作型は春播きであることを明らかにした。また、
ICT を用いた牛群繁殖管理技術により、鈍性発情及びその他を原因とする不明瞭な発
情でも発情を検知でき、夏期のみならず他の時期でも受胎頭数を 15％以上増加できる
ことを明らかにした。初回授精時期の早期化技術を開発し、自然哺乳の黒毛和種での
分娩間隔短縮等の国の家畜改良増殖目標（令和 7 年）である 12.5 か月を達成した。地
域分業型大規模繁殖システムの経営評価では、1,000 頭規模の繁殖牛飼養・子牛生産
を行う「分業･連携による大規模肉用牛繁殖営農モデル」を策定して目標を達成した。
このほか、高栄養自給飼料を活用した育成牛向け粗飼料自給率 100％メニューを提示
した。 
 
 高栄養自給飼料生産・調製では、イネ WCS 用品種「たちすずか」の乾田直播で 3t/10a
の多収を達成した。また、汎用型微細断収穫機の改良により輸送用トラックの大型化
（2t→4t）が可能となり、現地コントラクターの片道輸送距離が 9km（時速 30km 走行
で 18 分相当）以内の場合、バンカーサイロ体系で 25,000 円/10a 以下の、輸送コスト
も含めた飼料生産の低コスト化が可能であることを示した。放牧技術では、排水対策し
た水田転換野草地をバヒア草地に改良することで、約 200 日の親子放牧を可能とし、
「周年親子放牧マニュアル」を策定し、低コストで国産飼料率の高い肥育技術を開発し
た。また、ドローン空撮画像から雑草を検出する解析アルゴリズムを開発・改良し、雑
草判別率 70％以上を実現し、本技術を特許出願した。作成した高栄養飼料イネ WCS 給
与による育成プログラムを利用し、親子放牧と冬期屋外飼育時のイネ WCS 給与を組み
合わせ、1.0kg/日の子牛発育と１年１産による子牛（肥育もと牛）生産の低コスト化を
実現することで、地域飼料資源を活用した黒毛和種の中小規模生産システムを確立し
た。 
 

上記（１）～（５）で得られた各開発技術については、各種プロジェクトに参画し、
公設試や普及組織等と連携した現地実証試験、技術講習会などを通じて開発技術を紹介

ように、中長期計画に沿って順調に進展した
と判断した。 
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るため、食用・園芸・資源作物の場合は公設試や普及組
織、生産者等との連携、飼料生産と畜産利用では各地域
の大規模経営あるいは外部支援組織との連携に基づい
て現地実証試験を行う。また、経営評価を踏まえた分か
りやすい技術マニュアル等を作成し、多様なチャンネル
を通じて生産現場への普及を図る。 
 

した。また、マニュアル・SOP 作成や現地検討会、シンポジウム、実演会等を通じて成
果普及を図った。その中で、茨城県と連携し、農地集約化支援手法の成果普及を実施し
ており、稲敷市で本システム導入が完了し、河内町や結城市でも導入を進めた。また、
生産現場からの要望の多い水稲有機栽培体系に関しては「高能率水田用除草機を活用し
た水稲有機栽培の手引き」を作成し、研修会等を通じて生産者等に広く紹介することで
新技術体系の普及や機械除草機の社会実装に取り組んだ。 
 

（６）農作業や農業施設の自動化・ロボット化等による
革新的生産技術の開発（下線無し：農業研究業務、二重
実線下線：農業機械化促進業務、破線下線：共通） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロボット技術・ICT 等を活用した農業生産技術の開発
では、自律作業可能な複数の農作業ロボットによる協調
作業システムにおける相互通信技術、安全性確保技術、
営農管理技術等を開発する。また、果菜類の収穫システ
ムにおける運用技術、農産物の生育情報取得及び品質評
価技術、栽培管理を効率化する技術等を開発する。さら
に、効率的な営農管理と作物品質及び収量向上を支援す
るため、ほ場情報、気象情報、作物生育情報等、膨大な
データを統合的に利用できる営農管理支援情報システ
ムを開発する。 
 
 
 
 
 

（６）農作業や農業施設の自動化・ロボット化等による革新的生産技術の開発 
 
 ロボット技術、ICT 等を積極的に活用し、複数のロボット農機の同時運用体系を構築
した。現地実証を経て、人監視型ロボットトラクターは平成 30 年度の市販化を達成し
た。また、遠隔監視による大規模ほ場向けの 4 台同時運用システムによる能率向上を実
現した。その他、農機の通信制御共通化技術の国際標準である ISOBUS に対応した電
子制御ユニット（ECU）の開発など着実に実績を挙げた。営農管理支援情報システムの
成果として、共通農業語彙等の農業データ連携基盤（WAGRI）実装を果たした。ロボ
ット・自動化農機検査の主要な実施方法及び評価基準を策定して平成 30 年度より安全
性検査に活用した。土地利用型農業用として、高性能・高耐久汎用コンバイン、高速高
精度汎用播種機、高機動畦畔草刈機等を市販化につなげた。また、園芸特産物用として、
小型幹周草刈機やホウレンソウ調製機、ニンニク盤茎調製機の開発にも機動的に取り組
んだ。畜産関係では実用水準の豚舎洗浄ロボット開発を第 4 期中に実現した。農作業事
故調査の高度化を図り、新たに農作業事故事例検索システムを公開した。中長期計画に
対する具体的な実績は以下のとおりである。 
 
【農業研究業務】 
 自律作業可能な複数の農作業ロボットの協調システムでは、平成 30 年度に遠隔監視
基地からの監視・操作と異種作業の同時実行を実現した。さらに、令和元年度までに遠
隔監視による４台のロボット同時運用システムを実現した。これにより、稲・麦・大豆
の 5 年 7 作で 1 人当たりの収益 1.4 倍の実現が可能となった。相互通信技術では、マッ
プベース可変施肥用 ECU の国際認証取得を果たした。大規模施設園芸では作業者のシ
フトを管理する作業管理システムの要望が多いことから、その構築に向けて、収穫作業
時間を予測するため果実数の推定を可能とする着果モニタリングシステムを開発し、本
システムを生産法人施設へ試験的に導入して適応性を確認した。 

営農管理支援情報システムとして、特に共通農業語彙（農作業基本オントロジー、農
作物語彙体系）のデータを WAGRI に前倒しで実装した。なお、本成果は語彙変換 API
を利用して、農林水産省が実施する農業経営統計調査の仕訳作業効率化システムの開発
に導入される見込みである（R３年度事業）。開発技術の現場実装として、ロボットト
ラクター、イチゴ収穫ロボットの市販化を図った。 
 
【農業機械化促進業務】 

農業研究業務評定：A 
農業機械化促進業務評定：A 
 
根拠： 
【農業研究業務】 

ロボット技術、ICT 等の積極的活用では、
ロボット農機の市販化及びスマート農業実証
プロジェクトを通しての普及促進に貢献する
とともに、遠隔監視による大区画向けロボッ
ト運用システムについて、現地実証を経て安
全かつ効率的な技術体系として営農現場に定
着できるよう取組を進めた。これにより、稲・
麦・大豆の 5 年 7 作で 1 人当たりの収益 1.4
倍の実現が可能となった。着果モニタリング
技術は作業管理システムと組み合わせて、現
地実証を通じてトマトの収穫作業時間の予測
を可能とした。また、昆虫世代予測モデル API
や共通農業語彙の構築・公開・普及促進等によ
り社会実装化を推進するなど、WAGRI の機能
を強化する成果が得られた。以上のように、中
長期計画以上に進捗したと判断した。 
 
【農業機械化促進業務】 

革新的な機械化や地域特性に応じた農業機
械・装置の開発に取り組み、土地利用型農業用
として高速高精度汎用播種機の他、高機動畦
畔草刈機、高性能・高耐久コンバインの市販化
につなげた。加えて、国際的な農業機械の通信
規格 ISOBUS の認証を得た ECU とソフトウ
ェアの開発、非熟練者 1 名で作業できる自動
運転田植機の開発などの成果を得た。また、野
菜用の高速局所施肥機の他、軟弱野菜調製機、
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また、蓄積された情報を広範囲なシステムで利用可能
とするため、データの表現手法や操作手順などの共通
化・規格化を図る。特に、土地利用型農業において、労
働時間を半減するほ場を自動走行するトラクターや畦
畔法面で自走して草刈りができる除草ロボットについ
ては現場実装を行う。土地利用型農業の高度営農システ
ム確立に資する農業機械・装置の開発については、規模
拡大に連動してコスト低減効果が持続する省力・高能
率・高耐久な農業機械･装置の開発を目的に、高機動な畦
畔草刈機、多様な作物種子を高速高精度に播種する播種
機、高性能で高耐久性を有する汎用コンバイン、中山間
地にも対応可能なコンパクトで操作性に優れた農業機
械等を開発する。 
 

地域特性に応じた園芸等の効率的かつ安定生産、高付
加価値化に資する農業機械・装置の開発では、労働負担
が小さい樹冠下の草刈り作業を可能とする樹園地用小
型幹周草刈機、高能率で施肥量の削減を可能とする野菜
用の高速局所施肥機、ホウレンソウなどの軟弱野菜の調
製作業時間を大幅に削減する高能率調製機、トマト接ぎ
木苗の低コスト生産を可能とするトマト用接ぎ木装置
等を開発する。さらに、畜産・酪農については飼料の増
産につながる播種機、飼料の品質評価技術、個体別の精
密飼養管理技術、畜舎内の省力的な清掃装置等を開発す
る。農作業安全、環境負荷低減に資する農業機械・装置
の開発及び評価・試験方法の高度化では、農用トラクタ
ー、刈払機、歩行型トラクター等の事故についてより詳
細に調査・データベース化し、事故傾向・要因の解明を
行い、安全装置、安全支援機能等を開発する。また、農
業機械の電動化や地熱等再生可能代替エネルギーの積
極的導入により、新たな農業機械・装置・施設等の開発・
改良を行う。 
 

さらに、自動化・ロボット化機械等の性能や安全性の
評価手法、農業機械の省エネルギー性能等環境性能評価
手法の開発、高度化を図る。 
 

なお、（６）では、主に機械・装置の開発及び利用技
術・体系化等の開発を行い、導入可能な研究成果の現地

土地利用型農業用の機械として、高性能・高耐久汎用コンバインを平成 30 年 4 月に、
高速高精度汎用播種機を平成 31 年１月に市販化するとともに、大豆用高速畝立て播種
機も令和 3 年度に市販化を予定している。中山間地での適用性の高い高機動畦畔草刈機
は、派生機である電動リモコン草刈機が平成 30 年 6 月に市販されるなど目標を前倒し
で達成し、加えて水田畦畔用アタッチメントを令和 2 年 9 月に市販化した。さらに、
ECU の ISOBUS 認証取得に加え、新たに 3 種類の ISOBUS 機能を追加して国際認証
を取得した。 

自動操舵アルゴリズムを開発したことで、非熟練者でも熟練者と同等以上の作業を実
現し、不整形区画への対応や作業時間の 4 割以上削減が可能な自動運転田植機を開発し
た。 
 
 
 
 
 地域特性に応じた農業機械・装置として開発した樹園地用小型幹周草刈機は、共同研
究先であるメーカーの営業判断で保留されている。一方で、ホウレンソウ調製機は作業
を高能率化するだけでなく作業精度も高く、平成 30 年 10 月から販売が開始された。
減肥栽培が可能な高速局所施肥機は令和元年度から受注販売が開始された。また、トマ
ト接ぎ木装置は熟練作業者の約 2 倍の作業能率と最大 8 割の資材費低減化を達成し、2
件の特許を出願して令和 3 年春以降に市販化の予定である。平成 29 年度には画像処理
を用いたトラクターの直進作業アシスト装置が市販化された。地域からの要望に即応し
たニンニク盤茎調製機は平成 30 年度に試験販売が開始され、令和元年度からは全国展
開に至った。 

畜産関係の成果として、不耕起対応トウモロコシ播種機の事例集を取りまとめた。ま
た、低価格型肥育豚舎用洗浄ロボットが令和 3 年度を目途に実用化の見込みとなった。 

ロボット・自動化農機検査の主要な実施方法及び評価基準を策定して、平成 30 年度
より安全性検査に活用し、順次対象機種を拡充した。農作業事故の調査・分析について
調査分析手法を確立し、詳細調査対象地域を 21 道県に拡大して現場指導者用のコンテ
ンツを充実させた農作業事故事例検索システムとして農研機構ウェブに公開した。さら
に、このシステムの現地への普及を推進するとともに、農林水産省の 2020 年農業技術
10 大ニュースにも選定され、事故ゼロに向けた現場での取組の推進に貢献している。
歩行型トラクターの挟まれ防止装置を開発し、民間企業への技術移転を行えるように技
術の知的財産化を行い、将来的な安全性検査制度への反映に向けた指針整理を実施し
た。農業機械の電動化に向け、施設園芸用電動耕うん機を試作し、今後の電動農機開発
に必要な基礎的知見を得た。その他、鳥取県からの要望に対応して畑作栽培作業におけ
るしゃがみ姿勢のサポート器具を開発し、令和元年度に市販化された。 

 
導入可能な研究成果は、現地実証試験であるスマート農業実証プロジェクト等を通し

て普及につなげる取組を行った。生産者、行政部局、関係団体、民間企業等から構成さ

ニンニク盤茎調製機や中小型トラクターの直
進作業をアシストする自動操舵装置などニー
ズに即応した機械の開発に取り組み、市販化
に至った。農作業安全については、事故事例検
索システムと対話型研修ツールの開発・公開
により、実効性のある安全対策の実施を可能
とした。なお、平成 30 年度からは農業機械技
術クラスターによる農業界・産業界の多様な
ニーズを踏まえた開発も推進した。以上のよ
うに、中長期計画以上に進捗したと判断した。 
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実証試験は、上記（１）～（５）の研究と連携して実施
する。また、品種・栽培等の研究開発部門及び地域農業
研究センターとの研究連携を強化するとともに、ロボッ
ト技術・ICT について多くの知見を有する異分野企業と
の共同研究等を積極的に推進し、行政部局、公設試、普
及組織、生産者とのネットワークを強化して、研究成果
の速やかな実用化を図る。また、実用化を目指す農業用
ロボットについては、その性能や安全性確保等につい
て、生産者、行政部局、関係業界と緊密に連携を図り、
評価手法を開発するとともに、安全性検査等の実施につ
なげる。 
 

れる農業機械技術クラスターを構築し、異分野を含めた連携強化を進め、課題の進行管
理や評価等を踏まえて研究成果の速やかな実用化を図った。ロボット農機等のスマート
農業技術の安全性の検証と評価試験方法を開発して安全性検査等に反映した。 
 

 （７）生産性向上による畜産現場強化のための生産シス
テムの確立 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

集積された耕作放棄地等を活用した周年親子放牧を
基軸とした効率的な家畜・草地管理技術を開発し、現地
実証試験により体系化することにより超低コスト・省力
的な素牛生産体系を確立する。 

（７）生産性向上による畜産現場強化のための生産システムの確立 
周年親子放牧を基軸とした素牛生産のため、集積された耕作放棄等の草地管理技術及

び放牧地での家畜管理の効率化技術を開発、飼料費と家畜管理労力の削減を可能にした
超低コスト素牛生産体系を確立した。家畜の生涯生産性向上のため、乳牛では効率的な
総合指数を開発し、豚では繁殖性評価への因果構造利用法を確立した。生産性向上に資
する有用遺伝子を活用するため、肉牛ではゲノム評価手法を確立し、鶏では DNA マー
カーを利用した育種利用体系を構築した。新たに開発したセンシング技術及び子宮回復
促進技術を用いた効率的繁殖管理技術により、分娩後 40 日以内の早期回復技術を確立
し、家畜の繁殖性を向上させた。受胎率向上では精子の受胎性評価技術をマニュアル化
し、卵管上皮細胞を利用して高受胎能胚生産率を 10％向上させた。加えて、卵子のガ
ラス化保存技術を確立した。中小家畜への国産飼料給与では、トウモロコシ子実サイレ
ージ、全粒籾米、すりゴマ、酒粕の給与技術を開発した。食肉の差別化では、消費者の
嗜好性予測技術を開発し、国産豚肉の消費者嗜好を向上させる評価・改良指標を開発し
た。牛肉の輸出拡大対策では、九州沖縄経済圏スマートフードチェーン（九沖 SFC）に
て外国人消費者向けの和牛肉品質アピールコンテンツを設計した。乳牛の飼養管理で
は、搾乳ロボット利用における飼料設計指針及び茎葉型イネ WCS の乳牛用給与メニュ
ーを提示し、肉用牛では短期肥育マニュアルを提示した。家畜ふん尿処理では、臭気物
質拡散量を５割削減する堆肥脱臭技術マニュアルを公開した。畜舎排水の浄化では、家
畜へのアミノ酸バランス改善飼料給与、硫黄脱窒処理技術、BOD 監視システムを開発
し、実用化した。飼養環境改善技術では、乾乳期用乳頭保護資材を開発して実用化し、
空気環境スマート制御装置を開発し、周産期疾病検出アルゴリズムを構築した。中長期
計画に対する具体的な実績は以下のとおりである。 
 
 周年親子放牧を基軸とした超低コスト・省力的な肥育用の子牛（素牛）生産では、耕
作放棄地等の草地を管理する「牧草作付け計画支援システム」、放牧地での家畜管理を
効率化するために放牧牛の体重を自動計測し、スマートフォン等で即座に視覚化できる
「牛の飼養管理システム」、飲水凍結を回避する「家畜飲水システム」等を開発した。

評定：B 
 
根拠： 

放牧地を活用した低コスト素牛生産では、
多くの開発技術を周年親子放牧体系として統
合し、マニュアルとして広く公表した。肉用牛
では短期肥育マニュアルを公表するととも
に、牛肉の輸出拡大に向け、九沖 SFC で外国
人消費者向けの和牛肉品質アピールコンテン
ツを提示し、宮崎県での実証へ移行した。乳牛
の飼養管理では、搾乳ロボット利用における
飼料設計指針及び茎葉型稲 WCS の乳牛用給
与メニューを提示し、中小家畜への国産飼料
給与では、トウモロコシ子実サイレージ、全粒
籾米、酒粕等の給与技術を開発した。畜産環境
対策として、アミノ酸バランス改善飼料給与
技術の SOP により豚舎汚水中窒素低減技術の
普及を推進するとともに、硫黄脱窒処理技術、
BOD 監視システムを開発し、企業への技術移
転により社会実装を推進した。家畜育種では
鶏の DNA マーカーを利用した地鶏の改良が
６県に普及しているほか、乳牛の生涯生産性
向上のための総合指数、肉牛では増体等に関
するゲノム評価手法を確立した。豚では離乳
頭数改良法と肢蹄評価指標を開発し、この肢
蹄評価指標は全国種豚の 30%をカバーする全
国評価での利用が決定した。家畜の繁殖性の
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また、家畜の生涯生産性を向上させるための評価形質
を解明し、繁殖性と健全性を考慮した新たな育種改良手
法を開発する。さらに、生産性向上に資するため、家畜
の有用遺伝子情報の探索・活用技術を開発する。 
 
 

また、家畜の繁殖性の向上のために、センシング技術
を活用した効率的繁殖管理技術を開発するとともに、人
工授精用精液の能力判別技術等の受胎率向上技術や、受
精卵移植の受胎率向上に向けた高品質な生殖細胞・受精
卵の生産・保存技術を開発する。 

 
 
 

 
肉用牛と中小家畜においては、高栄養自給飼料を最大

限活用した精密栄養管理技術と外国産の食肉と差別化
できる新たな付加価値評価技術を開発する。 

 
 

 
 
 
 
 

乳牛の飼養管理を栄養素の代謝、エネルギー収支等の
解析を進め、搾乳ロボット周辺機材から得られる乳量等
の情報を活用した乳牛飼養に最適な栄養管理技術体系
を確立する。 

また、周年親子放牧を導入する経営を支援するための経営収支や資金繰り等の経営内容
の経年変化を明示できる「営農シミュレーションプログラム」を公開した。さらに、牛
伝染性リンパ腫清浄化により市場価値の高い素牛生産を可能とする技術を開発・体系化
し、素牛の生産性を下げることなく、生産コストを舎飼い飼養より 4 割削減できる周年
親子放牧モデルを構築するとともに、これらに関するマニュアルを公開した。この他、
令和元年の台風 19 号による洪水で現地実証農家の圃場・牛舎が損壊したが、現地の協
力のもとで復旧作業を進め、令和 2 年度中に実証試験を再開した。令和 2 年度は新型コ
ロナウイルス感染拡大防止対策のため、現地実証農家への出張等が制限されたが、この
期間に特許出願の準備作業を進め、4 件の特許を出願した。 
 
 家畜の生涯生産性向上のため、乳牛では繁殖性と健全性を考慮した効率的な総合指数
を作成し、豚ではゲノミック評価手法と因果構造利用法を組み合わせた離乳頭数の改良
手法及び強健性に係る肢蹄評価技術を開発した。生産性向上に資する有用遺伝子の活用
のため、肉牛ではゲノミック評価手法を確立し、鶏では DNA マーカーを利用した育種
体制を構築した。 
 
 家畜の繁殖性の向上のため、センシング技術を活用した発情検知と分娩予知及び子宮
修復促進技術を開発し、分娩後 40 日以内の早期繁殖機能回復技術を確立した。受胎率
向上では人工授精用精子の受胎性評価技術を開発するとともに、卵管上皮細胞を利用し
た馴化培地を用いて高受胎能胚生産率を 10％向上させた。さらに、卵子のガラス化保
存技術を確立したほか、ガラス化冷却用凍結保護物質の濃度を低減できる可能性を新た
に示した。令和 2 年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、研究が中断し、分娩
予知技術開発では分娩牛のデータ取得遅延、胚移植試験では年度内の個体生産が見込め
なくなった等の影響が生じた。 
 
 中小家畜における高栄養国産飼料を最大限活用した精密栄養管理のため、飼料用米を
活用した豚肉、鶏肉及び鶏卵の低コスト生産・高付加価値化技術を開発し、マニュアル
を公開した。新型コロナウイルス感染拡大防止の影響で、飼料用米等の鶏へのストレス
緩和効果を現場実証できなかったが、畜産研究部門内で代替試験を行い、暑熱環境下に
おける玄米給与による免疫調節作用を確認して対応した。 

国産豚肉の消費者嗜好を向上させる評価・改良指標を消費者の多様性にあわせて複数
提示した。牛肉では、外国産の食肉と差別化できる新たな付加価値評価技術のため、外
国人官能評価のデータをとりまとめ、和牛肉の品質アピールコンテンツを設計して、消
費者嗜好と流通ニーズを反映した高付加価値型畜産への転換を促進した。 

 
 乳牛の飼養管理では、搾乳ロボットを利用した際の最適な飼料設計指針及び茎葉型稲
WCS の乳牛用給与メニューを提示した。肉用牛では枝肉形質を維持しながら濃厚飼料
11％節約を可能にする短期肥育マニュアルを提示した。 

 

向上のため、農情研との連携によるセンシン
グ技術及び子宮回復促進技術の開発により分
娩後 40 日以内の早期回復技術を確立した。受
胎率向上では精子の受胎性評価技術を開発す
るとともに、卵子のガラス化保存技術を確立
し、豚熱発生後の沖縄アグー種の保存に活用
された。卵子体外発育に関する基礎的研究成
果は米国科学アカデミー最優秀論文賞として
国際的に極めて高い評価を得た。以上のよう
に、中長期計画に掲げた目標はほぼ達成され
ており、B 評定と判断した。 
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国内で顕在化している家畜生産に由来する臭気の問

題に対応するため、アンモニア等の臭気物質の堆肥化施
設からの拡散量を５割以上削減する技術を開発すると
ともに、水質汚濁問題に対応するための畜舎排水の高度
処理技術を開発する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

放牧関連の研究成果については、生産者・普及組織・
公設試等の協力を得て公共牧場・耕作放棄地等で現地実
証試験を実施することにより、収益性の高い生産システ
ムとして確立し、行政及び関係団体と連携し、速やかな
普及を図る。家畜の精密栄養管理については、日本飼養
標準に反映させるとともにロボット導入酪農家におい
て現地実証試験を進める。食肉評価技術並びに臭気削減
及び排水処理に関する成果については、技術マニュアル
の作成や講習会の開催等によって普及を図る。育種繁殖
技術については畜産関連普及組織に開発技術を移転す
る。 
 

 
アンモニア等臭気物質拡散量を５割削減するため、高度堆肥堆肥脱臭システムや養豚

農家の密閉縦型堆肥化装置から発生するアンモニアガスの肥料利用技術を開発し、マニ
ュアルを公開して我が国肥育豚の栄養素排せつ量原単位の改訂も提案した。また、畜舎
排水の高度処理技術の普及のために、アミノ酸バランス改善飼料の給与による豚舎汚水
中の硝酸性窒素等低減効果を実証し、標準作業手順書（SOP）を公開した。畜産排水処
理において窒素を効果的に除去できる硫黄脱窒処理技術を開発するとともに、ゼオライ
トを微生物保持担体としたアナモックスリアクターを考案した。また、発電細菌を利用
した排水処理施設における BOD 監視システムや CO2 センサーを駆動可能な微生物燃
料電池システムも開発した。家畜の飼養環境改善技術として、乳頭口の保護が可能な乾
乳期用乳頭保護資材を民間企業との共同研究により実用化した。また、呼吸器系疾病感
染リスクに関与するエアロゾル濃度を調整可能な空気環境スマート制御装置を民間企
業と共同開発した。さらにウシの自律神経機能を指標とした周産期疾患検出アルゴリズ
ムを構築した。 

 
放牧の速やかな普及のため、情報交換会及び出前授業を実施した。また、乳牛の精密

栄養管理の普及のため、「日本飼養標準・乳牛 2017 年版」を刊行した。食肉・鶏卵・
乳製品の評価技術について普及を図るため、「官能評価ワークショップ」を開催した。
臭気削減及び排水処理に関する成果を普及するため、技術マニュアル及び導入・管理マ
ニュアルを作成し、講習会を開催した。開発した育種改良手法を広めるため、家畜改良
事業団によって飼料利用効率指数を牛群検定に反映させた。乳用牛の選抜指数である総
合指数を開発し、家畜改良センターに交渉提案した。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－９－（２） 強い農業の実現と新産業の創出 

関連する政策・施策 農林水産研究基本計画 当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 国立研究開発法人農業・食品産業技術研究機構法第 14 条 

当該項目の重要度、難易度 
 【難易度：高】：現在の水稲の平年収量が 10a 当り 517kg（平成 27 年産）であること

に鑑み、目標とする単収 1.5t の稲育種素材の開発は、世界最高水準を目指す極めて
チャレンジングなものであるため。 

関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

２．主要な経年データ 

 ①モニタリング指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 備考   28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

 

民間企業、公設試等との共同研究数 78 100.5* 175 84 151  

 

予算額（千円） 9,853,684 10,471,467 10,434,006 9,760,155 8,928,247 

シンポジウム・セミナー等開催数 19 31 28 21 4  決算額（千円） 9,590,085 10,132,270 10,129,675 9,036,079 8,250,586 

知的財産許諾数       特許 
              品種 

31 31 9.5 20 3  経常費用（千円） 8,828,121 9,136,007 9,254,683 8,316,710 8,181,640 

50 190 170.5 129 162  経常利益（千円） △215,172 △101,087   154,204   7,096   167,644 

技術指導件数 161 80 92 46 40  行政サービス実施コスト（千円） 7,545,770 7,922,511 7,788,543 － － 

新聞、雑誌への記事掲載数 126 178 112 67 78  行政コスト（千円） － － － 9,520,407 9,054,564 

目的基礎研究への研究資源の投入状
況         エフォート 

予算（千円） 

8.8 9.8 6.1 7.4 13.55  
従業人員数（人） 485.8 481.7 483.3 465.9 447.8 

＊端数が生じたのは、Ⅰ-9(1)に跨がるため。 
37,214 40,450 24,750 48,776 59,600  

   
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

○中長期計画の達成に向け、ニーズに即した研究課題の立案が行われているか。 
＜評価指標＞ 
・課題設定において、中長期計画への寄与や、最終ユーザーのニーズが考慮、反映されているか。 
・どのような体制で、どのような検討を行ったか。 
・設定した具体的研究課題 

※別表参照 
○社会実装に至る道筋は明確か。 
＜評価指標＞ 
・投入する研究資源に対して、どのような研究成果と効果が期待できるか。 
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・期待される研究成果と効果は、ニーズをどのように反映しているか。 
・期待される研究成果と効果に応じた社会実装の道筋 
○評価結果等を踏まえた研究課題の改善、見直しが行われているか。 
＜評価指標＞ 
・どのような体制で検討を行ったか。 
・評価において受けた指摘事項や、社会的実勢や技術開発動向等に即したニーズの変化等、課題の進行管理において把握した問題点に対する改善や見直し措置 
・改善、見直し措置に伴う、資源の再配分状況 
○成果の移転先と連携し、社会実装に向けた検討と取組が行われているか。 
＜評価指標＞ 
・どのような体制で検討を行ったか。 
・社会実装に向けた研究内容の重点化が行われているか。 
・社会実装に向けて行った具体的検討事項と取組 
○中長期計画達成に向け、ニーズに即した成果が創出され、社会実装に至ったか。 
＜評価指標＞ 
・具体的な研究開発成果とその移転先（見込み含む） 
○目的基礎研究の立案に当たり、将来の研究展開への寄与、法人が実施する必要性について検討されているか。 
＜評価指標＞ 
・法人が実施すべき目的基礎研究について、どのような体制で検討を行ったか。 
・将来の研究展開への寄与、法人が実施する必要性は明確か。 
○目的基礎研究推進において、適切な進行管理が行われているか。 
＜評価指標＞ 

・進行管理において、どのような体制で研究の進捗状況や問題点を把握し、改善策を講じているか。 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

「農林水産研究基本計画」に即
し、農業・農村の所得増大等に向
けて、生産現場等が直面する問
題を速やかに解決するための研
究開発を最優先課題と位置付け
る。また、中長期的な戦略の下で
着実に推進するべき研究開発と
ともに、以下に示すような研究
開発を基本的な方向として、研
究開発を計画的かつ体系的に展
開する。 

（２）強い農業の実現と新産業
の創出 

農業の成長産業化や農業・農村の所得増大等に向けて、
別添１に示した研究を以下に留意しつつ重点的に推進
する。 

ア 地域の実態や農業者、実需者及び消費者のニーズ
を踏まえつつ、公設試、普及組織、行政機関、大学、
民間企業等との連携・協力の下で効率的に推進する。 
イ 研究課題の推進に際しても、研究開発成果の社会
実装の強化を念頭においた取組を行う。 
ウ 農研機構で実施する目的基礎研究については、
「農林水産研究基本計画」における基本的な方向に即
しつつ、出口を見据えたテーマについて、研究者の新
しいアイディアを活かしながら実施するものである
ことを職員に周知させる。研究課題の設定に際して
は、農研機構で実施することの有効性を見極めた上

【マネジメント】 
○ニーズに即した研究課題の立案について 
ニーズの収集と検討体制 

先導的品種育成の課題では、作物ごとに協議会、懇談会、研究会やセミナー、地域
農業試験推進会議などでニーズの把握を行い、中長期計画に沿って研究課題に反映し
た。先導的品種育成につながる基盤研究の課題では、民間企業や公設試験研究機関
（公設試）及び機構内の育成グループ等における育種ニーズに合わせて課題を設定し
た。また、農研機構と農林水産省政策統括官との意見交換の場に大課題推進責任者
（PD）も出席して行政ニーズを把握した。 

生物機能利用研究では、大学・公設試・民間企業などとの意見交換、主催するワーク
ショップでのアンケートなどで産業界及び行政からのニーズを把握した。 
具体的研究課題 

「業務用米水稲品種の育成」、「AI によるカイコ遺伝子ネットワーク予測」、「カ
ンキツグリーニング病」、「ゲノム編集技術高度化」、「ブタにおける改良型ゲノム

＜評定と根拠＞ 
評定：A 
 
根拠： 
 研究マネジメントについては、農業・食品
分野における Society5.0 の早期実現に向け
て、産業界・農業界・行政のニーズに即した
課題を設定し、出口戦略を明確にしたロード
マップに沿って課題の進捗管理を行い、研究
計画達成度を明確にした。また、組織目標や
研究の進捗状況、現場ニーズ等を踏まえ適宜
課題を見直すとともに、予算配分やエフォー
トの重点化等を図った。社会実装への道筋が
明確な研究成果については、実用化へ向け、
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農産物の単収・品質向上を促
進し、「強み」をさらに引き伸
ばす研究開発や、農村に新たな
産業や雇用を生み出す研究開
発 

これらの研究開発について
は、地域の実態や生産者、消費
者及び実需者のニーズを踏ま
えつつ、公設試、普及組織、行
政機関、大学、民間企業等との
連携・協力の下で効率的に推進
するとともに、研究開発成果を
社会実装する取組を行う。 

加えて、こうした基本的な方
向に即して、将来のイノベーシ
ョンにつながる技術シーズの
創出を目指すために重要な出
口を見据えた基礎研究（目的基
礎研究）を適切なマネジメント
の下、着実に推進する。 

これらのことを実現するた
め、別添１に示した研究開発を
進める。 
 

で、短期的な成果を追求するのではなく、将来のイノ
ベーションにつながる技術シーズの創出を目指した
先駆的研究としての発展可能性を重視する。また、研
究の進行管理に当たっては、進捗の段階ごろにピアレ
ビューを行う等により、研究方法の修正や研究課題の
中止を適宜行う仕組みを構築し、着実に推進する。 

 
 

編集技術の適用」、「国民理解」、「スマート養蚕」及び「生体高分子を利用したバ
イオデバイス開発と利用技術の開発」 
 
○社会実装に至る道筋について 
期待される研究成果と効果 

先導的品種育成では、モチ性オオムギ品種については、「はねうまもち」などの生産
現場での栽培を公設試験研究機関と連携して支援し、オオムギ市場へ新規参入した食品
企業による育成品種を使った麦飯レトルトパック製品の販売などにつなげた。精麦会社
（１次加工業者）に加え、付加価値の高い新たな製品の開発・販売等、食品メーカー等
（２次加工業者）による利用が進み、さらなるモチ性オオムギの生産拡大が期待される。 

生物機能利用研究では、ノボキニン蓄積米において、民間企業との資金提供型共同研
究で研究開発を続け、隔離ほ場栽培を実現し、組換えカイコにおいて、養蚕農家での飼
育を実現した。組換え作物及び組換えカイコの社会実装を通じた離島や中山間地域事業
振興ヘの波及効果が期待される。 
成果と効果へのニーズの反映状況 

先導的品種育成では、京都府のニーズに合致するイネ品種を育成し、奨励品種に採
用予定である。また、これまでに育成された系統の中から企業のニーズに合う系統を
迅速に見出し、品種登録出願した。コムギではパンが固くなりにくい品種について民
間企業が契約栽培を開始した。緊急導入したジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性
品種「フリア」の収量特性の取りまとめや、多収のソバ「キタミツキ」の種子生産体
制を構築した。カドミウム低吸収イネ品種の育成に関する行政ニーズに対応するた
め、イノベーション創出強化推進事業において公設・民間試験研究機関とともに取り
組み、県育成の基幹品種ヘの形質導入に係るゲノム育種支援等を実施した。 

生物機能利用研究では、遺伝子組換えカイコによる物質生産において、発現量の増加
や糖鎖付加、活性の向上などの課題を解決して、早期の社会実装への道筋を確立した。 
社会実装の道筋 

先導的品種育成では、道府県との共同育成や資金提供型共同研究を積極的に推進し
た。農研機構内の事業開発室等の指導のもと、標準作業手順書（SOP）などを活用した
新たな社会実装体制ヘの移行を推進した。 

生物機能利用研究では、コラーゲンビトリゲルを用いた眼刺激性試験法について、事
業開発室と連携して技術講習会等を主催し、製品の需要拡大を図った。医療用モデルブ
タの特許許諾の取組を開始し、イベント等でプロモーションを実施した。ゲノム編集に
ついては、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）等での技術開発や他作物への
展開を進めるとともに、ゲノム編集ベクターの配布体制やマニュアルを整備し、他の大
課題や公設試験研究機関、民間企業への普及体制を構築した。また、「国民理解」では
ウエブサイト「バイオステーション」でわかりやすく科学的な情報発信を開始した。さ
らに、農研機構関係者、農林水産省技術会議事務局及び規制当局と密に意見交換を実施
した。 
 

事業開発室や知的財産部等との連携を強化す
るとともに、特に重点普及成果や普及成果に
ついては、事業開発室と連携し、標準作業手
順書（SOP）を作成して農業界・産業界への
成果普及に努めた。 

研究開発成果については、主な業務実績等
の項目に記載したとおり、大課題 8 及び 9 と
もに特筆すべき成果が生み出されている。大
課題 8 では、品種育成において、数多くの育
種素材の開発や有望系統の評価等を進め、β
-グルカン高含有のモチ性オオムギ品種「は
ねうまもち」や「くすもちもち二条」、難裂
莢性の大豆品種「ことゆたか A1 号」、多収
で高温登熟性、縞葉枯病に強い「にじのきら
めき」などは重点普及成果に選定され、事業
開発室との連携の下で計画を上回る成果の創
出や社会実装がなされている。また、農業重
要形質の原因遺伝子の特定や機能解明では、
オオムギの硝子化低減、イネのもみ枯れ細菌
病抵抗性、ダイズモザイクウイルス抵抗性な
どの遺伝子を単離したほか、これらに加えて
コムギの縞萎縮病抵抗性系統などの育種素材
を開発して育種課題に提供するなど順調に進
展するとともに、スマート育種システムの構
築については、複数の大型外部資金を獲得
し、農業情報研究センター（農情研）や他セ
グメント・大・中課題との連携も強化し、イ
ネ、コムギ、ダイズの収量・品質（難関形
質）を対象とした予測手法の開発と検証に関
わる研究を加速化している。大課題 9 では、
コムギのゲノムを解読し、国際的なゲノム情
報基盤構築へ大きく貢献するとともに、ゲノ
ム編集技術を精密化・高度化して汎用性を高
め、実用コムギ品種の改変に世界で初めて成
功した。また、ミノムシシルクがクモ糸を凌
駕する素材であることを示し、遺伝子組換え
カイコ研究においては、企業ニーズに即した
抗体タンパク質の安定生産に成功するなど計
画を上回る成果が得られた。これらの成果は
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○評価結果等を踏まえた研究課題の改善、見直しについて 
検討体制及び改善・見直し 

先導的品種育成では、評価結果や中課題検討会を通じて、課題内容の検討と必要な
改廃修正を実施した。サツマイモ基腐病とジャガイモシロシストセンチュウ（Gp）対
策として、令和元年度の理事裁量経費で先行して研究環境を整備し、早急に DNA マ
ーカーを開発する体制を構築した。 

生物機能利用研究では、実施課題の統廃合による連携強化（実施課題を 14 から 5
へ）、及びゲノム編集の研究勢力の集中を図った。当初目標を達成したウシゲノム編
集課題のエフォートを、重点化したモデルブタの開発・利用へ再配分した。「ビトリ
ゲル特命プロジェクト」の開始に伴い、新たな小課題として事業化を踏まえた研究を
推進した。 
改善・見直しに伴う資源の再配分 

先導的品種育成では、スマート育種システムの開発に向け、品種育成のエフォート
を削減し、基盤研究課題と連携して育種データを収集する体制を構築して強化を図っ
た。生物機能利用研究では、理事長特命プロジェクト「ビトリゲル特命プロジェク
ト」を新設し、推進・評価を行った。 
 
○社会実装に向けた検討と取組について 
 課題の立案時に収集した生産者、公的機関、実需などの民間企業、行政のニーズに対
し、事業開発室等と連携し、「「知」の集積と活用の場」等を活用しながら、社会実装
に向けた検討と取組を行った。 

先導的品種育成では、重点普及成果「もち性大麦品種」と「大豆難裂英品種群」につ
いて、事業開発室等と連携して標準作業手順書（SOP）を作成し、社会実装を進めた。
モチ性オオムギについては、令和２年度に「もち麦サミット 2021 online」を開催する
などイベント等で積極的に品種を紹介するとともに、食品メーカー等 16 社ヘ精力的に
売り込み活動を行った。ダイズでは、パンフレットの「大豆あらかると」の配付やアグ
リビジネス創出フェアでの宣伝に加え、各県の奨励品種決定調査で売り込み活動を行っ
た。コムギでは現地試験や実需評価を基に許諾契約を獲得した。イネでは、業務用米品
種育成を目的とした資金提供型共同研究契約を 3 社と締結した。バレイショでは、北海
道農政部、種苗管理センター及び農協と連携して導入品種「フリア」の種イモ増殖計画
を策定し、実行した。資源作物では「「知」の集積と活用の場」を利用し、新たに研究
コンソーシアム５件を設立した。飼料作物では、育成品種 2 品種について民間種苗会社
が種子の販売を開始した。 

基盤研究では、学会、セミナー、イベント等で積極的にスマート育種を紹介した。
また、SIP、官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）、横串プロジェクトにより
セグメントを越えた農研機構内、公設試験研究機関（公設試）、民間企業との連携に
より、スマート育種の開発と実装への取組を推進した。いもち病抵抗性の識別手法
は、農林水産省の事業で品種登録出願時に利用されることとなった。ゲノム育種支援
は、外部資金の研究事業等で機構内及び民間会社・公設試に技術移転した。 

Science や Nature 等のトップジャーナルに掲
載されるなど、実用面のみならず学術的にも
優れた成果であり、農研機構のプレゼンス向
上に大いに貢献した。 
 研究成果の最大化に向けた社会実装の取組
については、事業開発室等との連携による成
果の企業等への売り込みや資金提供型共同研
究の実施、広報部との連携によるプレスリリ
ース等の広報活動、「知」の集積と活用の場
のプラットフォームを介した産学連携活動を
推進した。さらに九州沖縄経済圏スマートフ
ードチェーンプロジェクト（九沖 SFC プ
ロ）による地域経済の発展に取り組むととも
に、種苗管理センター等と連携した種苗増殖
による普及促進を実施した。その結果、育成
品種においては、事業開発室等と連携した普
及活動により、モチ性オオムギ品種では当初
目標とした 1,800ha を大きく上回り、令和 2
年産で約 3,000ha にまで拡大したほか、ダイ
ズ難裂莢性品種は目標 5,000ha に対して令和
2 年度は約 9,000ha に、多収・良食味水稲品
種は、令和 2 年度に普及面積 24,000ha（全国
の業務用米の約 10％）を達成するなど作付け
面積が急拡大し、さらなる拡大が見込まれ
る。また、遺伝子組換えカイコ研究では世界
初となる養蚕農家での飼育を実現するととも
に、農家・企業連携による実用生産体制を構
築した。農業生物由来物質の利用に関して
も、ビトリゲルを用いた眼刺激性試験法
（Vitrigel-EIT 法）が OECD の国際標準化に
採用され、本法の今後の普及拡大が見込まれ
る。ミノムシシルク等、開発した革新的生物
素材は、企業への移転を見据え、事業開発室
や知的財産部と連携し、適切な知的財産マネ
ジメントを図るとともに、民間企業との連携
を強化している。 
 
 以上のように、農業・食品分野における
Society5.0 の早期実現へ向けた研究開発にお
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生物機能利用研究では、多くの企業・公設試と連携及び実施許諾を推進した（除草
剤耐性、植物形質転換、閉花性イネ、医療用モデルブタ等）。ノボキニン蓄積米につ
いては、資金提供型共同研究先の企業と連携し、農研機構内の関係部署、農林水産省
技術会議事務局及び規制当局と緊密に情報交換しながら、機能性食品としての社会実
装を目指している。遺伝子組換えカイコについては、蚕業革命プロジェクト、SIP、民
間企業との共同研究を通じ、社会実装ヘの取組を推進した。平成 30 年に発売が開始さ
れたホーネットシルクを用いた爪の補修材は、令和２年度にアンチドーピング機関の
認証を受け、アスリート向けの商品として新たな展開が期待される。また、ゲノム編
集技術の「国民理解」のためのアウトリーチ活動、ワークショップを積極的に開催し
た。 
 
○ニーズに即した成果の創出、社会実装について 
 中長期計画に沿ってニーズを取り入れた課題設定を行い、ロードマップによる課題の
進捗管理を行った。得られた成果は、事業開発室等と連携し、「知の集積と活用の場」
等を活用しながら、社会実装を推進した。 

先導的品種育成では、イネ「つきあかり」（R2 年度 3,500ha 超）、「ICSL 晩生 1 号」
（民間企業との共同育成、作付面積非公開）、コムギ「ナンブキラリ」（R2 年度 200ha）、
パンが硬くなりにくい新しいタイプのコムギ（「やわら姫」等 3 品種）、オオムギ「は
ねうまもち」（R2 年産 1,000ha)、「はるか二条」（R2 年度 6,400ha)、「しらゆり二
条」（R2 年度 200ha)、「ハルアカネ」（R2 年度 750ha)、「ダイキンボシ」（R2 年度
400ha)、ダイズ難裂莢性品種（「ことゆたか A1 号」等 4 品種）（R4 年度 12,000ha 見
込)、「黒招福」（R2 年度 20ha)、カンショ「ふくむらさき」（R2 年度約 50ha）、「こ
ないしん」（R4 年度 2,000ha 見込)、紫カンショ「ちゅらかなさ」（R2 年度 30ha)、バ
レイショ「パールスターチ」（R7 年度 1,000ha 見込)、サトウキビ「はるのおうぎ」（R7
年度 1,150ha 見込)、ダッタンソバ「満天きらり」（H30 年度 300ha)、ソバ「にじゆた
か」（H30 年度 2,000ha)、「キタミツキ」（R7 年度 1,000ha 見込）、飼料作物フェス
トロリウム「那系 1 号」（R7 年度 500ha 見込)、アカクローバ「アンジュ」（R7 年度
5,000ha 見込)等の品種が順調に普及している。 

生物機能利用研究では、カイコゲノムデータベース（KAIKObase）、イネの SNP
や GWAS 情報を提供する TASUKE+を公開したほか、56 件のゲノム解析支援を実施
した。閉花性イネの特許について 2 県に実施許諾、イネ病害抵抗性について米国企業
に実施許諾を行った。各種ゲノム編集ベクター及びタンパク質を配布した（合計 30 件
以上）。医療研究用モデルブタについては、累計で 284 頭を大学等に出荷した。遺伝
子組換えカイコでは、緑色蛍光シルクにおいて事業者 2 社と契約し、養蚕農家 2 軒で
合計 24 万頭を商用飼育した。ホーネットシルクに関しては、アンチドーピング認証を
受けたアスリート向けの爪補修材を発売した。コラーゲンビトリゲルを用いた眼刺激
性試験法（Vitrigel-EIT 法）が、OECD の化粧品原料等の安全性評価試験法に採用さ
れ、実験動物を用いない簡便かつ迅速な標準試験法として普及が見込まれる。令和 2

いては計画を大きく上回る進捗をみせるとと
もに、社会実装に顕著な進展が認められたこ
とから、セグメントⅡ全体の評価は A 評定と
した。 
 
＜課題と対応＞ 

「バイオ戦略 2019」及び「バイオ戦略 2020」
に基づき、セグメントⅡでは特に、ゲノム編集
技術やスマート育種に代表されるバイオテク
ノロジー、及びバイオテクノロジーと人工知
能を融合した課題を強化する。世界的な環境
保全と食料生産拡大の両立を目指し、資源循
環型農業を可能にする革新的品種の育成や、
未利用の生物機能を活用した新産業創出等を
目標に据え、バイオエコノミー分野の研究開
発を重点化する。いずれの課題においても将
来の社会のニーズを多方面から予測し、バッ
クキャスト型の研究課題の設定を行う。第 4 期
に引き続き基礎的研究と若手育成も重点化す
るが、ステージゲートを設けて進捗を精査し、
研究管理を行う。社会ニーズに迅速に対応し
た課題の設定・改廃と、効果的な研究資源の投
入を可能にする機動的な研究体制を構築す
る。 
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年度は適用範囲を固体にまで広げるための試験法を開発して OECD に提案し、合意に
達した。 
 
○目的基礎研究の立案・進行管理について 

運営費交付金による目的基礎研究については、「目的基礎研究の研究マネジメント
の手引き」を作成し、運営費交付金により実施される課題の選考及び進捗管理の方法
並びに外部資金により実施される課題の認定方法を定めた。運営費交付金による目的
基礎研究課題は、理事長裁量型と研究センター長等裁量型の 2 類型を設定し、平成 30
年度までに延べ 116 課題を実施した。運営費交付金による目的基礎研究課題は、機構
内で応募された課題から、①方向性（出口を見据えた課題であるか）、②発展可能性
（将来、中長期計画の推進や策定に活用できるか）、③先行性・新規性・独創性、④
計画妥当性、⑤準備状況・実績、⑥担当中課題推進ヘの影響（目的基礎研究を実施す
ることにより、中長期計画の担当中課題の目標達成に必要なエフォートの確保が困難
とならないか）の視点から審査して採択した。令和元年度からは、交付金による目的
基礎研究は「NARO イノベーション創造プログラム(N.I.P.)」として実施した（I-1(1)
アに記載）。令和元年度の N.I.P.では、ゲノム編集技術の開発に関する課題、医療用
素材の開発に関する課題、食品残渣のリサイクル技術に関する課題など 17 課題を実施
した。令和 2 年度については、より若手育成を重視しつつ、29 課題を N.I.P.として実
施した。外部資金による目的基礎研究課題については、令和２年度実施中の課題から
抽出して、上記の①～③の視点から認定した。その結果、令和２年度までに延べ 13 課
題を目的基礎研究課題とした。令和２年度までに投じたエフォートと予算の合計はそ
れぞれ 45.65 人（H28 年度 8.8 人、H29 年度 9.8 人、H30 年度 6.1 人、R1 年度 7.4
人、R2 年度 13.55 人）、210,790 千円（H28 年度 37,214 千円、H29 年度 40,450 千
円、H30 年度 24,750 千円、R1 年度 48,776 千円、R2 年度 59,600 千円）である。以上
の点から、目的基礎研究の立案に当たり、将来の研究展開ヘの寄与、法人が実施する
必要性について適切なマネジメントの下、次期中長期計画を含め、将来のイノベーシ
ョンにつながる技術シーズの創出がされた。 
 

【別添１】研究開発の重点化方
向と成果の社会実装 
令和 2 年度末までに以下の研究
開発等を行う。 
２ 強い農業の実現と新産業の
創出 
＜農産物の単収・品質向上を促
進し、「強み」をさらに引き伸ば
す研究開発＞ 

【別添 1】研究開発の重点化方向と成果の社会実装 
令和 2 年度末までに以下の研究業務を行う。 
２ 強い農業の実現と新産業の創出 
（８）作物の収量・品質の向上と農産物の「強み」を強
化するための先導的品種育成及びゲノム育種技術の高
度化 
 
 
 
 
 

 
 
【実績】 
（８）作物の収量・品質の向上と農産物の「強み」を強化するための先導的品種育成及
びゲノム育種技術の高度化 
 

先導的品種育成については、コムギでは、製パン適性等の高い「はる風ふわり」、民
間ニーズに応えた澱粉老化耐性のある「にしのやわら」を育成した。オオムギでは、β-
グルカン高含有のモチ性品種「はねうまもち」や「くすもち二条」を育成して、実需者
等と連携した普及促進を実施し、農研機構育成のモチ性品種の生産量は平成 28 年比で
約 80 倍となった。ダイズでは、今期育成した「ことゆたか A1 号」とともに難裂莢性

 
 
 
評定：A 
 
根拠： 
 研究マネジメントについては、農業・食品
版 Society5.0 の早期実現に向けて、当初の計
画になかったスマート育種システムの開発に
重点化して取り組んでおり、基盤研究の中課
題間で連携して、第 2 期戦略的イノベーショ
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（４）農産物の「強み」を強化す
るための先導的品種育成及び育
種基盤技術の開発 

農産物の消費拡大や生産コ
ストの低減のためには、消費
者、実需者、及び生産者のニー
ズに対応した「強み」のある農
産物づくりが求められている。
これらの農産物を日本各地に
次々と生み出すためには、実需
者や生産者等の関係者と連携
したマーケットイン型育種に
より、「強み」のある品種を効
率的に育成・普及することが不
可欠とされている。また、大規
模経営体が増加するとともに、
農業への一層の新規参入が期
待される中、我が国の農業活性
化のために、これまで以上に栽
培しやすい品種を育成・普及す
ることが必要とされている。 

このため、実需者等のニーズ
に対応した先導的品種の育成等
に向けて、我が国の農業分野に
おける遺伝資源に関するナショ
ナルセンターとして、国内外の
遺伝資源を収集・特性評価・保
存・配布するとともに、農作物
のゲノム情報に基づいて重要な
農業形質に関わる遺伝子の同
定・マーカーの作成及び育種素
材の開発を行う。これらを利活
用しながら、加工適性、複合病
害抵抗性、広域適応性を持つム
ギ類・ダイズ・イネ、良食味多
収イネや高温登熟耐性の高いイ
ネ、ヒ素を吸収しにくいイネ、
10a 当たり 1.0t を超える高い収
量性と病害虫抵抗性を併せ持つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

品種の積極的な普及活動を行い、普及面積は約 9,000ha を達成した。イネでは、単収
800kg 以上の「ゆみあずさ」と「亜細亜のかおり」の育成とともに、多収・良食味米品
種の普及拡大に取り組み、普及面積 24,000ha を達成した。ゲノム編集でシンク容量を
改変することで単収約 1.5t のイネ育種素材開発の道筋を提示した（難易度：高）。イモ
類では、線虫抵抗性で単収 4t 以上のカンショ「こないしん」を育成した他、ジャガイ
モシロシストセンチュウなど新規病虫害に緊急対応した。資源作物では、株出し多収の
製糖用サトウキビ「はるのおうぎ」、黒根病等抵抗性のテンサイ「カチホマレ」を育成
した。飼料作物では、オーチャードグラス「東北 8 号 OG」及びペレニアルライグラス
「夏ごしペレ」を育成した。遺伝資源情報に画像やゲノム情報を付加し、多国間システ
ムへのデータ登録を行って、国内外の遺伝資源の利活用を促進した。ネギ属やサトイモ
の超低温保存技術を開発した。ゲノム情報に基づき、イネ収量等の形質予測手法や、イ
ネのいもち病抵抗性遺伝子の識別アレイを開発した。速やかな普及を図るため、各作物
ともに育成の段階から、実需者や公設試験研究機関、生産者等との新たな取組の共同体
制で、現地試験や加工試験を幅広く実施して、有望系統の品種登録及び品種登録後のス
ムーズな普及を図った。カドミウム低吸収性イネのゲノム育種支援等を実施した。遺伝
資源の探索・保存・配布では、東南アジア等との関係を深めて海外共同探索を行い、海
外野菜遺伝資源の登録点数は約 20,000 点になった。中長期計画に対する具体的な実績
は以下のとおりである。 
 

ン創造プログラム（SIP2）や平成 30 年度戦
略プロジェクトの予算を獲得するとともに、
この取組を着実に進めるために官民研究開発
投資拡大プログラム（PRISM）のうち AI 技
術領域とバイオ技術領域の予算を、さらに令
和２年度はムーンショットプログラムを新た
に獲得して研究の加速化を図っている。ま
た、品種育成の課題でもスマート育種システ
ムの開発に向けた研究課題を新たに設定し
て、育種データにおける調査基準の統一化や
系譜情報の取りまとめ、表現型のデータの収
集、及び電子野帳の試験的導入などを進めて
いる。さらに、横串プロジェクト「園芸作物
スマート育種」などを活用して園芸作物等へ
の横展開を開始したことも、機構全体の成果
創出につながる取組である。これらの取組
は、農業情報研究センターを中核とした組織
及び課題間の連携強化により、早期の成果創
出が期待できる。 

研究開発成果については、品種育成におい
て生産者や民間企業等のニーズに即した育成
計画により、育種素材の開発や有望系統の評
価などを進め、計画を上回る成果が多数創出
されている。特に、緊急防除の対象となって
いるジャガイモシロシストセンチュウに抵抗
性の品種「フリア」を迅速に選定し、サトウ
キビでは「はるのおうぎ」を、計画を早めて
国際農研と共同育成した。いずれも種苗管理
センター等と連携して種苗緊急増殖を進め、
普及につなげたほか、既存のイネ品種に低カ
ドミウム吸収性を導入して 10 品種を育成す
るなど行政ニーズへの迅速な対応も行った。
基盤研究では、重要農業形質の原因遺伝子の
特定や絞り込み、機能解明などが順調に進
み、コムギ縞萎縮病抵抗性遺伝子やダイズモ
ザイクウイルス抵抗性遺伝子などをもつ育種
素材を作出し、DNA マーカー情報などとと
もに品種育成の中課題に引き渡すなど、課題
間の連携も行った。また、ゲノム育種支援

コムギでは、実需者ニーズに応じた製パン適性等の付
加価値の高い品質と土壌伝染性ウイルス病抵抗性等の
耐病性を備えた広域適応性品種を育成する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

コムギでは、製パン適性を備えた品種として、「夏黄金」（東北 229 号）、「はる風
ふわり」（西海 200 号）等、日本めん用として「ナンブキラリ」（東北 232 号）、「び
わほなみ」（中国 165 号、滋賀県の奨励品種採用、普及見込 3,000ha）を育成した。ま
た、土壌伝染性ウイルス病であるコムギ縞萎縮病に強い「タマイズミ R」（関東 141 号）
を育成したほか、大分県で醤油用として採用された「はるみずき」（中国 168 号）、穂
発芽抵抗性遺伝子を導入した「ゆめちから 2020」（北海 265 号）等を育成し、これら
育成した品種の普及を推進した。このほか、中課題間の連携により開発した加工後の生
麺の色が変色しにくいコムギ縞萎縮病抵抗性系統は、今後の品種育成に貢献する優れた
育種素材である。また、時間が経過してもパン等が固くなりにくい澱粉特性を持つ「や
わら姫」（東北 236 号）などの「澱粉老化が遅延する低硬化性品種」を資金提供型共同
研究により進め、民間主導の生産体制・商品開発に貢献した。 
 

オオムギでは、実需者ニーズに応じたβ-グルカンを
高含有するモチ性等の付加価値の高い品質と土壌伝染
性ウイルス病抵抗性等の耐病性を備えた広域適応性品
種を育成する。 
 
 
 
 

オオムギでは、β-グルカン高含有のモチ性品種として「はねうまもち」（北陸皮糯
58 号、福井県奨励品種、R2 年産 1,000ha）や、「くすもち二条」（西海皮糯 73 号、R2
年産 973ha）等合計 6 品種を平成 30 年度までに速やかに育成し、土壌伝染性ウイルス
病害抵抗性を備えた広域適応性品種として「さちかぜ」（関東皮 102 号、埼玉県認定品
種）、「しらゆり二条」（西海皮 76 号）等 5 品種、実需者ニーズに応じた高加工適性
品種として「ゆきはな六条」（北陸皮 54 号）等 2 品種、合計 12 品種を育成した。モチ
性オオムギ品種については、重点普及成果に選定され、標準作業手順書（SOP）を作成
するなど、事業開発室等と連携した新たな普及体制を整えたほか、さらにイベント開催
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飼料用に適するイネ、高品質多
収な飼料作物、シストセンチュ
ウ等と病害への抵抗性を併せ持
つバレイショ、ネコブセンチュ
ウ等の病害虫抵抗性を持つカン
ショ、台風や干ばつに強い特性
等を持つサトウキビ、病害抵抗
性に優れるテンサイ、高品質で
多収のソバ・ナタネ等の世界に
誇れる強みのある先導的品種を
育成する。また、画期的な農作
物の開発に向けて新たな育種技
術を開発するとともに、多収に
関わる遺伝子を導入・改変する
ことにより 10a 当たり玄米重量
で 1.5t 程度の極めて高い収量性
を持つイネ育種素材を開発する
【難易度：高】。さらに、実需
者、生産者、普及組織等の品種
への理解を深めるために、現地
実証試験を各地で実施するとと
もに速やかな品種の普及を図る
ため、必要に応じて種苗の緊急
増殖を行う。また、ニーズに沿
った育種素材やマーカーの開
発・提供及び解析支援等を通じ
て、都道府県や民間企業の品種
育成を積極的に支援する。 
 

 
 
 
 

や品種 PR 活動、実需者や公設試と連携した現地試験などにより、作付け面積を急拡大
させた。栽培面積は、当初目標とした 1,800ha（令和 2 年度）を大きく上回り、令和 2
年産で約 3,000ha にまで拡大した。生産量では第 4 期中長期計画開始時点の平成 28 年
産 129t から終了時の令和 2 年産 10,370t まで約 80 倍に急拡大した。その結果、国内需
要の約 95％を占めていた外国産モチ性オオムギからシェアを奪還し、国産モチ性オオ
ムギのシェアを、35％を超えるまで高めた。 

 

は、機構内だけでなく、公設試験研究機関に
よる既存品種への低カドミウム低吸収性の導
入など共同研究による支援を実施している。
また、ジーンバンク事業は、遺伝資源の収
集、保存、評価、配布などの業務が順調に進
捗したほか、ネギ属の超低温保存技術など遺
伝資源管理の効率化につながる成果も創出し
た。 

研究成果の最大化に向けた社会実装の取組
については、「重点普及成果」に選定された
モチ性オオムギ品種とダイズ難裂莢性品種で
作付面積が急拡大し、対前年比でそれぞれ
1.4 倍、6.2 倍となっており、今後さらに拡大
すると見込まれる。外食・中食用に利用でき
る多収・良食味米品種でも作付けが急拡大し
ており、重点普及成果とし積極的に普及を進
めている。そのほかの作物においても社会実
装が順調に進んでいる。 
 以上のように、本課題は中長期計画及びロ
ードマップに対して計画を上回る成果の創出
や社会実装の進展が認められ、スマート育種
システムでは、研究の重点化や外部研究資金
による研究の加速化など積極的に進めている
ことを高く評価できることから、A 評定とし
た。 

ダイズでは、タンパク質含量が 43％以上の豆腐用品
種など実需者ニーズに応じた品質を備え、病害虫複合抵
抗性、難裂莢性などを備えた広域適応性品種を育成する
とともに、極多収系統を開発する。 
 
 
 
 
 
 
 

ダイズでは、病害虫複合抵抗性や難裂莢性などを備えた品種として、高タンパク豆腐
用「ことゆたか A1 号」（関東 122 号、R2 年度 1,590ha）や「四国 30 号」（新品種候
補）等計 6 品種を育成した。極多収の素材開発では、500kg/10a の収量に達する「関東
138 号」及び「四国 43 号」等を開発した。また実需者ニーズを反映した豆乳用「すみ
さやか」（四国 38 号）のほか、黒大豆「黒招福」や赤大豆「ふくあかね」なども育成
し、耐倒伏性につながる短節間遺伝子関連マーカーの開発と主要品種へ導入した系統群
の開発、7 つの病害虫抵抗性などを高度に集積した系統「作系 364 号」を作出した。さ
らに、難裂莢大豆品種群については重点普及成果に選定され、事業開発室等と連携した
標準作業手順書（SOP）の作成、公設試験研究機関や民間企業の協力を得て積極的に行
った普及活動の結果、6 県の奨励品種等に採用され（見込み含む）、栽培面積は令和 2
年の目標 5,000ha を超え、約 9,000ha に達した（R4 年度 12,000ha 見込、北海道を除く
ダイズ作付面積の約 11％）。 

 
イネでは、単収 800 kg/10a 以上の多収性を持ち、病

害虫抵抗性、高温登熟耐性、耐冷性等、地域ごとに求め
られる形質を有する良食味業務用米又は冷凍米飯等の
加工用米に適する先導的品種を育成する。既存の飼料用
米に適する品種に病害虫抵抗性を導入した単収 1.0 
t/10a 以上の収量性を有する先導的品種を育成する。さ
らに、多収性の遺伝的要因を解明し 1.5 t 程度の極多収
を実現するイネ育種素材【難易度：高】、高温不稔耐性
を向上したイネ育種素材及びヒ素を吸収しにくいイネ
育種素材を開発する。 
 
 
 

イネでは、多収・良食味米品種でいもち病に強く収量 800kg/10a 以上の「ゆみあず
さ」（奥羽 424 号）を民間企業と共同研究で育成したほか、米麺適性のある加工用の
「亜細亜のかおり」（北陸 266 号）を育成した。この他に多収で高温登熟性、縞葉枯病
に強い「にじのきらめき」（北陸 263 号）や高温登熟耐性で直播栽培に適する「しふく
のみのり」など 2 品種以上を育成した。収量 1.0 t/10a 以上の飼料用米品種として、病
害虫抵抗性を導入した系統「中国 222 号」を開発した。また、ゲノム編集を利用して開
発した素材などにより 1.5t 程度の極多収を実現する道筋を提示した。高温不稔耐性に
ついては、早朝開花系統で不稔軽減を確認し、また、ヒ素を吸収しにくい育種素材の開
発、府県や民間企業との共同研究による品種育成、嚥下困難者向け米粉ゼリー開発を行
い、農林水産省の要請によるカドミウム低吸収性を導入した 10 品種を育成した。外食・
中食用にも利用できる多収・良食味品種の普及活動に取り組み、令和 2 年度に普及面積
24,000ha（全国の業務用米の約 10％）を達成した。特に、重点普及成果となった「つき
あかり」、「にじのきらめき」及び「ちほみのり」については、事業開発室と連携して
農研機構外での種子生産体制を整備するとともに、標準作業手順書（SOP）を作成し、
さらなる普及拡大を進めている。 

 
イモ類では、シストセンチュウ等の病害虫へ複合抵抗

性を備えたバレイショ品種、試験ほ場で 4.0 t/10a 以上
イモ類において、バレイショでは、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性を有し、ジャ

ガイモ塊茎腐敗やジャガイモ青枯病に対しても中程度の抵抗性を示す「しんせい」（北
海 108 号）を育成した。開発した有望系統「北海 112 号」が、ジャガイモシストセンチ
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の収量があり、ネコブセンチュウ等の病害虫へ複合抵抗
性を持つカンショ品種を育成する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ュウ抵抗性を有し、ジャガイモシロシストセンチュウにも対しても中程度の抵抗性を持
つこと、さらに現地栽培試験でも多収であることを明らかにした。また、カンショでは、
4.0 t/10a 以上の収量があり、ネコブセンチュウ等の病害虫へ複合抵抗性を持つデンプ
ン原料用の「こないしん」（九州 181 号）を育成し、JA 鹿児島県経済連等 6 件の許諾
契約を締結し、すべてが置き換わると、南九州地域での原料用カンショの 50％（R4 年
度 2,000ha 普及見込）に作付けされることとなる。このほかに、九州沖縄経済圏スマー
トフードチェーンシステムに貢献できる紫カンショ「ふくむらさき」のほか、沖縄向け
紫カンショ「ちゅらかなさ」（九州 197 号）やカロテン含有加工用「ほしあかね」など
計 7 品種を育成した。バレイショでは、品種「パールスターチ」の普及を進めた（R2 年
度 300ha、R7 年度 1,000ha 普及見込）ほか、植物防疫法に基づく行政の緊急防除対象
であるジャガイモシロシストセンチュウに対して抵抗性があり、従来品種並みの収量が
得られる導入品種「フリア」を迅速に選定した。「フリア」については、普及促進に貢
献する大玉化と増収を可能とする栽培法を取りまとめ、北海道の「指導参考」情報とし
て公開した。南九州・沖縄での新規病害サツマイモ基腐病に対しては、品種間差異を明
らかにするなど、地域や行政の重要課題に対して迅速に成果を上げた。 
 

資源作物では、台風や干ばつ等の生産環境の変化に対
応した生産性の高いサトウキビ品種、試験ほ場における
直播栽培で 6.0 t/10a 以上の収量があり、黒根病等に複
合病害抵抗性を備えたテンサイ品種、春播き及び夏播き
の二期作が可能なソバ品種、寒地に適した無エルシン酸
ナタネ品種等を育成する。 
 
 
 
 
 

資源作物では、サトウキビでは株出しで多収の「はるのおうぎ」（KY10-1380）を、
計画を前倒しして国際農研と共同育成し、鹿児島県の奨励品種に採用された（R7 年
1,150ha 普及見込）ほか、飼料用品種も育成した。テンサイでは黒根病や褐斑病に強く
試験ほ場における直播栽培で収量 6.0t/10a を超える抽苔耐性の「カチホマレ」（北海
104 号）を育成し、北海道の優良品種に認定されたほか、雄性不稔系統や抽苔耐性の選
抜マーカーを開発した。ソバでは、暖地・温暖地で初めてとなる春播き及び夏播きの二
期作が可能な「NARO-FE1」（九州 7 号）を、計画を前倒しして育成した。多収のソバ
「キタミツキ」は、種子生産体制を構築したことから、北海道の優良品種に認定された。
ナタネでは、寒地に適した無エルシン酸かつ低グルコシノレートの「ペノカのしずく」
（東北 105 号）のほか１品種を育成した。ハトムギでは、やや大粒で倒伏しにくい「関
東 2 号」を新品種候補としてデータを取りまとめた。ゴマでは、所得１割向上となる収
穫・乾燥・調製の機械化技術を開発した。 
 

飼料作物では、イアコーン等への利用も可能な高雌穂
割合のトウモロコシ品種、高栄養で安定多収の多年生牧
草品種及び一年生飼料作物品種を育成する。 
 
 
 
 
 
 
 

飼料作物では、イアコーン等への利用も可能な高雌穂割合のトウモロコシ品種では子
実量が目標の 1t/10a を超える「北交 94 号」、糖含量が高くサイレージ品質に優れるオ
ーチャードグラス「東北 8 号 OG」を育成した。また、寒地の栽培限界地帯で栽培でき
るトウモロコシ「ハヤミノルド」（北交 91 号）を品種登録出願した。令和 2 年度育成
の「北交 94 号」と「Na113」を含めてトウモロコシ 3 品種、一年生飼料作物 1 品種、
さらに新用途・バイオマス作物 5 品種を加えて計 25 品種（目標 11 品種以上）を育成
した。これら育成品種については、栽培マニュアルの作成、実証試験や講習会などの普
及活動により、社会実装も積極的に進めた。ドローン空撮画像を利用した個体選抜法を
マニュアルに取りまとめ、トウモロコシの耐湿性については、酸素漏出バリア形成能の
選抜マーカーや素材開発などが進展し、「Na113」を利用した耐湿性 F1 品種の育成も
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 可能となる。さらに、台風等の被害回避・軽減が可能なトウモロコシ品種とエンバク品
種など、地域ニーズにマッチした品種育成が進捗した。エリアンサスは、国際農研、民
間企業、自治体との連携により、バイオマスペレットの事業化が実現した。 

 
国内外の遺伝資源の利活用の促進に向けてゲノム情

報を高度化するとともに、遺伝資源の保存技術を開発す
る。農作物のゲノム情報に基づいて重要な農業形質に関
わる遺伝子の探索基盤を確立し、遺伝子を単離するとと
もに、育種素材を開発する。 
 
 
 
 
 

遺伝子の探索基盤では、染色体断片置換系統群をイネで 12 種、ダイズで初めて作出
したほか、イネ、コムギ、ダイズで各 1 万系統以上の変異系統を整備した。オオムギの
硝子化低減、イネのもみ枯れ細菌病抵抗性、ダイズモザイクウイルス抵抗性などの遺伝
子を単離した。また、育種素材として、コムギの縞萎縮病抵抗性系統などを開発して育
種課題に提供したほか、ゲノム編集技術によりコムギに穂発芽耐性を短期間に付与した
素材開発や広範囲の病虫害に耐性をもつマメ科野生種の栽培化などに成功した。さら
に、イモ類のウルコ及びネギ属（ニンニク）の超低温保存法を確立したほか、サトイモ
でも保存法の可能性を示した。このほか、第 2 期戦略的イノベーション創造プログラム
（SIP2）、関連中課題と連携して平成 30 年度戦略プロジェクトとそのアドオンである
官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）予算を２課題獲得し、スマート育種システ
ム開発を強化した。令和 2 年度も MS 型研究開発制度（目標 5）で 1 課題の獲得に貢献
した。 
 

また、ゲノム情報を基に新規選抜指標を開発するとと
もに、ゲノム選抜技術を利用した新たな育種技術の開発
とその実証を行う。また、これらの基盤となるジェノタ
イピング用マーカーを開発する。 
 

新規選抜指標の開発では、イネの栄養状態で変化する遺伝子を同定し、簡易検出法を
開発した。新たな育種技術では、イネでは収量の高精度予測手法を開発し、コムギでは
製粉性・粉色に関わる優良個体選抜、ダイズでは子実タンパク質含量の予測手法の開発
と検証を実施した。また、高速世代促進技術の開発も進めた。 
 

育成品種の速やかな普及を図るため、有望系統が開発
できた段階から実需者、生産者、普及組織等と連携して
現地栽培試験、加工適性試験等を実施するとともに、必
要に応じて種苗増殖体制の構築を行う。 
 
 
 
 

先導的品種育成の課題においては、それぞれの中課題でニーズを具体化して開発研究
を展開した。各作物とも育成から社会実装段階まで、関連団体、実需者、農協、大規模
経営体などの需要者との新たな取組の共同体制を構築し、大規模栽培試験、現地検討会、
現地共同試験栽培や実需者による加工適性試験等を幅広く実施して、有望系統の品種化
及び品種化後のスムーズな普及を図った。特にダイズやオオムギについては、これらの
取組を強化し、ダイズでは、機械による収穫に適した難裂莢性品種群への切り替えを推
進し、モチ性オオムギでは全国的な普及活動を行って国産モチ性オオムギの市場を拡大
させ、いずれも普及面積を伸ばした。 
 

またニーズに沿って開発した育種素材やマーカーは
積極的に情報発信を行うとともに、育種支援を通じて都
道府県や民間企業の品種育成に対する支援を行う。 
 
 
 
 

マーカー開発では、開発したイネいもち病抵抗性遺伝子の識別方法が、育種現場のほ
か農林水産省の品種登録に利用する方向であり、農林水産省による予算で事業化を検討
している。育種支援については、公設試験研究機関を含めイネ低カドミウム吸収性遺伝
子の主要品種への導入を支援した。スマート育種システムの早期実現に向け、複数の中
課題が連携して平成 30 年度戦略プロジェクトとそのアドオンである官民研究開発投資
拡大プログラム（PRISM）予算 2 課題を獲得し、農業情報研究センターと連携して育種
データベースの構築を進めているほか、作物形質オントロジーの体系化、機械学習によ
るムギ類の穂検出技術の開発、ドローン画像の利用に関する技術開発等を行った。 
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国際共同研究を通して海外遺伝資源の導入環境を整

備するとともに、新たな遺伝資源の探索・収集、特性調
査、既存の遺伝資源の保存や配布を実施する。 
 
 

遺伝資源では、食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約（ITPGR）の
多国間システムへの遺伝資源の選定と登録を実施した。植物では、農林水産省委託プ
ロジェクト「PGRAsia」と連携した海外共同探索を、野菜類遺伝資源を中心に精力的
に増大させ、さらに一般社団法人日本種苗協会との連携により特性評価や種子増殖の
高い実績を達成し、配付点数の大きな伸びにつなげた。また、遺伝的変異を少ない系
統で幅広くカバーするコアコレクション拡大を進め、現在では、平成 30 年度のナスを
含め、11 種類を公開した。微生物では、国際的な学名の変更を踏まえ、ジーンバンク
登録菌株の分類検証を行って学名の変更を行っているほか、学名登録プログラムを開
発した。さらに卵菌類やネギ属の超低温保存法を開発した。行政ニーズに対応し、キ
ウイフルーツかいよう病菌の国内分布の実態を調査・公開した。国内の遺伝資源配布
機関が保有する遺伝資源のバックアップ保存などを進めた。農林水産省委託プロジェ
クトの実施に際しては、シンポジウム開催等を通じて、遺伝資源収集の対象作物や対
象地域に民間事業者の意見を反映させている。さらに、収集済の遺伝資源について、
各都道府県が６次産業化を目的として自らの地域の遺伝資源を活用しやすくなるよう
に、原産都道府県に返還するための環境整備を行った。 
 

＜農村に新たな産業や雇用を
生み出す研究開発＞ 
（５）農業生物の機能解明に基

づいた生産性向上と産業利用
のための技術開発 

今後も国内で安価な輸入農
産物との競争に打ち勝つこと
ができる農産物を供給してい
くためには、品質を損ねること
なく単収をさらに高めて生産
コストを引き下げることや、機
能性等の新たな付加価値を付
与した画期的な新品種を育成
することが重要である。このた
め、農作物の潜在力を引き出す
ための農業生物の機能解明や
新品種育成のための基盤技術
の開発を行う必要がある。ま
た、農業従事者の高齢化に伴
い、農地・森林の荒廃や定住基
盤の崩壊が懸念される中、中山

（９）農業生物の機能解明に基づいた生産性向上と産
業利用のための技術開発 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（９）農業生物の機能解明に基づいた生産性向上と産業利用のための技術開発 
 

農業生物のゲノム情報の高度な解析とゲノム情報基盤の構築のため、コムギゲノム参
照配列を完成させるとともに、カイコの高精度ゲノム情報基盤を構築した。農業形質に
関わる有用遺伝子の機能解析等については、主要作物の収量関連形質等の遺伝子機能や
病害抵抗性を解明し、イネ由来の新規除草剤抵抗性遺伝子を同定した。遺伝子組換え等
による生産性向上等については、新型ゲノム編集酵素によりゲノム編集の自由度を向上
させたほか、外来遺伝子を組み込まない新規ゲノム編集技術を開発した。家畜でもゲノ
ム編集技術等を駆使した医療用モデルブタの開発を行い、ブタ免疫系遺伝子の多型と抗
病性形質との関連を明らかにした。遺伝子組換えカイコの有用物質生産系の実用化に向
け、タンパク質への糖鎖修飾改変技術や効率的飼育法等を開発し、世界初となる養蚕農
家における遺伝子組換えカイコの飼育を実現するとともに、生物多様性に影響を及ぼさ
ない飼育・管理技術を飼育マニュアルの形で整備し、養蚕農家等へ技術を移転した。ま
た、離島等５カ所での養蚕を開始した。遺伝子組換え作物有用物質生産系の産業化へ向
け、スギ花粉米の臨床研究を関係機関と連携して進めるとともに、民間事業者との共同
により、ノボキニン蓄積イネの隔離ほ場栽培データを蓄積した。新機能性素材等につい
ては、ミノムシシルクが極めて優れた力学特性をもつことを解明し、民間事業者と連携
して生産技術を開発した。また、コラーゲンビトリゲルを用いた培養モデルによる眼刺
激性試験法（Vitrigel-EIT 法）が OECD テストガイドラインに収載された。中長期計画
に対する具体的な実績は以下のとおりである。 
 

評定：A 
 
根拠： 

研究マネジメントについては、農業・食品分
野における Society5.0 の早期実現に向けて重
点課題を設定し、ロードマップに沿って研究
課題の進捗管理を行い、課題の見直しと効果
的な予算配分を行った。また、事業開発室や知
的財産部等と連携して、資金提供型共同研究
等の外部資金を獲得して研究を加速させ、戦
略的な特許出願、社会実装の取組やレベルの
高い国際誌での公表等を重視して、研究を推
進した。 
 研究開発成果については、農業生物のゲノ
ム情報を一元的に閲覧できる農研機構統合ゲ
ノムブラウザ（TogoGenome システム）を構
築し、スマート育種等に大きく貢献した。コム
ギのゲノム情報の解読とムギ類の遺伝子機能
の解明は、世界的に大きなインパクトを与え、
育種素材開発への大きな貢献が期待される。
イネ由来の新規除草剤抵抗性遺伝子の同定と
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間地域等に活力や賑わいを取
り戻すためには、地域資源等を
活用したイノベーションを起
こし、新たな産業や雇用を生み
出すことが重要である。 

このため、広範な農作物等に
ついてゲノム情報の高度な解
読や生産性等を制御する遺伝
子の機能解析、生物間相互作
用の解明を加速化し、遺伝子
組換え、ゲノム編集、オミクス
解析等の技術を組み合わせて、
生産性向上・有用形質付与の
ための基盤技術を開発する。
また、機能性素材等の開発や
医薬品・機能性成分等の有用
物質の植物やカイコ等での生
産技術を開発する。 
さらに、開発された基盤技術と
素材に関しては、社会実装の具
体的な姿を想定して研究開始時
に策定する知財戦略に従い、こ
れらの研究開発成果を民間事業
者等に移転することにより、速
やかな普及を図る。特に組換え
植物やカイコを用いて医薬品や
機能性素材等を生産する技術に
関しては、臨床研究や現地実証
試験を可能な限り民間事業者を
含む関係機関と連携して実施
し、これらの研究成果を民間事
業者等に移転することにより、
速やかな産業化を目指す。 
 

農作物、昆虫等の農業生物のゲノム情報の高度な解
析やオミクス解析を行い、そこから得られたデータを
統合したゲノム情報基盤を構築するとともに、生産性
や耐病性等の農業形質に関わる有用遺伝子の機能解析
や生物間相互作用の解明を推進する。 
 
 

国際コムギゲノム解読コンソーシアム（IWGSC）に参加してコムギのゲノム参照配
列を完成させたほか、ムギ類の複数の有用遺伝子を同定し、スマート育種に貢献した。
ま た 、 農 業 情 報 研 究 セ ン タ ー と 連 携 し 、 一 元 的 な ゲ ノ ム 情 報 の 閲 覧 が で き る
TogoGenome システム、及びカイコの高精度なゲノム配列等のゲノム情報基盤を構築
した。主要作物の開花特性、休眠性や収量関連形質、乾燥や高温等の環境ストレス応答
等の遺伝子機能を明らかにした。また、生物間相互作用の解析により、病害抵抗性の機
構解明や α-ヨノンを始めとする抵抗性誘導化合物を発見、また、マメ科植物の根粒共
生に関する機構を解明した。 
 

作用機序の解明の成果は、幅広い作物での革
新的な雑草防除体系の構築が期待される。遺
伝子組換えを用いないゲノム編集技術により
コムギの実用品種の短稈化に成功した成果
は、スマート育種の有効性を実証した点で重
要な成果である。これらの成果は Science や
Nature 専門誌等のトップジャーナルに掲載さ
れるなど、実用面のみならず学術的にも優れ
た成果であり、農研機構のプレゼンス向上に
大いに貢献した。ゲノム編集については、戦略
的イノベーション創造プログラム（SIP）や横
串プロジェクト「ゲノム編集プラットフォー
ムの構築」による連携等により、新たな方法の
開発や各種作物への展開も進んだ。 

遺伝子組換えカイコによる物質生産では、
抗体タンパク質の安定的生産に成功して、新
産業創出を加速させた。ミノムシシルクがク
モ糸を凌駕する素材であることを解明して大
きなインパクトを与えたほか、基礎研究の成
果を農研機構単独で知的財産化し、民間企業
との大型共同研究に結びつけることができ
た。特にミノムシシルクとコラーゲンビトリ
ゲルの課題では、知的財産戦略の下、知的財産
部と緊密に連携して、今後の新シルクとビト
リゲルの創薬支援及び医療機器の事業化に向
けて、強固な特許網を構築すべく多数の特許
出願を精力的に行った。 
 研究成果の最大化に向けた社会実装の取組
については、農業情報研究センターと連携し
てゲノム編集に関するテキストマイニングを
行い、今後のアウトリーチ活動に有益な情報
を得た。コラーゲンビトリゲルを用いた眼刺
激性試験法（Vitrigel-EIT 法）は、農業・食品
産業分野以外での OECD 国際標準を取得する
ことができた。遺伝子組換えカイコについて
は、世界初となる養蚕農家における飼育を実
現した。 

遺伝子組換え・ゲノム編集技術及びオミクス解析技
術等を農作物や昆虫に適用し、生産性向上・有用形質
付与のための基盤技術を開発する。 
 
 

ゲノム情報を活用してイネ由来の新規除草剤抵抗性遺伝子（HIS1）同定及び機能解明
を行い、複合病害抵抗性遺伝子（BSR2）の特性を明らかにした。新型ゲノム編集酵素
によりゲノム編集の自由度を向上させたほか、iPB 法によるゲノム編集酵素の導入によ
りコムギ実用品種の短稈化に成功した。また、複数の昆虫でゲノム編集の基盤技術を開
発し、昆虫制御に有用な標的候補遺伝子を見いだした。また第 4 期途中からゲノム編集
技術等の国民理解の醸成に向けた効果的な情報発信に必要な SNS 等の情報分析手法の
開発などにも取り組んだ。 
 

また、家畜においても、ゲノム編集や新しい生殖技
術を駆使して、動物遺伝資源の新たな保存・利用技術
及び抗病性を付与するための基盤技術を開発する。 
 
 
 
 

ブタとウシにおいて開発したゲノム編集技術を活用して、小型化免疫不全ブタの作出
や免疫不全ブタによるヒトの疾病の診断・治療技術を開発した。さらに性成熟が難しい
血友病モデルブタでは胎子精巣組織を遺伝資源として用い、それを免疫不全マウスに移
植して発生させた精子により後代の生産に成功した。また、ブタ免疫系遺伝子に関する
遺伝子多型と抗病性形質との関連を明らかにし、抗病性 DNA マーカーを開発した。そ
の他、ブタウイルスの新たな増殖・製造方法に応用可能な不死化ブタ腎臓マクロファー
ジ細胞を開発した。 
 

組換え植物やカイコを用いた医薬品・機能性成分等
の有用物質生産系の性能向上と実用化のための技術を
開発するとともに、離島又は中山間モデル地域で、有
用物質を生産するカイコ等の生産を開始する。 
 

遺伝子組換え植物では、高血圧時に特異的な血圧降下作用を示すノボキニンペプチド
を蓄積するイネを開発した。 
 遺伝子組換えカイコでは、抗体タンパク質の安定的生産に成功して、新産業創出を加
速させるとともに、離島や中山間地の生産拠点 5 カ所で養蚕を開始した。 
 

新特性シルク素材や生体物質由来の新機能性素材を
作出するとともに、それらを実用化するための加工技
術や生物多様性に影響を及ぼさない遺伝子組換えカイ
コの飼育・管理技術を開発する。 
さらに、有用物質生産や新機能性新素材の開発に当た
っては、研究成果の普及を図るため、研究開始時に社
会実装を想定した知財戦略を策定し、研究成果を試薬・

新特性シルク素材については、ミノムシシルクが天然繊維で最強とされたクモ糸を凌
ぐ力学特性をもつことを科学的に解明し、民間企業との資金提供型共同研究において生
産技術を開発し、令和 2 年度に商品のプロトタイプを試作した。遺伝子組換えカイコに
ついては、平成 29 年度に世界初となる緑色蛍光遺伝子組換えカイコの養蚕農家での飼
育を実現した。生物多様性に影響を及ぼさない飼育・管理技術を飼育マニュアルの形で
整備し、包括的事業者や養蚕農家への技術移転を行った。このほか、ホーネットシルク
の爪補修材がアンチドーピング機関で認証され、また、ネムリユスリカ由来の培養細胞
を利用したタンパク質の長期保存技術等の成果が得られた。生体物質由来の新機能性素
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製薬企業、製糸業者や繊維業界、化粧品企業等に速や
かに移転する。 
 
 

材については、コラーゲンビトリゲル®を用いた角膜構造を模した培養モデルによる眼
刺激性試験法（Vitrigel-EIT 法）が OECD テストガイドラインに収載された。 

知的財産戦略策定については、基本となる特許を農研機構が押さえ、その周辺技術を
農研機構が単独で開発、もしくは企業と共同開発して共同出願し、遺伝子組換えカイコ
やミノムシ、ビトリゲルの特許網の構築を行った。また、遺伝子組換えカイコではそれ
らの特許を実施許諾して技術を企業に移転した。 

 

 以上のように、社会実装につながる成果に
加え、学術面や実用面で優れた基盤的成果な
どが数多く創出され、中長期計画を上回る成
果が得られたことから A 評定とした。 
 

特に、組換え作物やカイコを用いて医薬品・機能性
成分や新機能性素材等を生産する技術に関しては、臨
床研究や現地実証試験を可能な限り民間事業者を含む
関係機関と連携して実施し、これらの研究成果を民間
事業者等に移転することにより、速やかな産業化を目
指す。 
 

遺伝子組換え作物については、スギ花粉米では、大学病院などの臨床研究をサポート
して着実に社会実装への取組を進めた。ノボキニン蓄積イネでは、民間企業との資金提
供型共同研究を継続した。今後、隔離ほ場栽培でのデータを蓄積して生物多様性影響評
価を行う見込みである。遺伝子組換えカイコについては、民間企業や大学と連携し、60
種類以上の原料タンパク質を作成、精製する技術を確立し、骨粗鬆症や乳がんの診断薬
の開発に成功した。また、タンパク質への糖鎖修飾改変技術、系統流出防止のための不
妊化技術等の成果を創出したほか、ミトコンドリア異常等の病態モデルカイコを開発し
た。スマート養蚕システムの構築に向け、大量飼育装置及び低コスト人工飼料により、
効率的に大量飼育できることを明らかにした。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－９－（３） 農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保 

関連する政策・施策 農林水産研究基本計画 当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 国立研究開発法人農業・食品産業技術研究機構法第 14 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

２．主要な経年データ 

 ①モニタリング指標 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 備考  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

民間企業、公設試等との共同研究数 130 147 234 71 143  予算額（千円） 12,215,166 12,568,399 11,996,187 10,885,850 10,018,752 

シンポジウム・セミナー等開催数 11 17.5* 20 17.5* 3.5*  決算額（千円） 12,279,384 12,452,705 11,723,052 10,259,177  9,246,943 

知的財産許諾数       特許 
              品種 

73 36 34.5 30 36  経常費用（千円） 11,377,160 11,172,554 10,519,790 9,668,238  9,555,141 

25 65 20 32 32  経常利益（千円） △986,982 △166,614    65,196 △152,308   136,952 

技術指導件数 322 226 179 141 159  行政サービス実施コスト（千円） 9,827,413 9,478,323 9,023,452 － － 

新聞、雑誌への記事掲載数 425 447 323 250 239  行政コスト（千円） － － － 11,222,784 10,681,070 

目的基礎研究への研究資源の投入状況         
エフォート 

予算（千円） 

8.0 7.4 4.9 5.0 6.4  
従業人員数（人） 625.1 609.6 606.8 558.0 558.4 

＊端数が生じたのは、Ⅰ-9(4)に跨がるため。 
34,702 37,094 26,795 23,000 39,500  

   
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

○中長期計画の達成に向け、ニーズに即した研究課題の立案が行われているか。 
＜評価指標＞ 
・課題設定において、中長期計画への寄与や、最終ユーザーのニーズが考慮、反映されているか。 
・どのような体制で、どのような検討を行ったか。 
・設定した具体的研究課題 

※ 別表参照 
○社会実装に至る道筋は明確か。 
＜評価指標＞ 
・投入する研究資源に対して、どのような研究成果と効果が期待できるか。 
・期待される研究成果と効果は、ニーズをどのように反映しているか。 
・期待される研究成果と効果に応じた社会実装の道筋 
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○評価結果等を踏まえた研究課題の改善、見直しが行われているか。 
＜評価指標＞ 
・どのような体制で検討を行ったか。 
・評価において受けた指摘事項や、社会的実勢や技術開発動向等に即したニーズの変化等、課題の進行管理において把握した問題点に対する改善や見直し措置 
・改善、見直し措置に伴う、資源の再配分状況 
○成果の移転先と連携し、社会実装に向けた検討と取組が行われているか。 
＜評価指標＞ 
・どのような体制で検討を行ったか。 
・社会実装に向けた研究内容の重点化が行われているか。 
・社会実装に向けて行った具体的検討事項と取組 
○中長期計画達成に向け、ニーズに即した成果が創出され、社会実装に至ったか。 
＜評価指標＞ 
・具体的な研究開発成果とその移転先（見込み含む） 
○目的基礎研究の立案に当たり、将来の研究展開への寄与、法人が実施する必要性について検討されているか。 
＜評価指標＞ 
・法人が実施すべき目的基礎研究について、どのような体制で検討を行ったか。 
・将来の研究展開への寄与、法人が実施する必要性は明確か。 
○目的基礎研究推進において、適切な進行管理が行われているか。 
＜評価指標＞ 
・進行管理において、どのような体制で研究の進捗状況や問題点を把握し、改善策を講じているか。 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

「農林水産研究基本計画」に
即し、農業・農村の所得増大等
に向けて、生産現場等が直面す
る問題を速やかに解決するため
の研究開発を最優先課題と位置
付ける。また、中長期的な戦略
の下で着実に推進するべき研究
開発とともに、以下に示すよう
な研究開発を基本的な方向とし
て、研究開発を計画的かつ体系
的に展開する。 
（３）農産物・食品の高付加価
値化と安全・信頼の確保 
 安全で信頼され付加価値の高
い農産物・食品の安定供給や、
国民の健康長寿に貢献する研究

 農業の成長産業化や農業・農村の所得増大等に向け
て、別添１に示した研究を以下に留意しつつ重点的に推
進する。 
ア 地域の実態や農業者、実需者及び消費者のニーズを

踏まえつつ、公設試、普及組織、行政機関、大学、民
間企業等との連携・協力の下で効率的に推進する。 

イ 研究課題の推進に際しても、研究開発成果の社会実
装の強化を念頭においた取組を行う。 

ウ 農研機構で実施する目的基礎研究については、「農
林水産研究基本計画」における基本的な方向に即しつ
つ、出口を見据えたテーマについて、研究者の新しい
アイディアを活かしながら実施するものであること
を職員に周知させる。研究課題の設定に際しては、農
研機構で実施することの有効性を見極めた上で、短期
的な成果を追求するのではなく、将来のイノベーショ
ンにつながる技術シーズの創出を目指した先駆的研

セグメントⅢにおいては、農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保を目指
し、6 つの大課題研究を推進した。 
大課題 10 果樹・茶生産の生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発 
大課題 11 野菜・花きの高収益生産技術の開発 
大課題 12 食品の栄養・健康機能性利用技術及び次世代加工・流通技術の開発 
大課題 13 生産現場から食卓までの農産物・食品の安全性及び信頼性確保技術の開発 
大課題 14 家畜疾病の診断・予防技術の開発 
大課題 15 病害虫のリスク管理と植物検疫高度化のための研究開発 
 

まずセグメントⅢ全体の評価軸・評価の視点及び評価指標について詳述する。 
【マネジメント】 
○ニーズに即した研究課題の立案について 

全ての中課題において年度当初に中課題検討会（設計検討）を開催し、課題担当者及
び中課題推進責任者等の出席の下で、研究推進担当理事、大課題推進責任者により、ニ
ーズに即した課題立案がなされているか等の確認を行うとともに、中課題ごとに具体的
な「中課題目標」を策定し、中長期計画の達成に向けた年度計画の妥当性を検討した。

＜評定と根拠＞ 
評定：A 
 
根拠： 

研究マネジメントについては、農業・食品分
野における Society5.0 の早期実現に向けて、
毎年度セグメントⅢの配分方針を決め、大課
題推進費の内、理事裁量については、(1) スマ
ートフードチェーン研究、(2) AI、ICT、ビッ
グデータ等の活用研究、(3) 外部資金獲得研
究、(4) 開発技術の知的財産化や資金提供型
共同研究、(5) 地域農研、公立試験研究機関と
の戦略的連携等の強化に向けた研究に配分
し、研究を推進した。理事長裁量経費では九州
沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェ
クト（九沖 SFC プロ）の社会実装を加速した。
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開発 
 これらの研究開発について
は、地域の実態や生産者、消費
者及び実需者のニーズを踏まえ
つつ、公設試、普及組織、行政機
関、大学、民間企業等との連携・
協力の下で効率的に推進すると
ともに、研究開発成果を社会実
装する取組を行う。 
 加えて、こうした基本的な方
向に即して、将来のイノベーシ
ョンにつながる技術シーズの創
出を目指すために重要な出口を
見据えた基礎研究（目的基礎研
究）を適切なマネジメントの下、
着実に推進する。 
 これらのことを実現するた
め、別添１に示した研究開発を
進める。 
 

究としての発展可能性を重視する。また、研究の進行
管理に当たっては、進捗の段階ごとにピアレビューを
行う等により、研究方法の修正や研究課題の中止を適
宜行う仕組みを構築し、着実に推進する。 

 
 

また事業開発室を始め、様々なチャンネルによるニーズの把握を行い、中長期計画に沿
って研究課題に反映させるとともに、公設試験研究機関（公設試）との研究推進会議、
アドバイザリーボード、行政との意見交換会、各種研究会等において生産現場や行政ニ
ーズを把握した。また、理事裁量経費による課題の採択において、中長期計画での位置
づけとニーズ対応を明確化し、重点課題を選定した。具体的には、下記の通りである。 
• 農研機構の育種等も含めた食によるヘルスケア産業創出に関する研究に係る研究戦

略の立案及び統括を担当するヘルスケア創出研究統括監、及び食によるヘルスケア
産業創出に関する大型プロジェクト推進（内閣府 SIP2、PRISM 等）のためのヘル
スケア創出特命プロジェクトを食品研究部門に新設した。また、事業開発室の主導
により令和元年 8 月に京都に開設した NARO 島津食品機能性解析共同研究ラボ
（NARO 島津ラボ）において、セグメントⅡ及び高度解析センターの協力を得て、
農研機構が有する多様な品種（令和元年度 134 品種、令和２年度 88 品種）に含ま
れる機能性成分の定量分析データを蓄積した。 

• 輸出拡大に向けた九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト（九沖 SFC
プロ）では、事業開発室と連携し、農業界・産業界のニーズと農研機構シーズのマ
ッチングによる課題を立案・遂行した。令和 2 年度までに 5 課題の標準作業手順書
（SOP）を作成し、SOP を活用した社会実装を開始した。 

• 研究課題の社会的ニーズへの対応として、「スマート農業を生産現場に導入・実証
するための現地実証」において、果樹（４件）、茶(1 件)、施設野菜（３件）、花き
（２件）のスマート農業の現地実証を行った。また「ブドウ栽培マニュアルプラッ
トフォームの実証に関する資金提供型共同研究」等を実施した。 

• レギュラトリーサイエンスに関する課題については、行政部局との連携の下、「CSF
（豚熱）、ASF（アフリカ豚熱）、高病原性鳥インフルエンザの検査法の開発・改
良」、「ジャガイモシロシストセンチュウ（Gp）の総合管理技術」、「農作物汚染
リスク低減技術」、「農薬等残留リスク評価法」、「リンゴ黒星病殺菌剤耐性菌対
策技術の開発」、「薬剤抵抗性に関する資金提供型共同研究（農薬メーカー3 社）」
等を実施した。 

• 農業情報研究センターと連携し、AI や IoT 等情報科学分野の最新技術を迅速にセグ
メントⅢの研究開発に取り込むため、「生体センサを用いた家畜の疾病・発情・分
娩検知技術」、「イネウンカ類の自動カウントシステムの構築」、「重要病害虫の
早期警戒・診断同定システムの開発」、「農畜産物の香りの見える化技術の開発」、
「鮮度評価や輸送シミュレーションの高度化」、「トマト・パプリカの収量予測」
等を課題化した。 

• 流通加工・機能性研究の社会実装の加速化に向け研究課題の統廃合を実施した。 
• 国産農産物の輸出に向けた研究課題（日本茶の輸出）を強化した。 
 
○社会実装に至る道筋について 

社会実装の受け手を明確化し、事業開発室及びビジネスコーディネーターと連携し
た民間企業との共同研究体制を構築し、資金提供型共同研究等の推進による開発技術

その他の大課題推進費については、大課題推
進責任者の要求に基づき、年度計画への反映、
九沖 SFC プロ・横串プロジェクト等との仕分
け、課題の目標・スペックの明確化、組織目標、
大課題間連携、社会実装、将来展開等を考慮し
て理事が査定した。また、事業開発室やビジネ
スコーディネーターとの連携で民間企業から
の資金提供型研究を多数実施した。また、ヘル
スケア創出研究統括監とヘルスケア創出特命
プロジェクト設置により食によるヘルスケア
産業創出に関する研究を強化するとともに、
島津製作所と NARO 島津共同ラボを開設、セ
グメントⅡ、高度解析センターと連携して機
能性研究を加速した。 

研究開発成果については、付加価値向上に
ついて、施設園芸ではトマト育成品種「鈴玉
(りんぎょく)」と「生育・収量予測ツール」に
より、高品質・高収量(糖度 5 度・55t/10a)を
実現し、さらに本ツールの特許網構築やパプ
リカやキュウリ等への多品目横展開、WAGRI
での API の運用を開始した。茶では抹茶・粉
末茶適性の高い「せいめい」の育成に加え、輸
出免疫対応型の病害虫防除体系、栽培及び加
工に関する標準作業手順書（SOP）の作成・公
開や海外品種登録出願、国際標準化推進室と
の連携による「抹茶の定義」の国際標準化に向
けた主導権の確立等、輸出を視野に入れたチ
ャ「せいめい」のスマートフードチェーン構築
を加速した。果樹では我が国初となる天敵を
主体とするハダニ防除体系を横串プロジェク
トを活用して全国に展開し、普及を加速した。
機能性研究では、機能性表示食品制度(平成 27
年開始)が生鮮食品にも適用されることにな
ったことから、生鮮のヒト介入試験や研究レ
ビュー等を戦略的に推進し、これら成果の活
用により生鮮食品の市場規模が急増する等国
産 農 林 水 産 物 の 高 付 加 価 値 化 に 貢 献 し た 
(104 件の生鮮食品の届出・受理件数のうち
43％に農研機構の成果が活用)。流通・加工技
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の実用化促進、『「知」の集積と活用の場』のプラットフォーム活用による社会実装
を見据えた研究プロジェクトの立ち上げや技術連携先の開拓、求評会やセミナー、現
地実証試験を活用した育成品種の普及拡大、行政部局との連携強化による開発技術の
行政施策への反映など、社会実装に向けた取組を強化した。 

事業開発室と連携し、九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト（九沖
SFC プロ）において、「茶育成新品種「せいめい」の産地形成と高品質・安定供給技
術」、「柿育成品種「太秋」の輸出促進のための食感を維持した長期貯蔵技術」、
「イチゴ育成新品種「恋みのり」の栽培・輸送技術」、「トマト施設園芸栽培の収量
予測」や「青果物の混載輸出技術」等の開発プロジェクトを牽引した。例えばトマト
の「生育・収量予測ツール」では、実証地である熊本県八代市の生産法人で収穫量予
測の精度向上を実証した。また、イチゴ「恋みのり」では、栽培・輸送技術に関わる
標準作業手順書（SOP）を作成し、長崎県産地で採用、栽培面積の拡大に貢献した。 

果樹、茶、野菜、花きにおいては、温暖化対応可能な果樹や、高品質で病害虫抵抗
性の高い野菜・茶、新規形質を有する花きなどのニーズに即した品種等を開発し、市
場関係者、生産者、種苗業者、消費者とのマッチングミーティング等を通じて生産現
場への普及を図った。 

平成 27 年に開始された機能性表示食品制度に対応し、生鮮食品の機能性表示食品の
市場規模の拡大に向け機能性関連論文の研究レビューの公開やヒト介入試験等を実施
した。これらの成果は事業者による消費者庁への届出に活用された。 

農産物及び食品の付加価値向上の取り組みでは、ICT によるトマト等の生育・収量
予測技術、非破壊による品質の迅速評価技術、LED によるブドウの発色促進技術、ミ
ニマムヒーティング等による新規加工殺菌技術、米粉 100%パン製造技術、J チーズス
ターター等の技術開発を推進した。 

安全・信頼の確保では、家畜疾病、無機ヒ素等重金属、病害虫防除、遺伝子組換え
農産物検知、品種判別等について信頼性の高い迅速分析法の開発を推進した。 

レギュラトリーサイエンスに関する課題については、関係省庁や行政機関との連携
の下、社会ニーズや行政ニーズに即した課題内容とアウトプットの目標を設定し、行
政施策への反映により社会実装を進めた。 
 
○評価結果等を踏まえた研究課題の改善、見直しについて 

セグメント研究推進担当理事、大課題推進責任者（PD）による長期的な視点に立っ
た基礎的な研究、機構の重点課題を踏まえたスマートフードチェーン研究（スマート育
種、スマート栽培、スマート流通加工）、科学的根拠に基づくレギュラトリーサイエン
ス研究、農業基盤技術、AI、ICT 等の先端基盤技術に関連する課題に理事裁量等の予算
を重点配分した。 

重点課題であるスマートフードチェーン構築の加速化に向け、大課題 12 で中課題を
統合し、加工流通に係る研究の強化と健康機能性を有する農産物・食品に係る研究課題
間の連携を強化した。また、前年度の評価結果を踏まえた課題の見直しや小課題の統合

術では、米粉 100％パンの新たな製造技術、ブ
ドウ発色促進技術等をメーカーに技術移転す
るとともに、ミニマムヒーティングによる画
期的な短時間殺菌技術を新たに開発した。ま
た計測技術として、ナシの熟度、トマトリコペ
ン等の迅速計測技術、ヒト胃シミュレーター、
刺激性 AGEs 測定キット等を実用化した。ま
た、安全・信頼の確保について、除草剤、遺伝
子組換え（GM）作物、家畜疾病、病害虫等多
様なリスク要因の迅速診断法開発やツマジロ
クサヨトウ、ジャガイモシロシストセンチュ
ウ、高病原性鳥インフルエンザ、CSF（豚熱）、
ASF（アフリカ豚熱）等我が国の植物防疫や国
際重要伝染病の緊急的な行政課題に対して機
動的に対応し、解決する等国内の食の安全と
信頼の確保に大きく貢献した。開発した 3 種
類の遺伝子組換え作物検知法のうち、グルー
プ検査法については国際標準化推進室と ISO
規格化に向けた活動を展開し、令和３年度中
の ISO 規格化に目処を付けた。コメ中のヒ素
低減に関する成果については農林水産省の手
引きに掲載され、公設試験研究機関との共同
により省力的技術体系を確立・普及した。平成
30 年度のカナダでの未承認 GM 小麦発見に
際しては、流通停止となった在庫（約 65 万 t）
のカナダ産小麦について遺伝子組換え小麦の
混入がないことを確認し、迅速な販売開始に
より我が国の食料安全保障に貢献した。 

研究成果の最大化に向けた社会実装の取組
については、輸出拡大や地方創生に貢献する
ため九沖 SFC プロを立ち上げ、事業開発室、
九州沖縄農業研究センター、大課題間等の連
携により現場ニーズと機構シーズのマッチン
グによる課題化と社会実装の加速に向けた進
捗管理を行った。その結果、カンショ、イチゴ
「恋みのり」、チャ「せいめい」等については
標準作業手順書（SOP）を作成し、SOP をベ
ースにした現地実装を推進し、栽培面積（「恋
みのり」:長崎県 2018 年比 2.4 倍の 56ha（2019
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を毎年度実施し、資源配分の効率化を進めた。また、セグメントⅢ連絡会（1 回/月）を
開催し、課題の進捗確認と見直しを行った。 

緊急課題（テンサイシストセンチュウ、ネギネクロバネキノコバエ、ツマジロクサヨ
トウ等の国内初発生）には、大課題全体での課題・エフォートの調整に加えて、横串プ
ロジェクト・セグメント間・大課題間連携により実施体制を構築して研究を遂行した。 

平成 30 年度の評価委員指摘に従い、育種研究の中長期ロードマップを果樹、茶、野
菜、花き分野について作成し、農研機構全体での今後の研究方向及び民間企業を含めた
他機関との分担・協力関係を整理した。 

平成 30 年度の評価委員のコメントを受け、栄養面を考慮した健康寿命延伸に向けた
取組を強化するため、国立医薬基盤・健康・栄養研究所との共同プロジェクト提案の検
討を開始した。 

令和元年度の評価委員の指摘に従い、令和 2 年度はフードチェーンの全体最適化の研
究視点を強化した。 
 
○社会実装に向けた検討と取組について 

育成品種や栽培技術の社会実装においては、セミナー、講演会、現地実証等の機会を
活用し、生産者、種苗業者、苗木業者、消費者、加工業者等との連携を進めた。 

各種病害虫検出・同定技術や家畜病害の検査法の開発においては、研究成果の実装先
である利用主体となる植物防疫所、都道府県病害虫防除所、公設試験研究機関（公設試）、
種苗メーカー、種苗管理センター、都道府県の家畜保健衛生所等と開発段階から連携し、
速やかな実装を図った。 

九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト（九沖 SFC プロ）では事業化
に向けた具体的な課題として 10 課題（令和 2 年度に新規２課題を追加）を選定し、事
業化戦略会議などの取組により研究成果を社会実装につなげる活動を強化した。 

特にトマトの施設栽培においては、糖度 5 度の高品質と 55t/10a の高収量を実現する
技術を開発するとともに、生育・収量予測ツールを核とする計 15 の関連プログラム群
で知的財産部との連携の下、特許網を構築するとともに労働生産性向上に寄与する作業
管理システムとして市販化（令和 2 年 9 月）した。さらに、九沖 SFC プロ及びスマー
ト農業実証プロジェクト、資金提供型共同研究の枠組みの中で事業開発室と連携し、予
測精度の向上とパプリカ、キュウリ等の品目拡大（横展開）を図った。 

コメ中ヒ素簡易分析法に関してはマニュアルを平成 30 年度に作成し、講習会等を通
じて公設試や普及指導機関の指導に活用した。カドミウム低吸収品種とヒ素低減水管理
の組み合わせについて、地域農業研究センターでの栽培試験や、農業生産法人との共同
研究を行い、現地での栽培実証試験を推進した。 
 
○ニーズに即した成果の創出、社会実装について 

九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト（九沖 SFC プロ）では、事業
開発室との連携により、輸送中のカンショ腐敗防止方策、イチゴ「恋みのり」栽培技術
について標準作業手順書（SOP）を作成するとともに SOP による産地での普及展開を

年））・輸出金額（カンショ：2018 年比 22.3％
増の 17 億円（2019 年））の拡大に貢献した。
また、ダイコン「令白」、ブドウ「グロースク
ローネ」等の品種登録出願、野菜の生育・収量
予測ツールや口蹄疫簡易迅速キットに関する
特許出願等、育成した品種及び開発した技術
を数多く知的財産化するとともに(5 年間で品
種 138 件、特許 364 件出願)、政府が主導する
大型プロジェクト(内閣府ムーンショット)に
ついては、3D-AI シェフマシンに係るアイデ
ィアや商標を交付金を活用し提案段階からい
ち早く特許申請する等戦略的な知的財産の確
保に努めた。 

以上のように、中長期計画を高いレベルで
達成するとともに、社会実装や輸出に向けた
成果が数多く得られ、緊急対応を含め行政の
リスク管理へ大きく貢献し、国際標準化活動
にも積極的に取り組むなど、中長期計画に比
して想定以上の進捗が認められることから評
定を「A」とした。 
 
＜課題と対応＞ 

高付加価値化研究では、ステークホルダー
の明確化とスマート育種、スマート流通加工
の最先端の研究開発を加速化する。要素技術
のパッケージ化と機構内外連携によるシー
ズ・ニーズのマッチング等による全体最適化
を行う。 

安全信頼の確保研究では、科学的知見に基
づいた行政の施策決定や輸出の観点からレギ
ュラトリー・リサーチは今後も不可欠であり、
行政と密接に連携し、優先すべきリスク要因
を明確にした上で課題を立案する。 

共通基盤では、スマートフードチェーン全
体やレギュラトリー・リサーチの見える化を
加速するため、非接触センサや AI 技術などを
利用したデータ駆動型計測・センシング研究
を重点的に推進する。 
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加速した。 
果樹については、平成 29 年度にリンゴ「錦秋」、「紅みのり」、カンキツ「あすき」、

ブドウ「グロースクローネ」及びスモモ「ハニービート」、令和元年度にモモ「ひめま
るこ」を育成し、それぞれ苗木の生産・販売を開始した。また、ブドウ・リンゴの収穫
後果実着色装置及びカンキツ S・マルチを開発し、各 1 件を実施許諾した。茶について
は、平成 28 年度に国内外で需要が増加している抹茶・粉茶に適したチャ「せいめい」
を育成し、5 か国に品種登録出願した。全国で令和 2 年度には約 30ha に普及し、令和
７年度には 100ha を超える見込みである。 

天敵を組み合わせて利用するハダニ防除技術は、当初目標の 10 県を上回る果樹産地
で普及した。天敵製剤販売量による令和２年度の推定普及面積は 85ha である。令和 2
年度には事業開発室との連携により標準作業手順書（SOP）を作成した。 

育成品種の権利侵害対策では、種苗管理センターと共同でカンキツ、ブドウ等 4 品目
の果樹及び茶の品種識別技術を確立し、マニュアルを作成するとともに、種苗管理セン
ターで業務実施可能な体制を構築した。 

施設園芸では、開発した「生育・収量予測ツール」の農業データ連携基盤（WAGRI）
対応 API を開発し、施設生産における諸課題のトータルソリューションの体制を構築
した。また、微小害虫の侵入を抑制する新防虫ネット「虫バリア」を開発し、市販化し
た。また、平成 28 年度育成イチゴ「恋みのり」は、北部九州を中心に約 150 ha（令和
２年度）に普及した。国内での実用化を図るため雌性雄性を不稔化した青いキクの開発
に成功し、連携する民間企業では海外での実用化に向けて試作を開始した。 

食品の機能性利用技術及び加工・流通技術の開発では、生鮮品のウンシュウミカン、
ホウレンソウ（宮城県、平成 31 年 1 月公開）及びリンゴで 2 例目の「王林」（青森県、
令和元年 9 月公開）に加え、加工品として緑茶、リンゴ加工品（長野県、令和元年 6 月
公開）、食用へちま真空パック（令和３年３月受理）及び伝統発酵食品である野沢菜漬
けと納豆（令和３年届出見込み）の機能性表示食品届出を成分分析や書類作成等で支援
し、一部は機能性表示食品として販売に至った。また、生鮮食品の機能性表示届出 104
件のうちの 43％に農研機構の機能性研究論文レビュー結果が活用された。米粉 100%
パン製造技術は事業者への技術移転によりホームベーカリーが市販化（平成 29 年度）
され、さらに小規模パン製造者への技術移転（平成 30 年 11 月特許実施許諾）にも成功
し、小規模パン製造者からネット通販で販売が開始（令和元年 12 月）されたほか、酒
米粉による甘味料製造技術がパン作りに活用された。海外輸出に必要な長期保存に対応
できる殺菌装置（令和元年に特許実施許諾）の実証試験用試作機が令和元年度末に完成
し、水産練り製品以外の食品（畜肉加工品、果実）にも適用可能であることを確認した。 

農産物・食品の安全性及び信頼性確保技術開発では、DNA 断片化指標測定法の動物
用キットが発売された。また、同技術を応用した「食品中の異物の同定及び混入時期の
判定方法」について特許の実施許諾を行い、民間検査会社での受託分析に活用される見
込みである。さらに「分子数規定 DNA 標準プレート」にかかる 2 件の特許について実
施許諾を行い、許諾先企業が、COVID-19 の原因となる新型コロナウイルスの PCR 検
査も対象に含まれる「DNA 標準プレート」を発売した。このほか、平成 30 年度のカ

高度な分析・解析技術については、国の研究
機関として最先端技術を開発・維持するため、
高付加価値化研究、レギュラトリー・リサーチ
をはじめ、国として最優先で取り組むべき課
題を明確化し、それに必要な高度な分析・解析
を行うための最先端技術を開発する。 
 チームでの研究を基本に、基礎研究と応用
研究、個人とチーム等バランスを考慮した研
究課題の立案を行う。 
 
 



85 
 

ナダでの未承認 GM 小麦発見に際し、農林水産省からの緊急要請に対応し、流通停止
となった在庫のカナダ産小麦 38 万トン及び 27 万トンについて遺伝子組換え小麦の混
入が無いことを確認し、迅速な販売再開に貢献、混乱を未然に防いだ。 

家畜疾病対策技術では、アフリカ豚熱（ASF）、豚熱（CSF）について国と連携して
診断試薬を都道府県検査機関に配布し、高病原性鳥インフルエンザの改良検査法はマニ
ュアルを改訂して国から通知した。また、口蹄疫迅速検査法やヨーネ病スクリーニング
遺伝子検査法については民間企業と連携してキット化・市販化され、薬事承認取得後、
国の指針に収載して都道府県で活用された。 

病害虫リスク管理技術では、ジャガイモやせいもウイロイド等ポスピウイロイドの検
出・同定技術が植物防疫所で採用されており、輸出入検疫における検査、国内の根絶事
業で利用されている他、種苗メーカー・検査会社が事業で利用する見込みである。また、
イネウンカ類の薬剤感受性検定のための和文･英文マニュアルは九州地域を中心に公設
試験研究機関で利用されており、主要な飛来源であるベトナムの植物保護研究所にも普
及の見込みである。ジャガイモシロシストセンチュウについては令和元年度に高効率・
高精度の検出・同定技術（マルチプレックス PCR 法）を、令和 2 年度にほ場レベルで
の簡易診断技術（LAMP 法）を開発した。テンサイシストセンチュウ・ジャガイモシロ
シストセンチュウに対して開発された土壌消毒法・対抗植物等の防除対策技術は、植物
防疫所・病害虫防除所により北海道及び長野県の発生地で緊急防除に利用され、線虫密
度の低減などに効果を発揮した。 

 
○目的基礎研究の立案・進行管理について 

運営費交付金による目的基礎研究には、理事長裁量型と研究センター長等裁量型の２
類型を設定し、平成 30 年度までに延べ 98 課題を実施した。運営費交付金による目的
基礎研究課題は、機構内で応募された課題から、①方向性（出口を見据えた課題である
か）、②発展可能性（将来、中長期計画の推進や策定に活用できるか）、③先行性・新
規性・独創性、④計画妥当性、⑤準備状況・実績、⑥担当中課題推進への影響（目的基
礎研究を実施することにより、中長期計画の担当中課題の目標達成に必要なエフォート
の確保が困難とならないか）の視点から審査して採択した。令和元年度からは、交付金
による目的基礎研究は「NARO イノベーション創造プログラム(N.I.P.)」として延べ 14
課題を実施した（I-1(1)アに記載）。令和 2 年度には、動物用ワクチンに関する課題、
ヘルスケアに関する課題など７課題を実施した。外部資金による目的基礎研究課題につ
いては、令和２年度までに延べ３課題を目的基礎研究課題とした。令和２年度までに投
じたエフォートと予算の合計はそれぞれ 31.7 人（H28 年度 8.0 人、H29 年度 7.4 人、
H30 年度 4.9 人、R1 年度 5.0 人、R2 年度 6.4 人）、161,091 千円（H28 年度 34,702 千
円、H29 年度 37,094 千円、H30 年度 26,795 千円、R1 年度 23,000 千円、R2 年度 39,500
千円）である。以上の点から、目的基礎研究の立案に当たり、将来の研究展開への寄与、
法人が実施する必要性について適切なマネジメントの下、次期中長期計画を含め、将来
のイノベーションにつながる技術シーズの創出ができた。 
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【別添１】研究開発の重点化方
向と成果の社会実装 
令和 2 年度末までに以下の研究
開発等を行う。 
３ 農産物・食品の高付加価値化
と安全・信頼の確保 
＜安全で信頼され付加価値の高
い農産物・食品の安定供給や、
国民の健康長寿に貢献する研究
開発＞ 
（６）園芸作物の次世代型生産・
流通・加工技術体系の確立 

国内外での需要の拡大を図る
ため、消費者や実需者のニーズ
に対応した品種の育成と、品種
特性に応じてきめ細やかな品質
管理を可能とする生産・加工技
術等の開発が求められている。
また、農業従事者の減少・高齢
化がさらに深刻化すると予想さ
れる中、園芸農業を維持できる
ようにするためには、規模拡大
を図り、省力化を実現する生産
技術の開発が必要である。さら
に、エネルギーコストの増加が
経営を圧迫する中、高温・多湿
な我が国の気候に対応しつつ省
エネ・省力・高収量を一体的に
実現する生産システムの確立が
必要である。 

このため、加工・業務用需要
に適した品種、健康機能成分に
富んだ品種、温暖化の進行に備
えた品種、良日持ち性や病害虫
抵抗性の品種等を育成するとと
もに、品種特性に応じた高品質
安定生産・加工技術等を開発す
る。野菜・花きについては、民間
企業や都道府県の育種を下支え

【別添 1】研究開発の重点化方向と成果の社会実装 
令和 2 年度末までに以下の研究業務を行う。 
３ 農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保 
（10）果樹・茶生産の生産性向上技術及び高付加価値化
技術の開発 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【実績】 
（10）果樹・茶生産の生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発 
 

大課題 10 では、カットフルーツに適したカンキツ「あすき」、温暖化条件でも安定
して着色する良食味の早生リンゴ「紅みのり」、中生リンゴ「錦秋」及び極大粒のブド
ウ「グロースクローネ」、また、低温要求性の低いモモ「さくひめ」、極早生で食味良
好な白肉のモモ「ひめまるこ」、酸味が少なく糖度が高いスモモ「ハニービート」、自
家和合性で果実が大きくヤニ果が少ないウメ「麗和」及び「和郷」、易渋皮剥皮性のニ
ホングリ新品種「ぽろすけ」、香気に特徴のあるチャ「きよか」、新たな機能性成分を
高含有するチャ「MK5601」及び耐病害虫性に優れるチャ中性品種「かなえまる」、イ
チジク株枯れ病抵抗性台木「励広台 1 号」を育成した。育種を支援するゲノム研究とし
て、リンゴの斑点落葉病抵抗性等果樹の 5 つの有用形質に関わる高精度 DNA マーカ
ーを開発するとともに、世界で初めてリンゴのゲノム編集技術に成功した。育種素材開
発として、近交弱勢の打破により収量性を上げて生産コスト低減に寄与する甘ガキ、低
温要求量が少なく着花の安定化に貢献するナシ及び香りに優れるリンゴの育種素材を
それぞれ選抜した。抹茶・粉末茶に適した茶品種「せいめい」の栽培法と製茶法につい
て標準作業手順書（SOP）を作成するとともに、事業開発室と連携した九州沖縄経済圏
スマートフードチェーンプロジェクト（九沖 SFC プロ）の活動として鹿児島県で重点
的に普及に取り組んだ。 

加工専用カンキツを対象とした化学農薬半減に加えて摘果の労働時間を 4 割削減す
る技術を確立するとともに、加工用リンゴを対象として省力樹形と摘果剤等の利用によ
り、労働時間を生食用慣行の 1/3 とする技術を開発した。ニホンナシ等における機械化
栽培に適した樹形と整枝法を開発した。硬肉モモ果実の軟化技術を開発した。カキわい
性台木の早期育苗技術と樹上脱渋法を開発した。チャでは肥料成分の動態解明により、
茶園施肥量削減指針を新たに策定した。 

薬剤抵抗性が問題となっている果樹ハダニ類の対策としてリンゴ・オウトウ・ナシ・
施設ブドウ・施設ミカンに適用できる＜ｗ天敵＞防除体系を開発し、SOP を作成する
とともに全国的な実証試験の展開により普及を促進した。ウメ茶かす症の原因ウイルス
を同定し、主産県において健全苗木の供給体制の稼働に貢献した。カキの枝幹害虫フタ
モンマダラメイガの効率的防除技術を計画の 1 年前倒しで確立し、2 つのカキ主産県
で防除指針に採用された。10 種以上のチャ病害虫の個別的管理技術を体系化した総合
的病害虫管理体系（IPM モデル）を策定した。 

以上に加えて、リンゴ産地で大きな問題となっているリンゴ黒星病の耐性菌を高精度
で検出する技術を緊急対応で開発した。品種の海外不正流出による侵害の対策としてリ
ンゴ、カンキツ、ブドウ及びチャについて DNA 鑑定技術を開発した。国際規格化の取
組として、技術レ ポ ー ト 「 抹 茶 の 定 義 」 を ISO/TC34/SC8（国際標準化機
構／食品専門委員会／茶分科委員会）に提案し、知的財産部との連携により標準化の協

 
 
 
評定：A 
 
根拠： 

カンキツ、リンゴ、モモ、ブドウ及び茶にお
いて、今期目標とした加工適性、気候変動適
応、新規な香り等の特性を持つ品種をそれぞ
れ育成した。抹茶適性が高く輸出拡大が期待
される茶新品種「せいめい」は標準作業手順書
（SOP）の作成と現地実証試験、さらに事業
開発室との連携による九州沖縄経済圏スマー
トフードチェーンプロジェクト（九沖 SFC プ
ロ）の取組により普及が進み、令和 2 年度の
栽培面積が約 30ha となった。品種育成を唯
一達成できなかった、高温下で浮き皮しない
カンキツ品種の育成については、実用的な意
義がより大きなミカンタイプに対象系統を変
更して平成 30 年度から特性評価に着手し
た。 

カンキツとリンゴで計画した加工向け栽培
における画期的な省力生産技術や農薬削減栽
培技術開発については、数値目標を全て達成
した。カキの樹上脱渋については計画を前倒
しして技術を確立した。 

病害虫防除については、ウメ茶かす病の病
原ウイルスを究明し、実用的な防除技術確立
に目途をつけた。カキの枝幹害虫フタモンマ
ダラメイガの効率的防除技術を確立し、2 つの
カキ主産県で防除指針に採用された。チャで
は、10 種以上の病害虫を対象とする新たな総
合的病害虫管理体系（IPM モデル）を策定し
た。 

ゲノム研究において、果樹の 5 つの有用形
質に関わる高精度 DNA マーカーを開発す
るとともに、世界で初めてリンゴのゲノム編
集技術に成功した。 
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するための先導的品種・中間母
本を育成する。また、施設園芸
においては、省エネ・高品質・高
収量を一体的に実現するため、
施設栽培環境に適した品種と高
度環境制御や地中熱等を利用し
た生産システムを確立する。さ
らに、果樹・茶については、香り
等新たな価値を有する果実を生
み出すための育種素材や新たな
作業機械等の活用による省力
化・軽労化技術等を開発する。
特に、加工用リンゴ栽培につい
ては、省力樹形と摘果剤等の活
用により、労働時間を生食用慣
行の 1/3 に削減する。日持ちが
短く問題となっている花きの品
目については、良日持ち性品種
と品質保持期間延長技術により
切り花の品質保持期間を現状の
２倍に延長する技術を開発す
る。 
さらに、選抜段階から実需者の
意見を取り入れたマーケットイ
ン型育種と生産者・普及組織・
公設試等との連携に基づいた現
地実証試験等を実施するととも
に、必要に応じて母樹の増殖を
行い、新品種の速やかな普及を
目指す。また、栽培・加工技術に
ついても地域農業研究センター
のハブ機能等を活用することに
より、生産者、加工業者等の技
術のユーザーの意見を取り入れ
ながら、技術の実用性の確保、
現地実証試験等を適切に行い、
迅速な技術移転を図る。 

 

議を前進させた。これまでの茶に関する ISO 国際標準化の活動が評価され、産業標準
化表彰の経済産業大臣賞を受賞した。 
 

遺伝資源研究として、低温要求性の低いナ
シ及びヘテロ度が高く安定生産可能な甘ガキ
といった生産コスト低減に寄与する育種素材
に加え、香りに優れるリンゴといった新たな
消費喚起に繋がる育種素材を開発した。 

以上に加えて、リンゴ産地で大きな問題と
なっているリンゴ黒星病の耐性菌を高精度で
検出する技術を緊急対応で開発した。果樹対
象としては日本初となる天敵の効果増強を基
軸とするハダニの防除技術体系（＜w 天＞防
除体系）を開発し、マニュアル作成、SOP 執
筆と全国的な実証試験の展開により普及を促
進した。品種の海外不正流出による侵害の対
策として ４品目の DNA 品種識別技術を開
発し、育成者権の強化につながった。抹茶の国
際規格化の取組として、技術レ ポ ー ト 
「 抹 茶 の 定 義 」 を ISO/TC34/SC8（国
際標準化機構／食品専門委員会／茶分科委員
会）に提案し、標準化の協議を前進させた。こ
れまでの茶に関する ISO 国際標準化の活動が
評価され、産業標準化表彰の経済産業大臣賞
を受賞した。 

以上のように、国産果実・茶の生産に寄与す
る顕著な成果の創出ができたことから、A 評
定とした。 
 

カンキツについては、平均気温が２℃以上上昇しても
品質低下の影響を 1/2 以下に抑えられる品種やカット
フルーツに適した液だれ性の低い品種を育成するとと
もに、加工専用園を対象とした化学農薬使用の半減技術
やハダニ等の効果的防除技術、酵素剥皮技術等を開発す
る。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

平均気温が２℃以上上昇しても品質低下の影響を 1/2 以下に抑えられる品種候補と
した、浮皮しないカンキツ口之津 52 号は、系統適応性検定試験において果皮障害の多
発等から普及性がないと評価されたため、本中長期目標期間中の品種登録に至らなかっ
た。現在、新たに選抜したミカンタイプのカンキツ 2 系統について品種登録に向けた評
価を継続中である。また、カットフルーツに適して液だれ性の低い品種としてカンキツ
「あすき」を品種登録出願するとともに、種苗業者に供給する穂木を初配布した令和元
年度（1ｋｇ）に比べて 2 倍以上採取できるように種苗管理センターにおいても母樹を
育成して普及促進体制を整え、中長期目標を達成した。 

カンキツの病害虫防除技術では、「かんきつ中間母本農 6 号」の加工専用園において
メチダチオン乳剤併用により化学農薬散布回数を半減できることを実証するとともに、
労働時間を 4 割削減した栽培体系を確立した。また、イオウ・銅水和剤等と土着天敵を
保護強化する下草維持管理を組み合わせて、年間の殺ダニ剤散布 1 回でハダニ密度をメ
ス成虫１頭／葉以下に抑制できる防除技術を開発した。 

酵素剥皮技術については、ウンシュウミカンの瓶詰における酵素剥皮後の酵素残存に
よる果肉の実崩れを改善する技術を開発した。 

これらに加え、排水性の低い平坦地でも高糖度果実生産が可能となる遮水シート埋設
とマルチ栽培を組み合わせた新栽培技術の特許出願、カンキツ「はるみ」の摘果基準を
示す簡易摘果判別器具の実用新案登録、β‐クリプトキサンチン含量保証に役立つ可
視・近赤外分光法による非破壊計測法の開発等を行い、今中長期目標を概ね達成した。 
 

リンゴ等の寒冷地果樹については、安定して着色する
早生又は中生のリンゴ品種の育成及び香り等の優れた
リンゴ育種素材の開発を行うとともに、加工用リンゴを
対象に省力樹形と摘果剤等の活用により労働時間を生
食用慣行の 1/3 に削減する技術や土着天敵を活用した
ハダニ等病害虫の効果的防除技術を開発する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

安定して着色する良食味のリンゴとして、早生の「紅みのり」（べにみのり）と中生
の「錦秋」（きんしゅう）を育成した。リンゴの香りに関して、果実内生香気組成の 2-
methylbutyl acetate、pentyl acetate、hexyl acetate, isobutanol, 5-hexenol の含量を予測
可能な 6 種の DNA(SNP)マーカーを開発し、6 種すべてについて優れた遺伝子型を有
していた 1 系統を、香りに優れる育種素材 7-3888 として選抜した。加工用リンゴの栽
培技術としては、カラムナータイプの斜立仕立て、計画的な隔年結果及び収穫補助装置
を組み合わせ、年間労働時間を生食用慣行の 1/3 に削減できる手法として公表した。土
着天敵を活用したハダニ等病害虫の効果的防除技術に関しては、黒星病対策も組み込
み、下草管理を基本とするリンゴの防除技術方法としてマニュアル化した。これらに加
え、単為結実性リンゴ品種を活用し、開花時期に網掛けをして訪花昆虫による受粉を防
ぐとともに、無摘果栽培により、収量が慣行の４倍以上で毎年安定して収穫可能な栽培
方法も開発した。黒星病菌においては、DMI 剤耐性に密接に関わる遺伝子変異を明ら
かにし、アリル特異的 PCR 法や LAMP-FLP 法による正確かつ効率的な薬剤耐性菌の
遺伝子診断技術を開発した。 
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ニホンナシ、クリ及び核果類については、低温要求性
の低いモモ等を育成するとともに、ニホンナシ等の機械
化栽培に適した整枝法やウメ茶かす症等の効果的防除
技術、モモ果実の軟化制御技術を開発する。 

 
 
 
 
 
 

 

低温要求性の低いモモ新品種「さくひめ」、易渋皮剥皮性のニホングリ新品種「ぽろ
すけ」、酸味が少なく糖度が高いスモモ「ハニービート」、収穫期間拡大と高単価が期
待される極早生で食味良好な白肉のモモ「ひめまるこ」、自家和合性で果実が大きくヤ
ニ果が少ないウメ「麗和」と「和郷」を育成した。「ひめまるこ」及び「ぽろすけ」を
利用した易剥皮性クリ植栽方法については標準作業手順書（SOP）を作成した。公設試
験研究機関とともにカンキツ、リンゴ、ニホンナシ、セイヨウナシ、ブドウ、カキ、モ
モ、オウトウ、クリの省力樹形の開発・評価を進め、開発した果樹の省力樹形が農林水
産省持続的生産強化対策事業のメニューに採用された。事業採択要件に合致する情報を
含む栽培事例集を公開した。硬肉モモの硬度を温度管理により制御する技術等を開発
し、特許 2 件を出願した。また、硬肉モモを効率的に選抜可能な DNA マーカーを開発
し、硬肉モモ 2 系統の地域適応性評価を開始した。ウメ茶がす症の原因と推定されるウ
イルス 2 種を特定して種子伝染性がないことを確認した。これらの成果に基づき、和歌
山県ではウイルス検定機関が稼働し、苗木業者の母樹検定及び健全穂木の配布が開始さ
れた。薬剤抵抗性の発達が問題となっている果樹ハダニ類の対策として＜ｗ天敵＞防除
体系を開発し、実証試験を積み重ねて SOP を作成した。また、横串プロジェクトと連
携し、ｗ天敵防除体系の周辺技術を開発した。さらに、ニホンナシの「あきづき」及び
「王秋」の果肉障害の対策技術を開発し、技術情報として公開した。 

 
ブドウ及びカキについては、黄緑色又は安定して着色

するブドウ品種を育成するほか、カキにおいて、わい性
台木の早期育苗技術や樹上脱渋法を開発するとともに、
枝幹害虫に対する効率的な防除技術を開発する。 

 
 
 
 

 

カキについては、わい性台木「豊楽台」のさし木や接ぎ木条件などを明らかにし、早
期育苗技術を開発するとともに、カキ樹上脱渋法を開発し、知的財産化及び市販化を行
った。本技術は育成品種「太天」等での普及が期待される。また、枝幹害虫フタモンマ
ダラメイガに対する効率的な防除技術を開発し、カキ産地である２県の防除指針として
採用されたほか、カキわい性台木と摘らい剤を利用した省力栽培技術を開発した。さら
に、非完全甘ガキを正確に判別することができる新規甘渋性識別マーカーを開発して特
許出願した。 

ブドウについては、安定して着色する極大粒のブドウ品種「グロースクローネ」を育
成した。｢シャインマスカット」の奇形葉の発症程度とウイルスの関係を明らかにし、
関係機関に技術情報を提供するとともに、関与が示唆されている「ブドウファバウイル
スの検出法」を開発し、特許出願した。また、収穫後ブドウの着色改善技術を開発し、
特許取得して許諾 1 件を得た。気象 ICT を活用したブドウの栽培管理支援技術の開発
では、宮城県での現地実証圃の ICT データから「シャインマスカット」の開花予測を
検証した。この成果は、事業開発室と連携して取り組む NTT 東日本からの資金提供に
よる「シャインマスカット」加温栽培電子マニュアルプラットフォーム実証の基盤的な
技術として活用が可能である。 
 

また、画期的な果樹品種の効率的育成に向けて、リン
ゴの斑点落葉病抵抗性等の高精度 DNA マーカーを開発
するほか、複数遺伝子に支配される果実形質に優れる個
体の効率的選抜技術やナシ等で生産コストを低減可能

リンゴの斑点落葉病抵抗性、リンゴの果肉褐変、カンキツの雄性不稔性、カンキツの
単胚性と多胚性の識別、クリの渋皮剥皮性に関する 5 つの DNA マーカーを開発し、４
形質の DNA マーカーが育種事業で利用されている。ニホンナシ及びカンキツのゲノミ
ックセレクションやゲノムワイド連関解析手法を開発し、ゲノミックセレクションモデ
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な品種の育成に利用可能な育種素材を開発する。 
 
 
 
 
 
 
 

ルで主要な形質について予測可能なことを示すとともに、リンゴのハプロタイプ家系解
析による蜜入りや低粉質化の染色体領域を解明した。低温要求性の低いナシ育種素材及
びヘテロ度が高く安定生産可能なカキ育種素材を選抜した。イチジクでは難防除病害の
株枯病抵抗性台木を品種登録出願した。世界で初めてリンゴゲノム編集技術に成功する
とともに、リンゴ・ブドウ・カンキツ・茶の品種識別技術を開発し、マニュアルを作成
した。またウンシュウミカンの両親の解明や、シャインマスカットのゲノム解読などの
優れた研究成果を得た。 
 

茶については、海外需要の高い抹茶・粉末茶に対応す
る品種の育成や機能性成分を多く含む系統の開発、品種
特性に応じた栽培体系の確立、加工技術の開発、品質評
価法の開発、機能性成分の解明を行うほか、肥料成分の
動態解明による省資源茶園管理技術及び多揉捻による
高品質製茶法を開発するとともに、病害虫の生態解明等
に基づく高度発生予察法を利用した IPM モデルを確立
する。 

 
 

 

国内外で需要が増加している抹茶及び粉末茶に適したやや早生の新品種「せいめい」
を品種登録出願し、登録された。その普及促進のため、栽培法と製茶法の標準作業手順
書（SOP）を作成した。また、新たな機能性成分を高含有するチャ「MK5601」を育成
するとともに、その機能性に関する特許を出願した。品質評価法として、発酵茶や山間
地で栽培された緑茶、被覆栽培された緑茶の香気成分の特徴と解析法をまとめて公表し
た。茶園土壌におけるリン酸・カリウムの適正水準を明らかにするとともに、蓄積茶園
における施肥量削減指針を策定し、あわせて茶園用車速連動肥料散布ユニットを搭載し
たロボット茶園管理機による現地実証試験を開始した。多揉捻法を用いた製茶システム
の製茶条件を明らかし、製品歩留まりが最大で 2 割程度向上することも明らかにした。
10 種以上のチャ病害虫の個別的管理技術を体系化した新たなチャの総合的病害虫管理
体系（IPM モデル）を策定した。本モデルは、米国向けの一番茶・二番茶（煎茶）輸出
にも対応できる。 
 

さらに、果樹では、普及性の高い品種を育成するため、
全国の公設試と連携した系統適応性検定試験及び流通・
小売業者や消費者による求評会を実施するとともに、カ
ンキツ新品種の速やかな普及に向けて、種苗業者への穂
木の供給量を倍増させる。 
 
 
 
 

育成品種であるモモ「さくひめ」、ニホングリ「ぽろすけ」、リンゴ「錦秋」「紅み
のり」、ブドウ「グロースクローネ」及びスモモ「ハニービート」は第 4 期中に苗木販
売が開始された。カンキツ「あすき」及びモモ「ひめまるこ」は、令和元年度から苗木
業者に穂木配布を開始し、令和 2 年秋より苗木販売が開始された。種苗管理センターと
連携して雲仙農場を活用した果樹新品種母樹増殖に取り組み、カンキツ新品種「みはや」
及び「璃の香」については、種苗業者に供給する穂木を平成 27 年度に比べて 2 倍以上
採取できるように母樹を育成し、普及促進体制を整えた。また、カンキツ新品種「あす
き」については、種苗業者に供給する穂木を初配布した令和元年度（1ｋｇ）に比べて
2 倍以上採取できるよう母樹を育成し、普及促進体制を整えた。育成品種普及のために
マッチングセミナーや市場関係者、苗木業者に対する試食会を開催した。 
 

茶では、主産府県と連携した育成系統評価試験や現地
実証試験を実施するとともに、苗木の供給量を増加させ
る。品種特性にあった栽培法や製茶法を提示するととも
に、セミナー等における試飲を行い、普及の促進を図る。 
 

チャ「せいめい」について、３主産県・7 生産者で現地実証試験を開始し、令和 2 年
度には栽培面積が約 30ha に拡大した。九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジ
ェクト（九沖 SFC プロ）の取組として、鹿児島県における普及活動を強化し、令和３
年度の「鹿児島せいめい研究会」発足に向けて関係機関と調整を進めた。また海外での
権利侵害を防ぐために、海外品種登録の出願を行った。 
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 （11）野菜・花きの高収益生産技術の開発 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（11）野菜・花きの高収益生産技術の開発 
加工・業務用需要に適したダイコン「令白」、健康機能成分に富んだイチゴ「ぽりっ

ちご」、病害抵抗性のキュウリ「緑夏」、高品質多収の施設用トマト「鈴玉」、輸送性
に優れるイチゴ「恋みのり」等の先導的な品種を育成した。また、選抜のための DNA
マーカーとセットで利用可能な、黄化えそ病抵抗性「きゅうり中間母本農 7 号」を育成
し、民間企業や都道府県の育種を下支えした。花きにおいても、訴求力の高い「真に青
い」キクの開発に世界で初めて成功するとともに、国内での実用化を図るため、野生ギ
クと交雑しない雌性雄性を不稔化した青いキクの開発に成功した。 

また、露地野菜生産においては、葉ネギにおいて、約１ヶ月後の収穫予測を基に出荷
調整を支援する技術を開発し、生産現場で運用を開始した。 

施設園芸においては、省エネ・高品質・高収量を一体的に実現するため、施設栽培環
境に適したトマト「鈴玉」と、「生育収量予測ツール」を核とする高度環境制御生産シ
ステムにより、糖度 5 度の品質と 10a 当たり 55t の収量を両立しうる技術を開発した。
また、地中熱等を利用したマルチ熱源ヒートポンプを開発した。 

花きについては、ダリアの良日持ち性の３品種を育成するとともに、これらの品種を
用いて、糖質を処理しながら植物生長調節物質サイトカイニンの散布を 2 回行うことに
より、通常品種の 2 倍の品質保持期間を可能にした。さらに、生産者・公設試験研究機
関等との連携に基づいたスマート農業実証プロジェクトとして、キク類露地産地への電
照栽培導入による計画出荷実証に取り組み、彼岸用で 95%以上の計画出荷を実証した。 
 

評定：A 
 
根拠： 

中長期計画に対し、立案した研究課題の難
易度、先導性を鑑み、大きな成果を上げた。 

施設園芸においては、高品質・高収量を一体
的に実現するため、施設栽培環境に適したト
マト「鈴玉」と、「生育・収量予測ツール」に
よる環境制御により、糖度 5 度の品質と 10a
当たり 55t の収量を両立しうる技術を開発し
た。さらに、施設園芸における生産から出荷に
係る諸課題の総合的解決のため、本ツールを
核とする関連プログラム群の開発・知的財産
化に至った。また、省エネ化に資する地中熱等
を利用したマルチ熱源ヒートポンプを開発し
た。 

露地野菜生産においても、葉ネギ、キャベツ
等において、約 1 ヶ月後の収穫予測を基に出
荷調整を支援する技術を開発し、生産現場で
の運用に至った。 

加工・業務用需要に適したダイコン「令白」、
健康機能成分に富んだイチゴ「ぽりっちご」、
病害抵抗性のキュウリ「緑夏」やキャベツ
「YCR ふゆいろ」、高品質多収の施設用トマ
ト「鈴玉」、輸送性に優れるイチゴ「恋みのり」
等の先導的品種を育成した。また、選抜のため
の DNA マーカーをセットで利用可能な、黄
化えそ病抵抗性「きゅうり中間母本農 7 号」
を育成し、民間企業や都道府県の育種を下支
えした。 

花きにおいても、訴求力の高い「真に青い」
キクの開発に世界で初めて成功するととも
に、国内での実用化を図るため、野生ギクと交
雑しない雄性・雌性を不稔化した青いキクの
開発に成功した。また、スマート農業実証プロ
ジェクトとして、キク類露地産地への電照栽
培導入による計画生産実証に取り組み、彼岸
時期に計画出荷率 95％以上を達成するなど、
生産者・公設試験研究機関等との連携に基づ

露地野菜生産では、地下水位制御システム（FOEAS）
や畑地用地下灌漑システム（OPSIS）を活用した水管理
による安定生産技術や、出荷２週間前に収穫予測を行
い、それを基に出荷調整を支援する技術を開発する。 
 

 
 

地下水位制御システム（FOEAS）を活用した水管理による安定生産技術については、
根深ネギについて横展開を行い、野菜作への活用マニュアルを作成したほか、畑地用地
下灌漑システム（OPSIS）については雨よけホウレンソウについて生産者向けのマニュ
アルを作成した。収穫予測を基に出荷調整を支援する技術については、葉ネギについて、
生育センシング情報とも組み合わせて、目標の２週間前よりも早い、約１ヶ月前の収穫
予測情報に基づいて出荷調整を支援する技術を開発し、大規模生産法人での生産・販売
現場で運用された。 
 

施設野菜生産では、地中蓄熱を利用した省エネ・低コ
スト・耐候型の栽培施設を開発するとともに、太陽光利
用型植物工場における栽培管理の省力化、省エネ化、安
定多収化、減農薬、機能性成分の量的制御を可能とする
技術を開発し、トマト生産では年間収量 55 t/10a を実現
できる技術の体系化を行う。 

 
 
 
 
 

開発した地下水熱源方式の施設園芸用ヒートポンプで高いエネルギー利用効率（成績
係数（COP）5 以上）とデフロスト（除霜）運転のない安定的な暖房制御を示すととも
に、エネルギー消費を計算する園芸施設エネルギー・環境設計ツールを構築した。また、
栽培施設の台風・積雪対策では被災メカニズムのパターン化と補強対策を提示した。作
業記録・計画立案の適正化により、収穫・管理作業の 30~40％の能率向上が可能な「作
業管理システム」を開発して市販化するとともに、灯油燃料を 18％削減可能な成長点
局所加温ミニトマト栽培技術を開発した。イチゴについて、苗表面の病害虫をほぼ完全
に防除できる「蒸熱処理装置」及び施設への微小害虫の侵入を抑制する新防虫ネット「虫
バリア」を開発し、市販化した。トマトについて、果実糖度・アミノ酸含量を、オミク
ス情報を根拠に環境制御により調節する方法について知的財産化戦略を構築した。ま
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 た、トマトの「生育・収量予測ツール」を開発し、それを基に管理することで年間収量
55 t/10a を、つくば植物工場を含む 2 カ所で実証した。 
 

いて成果を創出した。さらに、ダリアでは、日
持ち性に優れる 3 品種「エタニティ―・トー
チ」、「エタニティ―ロマンス」及び「エタニ
ティ―・ルージュ」を育成するとともに、品質
保持期間を通常の 2 倍以上（14 日程度）に延
長できる技術を開発した。 
 以上のように、国産野菜・花きの生産に寄与
する顕著な成果が創出され、中長期計画を上
回る実績が得られたことから、A 評定とした。 

野菜育種では、加工・業務用途や施設での高品質・多
収生産に適した品種を育成するとともに、遺伝資源やゲ
ノム情報を活用した育種基盤技術を開発し、病害虫抵抗
性等の先導的形質を持った品種・中間母本を育成する。
また、機能性成分に富んだ野菜品種の効果的な育種を行
うための評価法やそれを利用した効率的な選抜技術を
開発する。 

 
 
 

加工・業務用として、加工後のたくわん臭や黄変のないダイコン「令白」・「サラホ
ワイト」・「ムシューホワイト」、夏秋期どりが可能なネギ「夏もえか」、高貯蔵性・
短節間性カボチャ「おいとけ栗たん」、施設生産用として高品質・多収トマト「鈴玉」、
大果で輸送性のあるイチゴ「恋みのり」、夏秋どりイチゴ「夏のしずく」等を育成・普
及した。ミャンマー、キルギス他計 5 カ国で 1,300 点以上の野菜類遺伝資源を収集し、
国内へ導入・評価した。遺伝資源やゲノム情報を活用し、黄化えそ病抵抗性キュウリ「緑
夏」、根こぶ病抵抗性キャベツ「YCR ふゆいろ」等を育成した。イチゴの抗酸化能の代
替選抜指標として、測定が簡便な総ポリフェノール量の利用が可能であることを明らか
にするとともに、本法を活用して抗酸化成分を多く含むイチゴ久留米 66 号を評価した。 
 

花きでは、輸出等の新たな需要の拡大を目指して、ゲ
ノム情報を活用した分子育種により、キクやカーネーシ
ョンにおいて花型や花色が希少な形質や日持ち性の良
さ、病害虫抵抗性を持ち実需者や消費者のニーズに対応
した品種・系統を育成する。 
 
 
 
 
 
 
 

遺伝子組換えにより世界で初めて「真に青い」キクの開発に成功するとともに、商品
性の高い様々な花型の異なる系統においても、花色を青色化することができた。また国
内での実用化を図るため、雌性雄性を不稔化した青いキクの開発に成功した。また、連
携する民間企業では海外での実用化に向けた試作を開始した。萎凋細菌病抵抗性品種で
あるスプレー系のカーネーション「ひめかれん」及び「ももかれん」を長崎県と共同で
育成した。花姿が豪華で主要品目に成長しつつあるダリアでは、最大の短所であった日
持ち性を改善した「エタニティ―・トーチ」、「エタニティ―・ロマンス」及び「エタ
ニティ―・ルージュ」を品種登録出願した。その他、ペチュニアではカロテノイドエス
テル化酵素遺伝子の過剰発現により、濃黄色化した組換え体の作出に成功し、キクでは
野生ギクであるキクタニギクの全ゲノム配列の解読及び基本染色体数に収束する高密
度連鎖地図を作成し、さらに、栽培ギクの DNA マーカーを開発する技術を確立した。 
 

暖房経費の高騰や夏季の高温に対処するため、主要花
きにおいて、局所温度管理等による温湿度の環境制御、
CO2 の長期長時間施用及び養液による肥培管理を活用
した高品質花き生産技術を開発する。また、切り花の輸
出等を可能とするため、ダリアのように日持ちは短いが
実需者ニーズが高い花き品目について、植物成長調節物
質処理を活用し、切り花の品質保持期間を２倍に延長で
きる技術を開発する。 
 
 

ガーベラの生長点近傍の局所加温によって、生産時に 30％の省エネを達成した。ト
ルコギキョウにおいて、大苗生産、NFT（薄膜）水耕栽培及び複合環境制御を組み合わ
せることで、慣行の 2 倍に相当する年 3 作を可能にするとともに、冬季生産において、
温室窓の開閉と CO2 濃度との連動によって出荷率・秀品率が向上し、収益性 2 割向上
を実証した。ダリアについては、サイトカイニンに品質保持期間の延長効果があること
を確認し、日持ち性を向上させた育成系統に糖質とサイトカイニンを処理することで、
品質保持期間を 2 倍に延長できる技術を開発した。輸出対応として、蕾切りトルコギキ
ョウの植物ホルモン剤（ジャスモン酸メチル）による着色促進効果を見いだした。また、
花き全般に効果が期待される新奇な老化抑制剤の候補化合物を見いだした。 
 

さらに、露地野菜においては産地間連携に役立つ収穫
予測・出荷調整支援技術の生産現場への実装に取り組
み、周年安定供給の確保につなげる。 
 

キャベツやレタスでは、複数産地及び契約流通業者の間での円滑な産地間連携・出荷
調整実現に向けた、収穫予測共有システムの活用場面を関係業者も交えて策定・抽出す
るため、生産・流通現場で試験運用が可能なプロトタイプを開発した。さらに、生産現
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場におけるキャベツの予測技術導入試験では、適期収穫による 10％収益向上効果を実
証した。 
 

大型施設栽培においては、都道府県や大学、民間企業
と連携しながら、トマトを始めとする果菜類の低コス
ト・高品質・多収生産の総合的な実証を行うことにより、
大規模に集約された次世代施設園芸拠点の形成に貢献
する。 
 

大規模施設園芸拠点のトマト、キュウリ、パプリカ生産現場において、技術を導入す
る前の平成 27 年度に比べて、平均収量 38％増加、収益率 2.2 倍以上を達成し、生産性
向上及び収益性の向上に貢献した。 
 
 
 

野菜や花きの品種育成においては、公設試や民間企業
と連携した現地実証試験を実施し、先導的品種の普及を
進めるとともに、民間や都道府県の育種を下支えする。 
 

先導的な野菜品種育成は、農研機構単独あるいは公設試験研究機関や民間企業と共同
で実施した。また、各種選抜用の DNA マーカーの特許を種苗会社等に実施許諾し、種
苗会社等の品種育成に貢献した。 
 
 

また、花きの生産・品質管理技術に関しては、公設試、
普及組織、流通業者と連携して実証試験を行い、普及の
促進を図る。 
 

花きの実証試験と普及の促進に関しては、スマート農業実証プロジェクトにおいてキ
ク類露地産地における電照栽培等を導入した生産方式の実証を行い、開花制御の適応品
種を選抜することで、彼岸用で 95%以上の計画出荷を実証するとともに、労働力の 3 割
削減を達成した。 
 

（７）新たな国内需要への対応、
６次産業化及び輸出促進のため
の食品の品質・機能性評価及び
加工・流通技術の開発 

国民の健康意識が高まり、食
による健康維持・増進の実現へ
の期待が膨らむ中、健康維持・
増進効果に対する科学的根拠の
ある高栄養・健康機能性の農産
物・食品を開発し、食生活を通
じて国民の生活の質を一層向上
させる等、農産物の新たな付加
価値の創出に貢献する研究開発
が求められている。また、和食
の海外普及や世界の食市場の拡
大が見込まれる中、グローバル・
フードバリューチェーン戦略に
対応した農産物・食品の輸出拡
大や海外市場における食品産業

（12）食品の栄養・健康機能性利用技術及び次世代加工・
流通技術の開発 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（12）食品の栄養・健康機能性利用技術及び次世代加工・流通技術の開発 
 

世代別個人の健康寿命延伸のため、生活習慣病予防効果等食品が有する栄養・健康機
能性に関して、内臓脂肪の合成抑制メカニズム等科学的知見の蓄積をふまえて、機能性
農産物を組み合わせた「機能性弁当」を製造し、農林水産省及び民間企業で 12 週間喫
食チャレンジを実施し、半数以上の被験者で体脂肪率低下を確認した。機能性表示食品
の届出支援のため、農林水産物・食品の評価情報データベースを 2.5 倍（平成 28 年度
比）に拡充した。リンゴやホウレンソウ等の機能性表示を実現して市場価格 30％増で
の販売を可能にしたほか、納豆、沖縄野菜の届出を完了した。また、ホームページで公
開した機能性研究論文のレビューは、生鮮食品及び加工食品の 98 件で活用され、特に
生鮮食品については 43%に農研機構の研究レビューが使われる等、機能性表示届出に
活用され、市場拡大に貢献した。 

発酵食品生産技術については、チーズの熟成を促進し、香気と呈味の成分に対して品
質改善効果の高い乳酸菌を４菌株選抜し、チーズの製造に関する標準作業手順書（SOP）
を作成して公開した。さらにチーズ熟成に適した麹菌株を用いた麹菌チーズを開発し、
市販予定となった。新規発酵食品の開発のための「発酵食品データベース」を完成し、
公開した。ヒトの受容体を模した刺激性終末糖化産物（AGEs）評価システムを開発し、
試用版を経ずに前倒しで正規版研究用キットの市販化を実現し、研究成果の社会実装が
進んだ。 

評定：A 
 
根拠： 

中長期計画の達成に加え、健康寿命の延伸
に寄与する農産物・食品の特性解明研究につ
いては、ヒト介入試験の実施や研究レビュー
の公開等により生鮮農産物の機能性表示食品
届出が増加（平成 27 年度ゼロから令和 2 年度
169 億円）し、国産農産物の付加価値向上や機
能性表示食品の市場拡大に大きく貢献した。
機能性農産物を組み合わせた「機能性弁当」
（内臓脂肪面積が減少）が民間企業内食堂で
導入されたほか、トマトに含まれる機能性成
分リコピンの迅速定量法も開発した。 

栄養成分の吸収効率向上等の検討に活用さ
れる、食品の消化挙動を観察できるヒト胃消
化シミュレーターが令和 2 年度に市販化され
たほか、食品や生体中の加齢性疾患を引き起
こす刺激性 AGEs のみを判別・評価できる研
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の活動を支援する研究開発が必
要とされている。 
このため、ムギ類、ダイズ、米、
野菜等の農産物や乳製品、発酵
食品等が持つ健康機能、栄養及
び美味しさ（食品の３つの機能）
に関する科学的知見を獲得・充
実させることにより、生活習慣
病・老化予防効果、免疫機能向
上効果等の多様な高栄養・健康
機能性の農産物・食品を開発す
る。農産物・食品の輸出拡大や
通年供給のための新たな鮮度保
持・長期貯蔵技術、輸送技術を
開発するとともに、国際規格等
に対応した栽培方法・加工技術
や品質評価手法を開発する。 

さらに、「機能性表示食品制
度」の開始等による関心の高ま
りを踏まえ、機能性農産物・食
品に関する情報提供を充実させ
る。また、食農ビジネスにつな
がる連携・普及活動と手法開発
を同時に行い、消費者や関連企
業のニーズに直結した連携・普
及・研究を一体的に推進する。
地域のハブとなる地域農業研究
センターと普及のためのノウハ
ウを共有する等、連携を強化す
ることにより、得られた研究成
果の速やかな普及を図り、６次
産業化及び輸出の促進に貢献す
る。 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

農産物・食品の輸出拡大に向けては、水産練り製品の消費期限を、輸出に必要な条件
である常温半年間に延長できる革新的な加工法や、米粉 100％パンを家庭で製造できる
技術を開発した。また、農業現場への GAP 認証普及支援に資するパンフレットを 2 年
前倒しで作成し、配布した。農業生産者と地域の加工・販売者の連携効果を見える化で
きる６次産業化シミュレーターLASTS（ラスツ）を開発した。みつ入りリンゴの香気成
分がリンゴ加工品のみつ風味と嗜好性を高めることを明らかにした成果に基づき、みつ
入りリンゴの香気成分を調合したフレーバーが、香料として製品化された。 

公設試験研究機関（公設試）等を対象とする毎年 2 回の近赤外講習会の開催や、企業
展示会の出展、民間企業等との共同研究を実施し、開発した研究成果の速やかな普及に
貢献した。 

さらに、食品研究部門に、農研機構の育種等も含めた食によるヘルスケア産業創出関
連研究に関する研究戦略の立案及び統括を担当するヘルスケア創出研究統括監、SIP2
等食によるヘルスケア産業創出に関する大型プロジェクト推進のためのヘルスケア創
出特命プロジェクトを新設した。また、事業開発室の主導により令和元年 8 月に京都に
開設された NARO 島津食品機能性解析共同研究ラボ（NARO 島津ラボ）において、セ
グメントⅡ及び高度解析センターの協力を得て、農研機構が有する多様な品種（222 品
種）に含まれる機能性成分の定量分析法の開発及びデータ蓄積を行った。 
 

究用キットの市販化を実現し、食習慣と加齢
性疾患の関係解明等への活用が期待される。
さらに、腸内環境を整えるビフィズス菌の増
殖に寄与するヒトミルクオリゴ糖を、ビフィ
ズス菌由来の非組換え酵素により 100 グラム
単位で合成する方法を確立した。 

農産物・食品の輸出拡大に向けての取組に
おいては、水産練り製品を半年間常温保存で
きる革新的な加熱殺菌法や、米粉 100％パン
を家庭や小規模店舗で製造できる技術を開発
し、実用化した。 

総合的な品質評価法を、みつ入りリンゴの
香気成分フレーバー開発につなげ、香料とし
て製品化された。さらに、新しい生活様式への
展開に対し、対面で行うインタビューや官能
評価をウエブ方式やホームユーステスト等の
導入に切替え、研究推進に取り組んだ。 

研究成果として公表した学術原著論文は
542 報、特許出願数は 146 件で、農業技術１
０大ニュース、日本農学賞、文部科学大臣表彰
等を受賞し、外部からも高く評価されている
ことから、顕著な成果の創出や将来的な成果
の創出の期待等が認められると判断し、A 評
定とした。 
 

世代別個人の健康寿命延伸のため、農産物や日本食の
生活習慣病予防効果などの栄養・健康機能性に関する科
学的知見の集積、農産物中の機能性成分の作用メカニズ
ムや動態解明、次世代機能性の評価及び機能性を有する
農産物・食品の開発を行う。また、「機能性表示食品制
度」への関心の高まり等を踏まえ、農林水産物・食品の
評価情報データベースの拡充を行う。国民の食生活の質
の向上や地域ブランド農産物等の競争力強化のため、食
農ビジネス構築のためのマーケティング手法を開発し、
新たな感覚機能評価手法を確立して、高品質で栄養・健
康機能性や嗜好性に優れた、地域の特色ある農産物・食
品開発へ応用する。 

 
 
 

 

納豆の食後血糖値上昇抑制作用及びタマネギの認知機能改善作用のヒト介入試験結
果を得るとともに、ポリフェノールの一種がマウスの脂肪合成を抑制するメカニズムの
解明等、栄養・健康機能性に関する科学的知見を集積した。これらの成果に基づき、育
種・栽培分野、地方公設試、大学の研究者、また、生産者団体、食品企業、流通業者等
と連携してリンゴ、リンゴ加工品及びホウレンソウの機能性表示を実現して 30％増の
市場価格での販売を可能にすると共に、納豆、沖縄野菜、タマネギの届出又は届け出準
備を完了した。機能性農産物を組み合わせた「機能性弁当」を製作し、長期ヒト介入試
験により内臓脂肪面積が減少することを明らかにして NARO STYLE 弁当として販売
を開始した。果実、野菜類等 20 種 250 品目について機能性成分の含量や抗酸化性等、
機能性表示食品開発に有用なデータを蓄積し、農林水産物・食品の評価情報データベー
スを 2.5 倍（平成 28 年度比）に拡充した。また、機能性研究論文のレビュー結果を公
開し、98 件の機能性表示食品の届出に活用され、市場拡大に貢献している。６次産業
化による加工・販売の取組を対象に、付加価値・経済効果の数値化、売上シミュレーシ
ョンにより、連携・多角化の効果が把握できる６次産業化シミュレーターLASTS（ラス
ツ）を開発した。18 都道府県 28 件と利用許諾契約を締結し、活用されている。食農ビ
ジネス構築に資するアグロフードマーケティング TOOL 第３集を刊行した。新たな感
覚機能評価手法については、動物を用いて香りによる塩味増強現象を再現した他、胃消
化シミュレーターの上市及び舌でつぶせる程度のやわらかい食品の物性評価法の確立
等、これらを用いたおいしさに関する科学的知見の獲得も進めた。その他、輸出が増加
しているカンショの輸送中の課題解決に九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロ
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ジェクト（九沖 SFC プロ）において取り組み、腐敗防止策を SOP として取り纏めて公
開、プレスリリースも実施するなど、計画外の研究開発にも取り組み、成果を得た。 

上記の研究成果に関連し、平成 30 年度に「緑茶の生体機能の解明とその応用に関す
る研究」で日本農学賞・読売農学賞を受賞するとともに、平成 29 年度に若手農林水産
研究者表彰（「食品の有効な摂取に向けた体内時計調節に関する研究」）を受賞した。 
 

国産農産物の高付加価値化と利用率の向上のため、発
酵食品生産技術の高度化を行うとともに、先導的な微生
物・酵素・生体機能の利用技術及び工学的手法を活用し
た先端加工技術を開発する。 

 
 
 
 
 
 
 

 

発酵食品生産技術の高度化のため、食品名や発酵微生物名の他、食文化等のデータも
収載した、「発酵食品データベース」を完成させ、ウエブサイトで公開し、新規発酵食
品の開発に貢献した。信州の伝統漬物の無塩すんきの品質の安定化に寄与する乳酸菌株
を 250 菌株の中から選抜するとともに、発酵スタータとなる乳酸菌の組合せを提案し
た。地域発酵食品約 700 種から、チーズの香気と呈味の両方を改善する乳酸菌 4 種を
見いだして特許出願した。これらをご当地乳酸菌による純国産チーズスターター「J チ
ーズスターター」として SOP を作成・公開した。今後、特産ゴーダチーズへの活用が
期待される。先導的な酵素等の利用技術については、複数の酵素を一つの容器内で作用
させるオリゴ糖酵素合成法を開発し、オリゴ糖（二糖）を１L 当たり 100 g 単位、収率
80％以上で合成できた。ヒトの受容体を模した AGEs 評価システムを開発し、研究用
キットの受注生産体制が整った。 
 

国産農産物・食品の需要拡大と輸出促進を図るため、
国際標準等の情報収集に基づく栽培方法の整理及び加
工・評価技術の開発と体系化を行うとともに、通年供給
可能な高品質保蔵技術などを開発する。また、６次産業
化と農産物の輸出に資する長距離輸送・長期貯蔵システ
ムを開発する。 

 
 
 
 
 

 
 

GAP の管理項目と関連する農研機構の研究成果を取りまとめたパンフレットを
1,500 部作成し、普及機関に配布した。タンパク質を多く含む液体食品の短時間加熱殺
菌装置を開発した。また、通常の製造法では消費期限 14 日程度の蒲鉾等水産練り製品
について、電界効果を利用して殺菌に要する加熱時間を大幅に短縮でき、従来のレトル
ト殺菌よりも色や風味及び食感の維持が可能で、海外輸出に必要な条件である半年間常
温保存を可能とする、水中短波帯加圧加熱法を開発した。米粉 100％パンの生地が、増
粘剤・グルテンなしに膨らむメカニズムを明らかにし、基本原料だけで低コスト、簡便
に米粉 100％パンを作製できる技術を開発し、本技術を使用した農研機構開発の米粉
100%パンが実施許諾(平成 30 年 11 月)先の企業からネット通販で発売開始された（令
和元年 12 月）。「米粉 100%パンの製造技術を開発」は、平成 29 年度の農業技術１０
大ニュースに選定されたほか、令和２年度、食の新潟国際賞・21 世紀希望賞（「グルテ
ンや増粘剤を原料に使用しない米粉パンの開発」）も受賞した。また、「交流高電界に
よる果汁飲料の高品質殺菌技術の開発」が平成 29 年度に文部科学大臣表彰 科学技術
賞を受賞した。 
 

新たな農産物・食品の開発過程では品質の科学的評価
や効率的制御が必要となるため、ヒトを含む情報計測手
法に基づいた基盤的及び総合的評価技術を開発する。 

 
 
 

果実の熟度を評価するための基盤的技術であるペクチンの分解に着目したモモの追
熟度の非破壊的指標、脂溶性機能成分を評価するための基盤的技術である穀類に含まれ
る機能性成分であるオリザノールの抽出・分析法、農産物・食品の香りをヒトの嗅覚に
よらず評価するための基盤的技術である小型の半導体式嗅覚センサーを用いた簡便な
食品の香りの測定方法を、それぞれ特許出願した。ホウレンソウ中のルテイン及び生鮮
トマト中のリコピンの分析法について、JAS 化及び国際専門誌への掲載に貢献した。代
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謝産物を総合的に評価する技術である NMR メタボロミクスを、農産物の病害抵抗性品
種の選抜に利用できるマーカーの探索等に適用した他、農学分野においてメタボロミク
スを実施する際の留意事項を抽出・整理した。ヒトの感覚を用いて食品の品質を総合的
に評価する技術として、スパゲティの官能特性を表す用語体系を完成させ、パスタの商
品開発に利用された。機器分析とヒトによる官能評価とを組み合わせた総合的評価技術
を用いて、みつ入りリンゴの香気成分を基に調合したフレーバーがリンゴ加工品のみつ
風味と嗜好性を高めることを明らかにし、本成果を基に食品用香料が製品化された。 
 

さらに、民間関連企業等と食農ビジネスの推進・普及
のためのノウハウを共有する等、連携を強化するととも
に、得られた研究成果の速やかな普及を図り、６次産業
化、輸出の促進、食品産業の発展に貢献する。 
 

アウトリーチ活動として、近赤外講習会を毎年度 2 回開催し、研究成果を企業展示会
（国際食品素材／添加物展、国際食品工業展、食品開発展、アグリビジネス創出フェア）
等に出展した。令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ウエブサイトで
の開催に変更して開催した。 
 

（８）食品の安全性・信頼性向
上及び農業生態系における化学
物質等による汚染リスク低減技
術の開発 

今後の国内外の経済社会情勢
の変化に応じた、食品の安全性
向上のためのシステムを確立す
るため、科学の進歩によって新
たに確認される危害要因も含
め、農作物の生産・流通から食
品の加工・販売に至る様々な危
害要因の健康へのリスクを低減
することが求められている。加
えて、消費者及び生産者の利益
を保護することにより、農林水
産業や関連産業の発展を促すこ
とが求められている。 

このため、コーデックス委員
会における国際的な実施規範や
基準値策定に向けた動き等も考
慮し、米のヒ素濃度を低減する
ための技術開発のほか、穀物中
のカビ毒、加工食品のアクリル
アミド及び農業環境中の残留性
有機汚染物質等の有害化学物質

（13）生産現場から食卓までの農産物・食品の安全性及
び信頼性確保技術の開発 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（13）生産現場から食卓までの農産物・食品の安全性及び信頼性確保技術の開発 
 

公設試験研究機関（公設試）と協力し、出穂前後各 3 週間に湛水と落水を繰り返す水
管理等によりコメのヒ素濃度を低減する技術を確立し、ヒ素簡易分析法とともに農林水
産省の手引きに掲載された。さらに落水回数を減らして省力化を図り、湛水栽培に比べ
て玄米中無機ヒ素濃度を最大半減する技術を開発して目標以上の成果を達成した。ま
た、行政機関と協力して都道府県の行政部局及び試験研究機関向けのマニュアルを作成
し、公開した。また、公設試に協力してカドミウム低吸収性イネの地域条件に応じた栽
培技術の確立に貢献した。 

残留性有機汚染物質のリスク管理技術では、ヘプタクロル類への取組を前倒しして成
果を創出した上で、家畜ふん堆肥に混入した除草剤成分クロピラリドの問題に対応する
体制を緊急に整えた。開発したヘプタクロル類の土壌診断法が自治体のガイドライン作
成に貢献するとともに、他の土壌残留農薬についても作物吸収・移行モデルを構築した。
クロピラリドに関しては、高感度分析法を開発し、農林水産消費安全技術センター
（FAMIC）の肥料等試験法に採用された。また、生育障害を回避する堆肥施用量を明ら
かにするとともに、農作物のクロピラリド耐性等の最新の知見を掲載したクロピラリド
対策マニュアル改訂版を公開した。 
 有害微生物のリスク管理技術として、HACCP プラン作成を支援するため、食品中の
腸管出血性大腸菌 O157 の死滅挙動や増殖速度を解析する新規評価法を開発した。カン
ピロバクターの放射線殺菌条件や安全な堆肥の熟成方法を確立し、行政の衛生管理指針
作成等に貢献した。ワイン中カビ毒のフモニシン分析法を FAMIC に提供し、手順書
（案）を作成した。製造工程の改良による黒糖中のアクリルアミドの 90％低減技術を
開発し、事業者に技術普及を進めた。品種・生物種の判別・検知技術、食品の産地判別
技術の開発では、ゆで野菜等の低次加工品の原産地、コメ・大豆等の品種判別技術を開
発し、FAMIC での検査に向け、技術提供した。このほか、遺伝子組換え（GM）検知法

評定：A 
 
根拠： 

コメのヒ素濃度を低減するための技術開発
については、公設試験研究機関（公設試）と連
携して水管理等による低減技術を確立し、農
林水産省の「コメ中ヒ素の低減対策の確立に
向けた手引き」に掲載された。さらに公設試と
の連携により、現場での実行がより省力的に
なる技術体系を確立することで、目標以上の
成果が創出された。残留性有機汚染物質のリ
スク管理技術の開発については、ヘプタクロ
ル類について計画を前倒しして成果を創出し
た上で、家畜ふん堆肥に混入した除草剤成分
クロピラリドによる作物への影響の課題を推
進する体制を緊急に整え、高感度分析法、作物
に対する生育影響などを検討し、それらの成
果を取りまとめたマニュアル類は令和２年度
の農林水産省課長通知において活用が指示さ
れるなど、リスク管理措置に既に活用された。 

有害微生物の検出では、企業の HACCP プ
ラン作成支援のための PCR を用いた食品環
境中の食中毒細菌の増殖速度や死滅挙動を解
析する新規評価法を開発し、企業との共同研
究に発展した。黒糖中のアクリルアミド低減
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並びに腸管出血性大腸菌 O157、
カンピロバクター等の有害微生
物といった危害要因に対するリ
スク管理に役立つ技術の開発、
中小食品事業者の HACCP の取
組を支援するためのリスク管理
技術の開発等を行う。また、食
品の信頼性確保のため、これま
でに開発した米、ネギ等農産物
に加え、加工食品についても、
もちやゆで野菜等の加工度の低
い原材料から順次、品種・産地
偽装等の監視・取締りに資する
産地判別技術等の開発を行う。 

さらに、これらの技術開発で
得られた成果は、行政部局が作
成する実施規範や管理マニュア
ル等に反映させる。リスク管理
に役立つ技術は都道府県の公設
試や普及組織等と協力して実証
試験を各地で実施し、地域条件
に応じた技術を確立する。また、
リスク検出技術は活用現場を見
据えた開発を行い、民間企業に
技術移転する等、速やかな社会
実装を行う。一方、食品の信頼
性確保にかかる産地判別技術等
は、農林水産消費安全技術セン
ター等と連携して普及を図る。 

 

の標準化、遺伝子検査の精度を保証する DNA 断片化測定キットを市販化し、さらに分
子数規定標準物質を開発し、製品化した。 
 

については、製造工程の改良により、90%低減
できるという顕著な低減技術を開発して特許
を取得し、事業者に技術普及を進めた。品種判
別については、新しい系統に対応した遺伝子
組換え（GM）作物検査法を開発し、消費者庁
通知に収載され、さらに、グループ検査法につ
いては、ISO 規格化に向けた活動が大きく前
進した。遺伝子検査用新規標準物質（一分子標
準）を企業と共同で開発し、製品化が達成され
た。産地判別については、副原料を含む高次加
工食品の産地判別法等、計画を上回る成果が
得 ら れ 、 農 林 水 産 消 費 安 全 技 術 セ ン タ ー
（FAMIC）に情報提供し、同機関の検査で活
用された。 

平成 30 年度のカナダでの未承認 GM 小麦
発見に際し、緊急行政対応では、農林水産省か
ら要請された検査に対応し、流通停止となっ
た約 65 万 t のカナダ産在庫小麦について遺伝
子組換え小麦の混入が無いことを確認し、迅
速な販売再開に貢献、混乱を未然に防いだ。 

以上より、中長期計画を上回る顕著な成果
が創出されていると判断し、Ａ評定とした。 
 

国際的な基準値策定等の動向を考慮し、生産段階での
ヒ素等の有害化学物質低減のため、水稲のヒ素とカドミ
ウムの同時低減を実現する総合的な管理技術体系を確
立する。また、農薬等の作物残留リスクを評価するため、
作付の適否判断のための土壌診断技術及び作物吸収・移
行モデルを開発する。 

 
 
 

 

コメのヒ素濃度を低減するための技術開発では、公設試験研究機関（公設試）と連携
し、出穂前後各 3 週間に湛水と落水を繰り返す水管理等による低減技術を確立した。さ
らに水管理の省力化を図り、湛水栽培に比べて玄米中無機ヒ素濃度を最大 50 %低減す
る技術を開発することで、目標以上の成果を達成した。玄米無機ヒ素濃度を抑制する遺
伝子を同定し、DNA マーカーを作成した。残留性有機汚染物質に対するリスク管理に
役立つ技術の開発では、ヘプタクロル類について土壌診断法を確立し、自治体によるガ
イドライン公表に貢献した。土壌残留農薬の作物吸収・移行モデルを構築した。クロピ
ラリドについては、生育障害回避のための堆肥施用量を提示した。また、開発した高感
度分析法が農林水産消費安全技術センター（FAMIC）の肥料等試験法に採録された。 

フードチェーンでの危害要因低減のために、腸管出血
性大腸菌 O157、カンピロバクター等の有害微生物の汚
染実態解明や迅速・簡便な検出技術及び制御技術を開発
する。また、カビ毒等の有害化学物質の分析技術の開発
や動態解明を行う。加工食品中のアクリルアミド等、リ
スク管理が必要な危害要因については低減技術の開発
を併せて行う。農産物･食品の信頼性確保のため、品種・
生物種の簡便な判別・検知技術の開発、ゆで野菜やもち
等の加工品を含む食品の産地判別技術の開発と高度化
等を行う。 

さらに、これらの技術開発で得られた成果を、行政部
局が作成する実施規範や管理マニュアル等に反映させ
る。リスク管理に役立つ技術は公設試等と協力した現地
実証試験により、地域条件に応じた技術体系を確立す
る。検出・制御技術は、現場ニーズを見据えた開発を行
い、民間企業に技術移転する等、速やかな社会実装を行
う。一方、産地判別技術等は、独立行政法人農林水産消
費安全技術センター等と連携して普及を図る。 
 

有害微生物に対するリスク管理に役立つ技術の開発では、企業の HACCP プラン作
成支援のために食品環境中の食中毒菌の増殖速度や腸管出血性大腸菌 O157 の死滅挙
動を解析する新規評価法を開発した。制御技術の開発に関しては、カンピロバクターの
放射線による殺菌条件を確立した。微生物学的安全性を確保した適切な堆肥の熟成方法
を確立し、行政の衛生管理指針に反映された。カビ毒については、アフラトキシン生産
菌の簡易検出法を開発し、ワイン中フモニシン分析法について、農林水産消費安全技術
センター（FAMIC）に技術提供し、手順書（案）が作成された。製造工程の改良による
黒糖製造過程で生成するアクリルアミドを 90％低減できる顕著な技術を開発し、事業
者への技術普及を進めた。品種・生物種の判別・検知技術、食品の産地判別技術の開発
では、コメ・大豆等の品種判別技術、食品に混入するカツオブシムシ等の定量 PCR 法
による迅速な識別手法、ゆで野菜等の低次加工品の原産地判別法を開発した。知財・標
準化管理役を中心に知的財産部及び国際標準化推進室と緊密に連携することにより、遺
伝子組換え（GM）検知法の国際標準化が大きく前進するとともに、その活動が産業標
準化事業表彰（経済産業大臣表彰）受賞につながった。遺伝子検査の精度を保証する分
子数規定標準物質を開発して製品化した。コメのヒ素濃度低減に関する成果は、ヒ素簡
易分析法の成果とともに農林水産省の「コメ中ヒ素の低減対策の確立に向けた手引き」
に掲載された。公設試験研究機関によるカドミウム低吸収性イネの栽培試験に協力し、
地域条件に応じた栽培技術の確立に貢献した。家畜ふん堆肥に混入した除草剤成分クロ
ピラリドの高感度分析法、作物に対する生育影響などを検討し、得られた成果は農林水
産省課長通知に反映され、速やかにリスク管理措置に活用された。PCR を用いた食中
毒細菌の増殖速度や死滅挙動を解析する新規評価法を開発し、民間企業との共同研究に
発展した。また、DNA 断片化測定法を応用した「食品中の異物の同定及び混入時期の
判定方法」について、民間企業での受託分析に向け、実施許諾した。ゆで野菜等の低次
加工品の原産地判別技術については FAMIC での検査に向け、技術提供を行うととも
に、副原料を含む高次加工食品の産地判別法についても FAMIC へ技術提供し、利用さ
れた。さらに、平成 30 年度のカナダでの未承認 GM 小麦発見に際して、農林水産省か
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らの要請に対応し、流通停止となった政府在庫小麦 38 万トン及び事業者在庫 27 万ト
ンについての検査を実施し、遺伝子組換え小麦の混入が無いことを確認して迅速に報告
した。 
 

（９）家畜疾病及び作物病害虫
の防疫技術の開発 

家畜防疫については、我が国
の近隣諸国における口蹄疫や高
病原性鳥インフルエンザ等の家
畜の伝染性疾病の侵入防止、国
内で確認されているヨーネ病、
牛白血病、牛ウイルス性下痢・
粘膜病、豚流行性下痢、乳房炎
等による損耗防止、気候変動に
対する節足動物媒介性感染症等
への対応が求められている。ま
た、植物防疫については、世界
的な気候変動や貿易の拡大等に
伴い、新たな作物病害虫の侵入・
まん延等が懸念されるととも
に、国内新興・再興病害虫のま
ん延防止が課題となっている。
さらに、農産物の輸出に際して
は、輸出先国の求める衛生条件
等を満たすための体制を整備し
ていく必要がある。 

このため、近隣諸国で発生し
ている家畜疾病については、諸
外国と連携し、家畜疾病の発生
予防及び制圧に係る調査研究及
び技術開発を実施するととも
に、我が国に万が一侵入した場
合に備え、正確かつ迅速な診断
法やまん延防止に係る技術を開
発する。国内に常在している家
畜疾病に対しては、感染個体の
早期発見技術の開発や診断・予
防技術を高度化するとともに、
ワクチンや抗ウイルス薬を開発

（14）家畜疾病の診断・予防技術の開発 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（14）家畜疾病の診断・予防技術の開発 
口蹄疫、アフリカ豚熱（ASF）、豚熱（CSF）、鳥インフルエンザなど国際重要伝染

病については、原因ウイルスの性状解析、診断法やワクチンの開発などを通じて、国の
防疫体制構築に貢献する多くの成果を達成した。特に、流行が拡大する CSF や高病原
性鳥インフルエンザについては、感染試験による病原性解析、現地調査やゲノム解析に
よる伝播経路の解析など防疫体制の立案に大きく貢献する成果を創出した。国内に常在
している疾病については、様々な疾病で病原体の流行状況を明らかにするとともに、豚
流行性下痢、ヨーネ病、サルモネラ症、豚丹毒、新興アルボウイルス感染症については、
検査キットの商品化、又は、検査資材やマニュアルの都道府県への配布によって、開発
した検査法の社会実装を果たした。そのほか、牛ウイルス性下痢症、牛乳房炎、レンサ
球菌感染症などの検査法を開発し、今後の社会実装が期待できる。さらに、ワクチン開
発においても、豚丹毒、牛乳房炎、鳥インフルエンザ、牛パピローマ、サルモネラ症に
ついて、実用化や特許に至る成果を創出した。生産現場の安全確保技術として、呼吸器
病や周産期疾病を早期発見する生体センサを開発し、多くの特許出願につなげ、また、
薬剤耐性菌の制御やプリオン病の不活化に関する成果を挙げた。基礎研究分野において
も、動物試験に替わる組織培養法や人工ウイルスの作製など着実に成果を挙げた。これ
らの成果は都道府県職員などの関係者に研修会などを通じて広く周知するするととも
に、技術伝達を行った。また、国際獣疫事務局（OIE）などの国際機関と連携してアジ
ア地域の診断技術の向上を図るとともに、日本の牛疫ワクチン株が国際標準株として認
められ、国際基準設定への貢献も行った。 
 

評定：A 
 
根拠： 

口蹄疫、アフリカ豚熱（ASF）、鳥インフル
エンザ等の国際重要伝染病について、原因ウ
イルスの性状解析や診断法の開発など顕著な
成果を創出し、社会実装につなげるなど国内
防疫体制の構築に大きく貢献した。また、国内
の発生が継続する豚熱（CSF）や高病原性鳥イ
ンフルエンザについては、対策の立案に貢献
する多くの成果を迅速に創出して行政や関係
者に情報提供し、行政から高く評価された。国
内に常在している疾病についても、10 疾病に
対して新たな検査法を開発し、一部は野外で
の実用化を達成するなど顕著な成果が得られ
た。ワクチン開発においても、5 つの疾病に対
するワクチン候補を作出し、一部は民間企業
との共同研究を開始した。生産段階における
安全性確保技術について、薬剤耐性菌やプリ
オン病の科学的知見を提供し、生体センサに
関しても多くの特許につながる成果を挙げ
た。国のサーベイランス制度の改善など行政
施策に直接反映された成果も創出した。その
ほか、国際活動を通じた国際社会への貢献、病
性鑑定や講習会等を通じた都道府県などへの
貢献も大きかった。 

このように、本大課題は重要家畜伝染病の
検査法や防除法を開発し、それらを着実に社
会実装するなど顕著な成果を上げた。さらに、
疾病発生時の緊急対応にも重点的に取り組
み、国内の防疫対策に大きく貢献し、行政部局
から高い評価を得た。以上のことから、本大課
題は計画を上回って大幅に業務が進捗したと
考えられ、A 評定と判断した。 
 

我が国の畜産の生産性を高めるためには、国内で発生
が認められ、損耗要因となる感染症の流行防止と海外か
らの重要伝染病の侵入リスクの低減が必要である。その
ため牛白血病、豚流行性下痢など国内に発生するウイル
ス病の原因ウイルスゲノム解析、感染免疫の研究、疫学
マーカーによる解析等によりウイルス性疾病の発病・伝
播様式を解明する。また、省力的多検体検査や早期摘発
検査、感染防止技術を開発する。 
 

豚流行性下痢ウイルス及び牛呼吸器病ウイルスの国内流行株の性状を明らかにし、牛
白血病のゲノム解析により発症マーカー候補を同定するなど計画を達成した。牛白血病
の農場清浄化に向けた検査摘発法を提案し、また、牛ウイルス性下痢症の早期診断技術
の開発を達成した。トリアデノウイルスや牛パピローマウイルスの感染防止技術として
ワクチン候補の効果検証に成功し、成果の一部について特許出願した。 
 
 

ヨーネ病等の細菌性疾病に対しては、細菌等の遺伝子
解析、薬剤感受性、血清型、毒素産生性等の病原性に関
する要素を明らかにし、家畜の細菌性疾病の発病・伝播
機構を解明するとともに、診断方法及びワクチンを開発
する。また、畜産物による人への健康被害を防ぐため生

ヨーネ病の検査キットの商品化、マイコプラズマ性乳房炎の薬剤耐性検査法、レンサ
球菌の判別同定検査法、放線菌症の迅速同定検査法、ブルセラ病の簡易診断法、豚丹毒
菌主要血清型の簡易同定法の開発を達成し、一部は社会実装も行い、計画を達成した。
牛結核病の法律に基づく検査マニュアルを作成した。サルモネラと豚丹毒についてはワ
クチン候補について特許出願し、豚丹毒については民間企業との共同研究を開始した。 
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する。加えて、畜産農場におけ
る衛生管理を向上させるため、
生産段階における安全性確保技
術の開発を実施する。 

また、農産物の輸出促進上重
要となる我が国既発生の病害虫
の生態等を解明するとともに、
我が国未発生の作物病害虫に対
しては、リスクを適切に評価し、
科学的妥当性に基づく防疫技術
を開発するとともに、国内新興・
再興病害虫のまん延予測と回避
技術を開発する。輸出先国の衛
生条件や残留農薬基準等に対応
するために必要な研究・技術開
発を行う。これら各種知見につ
いて農林水産省と情報を共有す
る。 

さらに、農林水産省、都道府
県の家畜保健衛生所等に対し疾
病の診断に係わる情報の提供を
行うとともに必要な講習会等を
実施して、情報の普及、平準化
を図る。また、農林水産省、都道
府県の病害虫防除所等に対し
て、病害虫の発生や診断に関わ
る情報の提供を行う。得られた
予防・発生・診断技術等をマニ
ュアル化し、病性鑑定指針を改
定するとともに講習等を実施し
てこれらの普及を促進する。加
えて、国際獣疫事務局 (OIE)
や国際植物防疫条約（IPPC）に
よる国際基準の設定等に貢献す
る。ワクチンや抗ウイルス薬に
関しては、社会実装の具体的な
姿を想定して研究開始時に策定
する知財戦略に従い、これらの

産段階における微生物汚染の低減化技術を開発する。 
 

 

海外からの国際重要伝染病の侵入リスク低減に関し、
口蹄疫ウイルスの性状を解明するとともに、簡便かつ迅
速、変異ウイルスにも対応可能な診断法を開発する。ま
た、インフルエンザウイルスの病原性についての分子基
盤解析や診断方法及びワクチンの開発を行い、抗ウイル
ス薬の評価を行う。 

 
 
 
 

 

口蹄疫の迅速診断キットを開発し、薬事承認を得て、国の検査法として都道府県で実
用化され、前倒して目標を達成した。鳥インフルエンザの遺伝子診断法が公定法として
採用され、都道府県で利用されるとともに、ワクチン候補株の効果検証に成功し、特許
を出願するなど、目標を達成した。抗ウイルス薬の評価を行い、口蹄疫に感染した豚に
有効であることを確認した。国内発生した豚熱（CSF）及び鳥インフルエンザ、国内へ
の侵入リスクの高いアフリカ豚熱（ASF）について緊急対応し、ウイルスの伝播性や病
原性などの科学的知見を創出して情報発信するともに、それぞれについて遺伝子診断法
を確立して検査資材を全国の都道府県に配布した。また、鳥インフルエンザのゲノム配
列からウイルスのタイプを自動判定するソフトウェアの開発を行い、特許を出願・商品
化するなどの成果を挙げた。 
 

疾病に関する生体側の問題解決のため、飼養環境の変
化や病原体の蔓延によって起こる生産病、日和見感染
症、乳房炎や繁殖障害等の病態解析及び制御技術開発を
目指し、乳房炎ワクチン及び生体マーカーやセンサー等
の機器を用いた家畜の健康状態を把握する技術を開発
する。 
 

多機能尾部センサ、ルーメンセンサ、音声センサ、腟内センサを新たに開発し、子牛
や豚の呼吸器病や周産期疾病を早期発見する技術、また、それらのデータを AI を活用
して解析することにより分娩予測や発情検知を行う技術を確立して特許出願に至り、計
画を達成した。乳房炎の粘膜ワクチンの効果検証に成功し、技術開発目標を達成した。
牛乳房炎治療薬効果を検証し、小型パルス核磁気共鳴装置を用いた乳房炎診断方法を特
許出願する成果を挙げた。 
 

疾病を流行様式から捉えるため、家畜重要疾病発生時
の流行や気候変動等に伴い発生する可能性のある新た
な家畜疾病の侵入対策に利用できる評価手法を開発し、
また、疾病の流行を予測するシミュレーションモデル等
のツールを開発する。また、疾病発生のリスク解析や経
済的影響の解析を行う。節足動物媒介性疾病についても
モニタリングを実施するとともに、診断法や新たな監視
技術を開発する。 
 

口蹄疫及び豚熱（CSF）の対策評価が可能な汎用型伝播シミュレーターを開発して都
道府県に配布するとともに、開発した結核及びブルセラ病に対する新たなサーベイラン
ス手法が国の政策に採用された。CSF 流行のリスク解析や経済的影響の解析を実施し
た。節足動物媒介性疾病の監視手法の提案と検査マニュアルの整備を行い、目標を達成
した。口蹄疫、鳥インフルエンザについて、感染リスク評価や疫学解析による科学的知
見を創出して国の政策に反映するとともに、節足動物媒介性疾病ウイルスの病原性解
析、国内初のウイルスの発見を行い、さらに媒介昆虫の DNA 情報の整備を進めている。 
 

畜産物の信頼性を高めるため、食の安全性確保技術と
して食中毒の原因菌の診断、型別法、防除法を開発する
とともに、かび毒、中毒性疾病の検出法の開発並びにプ
リオンの病原性発現機構の解明、検出及び不活化技術の
開発を行う。 

 
 

 
 

非定型サルモネラの型別同定法を開発し、検査資材とマニュアルを作製して全国の都
道府県に配布するとともに、カンピロバクターの増殖を抑制する化合物を見いだし、食
中毒の原因菌に関する目標を達成した。中毒・カビ毒に関して、培養細胞を用いた毒性
評価法を確立し、フモニシン発生抑制技術について特許出願した。プリオン病について
は、非定型 BSE がウシに経口感染することを世界で初めて明らかにするとともに、ス
クレイピーの高感度検出法を開発し、さらにプリオンの不活化条件を明らかにし、目標
を達成した。薬剤耐性菌の制御につながる成果やミツバチ腐蛆病予防薬の開発につなが
る科学的知見を得た。 
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研究成果を民間事業者等に移転
することにより速やかな普及を
図る。 

 

さらに、開発した診断法等の技術情報は、国際獣疫事
務局（OIE）を通じた国際衛生基準の策定、国内の病性
鑑定指針の改訂、行政施策への反映に貢献する。また、
輸出戦略を含む我が国の畜産物の国際競争力の強化の
ための活用を図るため、講習会等を通じて、動物検疫所、
都道府県の家畜保健衛生所への普及を図る。 
 

牛疫ワクチンと検査法は国際獣疫事務局（OIE）及び国際連合食糧農業機関（FAO）
により国際標準となった。口蹄疫の迅速検査キット及び鳥インフルエンザ遺伝子検査法
を公定検査法とした。アフリカ豚熱（ASF）、豚熱（CSF）、口蹄疫、鳥インフルエン
ザの診断法が公定法として採用され、防疫指針が改正された。開発した検査法、研究成
果としての科学的知見等は講習会等を通じて動物検疫所、都道府県の家畜保健衛生所へ
の普及を行った。 
 

必要とされるワクチンや診断キットは技術開発の後、
特許を取得し、これを基に民間企業との共同研究で開発
に取り組み、速やかな普及を図る。 
 

サルモネラ症、豚丹毒、牛乳房炎、インフルエンザについてワクチン開発につながる
技術を開発して特許出願した。豚丹毒、インフルエンザについて実用化に向けて民間企
業と共同研究を実施した。ヨーネ病の遺伝子検査キットや口蹄疫の迅速検査キットは薬
事承認を取得して公定検査法として位置づけられた。 
 

 （15）病害虫のリスク管理と植物検疫高度化のための研
究開発 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（15）病害虫のリスク管理と植物検疫高度化のための研究開発 
 

輸出先国のリスク評価に重要な我が国既発生の主要病害虫 11 種の全国的発生状況
の解明、リンゴ、モモ、カンキツ、盆栽の輸出におけるシステムズアプローチ（各要素
だけでなくその繋がりや関係性を重視した問題解決手法）による輸出検疫対策の確立、
及び、リンゴのモモシンクイガの低温殺虫法の植物検疫措置に関する国際基準（ISPM）
等国際基準への提案に必要な効率的試験法の確立を達成し、農林水産省に提示した。さ
らに、輸出先国との二国間協議に専門家を派遣し、輸出先国の状況や技術的課題に関す
る情報を農林水産省と共有した。 

また、農林水産省の「国際植物防疫条約に関する国内連絡会」国内連絡委員を派遣し、
策定中の ISPM 案に対する我が国の意見の取りまとめに貢献した。茶では、「輸出相手
国の残留基準値に対応した日本茶の病害虫防除マニュアル」を作成し、講習会・研修会
を通じて、主要茶産府県の半数以上の 10 府県で利用された。国内未発生のウイロイド、
アザミウマ類等を迅速に検出し、識別する技術を 39 種（目標 15 種）において開発済
みであり、関連情報と合わせて検疫有害動植物のデータベース化により、行政部局に提
供した。国内発生した検疫有害動植物であるジャガイモシロシストセンチュウ、キウイ
フルーツかいよう病 Psa3 等に加えて、ジャガイモ黒あし病等の施策上重要な病害虫の
検出・診断技術を開発してマニュアル化し、植物防疫部局に提供して緊急防除事業や生
産現場で活用中である。開発したウンカ類飛来予測モデルを活用した予測システムの高
精度化が完了し（予想的中率 83%）、日本植物防疫協会が提供している JPP ネットを
通じて実装予定である。さらに、ミカンコミバエ飛来解析システムを開発し、鹿児島県
病害虫防除所で利用されている。重要害虫 5 種及びイネいもち病菌における薬剤抵抗
性・耐性の遺伝子診断技術を開発し、「イネいもち病菌の薬剤耐性菌対策マニュアル＜
QoI 剤＞」、「イネウンカ類の薬剤感受性検定マニュアル」及び「薬剤抵抗性農業害虫
管理のためのガイドライン案」に取りまとめて、シンポジウムやワークショップ・技術
講習を通じて、植物防疫行政部局や普及指導組織に周知し、2 道県で利用されている。

評定：A 
 
根拠： 

農産物輸出促進に向けた植物検疫協議の迅
速化に向けて、協議の進捗や地域の輸出戦略
等行政ニーズの変化に対応させて柔軟に課題
を設定し、必要とされる国内既発生病害虫の
発生状況や検疫措置情報を収集・整理して行
政に提供し、また、輸出向け病害虫対策技術が
生産現場や検査機関で利用されるなど、顕著
な成果が得られた。ポスピウイロイドなど国
内未発生病害虫の輸出入植物検疫やジャガイ
モシロシストセンチュウの総合的な対策技術
などの植物防疫行政上重要な病害虫対策にお
ける検出・同定作業を飛躍的に向上させる技
術を開発し、植物防疫行政での利用を可能と
しており、検出同定技術の多くは既に施策に
活用されるなど、当初計画を大きく上回る成
果が得られた。また、海外飛来性害虫の高精度
飛来予測技術を開発してウエブサイト上で公
開し、各種害虫に応用して実用的な成果が得
られたこと、農業情報研究センター（農情研）
と連携し、AI を活用したウンカ類の自動カウ
ントシステムを開発したなど、顕著な成果も
得られた。 
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さらに AI による抵抗性予測の実現に向け、塩基配列における変異パターンを予測する 
AI を開発し、チャノコカクモンハマキ及びトビイロウンカへの応用に着手した。 
 

我が国初の薬剤耐性農業害虫管理のための
ガイドライン案を策定・公表し、関連成果が農
業技術 10 大ニュースに選定され、イネいも
ち病菌 QoI 剤耐性対策マニュアル等ととも
に、ウエブサイトで公表され、いずれも課題を
抱える地域の公設試験研究機関で利用される
など、顕著な成果が得られた。 

この他に、テンサイシストセンチュウ、ツマ
ジロクサヨトウなど、第 4 期計画立案時に想
定していなかった病害虫発生にも緊急かつ適
切に対応して成果を上げ、行政や生産現場へ
の貢献が大きい。これらの課題の実施に当た
っては、ほぼ全ての課題で外部資金を獲得し、
専門性を考慮した大課題内の柔軟な人員配置
と機構本部及び農情研との連携と横串プロジ
ェクト等の新たな取組を活用することで、機
構内に蓄積された研究資源を有効に活用し、
上記のとおり計画を大きく上回る成果を達成
したことから A 評定とした。 
 

我が国農産物の輸出を促進するため、輸出先国のリス
ク評価にとって重要となる我が国既発生の病害虫の農
産物への寄生性や輸出先国での発生状況など当該病害
虫の生態等の科学的知見を得るとともに、速やかに農林
水産省に提供する。加えて、輸出相手国が求める植物検
疫や残留農薬基準などの衛生と植物検疫に関する保護
水準を満たすため、物理的防除や耕種的防除を組み合わ
せた輸出型防除技術を開発するとともに、病害虫防除の
水準を評価する手法を開発する。一方で、我が国未発生
の作物病害虫については、海外からの新規病害虫の侵入
を阻止するために、植物検疫において利用可能なリスク
評価に基づく迅速な検出・同定技術を開発する。 

 
 
 

輸出先国のリスク評価にとって重要となる我が国既発生の主要な害虫 11 種の全国的
な発生状況を明らかにするとともに、リンゴ、モモ及びカンキツでは、交信かく乱剤や
温度処理等の複数の技術を組み合わせたシステムズアプローチによる検疫措置を確立
して実証し、情報を速やかに農林水産省に提供した。リンゴ、モモ、カンキツ等の輸出
に関して、米国、ニュージーランド及び豪州との二国間協議に専門家として同行し、輸
出先国の状況等の情報及び技術的課題を農林水産省と共有した。蒸熱処理や次亜塩素酸
水処理を活用した輸出向けイチゴ生産の総合的病害虫管理（IPM）マニュアルを作成し
た。茶では「輸出相手国の残留基準値に対応した日本茶の病害虫防除マニュアル」の作
成や全国各地の講習会・研修会等の普及活動により、主要茶産地である 10 府県での輸
出対応型防除暦の作成や防除指導等に利用され、産地の輸出対応に貢献している。国内
未発生のウイロイド、トスポウイルス及びアザミウマ類、Xyllela 属及び Liberibacter 属
細菌及びキジラミ類、クロバネキノコバエ類等、目標としていた 15 種を超える 39 種
において、迅速に検出して識別する技術を開発するとともに、検出同定技術及び関連情
報を格納した検疫有害動植物データベースを構築し、植物防疫所で利用されている。 
 

また、検疫有害動植物であるジャガイモシロシストセ
ンチュウ、ウメ輪紋病や、キウイフルーツかいよう病、
トビイロウンカ等、植物防疫行政上重要な病害虫の国内
での発生や、気候変動等に起因するこれら病害虫の発生
拡大に対応した適切なリスク管理のための防疫対策技
術として、高精度な発生予測技術、検出・診断法、必要
な防除技術を開発する。 

 
 

 

キウイフルーツかいよう病の簡易診断技術を開発した。また、ウメ輪紋病の拡散リス
クの評価法を行政に提示し、国による緊急防除・根絶確認で活用された。ジャガイモ黒
あし病の国内発生種を整理するとともに診断マニュアルを作成し、種いもの検定で利用
された。ジャガイモシロシストセンチュウ・ジャガイモシストセンチュウの迅速な検出
同定技術並びに防除技術をマニュアル化し、発生地で利用されている。予想的中率 83%
の新しいウンカ類飛来予測モデルや、農業情報研究センター（農情研）との連携で AI
を利用したウンカ自動カウントシステムを開発した。鹿児島県版のミカンコミバエ飛来
解析システムを開発し、県病害虫防除所で利用されている。サーチライトトラップを活
用したハスモンヨトウの新発生予察技術を開発した。テンサイシストセンチュウの新規
国内発生に緊急対応して対策技術を開発し、新知見と情報を農林水産省消費・安全局に
提供した。ツマジロクサヨトウの新規国内発生に迅速に対応し、飛来源・時期の推定法
及び研究用飼育法を開発し、被害・防除に関する情報を収集して農林水産省に提供した。
カンショのゾウムシ類に対して有効な防除薬剤の登録適用拡大を進め、現地での省力防
除の実現に貢献した。 
 

薬剤の連用による薬剤抵抗性病害虫個体群の発生を
防止するため、ゲノム情報を活用した薬剤抵抗性病害虫
の管理技術や薬剤抵抗性病害虫の発生・拡大を正確かつ
迅速に予測する技術を開発する。 

 
 

重要害虫 5 種と主要な薬剤の組合わせで薬剤抵抗性の原因遺伝子変異を特定し、薬剤
抵抗性の遺伝子診断技術を開発・改良してマニュアルを公開した。また、次世代シーケ
ンサーを活用した大規模遺伝子診断技術を開発し、コナガ防除の基幹剤であるシアント
ラニリプロール剤などに対する新たな薬剤抵抗性の原因候補遺伝子を同定した。イネい
もち病菌に対しては、MBI-D 剤耐性及び QoI 剤耐性イネいもち病菌を同時に診断でき
る技術を開発した。薬剤抵抗性病害虫の発生予測については、異なる作用機構の殺虫剤
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の「世代内施用」が、害虫の抵抗性発達遅延に効果的であることをシミュレーションモ
デルにより示した。また、ゲノム情報等を活用した AI による薬剤抵抗性予測の実現に
向け、チャノコカクモンハマキ及びトビイロウンカについて AI 学習用データの取得を
進め、塩基配列における変異パターンを予測する AI を開発して検証を行い、学習デー
タに含める SNP 数の調整などにより予測精度の向上が可能であることを示した。これ
らの開発技術について、講習会やワークショップで薬剤抵抗性管理の考え方を解説し、
遺伝子診断による防除体系の検証やブロックローテーションの導入などが 2 道県で利
用されている。ウエブサイトで公開しているイネウンカ類の薬剤感受性検定マニュアル
をベトナム語に翻訳し、発生地における薬剤抵抗性モニタリング体制の構築に貢献する
とともに、国内向けには動画マニュアルにより薬剤感受性検定法を公開した。 
 

さらに、海外からの病害虫の侵入を阻止する技術、植
物検疫上重要な病害虫の防疫対策技術や病害虫の発生・
診断に関わる情報は、速やかに農林水産省、都道府県の
病害虫防除所へ提供し、植物防疫行政へ貢献するととも
に、国際植物防疫条約（IPPC）によるリスク評価手法や
検出・同定技術の国際基準の設定にも貢献する。開発し
た輸出型防除技術や薬剤抵抗性を発達させない薬剤使
用技術は、それぞれ行政や普及組織等による指導、講習
等を通じて生産現場への普及を図る。 
 

モモシンクイガの低温殺虫法について、植物検疫措置に関する国際基準（ISPM）等
の国際基準への提案に向けて必要な効率的試験法を確立し、農林水産省に提示した。同
定診断に係る遺伝子情報や分類情報、文献情報等を総合的に格納した検疫有害動植物デ
ータベースを構築し、さらに、国内既発生の植物病原微生物の正確かつ迅速な同定に有
用な同定補助システムを一般に公開可能とした。検疫有害動植物であるジャガイモシロ
シストセンチュウ等の検出・診断技術を開発し、植物防疫所に提供した。鹿児島県版の
ミカンコミバエ飛来解析システムを開発し、令和元年度から同県病害虫防除所での利用
が開始された。薬剤抵抗性を発達させない薬剤使用技術では、薬剤抵抗性病害虫対策の
「イネいもち病菌の薬剤耐性菌対策マニュアル＜QoI 剤＞」、「イネウンカ類の薬剤感
受性検定マニュアル」及び「薬剤抵抗性農業害虫管理のためのガイドライン案」の 3 種
類のマニュアル作成やガイドライン案を策定した。「薬剤抵抗性農業害虫管理のための
ガイドライン案」では、農林水産省と共催のシンポジウムやワークショップを行うなど、
全国的な技術普及を進め、「イネウンカ類の薬剤感受性検定マニュアル」では、国内の
公設病害虫防除所での活用の他、ウンカ類の飛来源であるベトナムにおいて遺伝子診断
法などの講習により薬剤抵抗性管理手法の普及を行った。課題担当者が農林水産省の
「国際植物防疫条約に関する国内連絡会」国内連絡委員として、策定中の ISPM 案に対
する我が国の意見の取りまとめに貢献した。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－９－（４） 環境問題の解決・地域資源の活用 

関連する政策・施策 農林水産研究基本計画 当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 国立研究開発法人農業・食品産業技術研究機構法第 14 条 

当該項目の重要度、難易度 
【優先度：高】：環境省中央環境審議会が平成 27 年 3 月に出した報告書「日本にお
ける気候変動による影響に関する評価報告書」によると、気候変動による農作物（特
に米）への影響は、重大かつ緊急性が高いと評価されているため。 

関連する研究開発評価、政策・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

２．主要な経年データ 

 ①モニタリング指標 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 備考  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

民間企業、公設試等との共同研究数 32 42 78 37 66  予算額（千円） 7,798,267 7,490,976 7,380,653 6,488,442 6,174,503 

シンポジウム・セミナー等開催数 10 18.5* 27 19.5* 3.5*  決算額（千円） 6,979,135 7,610,007 7,209,524 6,252,373 5,771,418 

知的財産許諾数       特許 
              品種 

19 34 11 5 24  経常費用（千円） 6,669,869 6,775,814 6,631,360 6,072,890 6,099,503 

0 0 0.5 0 0  経常利益（千円） △158,221 △105,551  △31,758  △36,610   114,740 

技術指導件数 137 79 41 82 65  行政サービス実施コスト（千円） 5,862,609 5,874,712 5,861,209 － － 

新聞、雑誌への記事掲載数 220 243 182 133 123  行政コスト（千円） － － － 7,030,469 6,767,934 

目的基礎研究への研究資源の投入状況         
エフォート 

予算（千円） 

6.1 4.1 3.7 3.1 3.26  
従業人員数（人） 415.3 399.7 411.0 354.3 345.0 

＊端数が生じたのは、Ⅰ-9(3)に跨がるため。 
25,573 21,397 18,015 26,385 23,246  

   
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

○中長期計画の達成に向け、ニーズに即した研究課題の立案が行われているか。 
＜評価指標＞ 
・課題設定において、中長期計画への寄与や、最終ユーザーのニーズが考慮、反映されているか。 
・どのような体制で、どのような検討を行ったか。 
・設定した具体的研究課題 
※ 別表参照 
○社会実装に至る道筋は明確か。 
＜評価指標＞ 
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・投入する研究資源に対して、どのような研究成果と効果が期待できるか。 
・期待される研究成果と効果は、ニーズをどのように反映しているか。 
・期待される研究成果と効果に応じた社会実装の道筋 
○評価結果等を踏まえた研究課題の改善、見直しが行われているか。 
＜評価指標＞ 
・どのような体制で検討を行ったか。 
・評価において受けた指摘事項や、社会的実勢や技術開発動向等に即したニーズの変化等、課題の進行管理において把握した問題点に対する改善や見直し措置 
・改善、見直し措置に伴う、資源の再配分状況 
○成果の移転先と連携し、社会実装に向けた検討と取組が行われているか。 
＜評価指標＞ 
・どのような体制で検討を行ったか。 
・社会実装に向けた研究内容の重点化が行われているか。 
・社会実装に向けて行った具体的検討事項と取組 
○中長期計画達成に向け、ニーズに即した成果が創出され、社会実装に至ったか。 
＜評価指標＞ 
・具体的な研究開発成果とその移転先（見込み含む） 
○目的基礎研究の立案に当たり、将来の研究展開への寄与、法人が実施する必要性について検討されているか。 
＜評価指標＞ 
・法人が実施すべき目的基礎研究について、どのような体制で検討を行ったか。 
・将来の研究展開への寄与、法人が実施する必要性は明確か。 
○目的基礎研究推進において、適切な進行管理が行われているか。 
＜評価指標＞ 
・進行管理において、どのような体制で研究の進捗状況や問題点を把握し、改善策を講じているか。 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

「農林水産研究基本計画」に
即し、農業・農村の所得増大等
に向けて、生産現場等が直面す
る問題を速やかに解決するため
の研究開発を最優先課題と位置
付ける。また、中長期的な戦略
の下で着実に推進するべき研究
開発とともに、以下に示すよう
な研究開発を基本的な方向とし
て、研究開発を計画的かつ体系
的に展開する。 
（４）環境問題の解決・地域資
源の活用 

農業の成長産業化や農業・農村の所得増大等に向け
て、別添１に示した研究を以下に留意しつつ重点的に推
進する。 
ア 地域の実態や農業者、実需者及び消費者のニーズを

踏まえつつ、公設試、普及組織、行政機関、大学、民
間企業等との連携・協力の下で効率的に推進する。 

イ 研究課題の推進に際しても、研究開発成果の社会実
装の強化を念頭においた取組を行う。 
ウ 農研機構で実施する目的基礎研究については、「農

林水産研究基本計画」における基本的な方向に即しつ
つ、出口を見据えたテーマについて、研究者の新しい
アイディアを活かしながら実施するものであること
を職員に周知させる。研究課題の設定に際しては、農

【マネジメント】 
○ニーズに即した研究課題の立案について 

中長期計画の達成に向け、「パリ協定」、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）特
別報告書等の国際委員、国際会議等での議論に対応、アグリビジネス創出フェア、実用
新技術講習会・相談会、公設試験研究機関（公設試）・民間企業等との連携会議での意
見交換、スマート農業加速化実証プロジェクトにおける直接対話やアンケート、農林水
産省関係部局（生産局、消費安全局、農村振興局）、地方農政局との意見交換などによ
り、ユーザー等との意見交換によるニーズ把握を行った。特に大課題 17 では、地方・
現場で把握したニーズを、農林水産省・農研機構の担当者レベルで峻別・優先度付与・
対応方針を策定し、農林水産省と農研機構で確認して決定した。また、課題化に当たっ
ては、研究開発スペックの明確化と AI、ICT 等の先端技術の活用による研究の効率化
と達成目標の高度化を図った。その結果、第４期では、農林水産省、自治体、経営体、
民間企業等の要望に応じ、コメ収量品質に対する気候変動の影響評価と栽培管理コンテ

＜評定と根拠＞ 
評定：A 
 
根拠： 

研究マネジメントについては、農業・食品分
野における Society5.0 の早期実現に向けて、
第４期の前半（平成 28-29 年度）は、チーム
融合、ニーズ把握、ターゲットの明確化などを
方針として運営した。平成 30 年度以降は、そ
れまでの研究開発のうち、社会的インパクト
の大きい課題について重点化するとともに実
用化を促進するように運営した。すなわち、農
業及び農村における Society 5.0 の実現と成果
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 農業の持続化・安定化を図る
研究開発や、地球規模の食料・
環境問題に対処する研究開発 
これらの研究開発については、
地域の実態や生産者、消費者及
び実需者のニーズを踏まえつ
つ、公設試、普及組織、行政機
関、大学、民間企業等との連携・
協力の下で効率的に推進すると
ともに、研究開発成果を社会実
装する取組を行う。 

加えて、こうした基本的な方
向に即して、将来のイノベーシ
ョンにつながる技術シーズの創
出を目指すために重要な出口を
見据えた基礎研究（目的基礎研
究）を適切なマネジメントの下、
着実に推進する。 

これらのことを実現するた
め、別添１に示した研究開発を
進める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研機構で実施することの有効性を見極めた上で、短期
的な成果を追求するのではなく、将来のイノベーショ
ンにつながる技術シーズの創出を目指した先駆的研
究としての発展可能性を重視する。また、研究の進行
管理に当たっては、進捗の段階ごとにピアレビューを
行う等により、研究方法の修正や研究課題の中止を適
宜行う仕組みを構築し、着実に推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 

ンツの API 化による情報発信やため池防災支援システムの実用化を前倒しして実施す
るように計画変更したほか、スーパー台風対策及びロボット農機のためのほ場整備に関
する技術開発、スマート捕獲・スマートジビエ技術に関する研究などを課題化して実施
した。 
 
○社会実装に至る道筋について 

研究開発のロードマップを改定し、実用化までの過程を明確にした。また、研究の企
画立案の段階からユーザ、企業、行政、研究機関等と連携し、研究開発成果を最大化し
つつ、社会実装を円滑化するために各種会議の開催と日常的な情報・意見交換を行った。
農研機構内の研究者と知的財産部とが連携して成果の知的財産化を行い、それを戦略的
に活用するとともに、事業開発室、行政、企業が適切に役割分担して知的財産の普及を
図った。さらに、技術分野に応じ、ユーザーを強く意識したイベントへの出展や開催に
より積極的に情報発信した。ため池防災支援システムや水管理システムの開発と現場実
装においては公共事業と連携しつつ、性能要求する農林水産省、開発者である農研機構、
ユーザーである自治体・土地改良区がそれぞれの役割を果たし、一体的推進を図った。
また、病害虫防除や雑草防除、土壌診断等の開発については、企業、公設試、普及機関
等とのコンソーシアム体制での外部資金獲得と基盤技術の開発から社会実装までの一
貫実施を推進し、農家及び関係機関の要求に迅速かつ的確に対応した技術開発を行っ
た。さらに、気候変動対応の研究については、複数の自治体に対し適応計画策定を直接
支援するとともに、農業データ連係基盤等を通じた生産者、ICT ベンダ等からのニーズ
把握を実施し、栽培管理支援システムの普及要件の明確化、環境基盤情報のオープンデ
ータ公開、技術マニュアル整備、Web-API 実装等を通じ気候変動適応技術の社会実装
を進めた。 

 
○評価結果等を踏まえた研究課題の改善、見直しについて 
 各年度に理事長組織目標を踏まえたセグメントの運営方針を策定し、中課題検討会を
通じて研究担当者への周知を図った。特に、平成 30 年度からは、特に社会的インパク
トの大きい研究テーマについて旗艦プロジェクトとして５課題を設定し、重点的に実施
した。農業及び農村における Society 5.0 の実現への貢献と成果の早期実用化を主要目
標とし、本セグメントでは、(1)重点研究開発課題に基づく選択と集中、(2)研究成果の
速やかな実用化を見込んだ研究推進、(3)理事－大課題推進責任者（PD）－中課題推進
責任者（PL）による進捗管理の徹底、(4)小課題、中課題、大課題レベルの連携による
研究加速とシーズ創出、(5)農研機構のプレゼンス向上、(6)学術的レベル・社会貢献と
しての質の高さの確保を運営方針とした。課題の進捗管理は、ロードマップに沿って課
題の進行状況を管理するとともに、農業情報研究センターへの課題提案や、スマート農
業実証プロジェクト、資金提供型共同研究の実施等に対応して課題の見直しを行った。
また、セグメントⅣ打合せ（隔月の定例＋随時）において方針決定を行い、農業及び農
村における Society 5.0 の実現、実用化の加速に資する課題を重点実施することとした。
会議等で収集したニーズや成果普及活動におけるユーザー等の意見に基づき、理事、PD

の早期実用化を重点目標とし、理事長組織目
標、理事・大課題推進責任者（PD）マネジメ
ント方針に基づく効率的な研究開発のため、
セグⅣ旗艦プロジェクト（５課題）の指定と予
算の重点配分、農業情報研究センター（農情
研）での課題推進、ロードマップの改定とクリ
ティカルパスを意識したタスク管理により研
究推進を促進した。研究の推進管理は、隔月又
は随時にセグメント打合せで進捗管理、確認
と課題への対応方針を決定した。研究課題の
一部を重点化する一方、優先度、内容、進捗等
に応じた課題の廃止・縮小を行い、期中に２つ
の中課題を他の中課題に統合して研究を効率
化した。また、令和元年度からは、農研機構で
強化された事業開発、知的財産及び広報の部
署と連携し、民間資金の効果的な導入、重点普
及成果の標準作業手順書（SOP）による普及、
戦略的な知的財産化、プレスリリースの拡大
などにより成果の一層の早期実用化と農研機
構のプレゼンスの向上に大きく貢献した。 
 研究開発成果については、気候変動対応研
究において、国内及び世界の将来気候変動の
農業影響と適応技術の評価など、政府、国際機
関、民間企業への有用な情報の提供や IPCC 及
び IPBES 報告書への成果の反映、国際委員会
等への参加など、国際的プレゼンス向上に大
きく貢献した。農研機構内の横串プロジェク
トでの連携により栽培管理支援システムの水
稲 146 品種への機能拡張、温室効果ガス
（GHG）排出削減のための農地管理技術や畜
産排水処理の開発、ドローン利用による空間
情報取得手法など、今期計画を上回る進捗が
見られた。生産基盤の維持向上と防災に関す
る研究では、ほ場水管理システムの市販化と
iDAS の事業導入など早期に実用化を図った
うえで、これらを水路系への汎用化技術まで
拡張した。また、ため池防災支援システムを２
年前倒しで実用化し、重点ため池の見直し等
の行政施策へ迅速に対応するとともに、自主
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による課題の改善・見直しと推進態勢の再整備を実施した。さらに、課題の優先度、進
捗等に応じ、早期に成果を達成した課題への予算の重点化、相乗効果の期待できる課題
やアドバンテージのある課題へのエフォート集約、研究エフォート確保が困難な課題な
どについては研究ニーズへの対応方針を策定のうえ廃止又は縮小して研究を効率化し
た。その過程で、第４期中に２つの中課題を統廃合した。 
 
○社会実装に向けた検討と取組について 

研究の企画立案の段階から、ユーザーと連携し、農林水産省官民連携新技術研究開発
事業等を活用し、専門性の高い技術開発や調査・分析をゼネコン、コンサルタント等に
協力し、実施した。また、農研機構内の事業開発、広報等の部局と連携し、標準作業手
順書（SOP）やマニュアルの作成、講習会の開催など、ユーザーの利用条件、環境を整
備して確実な普及を推進した。特に、自動水管理システム、ため池防災支援システム、
デジタル土壌図、メッシュ気象農業データ及び新規土壌還元消毒を重点普及成果に選定
し、このうち、デジタル土壌図及びメッシュ気象農業データは、農業技術コミュニケー
ターによる普及活動により、県の栽培指針ホームページとのリンクや公設試との連携利
用を達成した。自動水管理システム、ため池防災支援システムについては、導入が行わ
れた公共事業や農林水産省事業で現場からの改良・改善のニーズが円滑に技術開発へフ
ィードバックできる体制をとったことにより、計画を大きく上回る実用化を達成した。 
 
○ニーズに即した成果の創出、社会実装について 

行政、農業界、産業界のニーズを踏まえた課題推進を図るとともに、成果については
農林水産省、地方自治体、農研機構内の事業開発室及び地域農業研究センターの農業技
術コミュニケーターと連携し、現地実証、事業化、製品化等を通して積極的な広報・普
及に努めた。その結果、メッシュ農業気象データ、栽培管理支援システム、ほ場水管理
システム、紫 LED による天敵誘引技術等の民間企業に対する実施許諾（～令和 2 年）、
ため池防災支援システムの全国 17 万カ所のため池での本格運用（令和 2 年）、圃場-広
域連携型水管理システム（iDAS）の公共事業へ導入（平成 30 年）、国が策定する土地
改良設計基準や改正農薬取締法での「生活環境動植物へのリスク評価」への反映（平成
30 年）など、多くの成果が社会実装された。 
 
○目的基礎研究の立案・進行管理について 

令和元年度からは、交付金による目的基礎研究は「NARO イノベーション創造プロ
グラム(N.I.P.)」として実施した（I-1(1)アに記載）。審査は、方向性、発展可能性、先
行性・新規性・独創性、計画妥当性、準備状況・実績及び担当中課題推進への影響の視
点から行った。応募に当たっては、PD が PL から意見聴取し、審査の視点に加え、国
内外情勢・企業等の動向の観点から提案課題の優位性と社会的インパクトを検討した。
特に、若手研究者のチャレンジと研究の将来展開を促すよう、研究実施体制の構築、研
究リーダのマネジメント方針等についてアドバイスを行った。また、 N.I.P.課題につい
ては、知的財産化の提案（可能性）、論文化、共同研究、外部資金獲得等の観点から PD、

防災活動の支援や衛星データによる災害状況
管理技術などで今期予定を大きく上回る実績
が得られた。ジビエ等利活用技術については、
捕獲現場、精肉処理場、需要者の情報共有のた
めのアプリ（スマートジビエチェーン（仮称））
を開発し、実運用が始まっている。さらに、原
発事故対応のため、水稲のカリ施肥による放
射性セシウム移行低減技術の開発とアウトリ
ーチ活動などにより営農再開に大きく貢献す
るなど今期計画以上を達成した。病害虫防除
に関する研究では、土壌還元消毒法、イネ稲こ
うじ病の総合防除技術、作物の抵抗性誘導用
資材、IT を活用した適期防除支援システム、
超音波・光等の物理的刺激を活用した天敵利
用技術などを開発するとともに、これらを組
合せた難防除害虫の新防除体系を確立するな
ど、今期想定を上回る技術を創出し、製品化・
販売が進展した。また、重点普及成果である土
壌還元消毒法及びイネ稲こうじ病の総合防除
技術等の環境保全型農業に関する技術につい
ては SOP を作成し、普及センターや公設試と
連携して現地実証を実施し、日本農業新聞（1
面）への記事の掲載や NAROchannel での動
画配信等により、行政部局、生産者、消費者、
地域住民等に意義や効果を分かりやすく提示
した。特に、令和２年度の研究の重点実施によ
る進捗によって、今期計画を上回る成果を達
成した。 

研究成果の最大化に向けた社会実装の取組
については、メッシュ農業気象データの利用
登録は 1,000 件、栽培管理支援システムは 900
件にのぼり、開発プログラムの利用を IT ベン
ダー、農機メーカー等で 5 件、5 都道府県で許
諾した。また多様性評価マニュアル約 5,800
件、ドローンによる不陸計測マニュアル約 3.2
万件、GNSS 測位マニュアル約 1 万件のダウ
ンロードなどウェブを通じて多くの利用実績
があった。スマート農業実証プロジェクトや
農業技術コミュニケーターと連携した重点普
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PL で検討し、検討公表段階の成果については、PD、PL の有するネットワークを利用
し、行政組織、企業等への働きかけ、情報提供や報告会を実施した。 
 
 
 
 
 

及成果（メッシュ農業気象データ、全国デジタ
ル 土 壌 図 ） の 普 及 、 農 業 デ ー タ 連 携 基 盤
（WAGRI）を通じたデータやシステムの提
供・活用を進めた。また、ほ場水管理システム
の普及拡大、iDAS の事業導入 3 地区、ため池
防災支援システムの農林水産省への実施許諾
により全国のため池約17 万カ所を対象に本格
運用、流域治水に貢献する水田の保水機能を
活用した洪水防止システム（「田んぼダム」）
システムの北海道岩見沢市（400ha）での普及、
地域資源管理（小水力発電）の技術書等への反
映（１件）、ICT 捕獲罠や柵の特許化（7 件）
など多くの実用化が進んだ。さらに、下層部ま
で効果の得られる土壌消毒法の実装（令和 2 年
度新規資材「糖含有珪藻土」の商品 2 件を販
売開始し、土壌消毒の現地実証を 7 府県）、
イネ稲こうじ病対策技術の現地実証 3 県及び
普及面積 5,000ha（種場 50ha に相当、種場に
普及）、紫色 LED による土着天敵の誘引・定
着装置の特許許諾（2 件）、天敵利用技術に関
する農薬登録(3 件)、販売開始（5 件）、雑草
イネ対策の「農業技術の基本指針」（農林水産
省）への反映、病害・虫害のデュアルコントロ
ールなどが実現した。 
 以上のように、セグメント全体として実用
化に向けての進捗が計画を上回った。特に、農
情研との連携により AI、ICT 等の先端技術を
活用、事業開発室と連携して重点普及成果の
標準作業手順書（SOP）を作成し、普及を強化、
横串プロジェクトやセグⅣ旗艦プロジェクト
による重点実施により効果的に研究と普及を
推進したことから、A 評定とした。 
 
＜課題と対応> 
 農業及び農村における早期の Society 5.0 に
向け、次期中長期計画での技術開発を以下の
テーマに重点化して推進する。 
（１）気候変動緩和・評価のための農業からの
GHG（CO2、CH4、N2O）削減技術の技術開発
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【別添１】研究開発の重点化方
向と成果の社会実装 
令和 2 年度末までに以下の研究
開発等を行う。 
４ 環境問題の解決・地域資源の
活用 
＜農業の持続化・安定化を図る
とともに、地球規模の食料・環
境問題に対処する研究開発＞ 
（10）気候変動に対応した農業
分野の影響評価・緩和・適応技
術や生物多様性の保全に資する
技術の開発 

気候変動に関する政府間パネ
ル（IPCC）では、今世紀末の世
界の平均気温が最大 2.6～4.8℃
上昇するほか、異常気象の発生
頻度が高まると予測しているこ
とから、温暖化の進行に伴う農
業等への影響を低減する研究開
発が喫緊の課題となっている。 

このため、将来の気候変動が
農業に与える影響を、分野・品
目ごとにそれぞれ高精度に予
測・評価する手法を開発すると
ともに、予想される気候条件下
での安定生産技術の開発を進め
る。具体的には、より高温耐性
の高い農作物新品種・育種素材
の評価・利用技術の開発、高温
障害に対応した栽培管理技術の
開発等に加え、それらの技術を
効果的に適用するための早期警
戒システムを確立する【優先度：
高】。加えて、農業分野から排出
される温室効果ガスの削減等の
温暖化緩和技術を開発する。 

また、農業生産活動を通じた
生物多様性の保全及び持続可能

と東南アジアへの技術展開を視野に国際共同
での研究実施。 
（２）中山間農村を活性化するため、生物多様
性、多面的機能などの魅力、メリットを定量化
し効果的に活用（整備、強化、利用）するため
の手法開発。 
（３）再生可能エネルギーの評価・開発、利用
と地域経済循環に関する研究開発。 
（４）強靭な農業農村の施設保全、防災・減災
のための総合システムの実現のための課題。 
（５）農業の Society 5.0 に対応した情報通信、
エネルギー、水利、農地基盤等のインフラ整備
と維持管理のための技術開発。 
（６）化学合成農薬依存からの脱却を目指し
た超音波やレーザなどを利用した物理的防除
技術、天敵を活用した生物的防除技術の開発。 
 

【別添 1】研究開発の重点化方向と成果の社会実装 
令和 2 年度末までに以下の研究業務を行う。 
４ 環境問題の解決・地域資源の活用 
（16）気候変動等の環境変動への対応及び生物多様性保
全のための研究開発 

将来の気候変動が農業に与える影響を高精度に予測・
評価するため、土地利用型作物や果樹等に対する気候変
動の影響を予測するモデルを開発し、評価に適した空間
解像度にダウンスケールした共通気候シナリオを用い
て、国内農業への影響を評価するとともに、高度化した
広域影響評価モデルにより、グローバルな食料生産変動
評価を行う。 
 
 
 
 

気候変動下での安定生産に資するため、ムギ類・水稲
を中心として、高温耐性品種の評価・活用や高温による
不稔・登熟障害への対応などによる高温障害対策技術を
開発するとともに、土地利用型作物や果樹を主な対象と
して、地域特性を踏まえた気候変動リスク評価や将来影
響予測等を考慮した栽培管理支援技術及び気象情報と

 
 
【実績】 
（16）気候変動等の環境変動への対応及び生物多様性保全のための研究開発 
 

気候変動が農業に与える影響評価として、コメについては高温・高 CO2 の相互作用、
品質評価、適応オプションを含んだ収量・品質に与える影響予測モデルを開発した。マ
ップとしては令和３年 4 月に公表した。果樹においては、特に黒色ブドウ品種は夏季の
高温で着色不良を受けるため、栽培管理や品種選択による適応策の効果も含めた高解像
度マップを公開した。影響評価の基盤となる気候シナリオについては、最新の複数の全
球気候モデル（GCM）出力値を日本域で 1km メッシュにダウンスケールして高精度化
し、広い分野での影響評価や適応計画の策定に利用できる提供体制が整備した。グロー
バルな影響評価では、気候変動による農業被害と適応コストを明らかにするとともに、
APEC（アジア太平洋経済協力会議）気候センターと共同で収量変動予測サービスの試
行を開始し、農林水産省及び世界の食糧機関に提供した。 

 
水稲高温登熟障害対策として、気象予測データに基づく施肥法と収穫適期診断法を確

立して、栽培管理支援システムに情報コンテンツとして搭載した。さらに稲の高温不稔
耐性遺伝子を同定した。また、果樹の温暖化適応技術を開発し、3 つのマニュアルを作
成した。「メッシュ農業気象データ」は、14 の気象要素を提供できるように拡張し、利
用者が 1,000 件超に達した。また、民間気象会社からの販売体制を構築した。「栽培管
理支援システム」は、冷害・高温障害の早期警戒情報、発育ステージ・病害予測情報、

 
 
 
評定：A 
 
根拠： 

水稲・果樹に及ぼす将来影響と適応策の評
価のためのモデル開発と影響評価マップの公
表、気候変動による主要４穀物被害と適応コ
スト評価、収量変動予測サービスの試行など、
政府、国際機関、民間企業に有用な情報を提供
した。また、栽培管理支援システムの水稲 146
品種への機能拡張による登録ユーザ数の大幅
増加や企業への技術移転、GHG 排出削減のた
めの農地管理技術や畜産排水処理技術の開
発、デジタル土壌図の高度化、ドローン利用に
よる空間情報取得手法など今期計画を上回る
進捗があった。国際貢献では、国際共同研究の
推進と成果の公表、IPCC 及び IPBES 報告書
への成果の反映、国際委員会等への参加など、
国際的プレゼンス向上に大きく貢献した。さ
らに、スマート農業実証プロジェクトや事業
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な利用を推進するため、農業が
生物多様性に及ぼす影響を評価
するとともに、国際的な科学的
評価が求められる生物多様性等
と関連した生態系サービスを解
明・評価する。 

さらに、生産者・普及組織等
と連携した現地実証試験を各地
で実施して、地域条件に即した
安定的な農業生産システムを確
立し、速やかな普及に向けた体
制を整備するとともに、国際的
な協調の下で地球規模課題に対
応した研究を推進し、積極的に
国際貢献を果たす。 
 
（11）農村の多面的機能を最大
限に発揮させ、生産基盤を効率
的・省力的に整備・利用・管理す
る技術の開発 

農業・農村では、農業就業者
と集落人口の減少による農地・
農業用水等の基礎的な資源の喪
失や、農業生産基盤の老朽化、
野生鳥獣による被害の拡大等に
より、食料の安定供給の確保と
多面的機能の発揮に支障が生じ
る事態が懸念される。将来にわ
たり農業・農村の持続的な振興
を図るため、農業・農村インフ
ラの高度化、長寿命化及び強靱
化や、効果的な鳥獣害対策を行
う必要がある。東京電力福島第
一原発事故による放射性物質汚
染地域においては、環境中の放
射性物質の動態を念頭に置いた
除染及び移行抑制対策等の実施

連動した早期警戒・栽培管理支援システムを確立する
【優先度：高】。 
 
 
 
 

農業分野の温暖化緩和に資するため、国際的枠組みに
対応した温室効果ガス排出量の算定を精緻化し、また、
炭素・窒素循環の評価に基づき、温暖化緩和技術の適用
による排出削減量を評価するとともに、モンスーンアジ
ア地域での温室効果ガス排出等の低減方策を提示する。 
 
 
 
 
 
 
 

農業が生物多様性に及ぼす影響を評価し、生物多様性
等と関連した生態系サービスを解明・評価するため、農
業が享受する生態系サービスの評価手法を開発すると
ともに、土地利用変化や外来生物等の侵入・導入等の環
境変化に伴う生物多様性や生態系サービスへの影響を
評価する手法を開発する。 
 
 

幅広いユーザーによる環境変動情報の活用を促進す
るため、簡便かつ持続的な環境モニタリング手法を開発
する。得られたデータからユーザーが使い易い情報基盤
を構築するとともに、情報解析手法の高度化、情報発信
技術の開発・導入を行う。 
 
 
 
 
 
 
 

適期管理・施肥量のアドバイスなど 17 の情報提供を通じて、農業気象災害の軽減、生
産の安定、営農の効率化・大規模化の支援などに貢献するシステムとして構築し、900
件超の利用登録がなされた。これらのシステム開発に関し、18 件の職務発明プログラ
ム登録が行い、その中でもニーズの高いものについて Web-API 化（９件）、利用許諾
（５件）を行った。 

 
温室効果ガス排出量の全国計算については、精緻化したモデル及び新たな農地管理シ

ナリオにより 2050 年までの温暖化緩和ポテンシャルを予測した。また、土壌・気象デ
ータベース等と連携したウェブサービスを公開した。フードチェーンに係る物質フロー
及び環境負荷の精緻化を完了し、作物生産に伴う温室効果ガスの排出・吸収量を定量し
て緩和効果を明らかにした。温室効果ガス削減型の畜産排水処理システムの既存施設へ
の導入法を明らかにするとともに、飼料給与の改善による乳牛の排泄物処理過程におけ
る温室効果ガス排出削減効果を解明した。国際連携としては、公的資金に基づきモンス
ーンアジアの長期連用ほ場を対象に、農地管理による土壌炭素貯留機能向上のポテンシ
ャル及びその規定因子を明らかにした｡このほか、耐久性が高い生分解性プラプラスチ
ック(生プラ)マルチを選定し、酵素処理による生プラマルチの分解促進方法を提案し
た。 

 
送粉サービスの評価・利用について、作目別・重要種群別に訪花昆虫のモニタリング

手法を開発し、公的試験研究機関（公設試）等での活用マニュアルを作成した。飼養ミ
ツバチを安定利用するための、花資源管理、訪花場所の効率的推定技術を開発した。水
田の生物多様性評価に関しては、評価マニュアルを作成し、その有効性を現地実証し、
水田管理方法による多様性の違いを多数の生物種群で明らかにした。外来生物カワヒバ
リガイの環境 DNA を用いた早期検出手法を開発し、調査マニュアル、被害緩和のため
の手順書を作成した。外来牧草の種子逸出防止管理ガイドラインを作成した。 

 
環境モニタリングのため、衛星リモートセンシング情報に加えてドローン利用を進

め、ドローンの取得画像から農地の三次元形状をモデル化する画像処理の適用方法や、
その精度向上のため GNSS 受信機の活用方法をマニュアルとして公開した。さらに、
データ活用型農業へのニーズの増加を受け、全国土壌図と農耕地土壌図をデジタル化し
て、ウェブサービス「日本土壌インベントリー」とスマートフォンアプリ「e-土壌図 II」
として公開した。また、規格化された土壌情報や土壌温度等の様々な土壌理化学特性を
日本土壌インベントリー上に実装した。重要病害虫種約 5,000 種を対象に採取地、画
像、DNA バーコード等の情報を追加することにより、効果的な種同定の基盤を構築し
た。また、人工知能を用いた病害虫診断等のための学習用画像情報を 10 万枚以上整備
した。情報解析手法の高度化、情報発信技術を開発・導入に当たって、オープンデータ
として公開されている各種情報の活用事例を蓄積した。 

 

開 発 室 と 連 携 し た 重 点 普 及 成 果 の 普 及 、
WAGRI を通じたデータやシステムの提供・活
用を進めたことにより、中長期計画を上回る
成果を達成した。 
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により、農業経営の早期再開が
求められている。 

このため、ロボット技術や
ICT 等を活用し、省力的な水管
理や営農等に対応した農地や農
業水利システムの保全整備技術
の開発、農業水利施設の低コス
ト長寿命化技術の開発、農村に
おける防災・減災機能を強化す
るための技術の開発、農村に賦
存するエネルギーの有効利用技
術の開発を行う。耕作放棄地の
増加等にも起因し重要な問題と
なっている鳥獣害に関しては、
鳥獣種ごとの特性に応じた被害
防止技術及び捕獲・駆除技術等
を開発するとともに、行政部局、
研究機関及び民間事業者等と連
携して捕獲鳥獣の利活用に向け
た技術開発を推進する。また、
環境中における放射性物質の挙
動把握等に関する調査研究を継
続し、品目・土壌の条件に応じ
た除染・吸収抑制技術及び営農
再開のための技術を開発する。 

さらに、これらの研究成果は、
行政機関等との連携により、農
業農村整備事業等での活用や、
土地改良事業計画設計基準の制
定・改定、各種技術資料の策定、
現地での技術指導等を通じて、
速やかな普及を図る。 
 
（12）持続型農業に資する基盤
技術及び地域資源循環技術の開
発 

自然環境に配慮した持続性の
高い農業生産を推進するため、
農業生産の効率化と環境保全等

さらに、開発された温暖化適応技術、早期警戒・栽培
管理支援システムについては、地域特性を踏まえた現地
実証試験等により、社会実装を図る。また、温暖化対応
及び生物多様性保全に係る知見については、気候変動に
関する政府間パネル（IPCC）や生物多様性及び生態系サ
ービスに関する政府間プラットフォーム（IPBES）等の
国際的枠組みを通じて、積極的な国際貢献を図る。 
 

国際シンポジウムの開催（８件）により農研機構が開発した研究成果のアピールを行
った。また、作物モデル比較等の国際連携推進、“4 per 1000”委員会委員、グローバル・
リサーチ・アライアンス共同議長、国際窒素プロジェクト委員等の担当、さらには、2019
年版改良 IPCC ガイドライン執筆責任者、IPCC 第 6 次評価報告書の農業関連分野の総
括執筆責任者、IPBES（生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォー
ム）報告書責任執筆者に選出された。 
 

（17）生産基盤等の機能維持向上・強靭化、地域資源の
管理及び放射性物質対策のための技術開発 

大規模化等による収益性の高い農業に対応するため、
給落水口の自動化等によるほ場水管理の省力化技術、
ICT を導入しほ場の水需要に的確に対応する広域水管
理手法及び水利施設の省力的操作手法等の農業生産基
盤整備技術を開発する。 
 
 
 

農村地域の強靭化に資するため、水路の漏水検出等の
状態監視技術等の農業水利施設の機能維持のための保
全管理技術及び豪雨時等におけるリアルタイム災害情
報システム等の農村地域の防災・減災技術を開発する。 

 
 
 
 

 
多面的機能発現の場である農村地域の維持・活性化を

図るため、再生可能エネルギーの生産・利用技術、環境
等の変化に対応した流域の水資源評価手法、農地や水利
施設を利活用した洪水等リスク削減のための流域管理
手法及び生態系管理技術等の地域資源の管理・利用技術
を開発する。 
 
 
 
 

鳥獣種ごとの行動特性に応じた効率的・効果的な被害
防止技術及び捕獲・駆除技術を開発するとともに、捕獲

（17）生産基盤等の機能維持向上・強靭化、地域資源の管理及び放射性物質対策のため
の技術開発 

ほ場水管理については、ICT を活用して遠隔かつ複数の水管理を省力化（管理労力
80％削減）するシステムを開発し、製品化した。管水路（パイプライン）を対象にほ場
の水需要を水管理施設からの配水に反映させ、水管理労力及びコストを縮減するシステ
ム（iDAS）を体系的に整備するともに、開水路への適応に必要な基盤技術を開発した。
iDAS は茨城県からの受託及び国からの行政支援型共同研究により、社会実装・モデル
現地試験を行ってデータを蓄積し（使用電力 40％削減、年間効果額 11 千円/ha）、国
と連携して発注者・受注者向けの資料を整備した。 
 

パイプラインの漏水検知技術については潜水艦型検知器、衝撃波の分析、マンホール
型検査法など多様な水路の漏水検知技術を開発・特許化し、マニュアルを公開した。豪
雨時、地震発生時の災害予測・報告システムとしてため池防災支援システムを開発・特
許化し、農林水産省はこの実施許諾を受け、全国 17 万カ所のため池の防災・減災対策
の要として運用を開始（令和 2 年 4 月）した。さらに地域の自主防災活動の支援や AI
（多変量解析）によるため池の高精度沈下予測技術を開発した。また、AI（画像認識）
による水門の開閉状況確認プログラムのプロトタイプと、人工ニューラルネットワーク
（ANN）による排水機場の水位予測技術を開発した。 

 
農業集落排水処理施設を中核とした地域バイオマス資源の効率的な利活用システム、

頭首工での小水力発電導入手法及び農業施設用エネルギーマネジメントシステムを開
発した。河川還元量の可視化手法を取りまとめて水資源評価手法を提示した。また水素・
酸素安定同位体等の環境指標による地下水調査法を取りまとめるとともに、沿岸域の地
下水利用施設の効率的な管理技術を開発した。水田を利用した洪水防止対策など、豪雨
時の洪水リスク低減のためのほ場管理技術を取りまとめて流域管理手法を提案した。生
態系管理技術については、用水路の魚の棲みやすさを評価するプログラムを作成し、多
面的機能支払交付金活動に適用した。水草を除去する技術を実証してマニュアルを作成
した。また、その交付金活動等の経済波及効果の評価ツールを開発した。 

 
総合的な鳥獣害対策として、スズメ・カラス等鳥類の新防護技術を開発し、2 割以上

のコスト削減を実現した。ハクビシン、シカ等獣類の侵入抑制技術、営農再開地域向け

評定：A 
 
根拠： 

ICT ほ場水管理システムによる管理労力約
80%削減の検証と市販化、及び管理労力と運
転コストを大幅削減する ICT ほ場―水利施設
連携型水管理システムの実用化と事業による
実装を早期に達成した。さらに、水路系への汎
用化技術まで展開したこと、並びに、ため池防
災支援システムの国の動きに合わせた計画を
前倒しての実用化、重点ため池の見直し等の
行政施策への対応、地域の自主防災活動の支
援や衛星データによる災害状況管理技術など
は、今期想定を大きく上回る内容を達成した。
また、パイプラインの漏水検知のための検知
から診断までの技術体系を、農業分野以外の
管水路系への展開が可能な汎用的な技術とし
て開発した。原発事故対応では、水稲のカリ施
肥による放射性 Cs 移行低減技術の開発とア
ウトリーチ活動などにより被災地の営農再開
に大きく貢献した。さらに、農村地域の水域生
態系の評価、多面的機能支払交付金活動の経
済評価手法などの成果の国、地方自治体、地域
住民などによる活用、鳥獣害対策では AI や
ICT を活用した罠や実用化のための低コスト
技術の開発などは今期計画以上を達成した。
これら、農業情報研究センター（農情研）との
連携、重点普及成果の重点普及、セグⅣ旗艦プ
ロジェクトによる重点実施によって、中長期
計画以上の成果を達成した。 
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の効果が両立し得る生産システ
ムの確立が求められている。ま
た、地域の未利用バイオマス資
源等を活用した新たな地域産業
を創出することが課題となって
いる。 

このため、標的外生物への影
響を最小化して環境負荷を少な
くした薬剤の利用技術、発生予
察の高度化に資する基盤技術、
物理的・生物的作用や耕種的手
法等に基づく新たな作物保護技
術を開発し、農業生産の効率化
との両立が可能な総合的病害
虫・雑草管理（IPM）を確立する。
また、ほ場の地力程度に応じた
農業者による適切な土壌管理を
可能にする簡易な土壌診断技術
を開発する。地域資源循環に関
しては、農産廃棄物や家畜排せ
つ物等からエネルギーや肥料等
を低コスト製造し利用する技術
を確立する。 

さらに、これらの研究成果を
環境保全型農業推進施策の改定
等の行政施策に反映させるほ
か、技術の導入便益を農業者や
消費者に分かりやすく訴求でき
る評価指標を開発し、環境保全
等に配慮した農業技術の普及を
推進する。また、地域資源循環
技術については地域の関係機関
と連携し、資源循環型で持続性
の高い農業システムとして確立
し、速やかな普及を図る。 

鳥獣のジビエ利用等を一層拡大するため、行政部局、研
究機関及び民間事業者等と連携して利活用に向けた技
術開発を推進する。 
 
 
 

原発事故被災地域における営農再開を図るため、放射
性物質の農業環境中の動態解明、放射性セシウムの基準
値超過がみられる品目を対象とする土壌特性や作物へ
の移行メカニズムに基づく持続的な放射性物質の移行
抑制対策技術、早期営農再開のための除染後農地の省力
的な維持管理・利用技術等を開発する。 

これらの研究成果は、行政機関等との連携により、農
業構造の変化に対応した水利システムの整備をはじめ
とする農業農村整備事業等での活用、農業水利施設の機
能保全の手引きなど技術資料の策定、鳥獣害被害発生地
区や原発事故被災地域における営農再開地区での技術
指導等を通じて、速やかな普及を図る。 

電気柵を開発し、それらを知的財産化した。経済性評価によるサル被害対策導入の指針
を初めて策定するとともに、シカ・イノシシの新型捕獲檻を開発・特許化した。また、
AI を活用した顔認証技術を融合した革新的な罠のプロトタイプを開発した。さらに、
ジビエ肉質の劣化防止マニュアルを策定し、捕獲情報共有アプリの製品化、これらの鳥
獣害関連情報をポータルサイトで発信した。 

 
原発事故対応においては、研究成果は以下の 12 本の技術マニュアル・品種等として

整理・提供した。 
・各種作物の吸収抑制対策におけるカリ施肥の適正化 
・安全なあんぽ柿生産のための総合対策 
・牧草のミネラルバランスを考慮した施肥管理技術 
・他用途米の育種素材系統の開発 
・大気濃度のモニタリングから作物への汚染程度の推定 
・省力的保全管理体系としての雑草対策管理指針 
・地力マップ 
・IoT 技術を活用した「通い農業支援システム」 
・中大型哺乳類用の侵入防止柵 
・フードチェーンアプローチによる放射性セシウム低減技術に関する情報発信 
・加工・調理による食品からの効果的な放射性セシウム等の除去方法 
・放射線測定技能の試験及びワークショップ 
 

（18）持続型農業に貢献する作物保護・土壌管理及び地
域資源利用技術の開発 

農業生物の遺伝子機能解析や生物間相互作用の解明
に基づき、標的外生物への影響を最小化して環境負荷を
少なくした病害虫制御法の基盤技術を開発する。また、
水稲、畑作物や野菜の病害及び線虫害に対応し、汚染度
診断法の高度化を図るとともに、より下層部まで効果の
得られる土壌消毒法、作物の抵抗性や非病原性微生物に
よる病害抑制技術等の新たな防除法を開発する。 
 
 
 
 
 

虫害や昆虫媒介性ウイルス病害については、光、音波、
匂いを利用した発生予察技術や物理的防除技術、タバコ
カスミカメ等土着天敵の利用技術を開発し、コナジラミ
類、アザミウマ類の防除技術を開発・実証するとともに、

（18）持続型農業に貢献する作物保護・土壌管理及び地域資源利用技術の開発 
 
ハクサイ黄化病等のほ場汚染度診断法を開発し、ハクサイ主産地等での社会実装に向

けた技術移転を行った。トマト青枯病に対して下層部まで効果の得られる土壌消毒法と
作物の抵抗性を利用した防除法を開発し、利用マニュアルの作成・公表や生産現場での
実証等（公設試験研究機関（公設試）との 5 件の連携）を行い、技術の社会実装を推進
した。微生物殺虫剤の防除対象がうどんこ病にも登録拡大されて実用化に至った。アミ
ノ酸類等の抵抗性誘導剤の有効事例を蓄積し、農薬登録後の技術普及に向けた作物栽培
体系を確立した。新規穂いもち抵抗性導入用の中間母本を育成するとともに、選抜に必
要なマーカー及び評価法を提示した。イネ稲こうじ病の薬剤散布適期判定システムと土
壌処理資材を利用した総合防除マニュアルの標準作業手順書（SOP）を作成・公表した。
成果発表会、講習等の開催、農研機構内の事業化推進部局との連携により、技術普及を
図った。 

 
天敵利用を核として物理的手段・忌避剤を組み合わせた難防除病害虫の環境保全型防

除技術については、見込んでいた天敵資材の農薬登録が完了しなかったが、技術の体系
化を進めた。天敵保護資材等を含む技術の普及面積は 590ha となり、水稲でのイネ縞葉
枯病とヒメトビウンカの総合的管理技術は 1.4 万 ha 以上となった。また、超音波や光

評定：B 
 
根拠： 

ハクサイ黄化病等における新たな土壌汚染
度診断法、トマト青枯病における深層に及ぶ
土壌還元消毒法、アザミウマ類やコナジラミ
類に対する作物の抵抗性誘導用資材、IT を活
用した適期防除支援システム、イチゴを加害
するチョウ目害虫に対する超音波による防除
技術・光等の物理的刺激を活用した天敵利用
技術などを開発し、これらを組み合わせた難
防除害虫の新防除体系を確立するなど、今期
に想定される優れた技術を創出し、製品化・販
売の社会実装が進展した。また、移植栽培での
雑草イネの総合管理技術の提示と公設試への
技術移転、省資源・循環型土壌管理技術やバイ
オマス利用技術は着実に成果を創出した。さ
らに、環境保全効果の評価指標開発、窒素フッ



111 
 

抵抗性品種や適期農薬施用等によるイネ縞葉枯病の管
理技術を開発する。 

 
 
 
 

 
 

外来雑草や除草剤抵抗性雑草等については、個体群動
態や遺伝的・生態的特性の解明に基づき、分布拡大リス
クを評価するとともに、除草剤利用と耕種的防除技術を
組み合わせた難防除雑草の総合的管理技術を確立する。 
 
 
 
 
 
 

また、農業者による適切な土壌管理を可能とする簡易
な土壌診断法を開発し、適正施肥量の判断基準に関する
マニュアルを作成するとともに、施用される有機物の特
性評価、生物機能の評価・利用の高度化を進め、持続的
な土壌管理法を開発する。併せて、農作物・食品加工の
残さ等農産廃棄物や家畜排せつ物をエネルギー利用す
るとともに、その使用残さを化学肥料等の代替として活
用する技術の開発を行う。 
 
 
 
 

これらの持続型農業に資する技術を農業現場へ導入
する効果を、多様なモデル化や LCA 等により生物多様
性保全や地球温暖化軽減等の観点から評価する手法を
開発するとともに、農業者や消費者に分かりやすい導入
便益の評価指標のための科学的根拠を提示する。 

導入可能な研究成果については、公設試等との連携
による生産現場での実証等を通じて普及を推進するほ
か、評価指標を用いて技術の導入便益を農業者や消費
者に分かりやすく提示することを通じて環境保全型農

による防除装置及びその活用法を確立し、4 製品を市販化した。フェロモン成分などの
特許や実施許諾を申請し、アセチル化グリセリド（AG）剤やプロヒドロジャスモン
（PDJ）剤といった害虫忌避剤や、当初の計画になかった新規制虫剤などの有効性を見
出した。それらの中から次期中長期のシーズを生み出すことができ、計画を上回る成果
を上げた。研究成果はマニュアル等にまとめ、生産現場での実証試験結果を踏まえて改
良しつつ、農研機構内の事業化推進部局と連携して、成果発表会、講習等を積極的に開
催し技術普及を加速した。 

 
ニシキアオイやカラスムギ等の難防除雑草の分布拡大リスク評価を実施するととも

に、大豆作における新規除草剤を核とした難防除雑草の総合的管理技術の防除マニュア
ルを改良し、普及を図った。雑草イネについては、全国的な現場ニーズに対応して、被
害 11 県を対象に全国に発生する雑草イネの遺伝的特性、防除に必要な生態的特性を明
らかにし、雑草イネ管理技術の低コスト化に必要な要因を提示した。これら技術を被害
地域へ技術移転し、除草剤２剤体系の適用性や秋耕による埋土種子低減効果を検証して
迅速な社会実装に向けて顕著な成果を上げた。また、薬用作物栽培において手取り除草
時間の 50％以上の削減を可能にする機械除草を核とした雑草防除技術を開発し、マニ
ュアルを作成・公表した。 

 
ばれいしょそうか病対策のため、土壌酸性簡易診断及び土壌通気性不良診断のための

オンサイトガス拡散係数測定法のマニュアルを公表した。水田の窒素・カリ適正施肥指
針、60cm 深までの土壌硬度三次元分布評価手法等は土壌物理性のオンサイト・簡易測
定マニュアルとして公表した。有機物の特性評価では、「有機質資材特性データベース」
を構築し、「有機質資材窒素肥効見える化サイト」を公表した。生物機能の評価・利用
では、「緑肥利用マニュアル」を公表し、バイオ肥料の水稲施用技術マニュアルを更新
した。家畜ふん堆肥燃焼技術及びラジエーター式放熱装置作製マニュアル、木質燃焼に
よる温水を利用した「バイオマスボイラーによる温室暖房システムの手引き」を公表し
た。また、乾式メタン発酵及び家畜ふん燃焼に関する特許をそれぞれ出願した。メタン
発酵消化液の肥料代替効果を検証し、施用マニュアルを公表した。このほか、野菜等の
生理障害発生要因となる植物の乾燥ストレス診断方法を開発して特許を出願した。 

 
水田の生物多様性に対する技術導入便益を評価する「鳥類に優しい水田が分かる生物

多様性の調査・評価マニュアル」を公表した。農薬の新たな生態リスク評価システムと
して、生物多様性保全の観点から化学合成農薬の使用量低減の効果を可視化するツール
を開発した。フードチェーンシステム全体の評価指標である窒素フットプリントの計算
を基に、食育等に活用可能なブッフェ型の体験システムを開発し、公開した。農地から
の窒素溶脱等を予測できる｢見える化｣ツールとして、水・炭素・窒素動態予測モデル
LEACHM を開発した。 総合的評価では、ライフサイクルアセスメント（LCA）に適用
できる「土壌の質」評価指標を新たに開発した。環境保全型農業技術の複数の事例の
LCA 評価を実施し、導入効果を評価した。行政部局、生産者のみならず、消費者、地域

トプリントの見える化などによって、行政部
局、生産者、消費者、地域住民等に新たな農業
生産方式や環境保全型農業の導入の意義や効
果を分かりやすく示すという目標に向けた課
題も着実に遂行した。天敵利用技術や窒素循
環の見える化技術など、重点的に取り組んだ
研究の進捗によって、中長期計画通りの成果
を達成した。 
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業の推進に係る行政施策に貢献するとともに、資源循
環型で持続性の高い農業システムの確立と普及を図
る。 

 

住民等による「環境負荷低減を目的とした新たな農業生産方式」の導入意義への理解へ
の促進に向け、環境影響を「見える化」する総合評価手法を開発した。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－１０ 種苗管理業務の推進 

関連する政策・施策 
食料の安定供給の確保（食料・農業・農村基本計画） 
農林水産省知的財産戦略 2020 

当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第 14 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

①主な定量的指標等 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

（２）農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等 予算額（千円） 2,667,531 2,378,293 2,530,023 2,388,154 2,331,158 

栽培試験の実施点数（点） 653 684 709 
 

579 546 決算額（千円） 2,250,854 2,404,843 2,532,514 2,529,334 2,519,740 

種類別審査基準案の作成又は改正数（種類） 13 12 14 11 11 
P】 

経常費用（千円） 2,212,749 2,188,423 2,377,080 2,509,704 2,462,684 

栽培試験結果報告書の平均提出日数（日） 75.9 74.8 
 

71.5 78.9 76.8 経常利益（千円）      670    △620   △2,152     △907 56,379 

（３）農作物（飼料作物を除く）の種苗検査、指定種苗の集取、立入検査等 行政サービス実施
コスト（千円） 

1,991,750 1,974,965 2,184,628 － － 

指定種苗の表示検査数及び集取数（点） 
15,066 
/3,047 

15,482 
/3,085 

15,248 
/3,055 

15,570 
/3,065 

15,851 
/3,048 行政コスト（千円） － － － 2,918,928 2,755,686 

依頼検査の報告までの日数（日以内） 50 50 50 50 50 従業人員数 202.5 197.3 201.0 216.2 216.2 

拡大された検査項目（種類） 2 1 1 1 2 

 

（４）ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産、配布等 

ばれいしょ 

道県の需要量に対する原原種の生産・配布量 
（袋(生産量)/配布量/道県の需要量(申請数量)) 

67,449 
/64,384 
/64,628 

66,353 
/62,203 
/62,216 

63,659 
/60,617 
/61,809 

66,155 
/62,420 
/62,432 

64,363 
/59,517 
/59,517 

原原種の品質検査結果（配布した原原種の萌芽率：％） 98.7 98.4 99.4 99.7 
P 

99.2 

 さとうきび 

県の需要量に対する原原種の生産・配布量（千本） 
(生産量/配布量/県の需要量(申請数量)) 

2,299/2,136 
/2,136 

2,229/2,073 
/2,073 

2,104/2,085
/2,085 

2,217 
/2,114 
/2,114 

2,149 
/2,113 
/2,113 

原原種の品質検査結果（配布した原原種の発芽率：％） 93.7 94.9 92.8 95.4 94.9 

（５）種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡し等 
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研究開発部門が育成した新品種の種苗の増殖等の取組状況 
かんきつ 

2 品種 
かんきつ 

2 品種 

かんきつ 
2 品種 

かんきつ 
１品種 

かんきつ 
１品種 

種苗業者や種苗生産者に対する情報提供等の状況 
種苗業者へ
の技術指導

9 名 

種苗業者へ
の技術指導

4 名 

種苗業者へ
の技術指導 

12 名 

種苗業者へ
の技術指導

39 名 

種苗業者へ
の技術指導 

5 名 
   
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

（１）業務推進の基本方針 
○適正な品種登録の実施及び優良種苗の流通確保のための、以下の（２）～（５）の種苗管理の取組が適切に行われているか。 
（２）農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等 
○品種登録審査を着実に推進するための栽培試験等が適切に実施されているか。 
＜主な定量的指標＞ 
・栽培試験の実施点数 
・種類別審査基準案の作成又は改正数 
・栽培試験結果報告書の平均提出日数 
（３）農作物（飼料作物を除く）の種苗の検査、指定種苗の集取、立入検査等 
○指定種苗の検査及び依頼検査が確実に行われているか。また、ニーズに即した依頼検査項目等の拡大が適切に行われているか。 
＜主な定量的指標＞ 
・指定種苗の表示検査数及び集取数 
・依頼検査の報告までの日数 
＜その他の指標＞ 
・拡大された検査項目 
（４）ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産、配布等 
○道県の需要に対応した原原種の供給の安定確保、健全無病な育苗の供給生産・配布が適切に行われているか。 
＜主な定量的指標＞ 
・道県の需要量に対する原原種の生産･配布量 
・原原種の品質検査結果 
（５）種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡し等 
○種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡しや、種苗に関する情報提供等の取組が適切に行われているか。 
＜主な定量的指標＞ 
・研究開発部門が育成した新品種の種苗の増殖等の取組状況 
・種苗業者や種苗生産者に対する情報提供等の状況 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 



115 
 

（１）業務推進の基本方
針 

農業の生産性を高め、
農産物の品質の向上を図
るためには、優良な種苗
の生産・流通が不可欠で
ある。このため、適正な品
種登録の実施及び優良な
種苗の流通の確保を図る
ための種苗の管理を総合
的に行う種苗管理センタ
ーを置く。 

業務運営は、品種登録
制度の公正性・信頼性の
確 保 の 必 要 性 等 も 考 慮
し、理事長及び副理事長
以外の代表権を有する役
員の下で、（２）～（５）
及び別添２に示した業務
を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）農林水産植物の品
種登録に係る栽培試験等 

農林水産植物の品種登
録に係る栽培試験は、種
苗法（平成 10 年法律第 83
号）に基づき実施するも
のであり、「農林水産省知

（１）業務推進の基本方
針 

農業の生産性を高め、
農産物の品質の向上を図
るためには、優良な種苗
の生産・流通が不可欠で
ある。このため、種苗管理
センターを設置し、種苗
法（平成 10 年法律第 83
号)に基づく農林水産植物
の栽培試験、農作物の種
苗の検査、ばれいしょ及
びさとうきびの増殖に必
要な種苗の生産及び配布
など、農業生産の最も基
礎的かつ重要な種苗管理
業務を、（２）～（５）及
び別添２に示したとおり
行う。 

業務運営は品種登録制
度の公正性・信頼性の確
保の必要性等も考慮し、
理事長及び副理事長以外
の代表権を有する役員の
下で行う。 
 
 
 
 
 
 

（１）業務推進の基本方針 
【マネジメント】 
 令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大により出勤制限等の制約がある中、農家・育成者・種苗業者等への影響を極力抑
えるため、着手済みの栽培試験、農林水産省から業務継続要請のあった種子病害検査及び北海道庁・長崎県庁・沖縄県庁から継
続要請のあった原原種生産を空間的スプリット・時間的スプリット等の感染防止対策を行いながら優先的に実施した。 

また、令和 2 年通常国会に種苗法改正案が提出されたことを受け、種苗管理センターが今後担う役割について農林水産省と協
議を開始し、果樹の栽培試験、現地調査、野菜の栽培試験の複数年化(2 生育周期化)等の業務の実施に必要なほ場面積、人員、所
要経費を試算した上で、第 5 期における具体的な実施内容、整備計画及びロードマップを作成した。なお、令和２年度秋の臨時
国会において種苗法が改正された。 
 新型コロナウイルスの影響で対面での会議が実施できなかった令和２年度を除き、農場長等会議を年に２回（５月、１月）開
催し、期首では組織目標、年度計画等を共有、組織内での徹底を図った。期末では当年の実績、課題と改善策、それを踏まえた
次年度に取り組む計画等を議論してセンター内の意思統一を図った。また、月に一度、各農場を含めたセンター内会議を開催し
て種苗管理業務の目標達成までの行程表、進捗状況等を定期的に把握した。特に、ウリ科野菜の果実汚斑細菌病（BFB）の検査
依頼が多く、１か月以上の検査待ちが発生していた状況について、検査点数を現行の２倍（年間 500 点から 1,000 点）にできる
よう検査システムを見直して、検査実施能力を高めた。 

また、業務の効率化、質の向上にかかる業務改善の提案を農場から募り、本所で審査する仕組みを導入し、ばれいしょ原原種
の一層の品質向上や業務の効率化等に効果的なインファローシステム（植付け時に種イモの床土と覆土に薬液を散布）の導入な
どに予算を配分するなど、戦略的に予算を執行した。 
【実績】 

適正な品種登録の実施及び優良種苗の流通確保のために行われる種苗管理業務（農林水産植物の品種登録に係る栽培試験、品
種保護対策、農作物の種苗の検査、ばれいしょ及びさとうきびの原原種の生産・配布及び研究開発成果の現場への橋渡し等）に
ついて、業務の質の向上及び業務運営の効率化にも留意しつつ、以下の（２）～（５）及び【別添２】のとおり着実に実施し
た。 
 なお、これまでインドネシアの種子ばれいしょの JICA プロジェクトに専門家を派遣するなどの活動（1992 年から 10 年間）
や、品種登録、高品質の種子の供給とその品質管理制度を途上国に確立する活動が、途上国における安定した農業生産に多大な
貢献を果たしているとして、令和元年７月に外務大臣表彰を受賞した。 
 

＜評定と根拠＞ 
評定： B 
 
根拠： 

適正な品種登録の実施及び優良種苗
の流通確保のため、以下の（１）～
（４）及び別添２のとおり、種苗管理
業務を効率的、着実な実施により定量
的指標を達成したことから、評定を B
とする。 
 
（１）農林水産植物の品種登録に係る
栽培試験等 

前年度出願点数（資料調査によるも
のを除く）の 70％以上を計画的に実
施し、試験終了後は、平均 75.2 日で
農林水産省に報告書を提出したことで
農林水産省における品種登録審査の着
実な実施に貢献した。また、新規植物
や新しい特性等に対応するため、61
種類の審査基準案を作成又は改正する
とともに、UPOV（植物新品種保護国
際同盟）が開催する会議に参加して国
際的に統一されたテストガイドライン
の作成に寄与、また、オランダの栽培
試験実施機関と共通のマニュアルを 9
種類作成するなど、品種登録審査の国
際調和を推進した。 

育成者権の侵害対策では、ＤＮＡ分
析による品種類似性試験にブドウ・カ
ンキツの葉及びブドウ果実を品種類似
性試験のメニューに追加するなど、新
たな取組を行った。 
 
（２）農作物（飼料作物を除く。）の
種苗の検査、指定種苗の集取、立入検
査等 

（２）農林水産植物の品
種登録に係る栽培試験等 
種苗法に基づく品種登録
審査を着実に推進するた
め、農林水産植物の栽培
試験を農林水産大臣の指
示に基づき確実に実施す

（２）農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等 
 種苗法に基づく品種登録審査を着実に推進するため、前年度出願点数（資料調査によるものを除く）の 70％以上を計画的に実
施し、試験終了後は、平均 80 日以内で農林水産省に報告書を提出した。 
 また、育成者が国内外において育成者権を取得しやすい環境を整備することが重要なことから、新規植物や新しい特性等に対
応する審査基準案の作成及び UPOV（植物新品種保護国際同盟）が開催する会議で日本の形質を反映するなどの品種登録審査の
国際調和を推進した。 
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的財産戦略 2020」等を踏
まえ、育成者が国内外に
おいて育成者権を取得し
やすい環境を整備するこ
とが重要なことから、品
種登録審査の国際調和を
推進するとともに、品種
登録審査を着実に推進す
るための栽培試験を確実
に実施する。また、侵害相
談、品種類似性試験等の
育成者権の侵害対策及び
活用促進を行う。 
 
 
 
（３）農作物（飼料作物を
除く。）の種苗の検査、指
定種苗の集取、立入検査
等 

我が国の優良な種苗の
流通を確保するため、種
苗法に基づく指定種苗の
検査を確実に実施する。
また、国際的な種子流通
の 活 性 化 に 対 応 す る た
め、依頼検査を実施する
とともに、依頼者のニー
ズに即した検査項目の拡
大を図る。 
 
 
（４）ばれいしょ及びさ
とうきびの増殖に必要な
種苗の生産、配布等 

ばれいしょ及びさとう
きびは、畑作振興上の重
要 な 基 幹 作 物 で あ る 一

る。また、「農林水産省知
的財産戦略 2020」等に基
づき、育成者が国内外に
おいて育成者権を取得し
やすい環境を整備するこ
とが重要なことから、新
規植物や新しい特性等に
対応する審査基準案の作
成及び品種登録審査の国
際調和を推進する。さら
に、侵害相談、品種類似性
試験等の育成者権の侵害
対 策 及 び 活 用 促 進 を 行
う。 
 
 

 さらに、育成者権者等からの依頼に基づいて侵害状況の記録書の作成（16 件）、品種類似性試験（14 件）、寄託（108 件）等
を行ったほか、特に、育成者権者でもある都道府県に対して侵害対策の事例などの啓発活動を行った。 

農林水産大臣の指示に基づき、表示
検査及び集取・品質検査を計画的に実
施し、計画点数を達成した。また、新
たに稲の発芽検査を実施した。依頼検
査に関しては、依頼のあった検査点数
9,201 点のうち特別な事情があるもの
を除き、50 日以内に検査結果の報告
を行った。さらに、依頼者からの要望
を考慮し検査対象病害 7 種類を追加す
るとともに、検査依頼の多かったウリ
科果実汚斑細菌病（BFB）の検査可能
点数を年間 500 点から 1,000 点に拡大
した。 
 
（３）ばれいしょ及びさとうきびの増
殖に必要な種苗の生産、配布等 

道県の需要に対応したばれいしょ・
さとうきび原原種の供給量を確保し、
道県からの申請数量を配布することが
できた。また、無病性、萌芽率等を確
保し、一層の品質向上を図るため新た
にインファローシステムを導入した。
さらに、産地ニーズに対応した早期普
及を行うため、九州沖縄農業研究セン
ターが育成したさとうきび品種「はる
のおうぎ」を通常の増殖に対し２年短
縮して配布した。また、北海道農業研
究センターが選定したジャガイモシロ
シストセンチュウ抵抗性品種「フリ
ア」の早期配付要望に対応できるよう
増殖を開始したことで、北海道からの
緊急配付要望に応えることができた。 
 
（４）種苗管理業務に係る研究開発成
果の現場への橋渡し等 
 研究開発部門で開発した果樹 3 品種
の増殖を行い、早期普及を支援した。
さらに、種苗業者からの要請に基づき

（３）農作物（飼料作物を
除く。）の種苗の検査、指
定種苗の集取、立入検査
等 
我が国の優良な種苗の流
通を確保するため、種苗
法に基づく指定種苗の検
査を、農林水産大臣の指
示に基づき確実に実施す
る。また、国際的な種子流
通の活性化に対応するた
め、依頼検査を実施する
とともに、依頼者のニー
ズに即した検査項目の拡
大を図る。 
 
 

（３）農作物（飼料作物を除く。）の種苗の検査、指定種苗の集取、立入検査等 
 我が国の優良な種苗の流通を確保するため、毎年度 15,000 点以上の指定種苗の表示検査、220 点以上の病害検査等を計画的に
確実に実施した。また、国際的な種子流通の活性化に対応するため、種苗業者等からの依頼に応じた検査を実施して 50 日以内の
結果報告を行うとともに、依頼者のニーズに即し、検査対象病害を第４期目標 5 種類のところ 7 種類拡大した。 

（４）ばれいしょ及びさ
とうきびの増殖に必要な
種苗の生産、配布等 

ばれいしょ及びさとう
きびは、畑作振興上の重

（４）ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産、配布等 
 道県の需要量に対応した原原種を安定的に確保するため、主要な品種は複数農場で生産しリスク分散を行うとともに、病害虫
防除、台風対策を着実に実施し、第４期中長期目標期間の道県の申請数量に対する配布量の割合は、ばれいしょ 99.5%、さとう
きび 100%となった。 
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方、増殖率が低く、病害虫
に弱いことから、健全無
病な種苗を安定的に供給
するため、種苗生産は、原
原 種 （ 種 苗 管 理 セ ン タ
ー）、原種（道県）及び採
種（農協）の３段階増殖体
系を基本とする。 

原原種については、農
林水産省が定めた「ばれ
いしょ原原種及びさとう
きび原原種配布要綱」（昭
和 62 年４月１日付け 62
農蚕第 1969 号農蚕園芸局
長通知）等に基づき種苗
管理センターが道県の需
要量に即した健全無病な
種苗を確実に生産し、配
布するものとする。 
  
 
 
 
（５）種苗管理業務に係
る研究開発成果の現場へ
の橋渡し等 

法人統合による相乗効
果を発揮するため、研究
開発部門が開発した新技
術を速やかに導入し、種
苗管理業務の効果的・効
率的な推進を図る。また、
研究開発部門が開発した
新品種の早期普及のため
の種苗増殖、種苗に関す
る情報提供等を行う。 

なお、種苗管理センタ
ーは、その業務に関する
調査研究を「第３の９農

要 な 基 幹 作 物 で あ る 一
方、増殖率が低く、病害虫
に弱いことから、健全無
病な種苗を安定的に供給
するため、種苗生産は、原
原種（種苗管理センター
が実施。）、原種（道県が
実施。）及び採種（農協が
実施。）の３段階増殖体系
を基本とする。 

原原種については、農
林水産省が定めた「ばれ
いしょ原原種及びさとう
きび原原種配布要綱」（昭
和 62 年４月１日付け 62
農蚕第 1969 号農蚕園芸局
長通知）等に基づき、農林
水産省と協議しつつ種苗
管理センターが道県の需
要量に即した健全無病な
種苗を確実に生産し、配
布するものとする。 
 
 

 無病性については、収穫直前の検定におけるばれいしょ及びさとうきび原原種の病害罹病率 0.1％未満、品質においては、ばれ
いしょの萌芽率 90％以上、さとうきびの発芽率 80％以上を毎年度確保した。 

講習会を延べ 20 回開催して技術移転
を促進した。 
 
＜課題と対応＞ 
（１）農林水産植物の品種登録に係る
栽培試験等 
・ 種苗法改正を契機に新たに付加され

た業務について、将来的に全ての出
願品種の特性調査を実施することが
求められており、これに向けた体制
整備を進める。特性調査は、結果の
客観性がより高まるように留意し、
遅滞なく農林水産省へ報告する。 

・ 育成者権の侵害対策として、DNA
品種識別が可能な対象植物の拡大を
引き続き実施する。 

 
（２）農作物（飼料作物を除く。）の
種苗の検査、指定種苗の集取、立入検
査等 
・ 指定種苗検査について、これまでの

検査結果や疑義情報に対する機動的
な検査へ重点化を図り、効率的かつ
実効性のある種苗検査を実施する。 

・ 依頼検査について、依頼数が増加し
ている病害に係る検査処理能力の向
上を図るとともに、種苗業者からの
要望を考慮し病害検査項目を拡充す
る。 

 
（３）ばれいしょ及びさとうきびの増
殖に必要な種苗の生産、配布等 
・ ばれいしょの原原種生産について、

農林水産省が推進するジャガイモシ
ストセンチュウ抵抗性品種への転換
や新品種の早期普及に留意し、複数
年先までの道県の需要量や産地ニー
ズに対応した効率的な生産配布を行
う。 

（５）種苗管理業務に係
る研究開発成果の現場へ
の橋渡し等 

法人統合による相乗効
果を発揮するため、研究
開 発 部 門 が 開 発 し た
DNA 品種識別技術や病
害検査等に係る新技術を
速やかに導入し種苗管理
業務の効果的・効率的な
推進を図る。また、研究開
発部門が開発した新品種
の早期普及のための種苗
増殖、品種登録出願者や
種苗業者等への種苗に関

（５）種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡し等 
 侵害対策での DNA 品種識別技術の活用を促進するため、果樹茶業研究部門が開発したブドウとカンキツの DNA 品種識別技
術の妥当性を確認し、品種類似性試験の対象に加えて種苗管理業務の充実を図った。 
 また、ばれいしょ生産における病害虫対策では、北海道農業研究センターで開発された黒あし病高度診断技術を導入し、効率
的に検査が可能な体制を整えたほか、「イノベーション創出強化研究推進事業」の緊急対応研究課題「ほ場で突発するジャガイ
モ黒あし病の感染要因の検証」での成果を活用して新たに黒あし病対策を行った。 
 さらに、果樹茶業研究部門が育成した「璃の香」等のかんきつ新品種の現場への早期普及のため、健全な穂木の採取を行っ
た。 
 このほか、育成者権の侵害対策や活用促進等に関する知見を活かして本部知的財産部に提言等を行い、農研機構の育成者権侵
害防止の取組強化に寄与した。 
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業研究業務の推進」の研
究推進・評価体制に組み
入れる。また、育成者権に
関する知見を活かし、農
研機構全体で行う「第３
の５知的財産マネジメン
トの戦略的推進」に貢献
する。 
 
 
 
 
 
 
【別添２】種苗管理業務
の推進 
期間中（平成 28 年度～令
和 2 年度）に以下の種苗
管理業務を行う。 
 
１ 農林水産植物の品種
登録に係る栽培試験等 
 
（１）栽培試験の確実な
実施 
ア 品種登録審査を着実

に推進するため、栽培
試験については前年度
出願点数（資料調査に
よるものを除く。）の
70％以上を計画的かつ
的確に実施する。 

 
 
イ 栽培試験対象植物の

種 類 を 拡 大 す る た め
に、種類別審査基準案
を作成又は改正（中長
期目標期間中に 60 種類

する情報提供等を行う。 
なお、種苗管理センター
は、その業務に関する調
査研究を「第１の９ 農
業研究業務の推進」の研
究推進・評価体制に組み
入れる。また、育成者権の
侵害対策や活用促進等に
関する知見を活かし、農
研機構全体で行う「第１
の５ 知的財産マネジメ
ントの戦略的推進」に貢
献する。 
 
 

・ 原原種配布先へのアンケート調査結
果やクレームを分析し必要に応じ
て、対策や改善を行う。 

 
（４）種苗管理業務に係る研究開発成
果の現場への橋渡し等 

研究開発部門が開発した研究成果を
速やかに導入し、種苗管理業務の効果
的・効率的な推進を図るとともに、本
部の司令塔機能の下で選定された、早
期普及が必要な品種のうち、輪作ほ場
等を活用するなどして増殖が可能なも
のについて、本部からの要請に応じ増
殖を支援する。 

【別添２】種苗管理業務
の推進 
 期間中（平成 28 年度～
令和 2 年度）に以下の種
苗管理業務を行う。 
 
１ 農林水産植物の品種
登録に係る栽培試験等 
 
（１）栽培試験の確実な
実施 
ア 品種登録審査を着実

に推進するため、農林
水産省との緊密な連絡
調整を図りつつ、前年
度出願点数（資料調査
によるものを除く。）の
70％以上の栽培試験を
計画的かつ的確に実施
する。 

イ 栽培試験対象植物の
種 類 を 拡 大 す る た め
に、種類別審査基準案
を新規に作成するとと

【別添２】種苗管理業務の推進 
 期間中（平成 28 年度～令和 2 年度）に以下の種苗管理業務を行った。 
 
 
 
 
１ 農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等 
 
 
（１）栽培試験の確実な実施 
 
ア 農林水産省との緊密な連絡調整を図り、出願品種の植物種類に応じた実施場所の選定、施設の使用状況、労力等を勘案した

栽培試験計画を策定した。特に、第４期中長期目標期間は、農研機構内に新たなほ場を確保し、野菜類、水稲に適した場所で
試験を開始した。 

上記の試験計画に沿い、毎年度、前年度出願点数の 70％以上の栽培試験を実施して品種登録審査を着実に推進した。 
 
 
 
 
 
イ 栽培試験対象植物の種類を拡大するため、種類別審査基準案について、61 種類を作成又は改正して農林水産省に提供した。 
 また、栽培・特性調査マニュアル及び特殊検定マニュアルについては、研究部門と病害抵抗性検定マニュアル作成に向けた連

携を図ることで、第４期目標（50 種類程度）を上回る 71 種類（目標比 142%）について作成又は改正した。 
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程度）する。さらに、植
物種類別の栽培・特性
調査マニュアル及び特
殊検定マニュアルを作
成又は改正（中長期目
標期間中に 50 種類程
度）する。 

 
 
 
 
 
ウ リファレンスコレク

ション（栽培試験に対
照品種や標準品種等と
して用いる比較品種）
については品種ごとの
保存の必要性に留意し
つつ 6,000 品種以上を
維持する。また、出願品
種種子及び種菌の確実
な保存を行う。 

 
エ 栽培試験結果報告書
の提出は、栽培試験終了
後、平均 80 日以内に農林
水産省に報告する。 
 
 
 
 
 
オ 品種登録審査の国際

標準化に資するため、
植物新品種保護国際同
盟（UPOV）が開催する
会議に職員を派遣し、
テストガイドライン等
の作成に参画する等、

もに、既存の種類別審
査基準について新しい
特性を追加する等の技
術的検討を行い、中長
期目標期間中に 60 種類
程度の作成又は改正を
行う。 

さらに、植物種類別
の栽培・特性調査マニ
ュアル及び特殊検定マ
ニュアルを同期間中に
50 種類程度作成又は改
正する。 

ウ リファレンスコレク
ション（栽培試験に対照
品種や標準品種等として
用いる比較品種）につい
ては、育種の方向や出願
品種の動向等を踏まえつ
つ整理を行い、6,000 品種
以上を維持する。また、出
願品種種子及び種菌の確
実な保存を行う。 
 
エ 栽培試験結果報告書

の提出は、電子化シス
テムを利用した栽培試
験情報の活用・共用に
よる報告書の迅速な作
成等により、栽培試験
終了後平均 80 日以内に
農 林 水 産 省 に 報 告 す
る。 

オ 品種登録審査の国際
標準化に資するため、
植物新品種保護国際同
盟（UPOV）が開催する
会議に職員を派遣し、
テストガイドライン等

   さらに、出願者が願書の作成に先立って実施する出願品種の特性調査において活用できるようにするため、令和元年度か
ら、新たに作成又は改正した特性調査マニュアルを公開することとし、出願数が最も多いキク種（全出願の 12％）や大豆等 21
種類を、外部向けの人にも分かりやすいよう修正した上で農研機構のホームページで公開した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ リファレンスコレクション（栽培試験に対照品種や標準品種等として用いる比較品種）を、栽培試験での利用頻度、入手の

しやすさ等を考慮して毎年度整理し、6,489 品種を維持管理した。 
 また、出願者から提出された出願品種種子及び種菌について全て保存した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ 電子化システム(VIPS: 品種登録迅速化総合電子化システム)等の利用や、植物種類ごとに提出する目標日数の設定をするな

どの進行管理を徹底したことにより、第４期中長期目標期間を通して、栽培試験結果報告書を栽培試験終了後平均 80 日以内
（75.2 日）で農林水産省に報告した。 

 
 
 
 
 
 
オ 植物新品種保護国際同盟（UPOV）が開催する技術作業部会に毎年度職員を派遣して UPOV テストガイドライン（国際的な

技術指針）等の作成に参画した。特に、観賞植物及び樹木、野菜、作物の作業部会においては、職員が座長となり、日本の審
査基準に沿った形質の追加を提案、了承されて国際的に統一されたテストガイドラインを作成した。加えて、平成 29 年度には
CPVO（欧州品種庁：EU の品種登録機関）の主要な栽培試験実施機関である Naktuinbouw (オランダ)と連携協定を締結し、4
年間でレタス種など 9 種類の共通の特性調査マニュアルを作成した。 
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審査の国際調和を推進
する。 

 
（２）育成者権の侵害対
策及び活用促進 
ア 育成者権の侵害対策
等について、機動的な全
国対応を行う。 
 
 
イ 我が国の登録品種の

海外における育成者権
侵害に関する情報を関
係行政機関で共有する
とともに、特に税関に
対し、水際対策に関す
る情報がある場合には
速やかな提供を行う。 

ウ 育成者権者、公的機
関その他育成者権の関
係者（以下「育成者権者
等」という。）からの侵
害及び活用に関する相
談に対し、対抗措置及
び活用方法等の助言を
行うとともに、６次産
業化の促進に向け、品
種の保護活用に関する
アドバイスを行う。 

エ 育成者権者等からの
依頼に基づく育成者権
侵害状況の記録、品種
類似性試験等を実施す
る。研究開発部門等で
開 発 し た 導 入 可 能 な
DNA 品種識別技術に
ついては品種類似性試
験 の 対 象 植 物 に 加 え
る。また、登録品種等の

の 作 成 に 参 画 す る な
ど、国際調和を推進す
る。 

 
（２）育成者権の侵害対
策及び活用促進 
ア 育成者権の侵害対策
等について、品種保護対
策役の柔軟な配置等によ
る運営体制の下で、機動
的な全国対応を行う。 
イ 我が国の登録品種の

海外における育成者権
侵害に関する情報を関
係行政機関で共有する
とともに、特に税関に
対し、水際対策に関す
る情報がある場合には
速やかな提供を行う。 

ウ 育成者権者、公的機
関その他育成者権の関
係者（以下「育成者権者
等」という。）からの侵
害及び活用に関する相
談に対し、対抗措置及
び活用方法等の助言を
行うとともに、６次産
業化の促進に向け、品
種の保護活用に関する
アドバイスを行う。 

エ 育成者権者等からの
依頼に基づく育成者権
侵害状況の記録、品種
類似性試験等を実施す
るとともに、研究開発
部門等が開発した導入
可能な DNA 品種識別
技 術 の 妥 当 性 を 確 認
し、その技術の対象と

（２）育成者権の侵害対策及び活用促進 
 
ア 育成者権の侵害対策等については、研修による人材育成や品種保護Ｇメンの業務に関する熟練度試験を行い、合格した者を

品種保護対策役として 7 場所に 20 名配置し、各地域での侵害相談、講演活動等に対応した。 
 
 
 
イ 我が国の登録品種の海外における育成者権侵害に関する情報を農政局や都道府県等に提供した。特に、育成者権者でもある

都道府県に対しては、知的財産担当者を集めた会合を開催して、侵害対策の事例などの啓発活動を行った。 
  また、水際対策に関して税関との意見交換会に参画した。 
 
 
 
 
 
ウ  育成者権者、公的機関その他育成者権の関係者（以下「育成者権者等」という。）からの侵害及び活用に関する相談 121 件

に対し、対抗措置及び活用方法等の助言を行った。（種苗法に関する一般相談については 566 件の助言を行った） 
  また、新品種の保護活用の支援として、６次産業化の認定により出願料等が軽減されることを種苗業者等に情報提供した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ 育成者権者等からの依頼に基づき、侵害状況の記録書の作成を 16 件、品種類似性試験を 14 件実施（比較栽培 2 件、ＤＮＡ

分析 12 件）したほか、108 件の寄託を受けた。 
  また、果樹茶業研究部門が開発したブドウ・カンキツの葉及びブドウ果実の DNA 品種識別技術の妥当性を確認し、品種類

似性試験の対象メニューに加えた。 
  登録品種等の DNA 情報のデータベース化については、カーネーションのデータベースを登録品種等 5 品種（平成 27 年度

末）から 115 品種に拡大した。また、イチゴのデータベースについて、当初、30 品種を増やす予定であったが、機構本部知的
財産部と連携して取り組むことで、農研機構育成品種を含む登録品種等 69 品種を増やし、108 品種（平成 27 年度末）から
177 品種に大幅に拡大した。 
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DNA 情報のデータベ
ース化を行う。 

 
 
 
オ  ASEAN ＋ 日 中 韓 の

13 カ国により設立され
た「東アジア植物品種
保護フォーラム」を戦
略的に展開し、我が国
の知的財産である品種
が海外で適切に保護さ
れるような環境整備を
図る活動を支援する。 

 
２ 農作物（飼料作物を
除く。）の種苗の検査、指
定種苗の集取、立入検査
等 
（１）国際的な種子流通
の活性化に対応した流通
段階の種苗の表示や品質
の検査等の充実 
ア 指定種苗の表示検査

(15,000 点程度／年度)
及び集取（3,000 点程度
／年度）を計画的かつ
的確に実施する。 

 
イ 「指定種苗の生産等

に関する基準」（昭和 58
年 農 林 水 産 省 告 示 第
1666 号）に係る純度検査
(170 点程度／年度)及
び病害検査(220 点程度
／年度)を計画的かつ
的確に実施する。 

 
 

なっている植物の種類
を品種類似性試験の対
象に加える。また、登録
品種等の DNA 情報の
デ ー タ ベ ー ス 化 を 行
う。 

オ  ASEAN＋日中韓の
13 カ国により設立され
た「東アジア植物品種
保護フォーラム」を戦
略的に展開し、我が国
の知的財産である品種
が海外で適切に保護さ
れるような環境整備を
図る活動を支援する。 

 

 
 
 
 
 
 
オ 「東アジア植物品種保護フォーラム」の活動では、UPOV テストガイドラインに調和した日本のウリ科植物種の調査方法の

技術指導のため、インドネシアに職員 1 名を派遣した。その結果、UPOV テストガイドラインと調和したインドネシア独自の
ウリ科審査基準の検討が進展し、日本の育成品種がインドネシアで保護される環境整備を進めた。また、ミャンマーでもトウ
モロコシについて同様な活動を行い、日本の育成品種がミャンマーで保護される環境整備を進めた。 

  他に、農林水産省事業の海外出願マニュアル作成のための制度調査に職員を派遣して情報収集に協力し、８か国のマニュア
ルが作成されたうち、７か国の作成に寄与した。  

２ 農作物（飼料作物を
除く。）の種苗の検査、指
定種苗の集取、立入検査
等 
（１）国際的な種子流通
の活性化に対応した流通
段階の種苗の表示や品質
の検査等の充実 
ア 農林水産大臣から指

示のあった指定種苗の
表示検査(15,000 点程
度／年度)を行うととも
に、過去の検査結果等
を踏まえた点数の集取
（3,000 点程度／年度）
を計画的かつ的確に実
施する。 

イ 「指定種苗の生産等
に関する基準」（昭和 58
年 農 林 水 産 省 告 示 第
1666 号）に係る純度検
査（170 点程度／年度）
及び病害検査（220 点程

２ 農作物（飼料作物を除く。）の種苗の検査、指定種苗の集取、立入検査等 
 
 
 
（１）国際的な種子流通の活性化に対応した流通段階の種苗の表示や品質の検査等の充実 
 
 
 
ア 農林水産大臣から指示のあった指定種苗の表示検査は、毎年度 15,000 点以上行い、店頭での集取は、毎年度 3,000 点以上実

施した。特に、前年に違反があった品種を翌年の検査対象とし、検査時には改善されたことの確認や、改善に向けた助言等を
実施した。 

 
 
 
 
 
 
イ 「指定種苗の生産等に関する基準」に係る検査は、販売量が多い品種や過去に違反があった品種を中心に純度検査を毎年度

170 点以上（新型コロナウイルス感染拡大防止に係る政府の緊急事態宣言下、栽培試験や種苗生産業務に従事する職員の出勤
を優先させるため、一部検査中止したものの、解除後に追加で実施したことにより年度目標の８割まで挽回した令和２年度を
除く）、病害検査を毎年度 220 点以上等、以下のとおり実施した。 
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（２）国際的な種子流通
の活性化に対応した依頼
検査の実施 
ア 検査依頼のあった日

から、原則として 50 日
以内に検査結果の報告
を行う。また、依頼者の
意向を把握し、業務の
質の向上を図るととも
に、検査結果について
クレームがあった場合
には、適切に処理する。 

イ 国際的な種子流通の
活性化、種苗業者にお
けるリスク管理の必要
性の高まり等に対応す
るため、研究開発部門
で開発した最新の病害
検査手法等を活用し、
依頼検査における検査
項目の拡大を図る。 

ウ 種苗検査等の業務に
関係する国際機関であ
る 国 際 種 子 検 査 協 会
（ISTA）等が開催する
会議に職員を派遣し、
国際規格の策定に参画
する。 

エ 種子の輸出を促進す
るため、民間の検査機
関等が参加する種子検
査ネットワークを構築
し、種子病害検査法の
標準化、普及を促進す

度／年度）を計画的か
つ的確に実施する。 

 

 中長期目標 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
表示検査（点） 15,000/年度 15,066 15,482 15,248 15,570 15,851 
集取（点） 3,000/年度 3,047 3,085 3,055 3,065 3,048 
品種純度検査（点） 170/年度 175 171 173 187 138 
病害検査（点） 220/年度 225 228 222 234 220 

 注：品種純度検査及び病害検査については、平成 28 年度は当該年度に集取した種子のうち検査を実施した点数、平成 29 年度
以降は当該年度に検査結果を農林水産省に報告した点数。 

 
基準を満たさなかった場合は、表示検査と同様に、該当する種苗業者に照会し、回答を受けた上で農林水産省に報告した。 

（２）国際的な種子流通
の活性化に対応した依頼
検査の実施 
ア 検査依頼のあった日

から、原則として 50 日
以内に検査結果の報告
を行う。また、依頼者の
意向を把握し、業務の
質の向上を図るととも
に、検査結果について
クレームがあった場合
には、適切に処理する。 

イ 国際的な種子流通の
活性化、種苗業者にお
けるリスク管理の必要
性の高まり等に対応す
るため、研究開発部門
で開発した最新の病害
検査手法等を活用し、
依頼検査における検査
項目の拡大を図る。 

ウ 種苗検査等の業務に
関係する国際機関であ
る 国 際 種 子 検 査 協 会
（ISTA）等が開催する
会議に職員を派遣し、
国際規格の策定に参画
する。 

 

（２）国際的な種子流通の活性化に対応した依頼検査の実施 
 
 
ア 第４期中長期目標期間中、依頼を受けた 9,201 点については、病原性の確定に時間が掛かった等の事情により 50 日を超過し

たものを除いて、依頼のあった日から 50 日以内（平均 22.5 日）に結果報告を行った。 
  特に、ウリ科野菜果実汚斑細菌病（BFB）の検査点数は、平成 26 年度 369 点の実施から平成 30 年度には 531 点となり、さ

らに要望が増していたことから、使用する器具の変更による作業効率向上、検出精度の向上などの取組により、検査可能点数
を 500 点／年から 1,000 点／年（令和元年度末）へ拡大した検査体制を整えた。なお、令和２年度については、新型コロナウ
イルスの影響により新規受付を休止していたが、種苗業者からの強い要望を受けて緊急事態宣言解除後に再開し、依頼があっ
た 525 点の全量について要望に応えることができた。 

 
 
イ 種苗業者からの要望を踏まえ、依頼検査の対象に「アブラナ属野菜の黒斑病」、「ダイコン黒斑病」、「スカッシュモザイ

クウイルスによるウリ科野菜のモザイク病」、「Alternaria japonica によるアブラナ属野菜及びダイコンの黒斑病」、「メロン
えそ斑点ウイルス病」、「ダイコンの黒腐病」及び「トマトかいよう病」の合計７種類の病害を追加して種子流通の円滑化を
図った。 

  また、農研機構内の病理研究者と構築した種子病害ネットワークにおいて、依頼検査の対象への追加を種苗業者から要望さ
れる病害について、検査方法の妥当性を検討し、追加する際の優先順位を明確にした。 

 
 
 
ウ 国際種子検査協会（ISTA）が開催する会議に毎年度職員を派遣し、検査ルールの修正方針等 119 件の採択に参画した。 
  また、平成 30 年度には、事務局として ISTA の年次総会及びワークショップを日本で初めて開催した。年次総会では国内種

苗業者の要望に沿った種子活力の検査方法に関するセミナーを開催し、ワークショップでは ISTA 承認検査所のための品質保
証システムの確立について講義と実習を企画し、参加者の技術習得に貢献した。 

  さらに、平成 28 年度及び令和元年度には、それぞれ３年に１回の ISTA による査察を受け、ISTA 証明書を発行できる種子
検査所として再承認された。 
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る。 
オ OECD 品種証明制度

に基づくてんさい種子
の検査を着実に実施す
る。 

 
（３）国からの指示によ
り実施する検査の実施 
ア 遺伝子組換え生物等
の使用等の規制による生
物の多様性の確保に関す
る法律 

（平成 15 年法律第 97
号）第 32 条第２項の規
定に基づく農林水産大
臣の指示に従い、立入
り、質問、検査及び収去
を的確に実施する。 

イ EC（現 EU）との協議
に基づく EU 向け輸出野
菜種子の検査を着実に実
施する。 
 
 
 
 
３ ばれいしょ及び
さとうきびの増殖に必要
な種苗の生産、配布等 
ア 「食料・農業・農村基

本計画」に即し、道県の
需要量に対応した原原
種の供給量を安定的に
確 保 （ 需 要 量 の ほ ぼ
100％を確保できる生
産配布計画の作成）す
る。また、道県の需要に
対応した健全無病な種

エ 種子の輸出を促進す
るため、民間の検査機
関等が参加する種子検
査ネットワークを構築
し、種子病害検査法の
標準化、普及を促進す
る。 

オ  OECD 品種証明制
度に基づくてんさい種
子の検査を着実に実施
する。 

 

エ 民間の検査機関と構築した種子検査ネットワークを活用して「アブラナ属野菜の黒腐病」及び「ウリ科野菜の緑斑モザイク
病」の検査法の技術講習会を開催した。この講習会を受講した民間検査機関は、令和２年度から自社の検査項目に「アブラナ
属野菜の黒腐病」を追加し検査業務を行っており、社会実装に貢献した。 

 
 
 
 
オ OECD 品種証明制度に基づく種苗業者の輸出用てんさい種子の品種の証明に係る種子の検査依頼はなかった。 

（３）国からの指示によ
り実施する検査の実施 
ア 遺伝子組換え生物等

の使用等の規制による
生物の多様性の確保に
関する法律（平成 15 年
法律第 97 号）第 32 条
の規定に基づき、同条
第２項の農林水産大臣
の指示に従い、立入り、
質問、検査及び収去を
的確に実施する。 

イ 農林水産省からの指
示に基づき、種苗業者
が EC（現 EU）加盟国
のナショナルカタログ
へ品種登録した種子の
事後検定を着実に実施
する。 

 

（３）国からの指示により実施する検査の実施 
 
ア 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく農林水産大臣の検査及び収去の指示は

なかった。 
  また、農林水産省の要請に基づき、流通するパパイヤ及びペチュニアについて遺伝子組換え種苗が含まれるか否かの分析を

行った他、遺伝子組換え体検査法確立または改良のための妥当性確認試験（てんさい等 14 種類）に参画した。 
 
 
 
 
 

 
イ 種苗業者が EC（現 EU）加盟国のナショナルカタログへ品種登録した種子の事後検定については、農林水産省からの指示に

基づき、合計延べ 44 種類、207 品種を実施し、品種の維持が適切に行われていたことを確認して結果を報告した。 
  

３ ばれいしょ及びさと
うきびの増殖に必要な種
苗の生産、配布等 
 
ア 「食料・農業・農村基

本計画」に即し、道県の

３ ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産、配布等 
 
 
 
ア 主要な品種は複数農場で生産しリスク分散を行うとともに、病害虫防除、台風対策を実施し、毎年度、道県の需要量に対応

した原原種を配布した。道県の申請数量に対する配布量は以下のとおり。 
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苗の供給を前提に、品
質・生産力の向上、省力
化及びコストの低減を
図り、効率的な原原種
の生産を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 新たな病害の発生等

に対応し、原原種の無
病性（病害罹病率 0.1％
未満）と品質（ばれいし
ょ萌芽率 90％以上、さ
とうきび発芽率 80％以
上）を確保する。 

 
 
 
 
 
 
 
ウ ばれいしょ原原種の

生産体系において、変
異体のチェックを強化
し品種の純粋性の維持

需要量に対応した原原
種の供給量を安定的に
確 保 （ 需 要 量 の ほ ぼ
100％を確保できる生
産配布計画の作成）す
る。その方策として、同
一品種を複数農場で栽
培すること等により、台
風や冷害等の気象変動
や病虫害の発生等のリ
スク分散を行う。また、
道県の需要に対応した
健全無病な種苗の供給
を前提に、品質・生産力
の向上、省力化及びコス
トの低減を図り、効率的
な原原種の生産を行う。 

 

  

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

配布量 
充足率

（％） 
配布量 

充足率

（％） 
配布量 

充足率

（％） 
配布量 

充足率 

（％） 
配布量 

充足率

（％） 

ばれいしょ秋植え用（袋） 2,360 99.7 2,411 100.0 2,195 100.0 2,117 100.0 2,046 100.0 

ばれいしょ春植え用（袋） 62,024 99.7 59,792 99.9 58,422 98.0 60,303 99.9 57,471 100.0 

さとうきび夏植え用（千本） 1,137 100.0 1,077 100.0 1,085 100.0 1,086 100.0 1,114 100.0 

さとうきび春植え用（千本） 999 100.0 996 100.0 1,000 100.0 1,028 100.0 999 100.0 

 
 

特に、さとうきびについては、九州沖縄農業研究センターが育成した品種「はるのおうぎ」は、既存品種 NiF8 に比べ生産
性が高く、機械化収穫に優れ、種子島のさとうきび生産量の減少に歯止めをかける品種として早期の普及が求められていたこ
とから、労力を要するが高い増殖率が期待できる側枝苗等の急速増殖技術を活用し、通常の増殖に比べ 2 年早く令和 2 年春植
用原原種にて配布を開始。なお、当初 70 千本の要望であったが、その後も産地から新品種への期待感の高まりを伝えられ、更
なる需要の拡大が見込まれたことから、当初配布要望の 1.8 倍となる 128 千本を生産し、配布を実施。「はるのおうぎ」の早
期普及に貢献した。 
 ばれいしょについては、配布先等で品質に問題が確認された際に作業工程を遡り、原因究明と改善策をとれるよう、令和元
年度は収穫物を大型コンテナごとにロット管理し、生産されていた原原種ほの区画まで遡れるトレーサビリティを試行。その
結果を踏まえ令和２年度はロット規模を見直して生産ほ場 50a ごとに管理し、培養苗生産までの生産段階ごとの栽培歴を遡る
ことができるトレーサビリティシステムを構築した。 

イ 新たな病害の発生等
に対応し、病害虫防除
等を講じる。無病性に
ついては、収穫直前の
検定におけるばれいし
ょ及びさとうきび原原
種 の 病 害 罹 病 率 を
0.1％未満とする。また、
品質においては、ばれ
いしょの萌芽率 90％以
上、さとうきびの発芽
率 80％以上を確保す

イ 生育期間中の目視による病徴等株の抜取りは毎年度５回以上、薬剤散布は毎年度８回以上行い、慣行栽培と比較して多くの
病害虫対策を実施した。 

また、ジャガイモ黒あし病を発生させないため、イノベーション創出強化研究推進事業の緊急対応課題「ほ場で突発するジ
ャガイモ黒あし病の感染要因の検証（平成 30 年度）」の成果を活用して 
①ばれいしょ原原種ほ場周辺の除草・掃除刈りによる環境浄化 
②明渠の深掘・溝起こしによるほ場への黒あし病菌の流入抑制 
③大雨に備えたほ場の排水改良のためのサブソイラーによる弾丸暗渠の施工、排水路の設置 
等の対策を行いばれいしょ生育環境の健全化を推進した。 

第４期中長期目標期間中、無病性については、収穫直前の検定におけるばれいしょ及びさとうきび原原種の病害罹病率
0.1％未満、品質においては、ばれいしょの萌芽率 90％以上、さとうきびの発芽率 80％以上を毎年度確保した。 
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を図る。 
エ ミニチューバー等を

用いた原原種生産体系
の拡大により、緊急時
における新品種等の原
原種の供給期間を大幅
に短縮した増殖体系の
構築を図る。 

 
 
 
 
オ 原原種の配布先の意

向等を把握するための
アンケート調査を実施
する。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ ばれいしょ及びさと

る。 
 
ウ ばれいしょ原原種の

生産体系において、変
異体のチェックを強化
し、品種の純粋性の維
持を図る。 

ウ 原原種品種を各々の培養系母本と比較栽培し、形態的特性を調査した結果、毎年度、原原種全品種において変異は確認され
なかった。 

エ ミニチューバー等を
用いた原原種生産体系
の拡大により、緊急時
における新品種等の原
原種の供給期間を大幅
に短縮した増殖体制の
構築を図る。 

 

エ ジャガイモシロシストセンチュウ緊急防除終了後の一般栽培に求められる抵抗性品種の早急な供給を可能にするため、北海
道中央農場に緊急増殖施設を建設し、日本で初めてばれいしょのエアロポニック栽培方式を導入するとともに、日本の品種の
特性に合わせて栽培方法の最適化を図るため、生育ステージごとの養液噴霧間隔の改良、生育中期以降の過繁茂を改善するた
めの栽植密度の変更、晩生品種の収量性向上のための夜間温度の改良等に取り組み、抵抗性品種等を通常より１年早く増殖で
きる体制を構築した。 

  本体制を用いて、ジャガイモシロシストセンチュウの発生確認直後である平成 28 年度から、北農研が将来のニーズを考慮し
選定した抵抗性候補品種について、緊急的な配布要望に対応できるよう増殖を開始した。これにより、平成 30 年度に北海道か
らの緊急配布要望のあった「フリア」について、特別種苗 200 袋の配布に応えることができた。また原原種として令和元年度
に 400 袋、さらに令和 2 年度に 617 袋配布し、早期普及に貢献した。 

 
オ 原原種の配布先であ

る道県の意向等を把握
するためのアンケート
調査を実施し、業務の質
の向上を図るとともに、
クレームがあった場合
には、適切に処理する。 

 

オ 原原種の配布先である道県の意向等を把握するためのアンケート調査を実施した満足度（５点満点）は以下のとおりであっ
た。 

  平成 28 年度(点) 平成 29 年度(点) 平成 30 年度(点) 令和元年度(点) 令和２年度(点) 

ばれいしょ秋植え用 4.2 4.1 4.3 4 4.0 

 

ばれいしょ春植え用 3.7 3.5 3.6 3.6 3.8 
 

 

さとうきび夏植え用 4.6 4.1 3.8 3.7 3.9 
 

 

さとうきび春植え用 4.6 4.1 4.1 3.9 4.0 
 

 
さとうきびの満足度が下がっている傾向について、主に原原種出荷後の輸送や原種ほでの栽培管理に起因するものであり、

配布先に連絡を取り、品種特性を踏まえた栽培指導等を行った。 
 ばれいしょの満足度は横ばい傾向であった。意見として黒あし病や黒あざ病等病害への対応要望があった。黒あし病につい
ては、研究部門と連携した種子伝染以外の感染元の探索、感染経路の検証を行うイノベーション事業に参画し、得られた知見
を活用して、感染源となるおそれのあるほ場周辺の雑草防除や明渠による排水対策を実施した。黒あざ病については、土壌由
来の病害であることから、植付け時に種イモの床土と覆土に薬液を散布する植溝内土壌散布システム(インファロ－システム)
を導入して配布する原原種の品質改善を図った。 
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うきびに係る試験研究
を行う試験研究機関等
に対し、技術の提供及
び健全無病種苗の配布
を行い、新品種の開発・
普及を支援する。 

 
 
 
 
 
 
 
４ 種苗管理業務に係る
研究開発成果の現場への
橋渡し等 
（１）研究成果の生産現
場への橋渡し 
ア 研究開発部門で開発
した新品種の早期普及の
ため、種苗の増殖を支援
する。 
イ 研究開発部門からの
要請に応じて、畑作物の
試験研究用種苗等を増殖
する。 
 
 
 
（２）情報提供 
ア 品種登録出願者に対

する情報提供や、種苗
業 者 に 対 す る 技 術 指
導、ばれいしょ及びさ
とうきび種苗生産者等
に対する技術指導、情
報提供等を行う。 

 

 また、クレームがあった場合には、原因究明を行い、再発防止策を検討、実施するとともに、クレームへの対応結果を先方
に報告して同意を得た。 

 
カ ばれいしょ及びさと
うきびに係る試験研究を
行う試験研究機関等に対
し、技術の提供及び健全無
病種苗の配布を行うとと
もに、母本の早期無毒化等
により、新品種の開発・普
及を支援する。 

カ 試験研究機関等からの調査用種苗の申請に対し、毎年度以下のとおり配布し、品種育成等の試験研究を支援した。 

  

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

品種数 配布量

(kg、本) 

品種数 配布量

(kg、本) 

品種数 配布量

(kg、本) 

品種数 配布量

(kg、本) 

品種数 配布量

(kg、本) 

ばれいしょ秋植

え用 10 890 12 1,370 11 708 10 560 10 550 

ばれいしょ春植

え用 94 8,818 107 9,846 105 10,497 98 11,012 101 12,254 

さとうきび夏植

え用 1 3,500 - - 18 540 6 180 - - 

さとうきび春植

え用 7 3,100 8 10,700 3 1,050 7 2,450 7 2,150 

また、試験研究機関からばれいしょ 98 系統、さとうきび 15 系統の有望育成系統を受け入れ、母本の無病化、増殖特性の確
認を行った。 

 
４ 種苗管理業務に係る
研究開発成果の現場への
橋渡し等 
（１）研究成果の生産現
場への橋渡し 
ア 研究開発部門で開発

した品種の早期普及の
ため、新品種の種苗の
増殖を支援する。 

イ 研究開発部門からの
要請に応じて、輪作ほ
場を活用し、早期普及
が必要な畑作物の試験
研究用種苗等を増殖す
る。 

 

４ 種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡し等 
 
 
（１）研究成果の生産現場への橋渡し 
 
ア 果樹茶業研究部門が育成したかんきつ新品種「みはや」、「璃の香」及び「あすき」の現場への早期普及のため、健全な穂

木の採取を行って種苗の増殖を支援した。 
 
 
イ 研究開発部門からの要請がなかったため、畑作物の試験研究用種苗等の増殖は行わなかった。 

（２）情報提供 
ア 品種登録出願者に対

する出願等に係る情報
提供や、種苗業者に対

（２）情報提供 
ア 品種登録出願者、種苗業者等に対し、以下のとおり、ホームページでの情報提供や技術講習会の開催等を行った。 

・令和元年度より、品種登録出願者が出願品種の特性調査に活用できるよう、特性調査マニュアルを農研機構のホームページ
で公開した。 



127 
 

 
 
 
イ 種苗管理業務を通じ

て得られた情報及び知
見を農林水産省に提供
する。 

 
（３）種苗管理担当者の
業務運営能力の向上 

種苗管理業務に係る先
進的な技術・知識等の導
入に努めるとともに、種
苗管理担当者の業務運営
能力の向上を図る。 

する技術講習会の開催
による技術指導、ばれ
いしょ、さとうきび種
苗生産者等に対する技
術講習会の開催による
技術指導、情報提供等
を行う。 

 
イ 種苗管理業務を通じ

て得られた情報及び知
見を農林水産省に提供
する。 

 

・育成者権者等がより DNA 品種識別技術を利用できるようホームページに情報を追加した上で改めて「品種識別の窓」とし
て立ち上げた。 

・種苗業者等に対し、病害検査などの講習会を延べ 20 回、69 名に行って技術移転した。このうち令和元年度に「アブラナ属
野菜の黒腐病」等の検査法の技術講習会を行った民間検査機関が、令和２年度から自社の検査項目に当該病害を追加し検査
業務を行っており、社会実装に貢献した。 

・原原種の配布先等に対し、「ばれいしょ原原種及び原種生産に係る北海道連絡会」を延べ 11 回開催するとともに、種ばれい
しょ及びさとうきび生産者に対し、品質向上に向けた抜き取り技術の指導等を行った。 

 
イ 栽培試験業務を通じて、審査基準に形質として追加するための調査結果、また、品種保護対策業務を通じて得たネットオーク

ションサイトでの侵害品の販売状況等を農林水産省に提供した。 

（３）種苗管理担当者の
業務運営能力の向上 
種苗管理業務に係る先進
的な技術・知識等の導入
に努めるとともに、種苗
管理担当者の業務運営能
力の向上を図る。 

（３）種苗管理担当者の業務運営能力の向上 
人事交流により北海道農業研究センターのバレイショ育種グループ及び病害虫グループに職員２名を派遣して、ばれいしょ

原原種生産に係る高度な知識と技術の習得を行った。 
また、種苗管理担当者の業務運営能力の向上のために、若手職員を対象とし、企画力や折衝能力の養成を通じて幅広い総合

力を持つ人材を育成する「種苗管理センターにおける人材育成プラン」を策定し運用を開始するとともに、以下の研修等を実
施した。 
・栽培試験業務 

担当者の習熟度に応じた４種類の研修を延べ 16 回 69 名に行って品種登録制度の知識の習得、栽培試験の技術向上を図っ
た。この内、特に上級者を対象とした研修（延べ 16 名）では、栽培試験業務における指導的能力を発揮できる者を養成し、
全員が栽培試験実施責任者の資格認定試験に合格した。栽培試験実施責任者の有資格者は、栽培試験業務に従事する職員数
60 名に対し 35 名となり、報告書の検定作業ができる者が増加し、報告書作成能力の向上が図られた。 

・品種保護対策業務 
侵害相談への助言を行う際に種苗法の解釈が正確かつ確実であり、適切な助言となるよう品種保護 G メン及び農研機構本

部職員を含む希望者を対象とした研修を延べ 37 回 1,350 名に対して実施することにより能力維持を図るとともに、品種保護
G メン研修を延べ５回 16 名に実施して侵害相談等に対応できる者を養成し、資格認定試験を行って合格した者（延べ 16
名）を農場に配置した。品種保護 G メンの有資格者は、品種保護対策役の配置数(20 名)を大幅に上回る 36 名となり、品種
保護対策業務の安定的な実施に対応できる体制整備を進めた。また、新たに全職員向けに農研機構のイントラネットを活用
した e ラーニングによる種苗法の基本的な知識を習得する研修を開始し、職員全体の資質向上を図った。 

・種苗検査業務 
発芽検査、サンプラー研修等の技術習得に係る研修や病害検査の熟練度テスト等を延べ 42 回 117 名に実施し、検査業務に

対応できる人材を育成するとともに検査能力の維持を図った。また、指定種苗検査職員資格認定試験を 6 回実施して新たに
12 名の検査職員を任命し、有資格者が指定種苗検査職員の配置数（22 名）を上回る 34 名となり、指定種苗検査の安定的な
実施に対応できる体制整備を進めた。 

・種苗生産業務 
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   若手職員に対する技術研修を延べ 5 回 45 名に実施し、ジャガイモシストセンチュウなどばれいしょ原原種生産の重要な病
害虫である検診方法を習得させることにより、ばれいしょ原原種生産に従事する者全員が植物防疫法に基づき自主検査する
「種ばれいしょ検査」に従事できる体制を構築した。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

Ⅰ－１１ 農業機械化の促進に関する業務の推進 

関連する政策・施策 農林水産研究基本計画 当該事業実施に係る根拠（個別法条文な
ど） 

国立研究開発法人農業・食品産業技術研究機構法第 14 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

２．主要な経年データ 

 ①モニタリング指標 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 備考  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

技術講習会などへの講師派遣回数 
（回） 

59 57 52 88 69  予算額（千円） 1,885,680 2,110,811 2,292,165 2,316,551 2,348,646 

農業機械化促進に関する技術相談な
どの件数 

127 181 186 91 21  
決算額（千円） 1,904,853 2,161,514 2,673,657 2,214,328 2,255,499 

経常費用（千円） 1,676,747 1,577,629 1,605,108 1,597,882 1,746,045 

展示会への出展件数などの広報実績 26 25 24 17 1  経常利益（千円）   △5,100    30,040    △591     7,071   265,426 

見学件数 78 80 120 129 33  行政サービス実施コスト（千円） 1,729,822 1,570,185 1,686,432 － － 

 
行政コスト（千円） － － － 2,403,856 1,893,235 

従業人員数（人） 74.8 73.9 74.0 
 

74.0 75.0 
   
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

（１）業務推進の基本方針 
○生産現場が直面する問題の速やかな解決、生産システムの革新による大幅な生産性の向上及び新たな価値の創出等に資するため、以下の（２）～（５）の農業機械に関する試験研究及び実用化、安全性検査等の取組・体制の
構築が適切に行われているか。 
（２）研究の推進方向 
○研究の推進に当たって、研究ステージに応じ、研究評価が反映される体制が構築されているか。また、行政及び生産現場のニーズに対応するため、関係者が参画した機械開発・改良・実用化の取組に対して、連携・協力が十
分であるか。 
＜評価指標＞ 
・研究の推進に当たって、研究ステージに応じた評価を反映するとともに、関係者が参画した機械開発・改良・実用化に協力分担して取り組んでいるか。 
（３）効率的・効果的な研究開発を進めるための配慮事項 
○研究課題の選定・実施に当たって、生産現場のニーズに対応するため、現場ニーズに係る情報収集や課題化する体制が構築されており、連携・協力が十分であるか。 
また、ロボット技術や ICT 等の異分野の技術を活用した先進的・革新的な機械の開発に、異分野の研究機関などとの連携・協力が十分であるか。 
＜評価指標＞ 
・課題設定に当たって、各地域農業研究センターや行政部局等から生産現場のニーズについて情報収集し、研究の重点化を図っているか。 
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・先端的、基盤的な技術の開発・導入のためロボット技術や ICT 等の異分野の研究機関等との連携に取り組んでいるか。また、電動化等未確立の基盤技術について、大学や異分野の研究機関等との連携協力に取り組んでいる
か。 
（４）農業機械の安全性検査等 
○農業機械の安全性、環境性能の向上及び申請者の利便性の向上につながるものであるか。また、国際標準の設定などに関する議論に貢献がなされているか。 
＜評価指標＞ 
・安全性評価・環境性能評価の充実に向けた取組が行われているか。 
・安全性検査等業務において、効率的な検査の実施、事務処理の合理化等により、成績書の早期提出に努めているか。 
・農業機械作業の安全に係る情報、安全性検査等に関する質問及び回答等について、ホームページ等を通じて適切に情報提供が行われているか。その際、高齢者にも配慮した取組を行っているか。 
・国際標準の設定等に関する議論に積極的に関与しているか。 
（５）農作業の安全に資する情報収集・分析とそれを踏まえた農業機械の開発及び評価試験の高度化 
○農作業の安全に資する情報収集・分析が農業機械の安全性の向上及び安全利用の推進に寄与するものであるか。 
＜評価指標＞ 
・農作業事故の実態を効果的に把握・分析し、農業機械メーカーや生産現場に対するフィードバックに取り組んでいるか。 
・分析結果に基づき、新たな機械開発に向けたリスクアセスメントの助言指導を行うとともに、安全性向上に向けた取組情報等を把握・共有し、事故分析や啓蒙活動に取り組んでいるか。 
・農業機械の安全設計の取組が促進されるよう、評価試験手法への反映に取り組んでいるか。 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

（１）業務推進の基本方針 
「食料・農業・農村基本計画」、

「農林水産研究基本計画」等に
即して生産現場が直面する問題
の速やかな解決、生産流通シス
テムの革新による大幅な生産性
の向上及び新たな価値の創出等
に資するため、ロボット技術、
ICT 等の先端技術の活用を一層
図りつつ、農業機械に関する試
験研究及び実用化、安全性検査
等の業務を総合的かつ効率的に
実施する。 

併せて、農作業の安全に資す
る情報収集・分析、それを踏ま
えた農業機械の開発及び評価試
験の高度化並びに農業用ロボッ
トの性能や安全性確保に関する
評価手法の確立を図る。 

また、農業競争力強化支援法
(平成 29 年法律第 35 号)に基づ

（１）業務推進の基本方針 
「食料・農業・農村基本計画」、「農林水産研究基本

計画」等に即して生産現場が直面する問題の速やかな解
決、生産流通システムの革新による大幅な生産性の向上
及び新たな価値の創出等に資するため、ロボット技術や
ICT 等の先端技術の活用を一層図りつつ、以下の研究推
進方向に沿って、効率的かつ効果的な試験研究及び実用
化の業務を実施する。 

農業機械の安全性検査等の業務については、安全性評
価及び環境性能評価の充実を図りつつ、効率的かつ効果
的に実施する。 

併せて、農作業事故情報等を行政部局、メーカー、関
係団体や都道府県など関係機関と緊密に連携して収集・
分析を図り、その結果を農業機械の開発研究及び評価試
験の高度化に活用する。また、今後、社会実装が見込ま
れる農業用ロボットに求められる性能や安全性確保要
件については、評価手法の確立を目指す。 

また、農業競争力強化支援法（平成 29 年法律第 35 号）
に基づき、農業機械等の開発について、良質かつ低廉な
農業資材の供給の実現に向けた開発の目標を設定する
とともに、大学及び民間事業者等と連携を図る。 

（１）業務推進の基本方針 
研究開発、検査等農業機械化促進業務の推進方向、推進方策及び推進体制については、

平成 30 年 4 月 1 日付け農業機械化促進法の廃止等を踏まえ、平成 30 年度に新たな組織
体制を構築し、生産現場が直面する問題の速やかな解決、Society5.0 の早期実現、生産流
通システムの革新による大幅な生産性の向上及び新たな価値の創出等に資するため、ロ
ボット技術や ICT 等の先端技術の活用を一層図りつつ、以下の研究推進方向に沿って、
効率的かつ効果的な試験研究及び実用化の業務を実施した。 

農業機械の安全性検査等業務については、安全性が確保された農業機械の開発・普及
に資するため、社会実装が一部開始された農業用ロボットを含めた必要な安全装備の確
認と利用環境の改善を促す新たな安全性検査体制を平成 30 年度から構築し、検査を適正
に実施している。さらに、検査方法の改良・高度化の推進に資するため、乗用型トラクタ
ー用安全キャブ・フレームの試験を行う機関が備える要件を定めた国際規格(ISO/IEC 
17025:2017)の認定を国内で初めて取得し、農用トラクター（乗用型）キャブ及びフレー
ムの静的強度試験の評価試験手法へ反映させた。 

農作業安全に関して、行政部局、メーカー、関係団体や都道府県など関係機関と連携し
て収集した農作業事故情報等を分析し、その結果を各現地の安全推進担当にフィードバ
ックするとともに、開発した農作業事故事例検索システムや対話型農作業安全研修ツー
ルを研修会での普及啓発や情報提供活動に活用し、他産業に比べて依然として高い農作
業事故の割合の減少に努めるとともに、社会実装が一部開始された農業用ロボットにつ
いて、国内のガイドラインや、ISO 規格との整合性を考慮しつつ、安全機能評価試験方
法の開発研究を進め、「ロボット・自動化農機検査」を平成 30 年度より開始した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：A 
 
根拠： 
（１）業務推進の基本方針 

農業分野における Society5.0 の早期実現
に向け、ロボット技術や ICT 等の先端技術
の活用を図り、生産現場が直面する問題の
速やかな解決、生産流通システムの革新に
よる大幅な生産性の向上及び新たな価値の
創出等に資するための研究並びに安全性検
査制度を立ち上げ、ロードマップに基づき
達成目標や達成時期の明確化を図るととも
に、重点課題の設定等を通して課題の見直
し等進捗管理を実施した。重点普及成果や
普及成果については事業開発室の支援を受
けて SOP を作成し、成果の普及に努めた。
スマ農プロ等に参画し、自動化農機の社会
実装に向けた取組を強化するとともに、ス
マート農機の低コスト化を進めた。 
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き、農業機械等の開発について、
良質かつ低廉な農業資材の供給
の実現に向けた開発の目標を設
定するとともに、大学及び民間
事業者等と連携を図る。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）研究の推進方向 
ア 農業機械等の試験研究の推
進 

農業者の減少や高齢化等によ
る労働力不足が深刻な問題とな
っている中、若者・女性等多様
な人材が活躍できる環境を整
え、担い手農業者のニーズに応
えるためには、省力化・低コス
ト化に資するロボットや ICT 等
の新技術の導入、未機械化分野
への対応及び機械部品の共通
化・標準化、より安全な機械の
開発などを一層進めていく必要
がある。こうした課題に対応す
るため、農業機械等の試験研究
及び実用化とこれに資する基
礎・基盤的研究を重点的かつ計
画的に実施する。これらのこと
を実現するため、別添 1 の 1(2)

業務推進に当たっては、異分野を含む、農業機械化に
取り組む機械メーカー、関係団体、研究機関等との連携
を日常的に強化し、現場からの要望、要請に適切かつ的
確に対応する。対応状況は、農業者、農業者団体、大学、
行政等から構成される外部委員会による検討を踏まえ
改善に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）研究の重点化及び推進方向 
ア 農業者の減少や高齢化等による労働力不足が深刻

な問題となっている中、若者・女性等多様な人材が活
躍できる環境を整え、担い手のニーズに応えるために
は、省力化・低コスト化に資するロボットや ICT 等の
新技術の導入、未機械化分野への対応及び機械部品の
共通化・標準化、より安全な機械の開発などを一層進
めていく必要がある。こうした課題に対応するため、
別添 1 の 1(6)に示した研究を農業研究業務と協力分
担して重点的に推進する。 

研究の推進に当たり、（１）で示した外部委員会に
よる開発計画、進捗状況及び開発成果の検討及び生産
現場の声を踏まえ、中間評価、終了時評価及び単年度
評価を研究の実施に反映するとともに、評価結果及び
研究開発成果については、できる限り定量的な手法、
視覚的な表現も用いつつ国民に分かりやすく、また、
ウェブサイトへの掲載をはじめとして幅広く情報提
供を行う。 

 
 

平成 29 年度まで実施していた農業機械等緊急開発事業（以下、「緊プロ事業」とい
う。）に代わり、異分野を含む、農業機械化に取り組むメーカー、関係団体、研究機関等
農業機械の関係者が一体的に連携し、生産現場のニーズや課題への対応を迅速に行う仕
組みとして、農業機械技術クラスターを平成 30 年度に設置し、時代に即した農業機械・
生産システムに係る先端・基盤研究、安全性検査（国際基準化を含む）や安全研究・分
析、担い手ニーズに応じた開発・改良について、標準化・共通化推進委員会、安全性向上
委員会等の専門委員会の検討を踏まえて推進した。また、農業機械技術クラスターにお
いて、民間企業、公設試験研究機関（公設試）、大学、関係団体と連携し競争力強化に向
けた農業機械の開発研究課題を立ち上げた。コンソーシアム契約の確立及び公募課題の
審査委員会の設置により研究課題推進の体制を整備した。また、農業機械技術クラスタ
ーの指導及び助言機関である農業機械技術検討委員会により、農業機械技術クラスター
の運営や開発要望のくみ上げ方など運営方針について議論を交わした。 

これらの農業機械技術検討委員会やクラスター会員等の意見を踏まえ、開発要望の幅
広い聴取と迅速な課題化に向けて、関係要領の一部改正、新たに選定と評価に係る実施
要領を制定及びホームページのリニューアルを行うなど、改善を行った。 

このほか、ロボット技術や ICT 等の異分野の技術を活用した先進的・革新的な機械
の開発については、ベンダー企業等異業種機関と連携して取り組んだ。電動化等未確立
の基盤技術についても、異分野の研究機関等と連携協力して取り組んだ。 
 
（２）研究の重点化及び推進方向 
ア 農業機械等の試験研究の推進では、平成 28 年度、29 年度については緊プロ事業等

において、省力化・低コスト化に資するロボットや ICT 等の新技術の導入、未機械
化分野への対応及び機械部品の共通化・標準化、より安全な機械の開発を進めた。平
成 30 年度からは農業機械技術クラスターにおいて、メーカー、農業者団体、行政等
で構成する検討会を延べ 19 回開催し、現場ニーズを踏まえた研究課題の企画立案を
行い、延べ 19 課題を課題化し、農業研究業務とも協力分担しながら研究を実施し
た。 

  土地利用型農業では、高速高精度汎用播種機と高性能・高耐久汎用コンバインの 2
機種が平成 30 年度に市販化され、最新農業技術・品種 2019 に選定された。高速高
精度汎用播種機は 20 台、高性能・高耐久汎用コンバインは 338 台普及している。自
動運転田植機は、非熟練者 1 名作業を可能とし、2017 年農業技術 10 大ニュースに選
定され、農機メーカー2 社へ技術移転した。高機動畦畔草刈機の派生機である電動リ
モコン草刈機、マップベース可変施肥対応ガイダンス装置、自動操舵補助装置につい
ても平成 30 年度に市販化され、それぞれ、100 台、140 台、22 台が普及している。
また、「高機動畦畔刈取アタッチ」が電動リモコン草刈機のアタッチメントとして市
販化されることとなり、令和 3 年 2 月から出荷が開始された。乾燥機燃料費を 70%
程度低減できる籾殻燃焼システム、湿害を低減する大豆用高速畝立て播種機は、令和
3 年度以降に市販化の見込みである。 

（２）研究の重点化及び推進方向 
平成 29 年度まで実施していた緊プロ事業

では、中山間地の傾斜畦畔法面にも適用可
能な高機動畦畔草刈機、稲・麦・大豆・ソ
バ・飼料作物等に対応した高速高精度汎用
播種機、新機構と高耐久部材により作業能
率と耐久性を向上させた高性能・高耐久コ
ンバイン、畝立てと同時に畝内の上層と下
層の二カ所に局所施肥し、施肥量を低減す
ることができる野菜用の高速局所施肥機、
ホウレンソウ調製機等について、メーカー
と共同開発し、外部委員会による開発計
画、進捗状況及び開発成果の検討及び生産
現場の声を踏まえ、中間評価、終了時評価
及び単年度評価を研究の実施に反映したう
えで、一部は目標を前倒しで市販化し、普
及が進んでいる。高速高精度汎用播種機と
高性能・高耐久汎用コンバインは農林水産
省の最新農業技術・品種 2019 に選定され
た。野菜用の高速局所施肥機は安価な
GNSS を用いた車速連動施肥により、傾斜
の影響を排して施肥量変動を低減でき、
2018 年農業技術 10 大ニュースに選定さ
れ、令和元年度から受注販売が開始され
た。ホウレンソウ調製機は 1 株ずつコンベ
ア上に静置するだけで、根切り及び子葉、
下葉を精度良く除去でき、現行機に比較し
て作業精度が良く、作業能率は 1.5 倍であ
り、2017 年農業技術 10 大ニュースに選定
され、平成 30 年に市販を開始し、累計 212
台普及している。 

また、交付金で行った課題において、中
小型トラクタ－の直線作業をアシストする
自動操舵装置を開発し、平成 29 年に市販を
開始した。画像装置によって自動走行する
ことで高精度 GNSS を使用する装置の 1/2
以下の価格で販売されている。行政ニーズ
への緊急対応として研究を実施したニンニ
ク盤茎調製機は平成 30 年に地域限定で受注
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に示した研究を農業研究業務の
研究開発と協力分担して進め
る。 

なお、研究の推進に当たって
は、研究のステージに応じて研
究評価(生産現場への普及性の
観点を含む)を適切に実施し、研
究の実施に反映させるととも
に、その評価結果及び研究開発
成果については、できるだけ定
量的手法を用いて国民に分かり
やすい形で情報提供を行う。 
 
 
 
イ 行政ニーズへの機動的対応 

期間中に生じる行政ニーズに
機動的に対応し、必要な研究開
発を的確に実施する。 
 
 
 
 
 
 
ウ 地域での農業機械開発への
研究支援 

都道府県（農業試験場、普及
組織等を含む。）、商工関係者、
担い手、メーカー、関係省庁な
ど、関係者が参画した機械の開
発・改良の取組に対して、農業
研究業務を行う地域農業研究セ
ンターなどと協力分担して研究
支援する。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 期間中に生じる行政ニーズに機動的に対応し、必要

な研究開発を的確に実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ 地域での農業機械開発への研究支援として、都道府

県（農業試験場、普及組織等を含む。）、商工関係者、
担い手、メーカー、関係省庁など、関係者が参画した
機械の開発・改良の取組に対して、農業研究業務を行
う地域農業研究センターなどと協力分担して研究支
援する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

  地域特性に応じた園芸等に資する農業機械・装置の開発に関しては、高能率で作業
精度が高いホウレンソウ等の軟弱野菜調製機は平成 30 年度に、傾斜による施肥量変
動と肥料の表面流亡を低減しつつ、高速で作業が行える高速局所施肥機は令和元年度
に市販され、それぞれ、2017 年及び 2018 年の農業技術 10 大ニュースに選定され
た。高能率軟弱野菜調製機は 212 台が普及している。トマト用接ぎ木装置は、活着率
は熟練者並みの 90%以上、作業能率は熟練者の 2 倍以上の約 500 本/h であり、令和
3 年春以降に市販化予定である。豚舎洗浄ロボットは、手作業による作業時間が３割
に削減され、令和 3 年度に市販化予定であり、2019 年農業技術 10 大ニュースに選定
された。このほか、中小型トラクター用直進作業アシスト装置は平成 29 年度に市販
を開始し、延べ 180 台以上販売された。 

  また、研究開発成果については、できる限り定量的な手法、視覚的な表現も用いつ
つ、国民に分かりやすい内容でプレスリリース等ウェブサイトへの掲載や各種イベン
トでの情報提供を行った。なお、中長期計画（第４期）期間におけるプレスリリース
とイベント出展の延べ件数は、プレスリリース 16 件、イベント 57 件であった。 

 
イ 県行政からの要請に対しても農業機械技術クラスターにおいて以下の課題を立ち上

げ、研究開発を的確に実施した。 
  行政ニーズへの機動的対応では、強害雑草の物理的防除技術について平成 29 年度

から緊急に現地試験を実施し、ハマスゲの 90％以上の拾い上げ回収を実現し、防除
マニュアルを作成した。平成 28 年度に行政からのニーズに対応して開始したニンニ
ク盤茎調製機については、平成 30 年に地域限定で受注販売が開始され、令和元年 11
月に対象を全国に拡大し、54 台販売されている。リンゴ黒星病の予防について平成
30 年度から落葉収集機の開発を開始し、9 割以上の収集が可能となった。令和２年度
から、茶園用除草機の開発に取り組んでいる。 

 
ウ 地域での農業機械開発では大学、民間企業等、公設試等と協力分担して現地適用化

の研究支援を行った。また、地域農業研究センター等との協力分担では、農業機械の
国際共通通信規格（ISOBUS）に対応した作業機械用電子制御ユニット(ECU)の開発
は北海道農業研究センター（北農研）と、ドローンを利用した栽培管理技術、スマー
ト農業実証プロジェクト（スマ農プロ）、高速高精度汎用播種機の開発等は東北農業
研究センター（東北研）と、大豆用高速畝立て播種機の現地実証と高度利用、栽培管
理用AI ロボットの研究開発、落花生拾い上げ収穫機の開発、ライスセンターのスマ
ート化システムの開発は中央農業研究センター（中央研）と、遠隔操作式高能率法面
草刈機の開発では西日本農業研究センター（西農研）と、強害雑草の物理的防除技
術、稲麦二毛作地帯向けの水稲乾田直播用機械の開発は九州沖縄農業研究センター
（九沖研）と、手持ち式花蕾採取機と茶園用除草機の開発では果樹茶業研究部門（果
茶研）と、農作業事故の詳細調査・分析に関する研究、農作業事故防止に向けた危険
体感型安全教育手法の基礎調査、スマート農場の安全性確保に関する課題では農村工
学研究部門（農工研）と、それぞれ協力分担を行った。ISOBUS 作業機の開発課題で

販売が開始され、令和元年 11 月に対象を全
国に拡大し、累計 54 台販売されている。 
また、ISOBUS 対応作業機用 ECU を開

発し、国際標準化推進室の支援を得て国産
技術として初となる ISOBUS の認証を取得
した。ISOBUS 作業機の開発課題では、複
数メーカーや団体とコンソーシアムを組
み、作業機 ECU を開発する課題を実施中で
あり、令和 3 年度中にメーカーが開発する
作業機 3 機種の ECU の ISOBUS 認証を取
得予定である。 

以上のように、中長期計画で提案した機
械だけでなく、中小規模農家や特産的作目
へ対応した機械も市販され、社会実装を進
めた。 
 
（３）効率的・効果的な研究開発を進める
ための配慮事項 

農業機械技術クラスターにおいて、担い
手、公設試、県及び国行政からの要請や開
発要望を常時収集し、それらの開発要望に
対し課題化に向けた調整を行い、 
・ISOBUS に対応した作業機 ECU 開発 
・二毛作体系に適した水稲乾田直播技術の
開発 
等の延べ 19 課題を立ち上げ、異分野を含
むメーカー、関係団体、農業研究業務を行
う地域農業研究センターと連携しながら、
地域農業機械化支援、社会実装に向けた革
新技術開発、次世代に向けた技術開発に取
り組んだ。 

スマート農業の実現に向けた研究開発で
は、スマ農プロ等に自動運転田植機を４台
現地導入するとともに、同プロジェクトの
実施現場で抽出された農作業ロボット等自
動化農機の不具合への対応を行った。 

令和 2 年 10 月 22 日には無人自動走行シ
ステムの実演会を富山市で開催し、日本再
興戦略 2016 で掲げられた「ほ場間での移動
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（３）効率的・効果的な研究開
発を進めるための配慮事項 

農業機械等の試験研究及び実
用化を効率的・効果的に進める
ため、以下の事項に配慮する。
研究課題の選定・実施に当たっ
ては、生産現場のニーズに的確
に対応するため、各地域農業研
究センター、行政部局、大学、担
い手農業者、民間事業者、研究
機関等から現場ニーズに係る情
報を定期的に収集し、機動的に
課題化する体制を構築するとと
もに、農業研究業務における作
業技術、情報技術、農業経営な
ど関連する研究分野との連携を
強化する。 

また、スマート農業（ロボッ
ト技術や ICT を活用した超省力
生産及び高品質生産を実現する
新たな農業）の実現に向けて、
ロボット技術、ICT 等の異分野
の技術を活用した先進的・革新
的な機械の開発、通信規格の標
準化等の研究に異分野の研究機
関等との連携も図りながら積極
的に取り組む。このほか、電動
化など将来的に必要なものの未
確立の基盤技術については、大
学、異分野の研究機関等と連携
協力して研究に取り組む。 

実用化に当たっては、担い手
農業者、行政部局等と連携しな

 
 
 
 
 
 
（３）効率的・効果的な研究開発を進めるための配慮事
項 
（１）に掲げた農業機械等の試験研究及び実用化を効率
的かつ効果的に進めるため、以下の事項に配慮する。 
ア 研究課題の選定・実施に当たっては、生産現場のニ

ーズに的確に対応するため、各地域農業研究センター
や行政部局、大学、担い手、異分野を含むメーカー、
研究機関、流通業者等から現場ニーズに係る情報を定
期的に収集し、機動的に課題化する体制を構築すると
ともに、従前の農業機械分野に限らず、開発・改良に
当たっては、農業研究業務における作業技術や情報技
術、農業経営はもとより、育種、栽培、病害虫防除な
ど関連する研究分野との連携を強化する。 

 
イ スマート農業の実現に向けて、平成 25 年に農林水

産省が設置した「スマート農業の実現に向けた研究
会」（以下「スマート農業研究会」という。）での審
議を踏まえ、ロボット技術や ICT 等の技術、知識を活
用した先進的・革新的な機械の開発に当たり、異分野
の研究機関との連携を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
ウ 実用化に当たっては、現場の担い手農業者、行政部

局等と連携しながら、迅速な普及が可能となるよう、
情報収集及び提供、メーカーごとに異なる部品の共通
化及び汎用化等が図られる体制を構築する。 

 
 

は、複数メーカーや団体とコンソーシアムを組み、作業機 ECU を開発する課題を実
施中であり、令和 3 年度中にメーカーが開発する作業機 3 機種の ECU の ISOBUS 認
証を取得予定である。なお、埼玉県とは年１回程度の情報交換、（公社）日本農業法
人協会とは作目別や安全等に関して意見交換を行い、研究支援と連携を引き続き図っ
た。 

 
（３）効率的・効果的な研究開発を進めるための配慮事項 
 
 
 
ア 農業機械技術クラスターのホームページ等を通じ、担い手、公設試、県及び国行政

からの要請や開発要望を常時収集した。それらの開発要望に対し課題化に向けた調整
を行い、延べ 19 課題を立ち上げ、異分野を含むメーカー、関係団体、農業研究業務
を行う地域農業研究センター等と連携しながら、地域農業機械化支援、社会実装に向
けた革新技術開発、次世代に向けた技術開発に取り組んだ。 

また、開発要望の幅広い聴取と迅速な課題化に向けて、関係要領を一部改正し、新
たに選定と評価に係る実施要領を制定し、ホームページのリニューアルを行うなど、
改善を行った。 

 
 
イ 機構本部スマート農業実証推進室とともに、実証地に導入されたスマート農機に関

する不具合の対応策を取りまとめた。ロボット農機を効率的に稼働させることを目的
とした「遠隔監視」、「ほ場間移動」を実現するためのロボット農機高度運用ワーキ
ンググループを延べ５回開催した。令和 2 年 10 月 22 日には野上農林水産大臣らの
ご臨席の下、無人自動走行システムの実演会を富山市で開催し、日本再興戦略 2016
（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定）で掲げられた「ほ場間での移動を含む遠隔監視によ
る無人自動走行システムを 2020 年までに実現」する政府目標の達成を確認した。さ
らに、11 月 19 日には同技術開発の到達状況と今後の社会実装に向けて取り組むべき
事項を明確化するためのオンラインフェアを開催した。また、ロボット技術や ICT
等の開発を促進を目的として農機メーカーの他に、異業種延べ 22 社と意見交換を行
った。また、農業機械技術クラスター総会等の機会を活用して農機業界と異業種との
マッチングを行った。 

 
ウ リンゴ黒星病対策落葉収集機とニンニク盤茎調製機については青森県、落花生収穫

機については千葉県の行政部局とともに普及を見込んだ打合せを行い、その他、岩手
県、鳥取県、千葉県や地方農政局から現場開発要望を聞くなどして情報収集に努め
た。メーカーごとに異なる部品の共通化及び汎用化等については、農業機械技術クラ
スターの標準化・共通化推進委員会を通じて、メーカーとの意見交換を行った。 

 

を含む遠隔監視による無人自動走行システ
ムを 2020 年までに実現」する政府目標の達
成を確認した。さらに、11 月 19 日には同
技術開発の到達状況と今後の社会実装に向
けて取り組むべき事項を明確化するための
オンラインフェアを開催した。 

ロボット農機の安全機能評価試験方法の
開発については、ロボット農機の安全機能
のうち、人・障害物検出に関して、
ISO10975、ISO18497 や国内の農業機械の
自動走行に関する安全性確保ガイドライン
との整合性を考慮しつつ、研究を進め、国
内農機メーカーとの協議を経て、「ロボッ
ト農業機械検査」と「自動化農業機械検
査」の２つから構成される「ロボット・自
動化農機検査」を平成 30 年度より開始し
た。 
 
（４）農業機械の安全性検査等 

安全性検査については、安全度ランク評
価を導入するとともに、電動式の農業機械
を検査対象に加えるなど、検査内容を強
化・拡充した。また、ロボット・自動化農
機の安全性確保のための安全要件と安全性
検査の実施方法及び評価基準を確立し、ロ
ボット・自動化農機検査に導入して合格型
式の情報をホームページ等で公開した。さ
らに、検査方法の改良・高度化の推進に資
するため、乗用型トラクター用安全キャ
ブ・フレームの試験を行う機関が備える要
件を定めた国際規格(ISO/IEC 17025:2017)
の認定を国内で初めて取得（令和 2 年 7
月）し、農用トラクター（乗用型）キャブ
及びフレームの静的強度試験の評価試験手
法へ反映させた。 

OECD トラクターテストコードと
ANTAM については、年次会合や技術部会
等に出席し、基準改訂への参画や関連情報
の収集・提供を行い、日本からの情報提供
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がら、迅速な普及が可能となる
よう、情報収集及び提供、製造
業者ごとに異なる部品の共通化
及び汎用化等が促進される体制
の構築に取り組む。 

なお、農業政策上で緊急的に
措置が必要な課題については、
迅速かつ柔軟に人的・経済的資
源を投入し、優先的に取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）農業機械の安全性検査等 
ア 農業機械の開発・改良の促

進や農作業の安全性の確保、
環境保全に資するため、リス
クアセスメントの考え方、安
全性検査等の実施結果等を踏
まえて、安全性検査等内容の
充実を図る。 

なお、環境保全の観点から
は、農業機械の省エネルギー
化や排出ガスなどの低減に向
けて積極的な対応を行う。 

 
 
 
 
 
 
 

エ ロボット技術の安全性の確保については、スマート
農業研究会で策定予定の農林水産業用ロボットの安
全性確保ガイドラインを踏まえつつ、技術の開発とそ
の評価方法に関する研究を推進する。 

 
 
 
 
 
オ スマート農業の実現に向けて、通信規格の標準化を

図るに当たり、欧米の ISOBUS の状況・規格等を把握
するとともに、関係企業・団体等と連携して、我が国
で適用する規格の策定と標準化を推進する。 

 
カ 電動化等将来的に必要な未確立の基盤的な技術に

ついては、大学や異分野の研究機関等との連携協力に
より、研究の課題化や研究開発の促進を図る。 

 
 
 
（４）農業機械の安全性検査等 
ア 農業機械の安全性の向上に向け、国内外の規制・基

準の動向、機械安全に関するリスクアセスメントの考
え方、事故調査・分析の結果、事故防止に関する開発・
改良研究の成果等を踏まえ、事故防止・被害低減に向
けた安全性評価に資するよう農業機械の評価試験の
充実を図る。また、環境性能の向上に向け、国内外の
規制の動向、環境に関連する開発・改良研究の成果等
を踏まえ、OECD トラクターテストコード等の国際基
準を考慮した省エネルギー化の推進や排出ガスの規
制強化を含む対応に資するよう農業機械の評価試験
の充実を図る。 

 
 
 
 
 
 
 

エ ロボット農機の安全機能評価試験方法の開発については、ロボット農機の安全機能
のうち、人・障害物検出に関して、ISO10975、ISO18497 や国内の農業機械の自動
走行に関する安全性確保ガイドラインとの整合性を考慮しつつ、研究を進め、国内農
機メーカーとの協議を経て、「ロボット農業機械検査」と「自動化農業機械検査」の
２つから構成される「ロボット・自動化農機検査」を平成 30 年度より開始した。そ
のうち「自動化農業機械検査」は、令和元年度より乗用型の農業機械全般へと対象機
種を拡大した。また、「ロボット農業機械検査」は、乗用型トラクターに加えて、令
和 2 年 11 月から田植機も対象とした。 

 
オ 開発した作業機用 ECU について、追加機能 3 種類の ISOBUS 認証を取得したほ

か、複数メーカーや団体とコンソーシアムを組み、作業機 ECU を開発する課題を実
施中であり、令和 3 年度中にメーカーが開発する作業機 3 機種の ECU の ISOBUS 認
証を取得予定である。 

 
カ 電動化等未確立の基盤技術については、施設園芸用電動耕うん機の開発、小型の人

追従型プラットフォームの開発、ディープラーニングによる物体検出、モジュール型
電動農業機械の充電システム、電動の栽培管理用 AI ロボットの開発に、異分野の民
間研究機関と連携協力して取り組んだ。また、固体電池、燃料電池等のメーカーと農
業分野での利用について意見交換を行い、研究の課題化や促進を図った。 

 
（４）農業機械の安全性検査等 
ア 平成 30 年度から安全性検査制度に移行し、安全装備検査、安全キャブ・フレーム

検査、ロボット・自動化農機検査を創設して新たな安全装備基準（「2018 年基
準」・「2019 年基準」）の導入、安全性を☆の個数で表す段階評価の導入及び電動
式の農業機械等の検査対象機種の拡大等を行い、安全性検査等内容の充実を図った。
また、コンバインなど農業機械の省エネルギー性能評価試験方法を確立し、業界団体
の行う省エネ認証表示制度に活用されるとともに、新たな農用エンジン評価試験手法
を提案して検証し、国際標準として活用可能な成果を創出した。さらに、特定特殊自
動車検査を実施し（19 型式）、温室効果ガスや排出ガス低減等の環境保全に貢献す
べく、引き続き対応した。検査方法の改良・高度化の推進に資するため、乗用型トラ
クター用安全キャブ・フレームの試験を行う機関が備える要件を定めた国際規格
(ISO/IEC 17025:2017)の認定を国内で初めて取得し、農用トラクター（乗用型）キ
ャブ及びフレームの静的強度試験の評価試験手法へ反映させた。 

また、トラクターが作業機を付けたまま公道を走れるようにした国の保安基準に関
する規制緩和については、平成 30 年度から行政及び業界団体の要請に応じて農業技
術革新工学研究センター（革新研）テストコースでの実車走行試験等の実施・検証及
び機体安定度の評価手法の確立に取り組み、農作業の効率化と安全なほ場間移動の実
現に貢献した。 

 

や提案により、OECD ではロボット・自動
化農機のワーキンググループが新設され、
ANTAM においては農機の安全性検査導入
の検討が行われることになった。特に、平
成 30 年度及び令和元年度は議長国を務め、
また、令和 3 年 2 月開催の年次会合におい
ては副議長国を務めるなどビューローメン
バー（議長団国）として運営全般に積極的
に関与した。 

 
（５）農作業の安全に資する情報収集・分
析とそれを踏まえた農業機械の開発及び評
価試験の高度化 

農作業事故の調査・分析研究について
は、体制を 21 道県に拡大し、現場での農作
業安全の具体的取組の推進の参考となる
「農作業事故事例検索システム」と「対話
型農作業安全研修ツール」を開発し、ウェ
ブ上で公開・提供した。実効性のある安全
対策の実施を可能とし、「農作業事故事例
検索システム」は 2020 年農業技術 10 大ニ
ュースに選定され、事故ゼロに向けた現場
での取組の推進に大きく貢献している。ま
た、高齢者をはじめとした農業従事者のた
め、各地の農作業安全の講習会や研修会等
へ CD 版の危険作業動画を配布するととも
に、現地にて延べ 230 回実施し、受講者数
は 11,000 名に上った。 
 

以上のことから、中長期計画に照らして
顕著な成果を上げたと判断されることから
A 評定とした。 
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イ 申請者の利便性の向上に資
するため、より効率的な検査
の実施、事務処理の合理化等
により、成績書の早期提出に
努める。 

 
ウ このほか、農業機械の安全

性検査等の結果については、
継続的にデータベースの充実
を図るとともに、インターネ
ット等を通じて幅広く情報提
供を行う。また、農作業事故
は高齢者に多いことを考慮に
入れ、農作業事故防止のため
の安全な農業機械の普及促進
や農作業安全対策の啓発に取
り組む。 

 
エ 今後我が国の農業機械等の

国際展開が進む中で、我が国
の農業機械が有する高い作業
性能、安全性能、環境性能等
のグローバルスタンダード化
を促進する観点から、農業機
械メーカー、その団体等の協
力を得て、OECD トラクター
テストコードなど農業機械に
係る国際標準の設定等に関す
る議論に積極的に関与する。 

 
 
 
 
 
（５）農作業の安全に資する情
報収集・分析とそれを踏まえた
農業機械の開発及び評価試験の
高度化 

イ 検査方法の改善等による効率的な検査等の実施、事
務処理の合理化等を進め、成績書等の早期提出に努め
る。 

 
 
 
ウ 安全性検査等の農作業安全に係る情報のデータベ

ースの充実とともに、その情報をウェブサイト等で広
く提供する。併せて、外部から寄せられた安全性検査
等に関する質問及びその回答を分かりやすい形で迅
速にウェブサイトを通じて情報提供を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
エ 農作業事故が高齢者に多いことを考慮し、ウェブサ

イト以外での情報提供を行う等、農作業安全が真に必
要な利用者への情報提供を行う。 

 
 
 
 
 
 
オ 経済協力開発機構（OECD）、アジア・太平洋地域

農業機械試験ネットワーク（ANTAM）への会議に参
画して、情報収集を行うとともに、農業機械メーカー
及びその団体等の協力を得て、国際的な標準化に対す
る議論に積極的に関与する。 

 
 
（５）農作業の安全に資する情報収集・分析とそれを踏
まえた農業機械の開発及び評価試験の高度化 

農業機械・装置の安全性の一層の向上を図り、農作業
の安全確保を図るため、以下のとおり、重点的に推進す
る。 

イ 検査依頼から結果公表までの実施期間については、改善指示後の検査完了確認まで
の修正猶予期間を原則、2 ヶ月以内に改めること等により、第３期中期目標期間の実
績から短縮した。また、旧型式検査及び旧安全鑑定に合格した機械の安全性検査への
適合審査を延べ 307 件実施し、依頼者の利便性と新制度の円滑な移行に努めた。 

 
 
ウ 安全性検査合格機の情報をウェブサイトに公表（591 型式）し、適合基準別に簡易

検索できるよう利便性に努めた。また、安全性検査に関するＱ＆Ａについて、117 件
掲載した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ 農作業の安全に資する情報収集・分析に際しては、現地の事故情報から得られた事

故要因と対策方針を安全推進担当者にフィードバックするとともに、研修会等での啓
発・情報提供を行った。さらに、農作業事故防止を目指し、「農作業安全情報センタ
ー」のホームページのデータ更新を図るとともに、農作業事故事例検索システム及び
対話型農作業安全研修ツールを掲載し、地域の農作業安全推進を担う人材の育成及び
現場改善活動の促進に努めた。また、農業従事者等のための農作業安全研修会等を現
地にて延べ 230 回実施し、受講者数は 11,000 名に上った。農作業安全研修会等で
は、CD 版の危険作業動画を配布している。 

 
オ 農業機械の検査の国際標準化について、OECD トラクターテストコードでは、平

成 30 年度及び令和元年度は議長国を務めた。また、令和 3 年 2 月開催の年次会合に
おいては副議長国を務め、自動化農機の安全性検査のプレゼンを行うなど、ビューロ
ーメンバー（議長団国）として運営全般に積極的に関与した。ANTAM では、テスト
コードの策定・改訂作業、能力の習得・構築の支援等において、指導的役割を果たし
た。このような活動を通じ、我が国のプレゼンスを高めた。 

 
（５）農作業の安全に資する情報収集・分析とそれを踏まえた農業機械の開発及び評価

試験の高度化 
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農作業の安全確保を進めるた
めには、農業機械・装置の安全
性の一層の向上を図ることが必
要である。高齢農業者、新規就
農者の安全確保はもとより、農
業経営の急速な規模拡大によ
り、農業機械の大型化、高性能
化及び中古農業機械の利用が進
む中で、中核的な担い手や雇用
労働者の安全確保にも留意して
いく必要がある。 

このため、行政部局、関係業
界、労働安全分野の専門家等と
の連携の下、農作業事故の実態
をより的確に把握・分析する体
制を設け、その分析情報につい
て、農業機械の安全設計や安全
利用に資するよう、農業機械メ
ーカーや生産現場へフィードバ
ックする。また、分析情報を基
に、メーカーによる改善に向け
たリスクアセスメントの実施を
促すとともに、新たな機械開発
に向けて、民間企業へのリスク
アセスメントの助言指導などを
行うほか、安全性向上に向けた
メーカー等での取組情報等を把
握・共有し、事故分析や啓発活
動に活かしていく。加えて、事
故分析結果については、農作業
の安全の向上、健康障害の防止
及び作業負担の軽減に資する農
業機械・装置の開発、機械・装置
の安全性や取扱いの利便性の向
上に係る計測・評価試験手法の
高度化のほか、優れた安全性能
を有する機種をより評価する仕
組みづくりに活かしていく。 

 

 
ア 行政部局等との連携により、農作業事故情報の収集

を充実するとともに、事故情報の分析に当たっては、
労働安全分野の専門家等外部専門家も交えた検討会
を開催する等、より的確な分析結果を得られる体制を
整備する。また、その分析情報を農業機械のリスクア
セスメントの考え方に基づく安全設計や安全利用に
資するよう、行政部局、関係団体等と連携し、ウェブ
サイトのみならず多様なルートを通じて農業機械メ
ーカーや農業現場へ伝達・普及する。また、分析情報
を基に、メーカーによる改善に向けたリスクアセスメ
ントの実施を促すとともに、新たな機械開発に向け
て、民間企業へのリスクアセスメントの助言指導など
を行うほか、安全性向上に向けたメーカー等での取組
情報等を把握・共有し、事故分析や啓発活動に活かし
ていく。 

 
イ 農作業事故の分析結果は、農作業の安全の向上と健

康被害の防止に資する農業機械・装置、作業負担の軽
減に資する農業機械・装置の開発、機械・装置の安全
性や取扱いの利便性の向上に係る計測・評価試験方法
の高度化のほか、優れた安全性能を有する機種をより
適正に評価する仕組みづくりに活かしていく。 

 
ア 農作業事故の実態を的確に把握・分析する体制として、農作業事故詳細調査・分析

アドバイザー会議を設けている。21 道県の協力の下、現地の事故情報の詳細を把握
し、労働安全分野の外部専門家の意見を踏まえた分析を通じて得られた事故要因と対
策方針について、各現地の安全推進担当者にフィードバックするとともに、研修会等
での啓発・情報提供活動を行った。 

農業機械事故の詳細調査・分析に関する研究については、他産業の労働安全の専門
家から安全啓発に関する知見を得た。また、協力先における生産者意識調査結果を分
析し、機械・施設、環境、作業・管理の要因に対する本質的・工学的な改善に向けた
啓発の必要性を確認した。これらの結果を基に、啓発の担当者が現場の具体的改善に
向けた必要な知見を得られる「農作業事故事例検索システム」と、担当者が法人等の
小集団で具体的な改善策の検討を促すための「対話型農作業安全研修ツール」を開
発・公開した。「農作業事故事例検索システム」は農林水産省の 2020 年農業技術 10
大ニュースに選定された。また、「農作業事故事例検索システム」と「対話型農作業
安全研修ツール」の標準作業手順書（SOP）を作成した。事故ゼロに向けた現場での
取組の推進に大きく貢献している。 

 
イ 歩行用トラクターの安全技術の開発については、後退時挟まれにおける安全技術の

要件を見いだすとともに要件を満たす機構を開発して、挟まれ時における人体への圧
迫負荷低減の効果を確認し、3 件の特許を出願した。このほか、刈払機のブレーキ機
構の性能評価手法を確立し、安全性検査へ反映する目途を得るとともに、より停止時
間の短い安全機能に高い評価を与え、普及を促進する手法としての有効性を見いだし
た。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（機関実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

Ⅰ－１２ 生物系特定産業技術に関する基礎的研究の推進 

関連する政策・施策 農林水産研究基本計画 当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第 14 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

２．主要な経年データ 

 ①モニタリング指標 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 備考  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

公募開始から研究機関の
採択に要した日数（日） 
公募締切から採択に要し
た日数（日） 

99 83  131 
 (※85) 

99 127 
※ 農 林 水 産 省 が
公 募 ～ １ 次 審 査
を実施後、BRAIN
に 移 管 し た 事 業
を除いた値。 

予算額（千円） 19,316,009 26,935,535 22,769,276 15,032,327 10,814,566 

57 53 99 
 (※49) 

69 88 決算額（千円） 22,237,631 26,932,089 22,771,779 20,418,335 9,346,539 

社会実装が図られた研究
開発の本数（件） 

15 25 38 30 51  経常費用（千円） 8,824,058 12,135,860 16,081,143 11,942,115 9,343,200 

マスコミ等に取り上げら
れた研究開発の本数
（件） 

87 240 568 342  267  経常利益（千円） △4,436,995 △2,620,912 992,345 △558,965 765,156 

「『知』の集積と活用の
場」で紹介された研究開
発の本数（件） 

５ 12 34 21 41  

行政サービス実施コスト（千円） 8,833,836 11,675,504 15,045,415 － － 

行政コスト（千円） － － － 12,410,466 9,346,785 

従業人員数（人） 13.9 14.0 21.2 30.3 35.3 
   
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

○革新的技術シーズの実用化など、社会実装に至る研究開発が適切に推進されているか。 
＜評価指標＞ 
・広く研究機関が公募されるとともに、社会実装を目指す研究機関の採択が行われているか。 
・研究機関の採択に当たっては、透明性を確保しつつ、公正・公平に行われているか。 
○研究管理体制の整備・充実が図られているか。 
＜評価指標＞ 
・事業の実施に支障がないよう、研究機関の採択等に係る事務処理が迅速に行われているか。 
・研究開発の評価に当たっては、有識者の活用による評価が行われ、資金配分等に反映されているか。 
・研究成果発表会等、国民に分かりやすい形での研究成果に関する情報提供が行われているか。 
・プログラムディレクター（PD）、プログラムオフィサー（PO）の氏名が公表されるとともに、その役割分担・業務内容が明確化されているか。 
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・PD、PO 等による研究課題の進行管理がどのように行われているか。 
 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

農林漁業、飲食料品製造業及
びたばこ製造業等の成長産業化
を図るため、「農林水産研究基本
計画」等、国が定めた研究戦略等
に基づいて行う基礎的な研究開
発を、大学、高等専門学校、国立
研究開発法人、民間企業等に委
託することにより促進する。 

特に、近年画期的な技術開発
が進展している異分野の革新的
技術の導入や、「『知』の集積と
活用の場」による技術革新を通
じて、オープンイノベーション
を推進し、基礎的な研究開発を
推進する。 
 研究開発の推進に当たって
は、恒常的に管理運営に当たる
担当者を配置するとともに、外
部の幅広い有識者を活用して研
究機関の審査を行い、さらに、採
択後は可能な限り定量的手法を
用いた評価を実施し公表するな
ど、透明性を確保した体制を整
備する。 

また、科学技術・イノベーショ
ン創出の活性化に関する法律第
27 条の２第１項の規定に基づ
き、国から交付される補助金に
より基金を設け、同項に規定す
る特定公募型研究開発業務とし
て、総合科学技術・イノベーショ
ン会議が決定する人々を魅了す

（１）基礎的研究業務の実施 
「農林水産研究基本計画」等の生物系特定産業技術の開
発に関する国が定めた研究戦略等に基づいて行う基礎
的な研究開発を、交付の際に示された条件に従い、大学、
高等専門学校、国立研究開発法人、民間企業等に委託す
ることにより適正かつ着実に実施する。 

特に、近年画期的な技術開発が進展している異分野の
革新的技術を取り込みながら事業化・商品化といった出
口を念頭に行う研究や、『知』の集積と活用の場におけ
る技術革新を通じたオープンイノベーションによる研
究、生産現場における革新的技術体系の実証を行う研
究、次世代の技術体系を生み出す先導的な研究を推進す
る。 

また、科学技術・イノベーション創出の活性化に関す
る法律第 27 条の２第１項の規定に基づき、国から交付
される補助金により基金を設け、同項に規定する特定公
募型研究開発業務として、総合科学技術・イノベーショ
ン会議が決定する人々を魅了する野心的な目標（ムーン
ショット目標）を達成するため、農林水産省が作成する
「研究開発構想」に基づき、我が国発の破壊的イノベー
ションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大
胆な発想に基づく挑戦的な研究開発（ムーンショット型
研究開発）を推進する。 
 

（１） 基礎的研究業務の実施 
 「農林水産研究基本計画」等の国が定めた研究戦略等に基づき、生物系特定産業技術の開発に関する基
礎的研究開発を、大学や国立研究開発法人、民間企業等に委託して着実に実施した。 
 平成 28 年度は補正予算により当初予算の約 11 倍の予算が措置され、第 3 期の年度平均実施課題数 106
課題の倍以上となる 223 課題を実施した。平成 29 年度においては、当初予算の 10 倍以上の補正予算が措
置されたため、各課題を管理する担当者（研究リーダー）を増員しマネジメント機能を強化するととも
に、ペーパーレスで採択審査及び評価を行い効率化を図り 235 課題を円滑に実施した。 
 平成 30 年度は、農林水産省の農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業が農業・食品産業技術総合研
究機構生物系特定産業技術研究支援センター（BRAIN）に移管されるとともに、内閣府が実施する戦略的
イノベーション創造プログラム（SIP）第 2 期事業の開始等により 393 課題を、令和元年度においては 278
課題を大学や民間企業等に委託して実施した。 
 さらに、令和２年度においては、ムーンショット型農林水産研究開発事業を加えた 190 課題を実施し
た。 
 

 
 

      
 

＜評定と根拠＞ 
評定： A 
 
根拠：  

生物系特定産業技術に
関する基礎的研究の推進
については、農林水産
業・食品産業分野におけ
る Society5.0 の実現に向
け、（１）から（３）の
とおり年度計画に掲げた
事項を実施し中長期目標
及び中長期計画以上の成
果を得たほか、当初計画
にない「ムーンショット
型研究開発」を円滑に開
始した。 
 
（１）基礎的研究業務の
実施 
 「農林水産研究基本計
画」等の国が定めた研究
戦略等に基づき、生物系
特定産業技術の開発に関
する基礎的研究開発を、
大学や国立研究開発法
人、民間企業等に委託し
て着実に実施した。 
 革新的技術シーズの実
用化など社会実装に至る
研究開発を推進するた
め、平成 30 年度に川崎
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る野心的な目標（ムーンショッ
ト目標）を達成するために農林
水産省が策定する「研究開発構
想」に基づき、我が国発の破壊的
イノベーションの創出を目指
し、従来技術の延長にない、より
大胆な発想に基づく挑戦的な研
究開発（ムーンショット型研究
開発）を推進する。 

また、関係府省や他分野の研
究支援機関との連携強化、関連
情報の収集、支援対象とする研
究機関等に対するマネジメント
機能の発揮等を通じ、研究開発
の環境整備を推進する。 

 革新的な技術シーズを生み出すイノベーションを創出し、Society5.0 の早期実現を図るためには、既存の
研究分野や業種の枠を越えた幅広い分野から優れた研究課題が多数提案されることが重要である。しかし
ながら、期首の平成 28 年度時点は大宮駅から 30 分程かかる場所に事務所を構えていたため、企業等への
働きかけ等が困難な状況にあった。 

そこで平成 30 年 10 月に大宮から全国からのアクセスの良い川崎市へ移転し、それを契機として、新た
にフォーラムの開催、川崎市内企業等への働きかけ（71 件）、応募前研修（89 名参加）等を実施し、
BRAIN の移転と委託研究事業の周知に努めた。令和元年度も引き続き、企業や大学等への働きかけ（78
件）、応募前研修（132 名参加）を行うとともに、新たに研究資金を紹介する研究資金活用セミナー（143
名参加）等を実施した。また、イノベーション創出強化研究推進事業の研究課題の公募に当たっては、地
方ブロックごとの公募説明会の開催、農林水産省と連携したプレスリリース等を実施した。令和２年度
は、新型コロナウイルスの感染拡大を背景に、政府から外出自粛要請が発出されるなど、多人数を参集す
る対面での説明会等の実施が困難となったが、オンラインを活用し、過去に参加していなかった地域・研
究機関に対しても公募内容の説明を行うとともに、全国から質疑応答を可能にするなど丁寧に対応したと
ころ、次年度以降もオンラインでの実施を望む声が寄せられるなど好評を得た。（366 名参加。対前年 2.5
倍。） 

また、幅広く公募の情報や募集する研究の内容等を周知するため、川崎市内の起業支援機関（新規産業
の企業を育成し、誘致するために、低コストで施設やサービスを提供する公的機関等）等との交流から得
たノウハウを基に、BRAIN ウェブサイト及びメールマガジンによる配信に加え、Twitter や YouTube を活
用するとともに、川崎市や国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）等の他の関
係機関の協力も得て、これまで接点を持ちにくかった異分野の主体に対しても公募情報を周知した。 

これらの取組により、研究課題の応募前研修への参加が増加するとともに応募課題数が高い水準で推移
した。 
 課題の採択に当たっては、課題選考に係る透明性・公平性を確保するため、あらかじめ農林水産省に評
議委員会委員の選考を依頼し、指名された有識者への委員の委嘱を経て、外部有識者からなる評議委員会
の審査による選考を行うよう改善した。審査基準は事前に公表し、審査結果についてもホームページに公
表した。さらに、不採択となった応募者には、不採択となった理由を付して通知するなど、透明性の確保
と公正・公平な審査の実施に努めた。 

また、採択審査の審査基準として研究成果の普及手法や波及効果等を設定して社会実装を目指す研究機
関の採択に努めてきたが、目標設定や社会実装への道筋が明確でない課題が散見されたことから、令和元
年度以降の事業の公募要領において、解決すべき課題や実用化時期、目標とする性能・スペックの明確化
及び目標実現に向けた研究実施期間内のロードマップの作成を義務づけた。 
 令和元年度には、所期計画にはなかった事項として、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する
法律（平成 20 年法律第 63 号）に基づき、中長期にわたる研究開発を弾力的かつ安定的に実施するため、
困難だが実現すれば大きなインパクトが期待される社会課題等を対象とした目標を設定し多様性と融合に
よって破壊的イノベーションにつながるシーズ創出を目指す「ムーンショット型研究開発」が補正予算で
措置され、農林水産分野においても基金を設置することとされた。このため、BRAIN 内に「基金事業対応
特別チーム」を設置し、組織体制の整備や人材確保を行ったほか、内閣府が主催する各種会議への出席、
農林水産省や関係省庁及び他の研究推進法人との連携の下、令和元年 12 月の補正予算閣議決定から令和２

市へ事務所を移転したメ
リットを生かして、農業
分野だけでなく幅広い分
野から優れた課題の応募
につながるよう、民間企
業等への訪問、研究資金
の周知、応募予定者への
留意事項の説明等の取組
を行った。実施に当たっ
ては、多数の者の参加に
つながるよう、関係団体
等とも連携し情報発信を
行った。 

これらの優れた提案を
掘り起こす取組を毎年度
の実施結果も踏まえて改
善しつつ行ったことによ
り、研究課題の応募前研
修への参加が増加すると
ともに応募課題数が高い
水準で推移した。 
 公募に当たって、社会
実装を目指す研究課題を
採択するため、公募要領
において解決すべき課題
や実用化時期の目標の明
確化及び目標実現に向け
た研究実施期間内のロー
ドマップの作成を義務づ
けた。 

課題の採択審査に当た
っては、事前に審査基
準・審査要領を公開する
とともに、あらかじめ農
林水産省が指名する外部
有識者からなる評議委員
会を設置し審査を行い、
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年 3 月までの期間で、中長期目標、中長期計画、年度計画、業務方法書等の各種規程・規則等の改正を行
い、令和 2 年 3 月に新たな基金を設置した。 

令和 2 年度には、公募により東京農工大学学長の千葉一裕氏をプログラムディレクター（PD）に任命し
た（4 月）。また、プロジェクトマネージャー（PM）候補を 5 月から 7 月にかけて公募を行った。公募に
当たり優れた提案を促進するため、PD がムーンショット型農林水産研究開発事業の狙いや PM に期待す
ること等を説明するビデオを公開した。その結果 37 名の応募があり、書類審査、面接審査、農林水産省運
営管理委員会の承認及び内閣府戦略推進会議の承認を経て、令和２年 9 月に 10 名の PM を採択した。その
後、PD 指揮の下、10 プロジェクトの内容について、ムーンショット目標５の達成に向けたブラッシュア
ップを行い、目標５全体のプロジェクト構成、資金配分、主な評価指標（KPI）等を記載した計画（ポート
フォリオ）を作成し、農林水産省運営管理委員会による承認を経て、令和２年 12 月に研究を開始した。 

PM の採択に先立ち、BRAIN では、令和 2 年４月に BRAIN 開発戦略チームを設置し、目標５に関係する
研究の現状等必要な情報の収集・分析等を実施した。また、採択後は、ELSI、知財などの横断的課題につい
て PD に助言を行うアドバイザーや各課題に係る有識者をアドバイザーとして委嘱し、PD のマネジメント
を支援する体制を構築した。さらに、令和３年３月に目標５全体のキックオフミーティングを開催した。（参
加者人数 616 名） 

        

透明性を確保しつつ、公
平・公正に実施した。 
 さらに、期首には予定
されていなかったムーン
ショット型農林水産研究
に関して、令和元年度に
基金を設置し、すぐさま
PD の選定、PM の公募
等を実施し、円滑に事業
を開始した。 
（２）研究管理体制の充
実 
 研究成果の社会実装に
向けた管理を強化するた
め新たに PD を４名配置
した。 

外部有識者を委員とす
る評議委員会を設置し、
課題の採択及び評価を適
切に行った。 

評価の公平性・透明性
を確保するため、評価は
事業の特徴、研究実施期
間等に応じ厳格に行い、
評価結果については評価
体制とともに公表した。 

PD は研究課題の計画
及び進捗状況を確認する
とともに、評議委員会の
意見を踏まえ、研究計画
内容の見直し・小課題の
取りやめなどの抜本的改
善及び必要に応じて研究
の促進等、社会実装に向
けて研究の進捗管理
（PDCA サイクル）を徹
底した。 

（２）研究管理体制の充実 
研究開発プロジェクトの推進に当たっては、恒常的に

運営管理に当たる担当者を適切に配置する。 
また、外部有識者を委員とする評議委員会を設置する

こと等により、研究機関（研究課題）の採択審査や採択
後の評価等を適切に行う。 

なお、評価は事業の特徴、研究実施期間等に応じ、で
きるだけ定量的な手法を用いて厳格に行い、評価結果に
ついては評価体制とともに公表する。 
 

（２）研究管理体制の充実 
 研究開発プロジェクトの推進のため、平成 28 年度から恒常的に管理運営に当たる担当者（研究リーダ
ー）を配置するとともに、外部有識者による委員会を開催して研究管理を行った。平成 30 年度は前年度の
1.7 倍に当たる 393 課題の進行管理を着実に実施するために、競争的資金を担当する課を新たに創設して研
究管理体制の強化を図った。しかしながら、BRAIN の研究管理者の権限が委託先との間で不明確で、社会
実装に向けた課題の管理に支障が見られたため、令和元年度に研究課題の加速、絞込み、統合等の研究課
題の予算増減の提案等の権限を有する PD を BRAIN 内に４名配置するとともに、公募要領に当該 PD が課
題管理を行うことを明記し、恒常的に研究課題の進捗確認を行った。 

研究開発プロジェクトの推進に当たっては、各事業の課題の実施状況について、外部有識者からなる評
議委員会で評価を行うとともに、審査結果をウェブサイト上で公表した。また、PD 及びプログラムオフィ
サー（PO）の氏名や、各事業の実施要領に記載されている PD 及び PO の役割分担・業務内容についても
BRAIN のウェブサイト上で公開した。事業の開始時には、事業を推進するための委員会を開催し、事業の
運営体制について決定したほか、PO 参画による研究計画検討会を開催して毎年度の研究計画を確定し、研
究コンソーシアム主催の研究推進会議に PO が出席する等を通じ、研究課題の進行管理を実施した。 

PD は、実施する研究課題が社会実装につながるよう、年度当初に行う研究計画検討会、年度途中に行う
研究推進会議等で研究計画の進捗状況を確認し、外部有識者で構成される評議委員会における意見も踏ま
え、計画の見直しや小課題の取りやめなど計画の改善を指導・進捗管理を実施し PDCA サイクルの徹底を
図った。 
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 また、PD と農林水産省担当課長が出席する「PD 連絡会議」を定期的に開催し、PD の課題管理の状況
を共有するとともに、研究現場の実態を踏まえた提案を行い、公募時期の早期化や採択方法の改善等、制
度の改善を図った。 
 さらに、令和元年度以降、研究で得られた成果等を着実に社会実装につなげるため、以下の取組を実施
した。 
・ 農林水産省が実施した記者に対する研究報告会で PD が研究成果を発表（１回。7 月）、延べ６社で紙

上掲載された。（令和元年度から継続して実施） 
・ アグリビジネス創出フェア、川崎市国際環境技術展、研究資金活用セミナー等の機会を活用して、研究

成果情報の配布や対面で研究成果を紹介した。（令和元年度から継続して実施） 
・ 平成 28 年度から 30 年度にかけて実施された「地域戦略プロジェクト」の各試験研究計画の研究成果の

内容を簡潔に取りまとめ、平成 30 年度に公表した。 
・ BRAIN 独自の企業等とのマッチング活動として、令和２年度には 11 課題で 51 社との面談を実施し

た。 
・ 政府系９機関で締結したスタートアップ・エコシステム連携協定（後述）のつながりを活用し、NEDO

と連携して工業分野での成果の活用の可能性の検討、独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）と連携
した東南アジアへの展開の検討を進めた。 

・ また、幅広い分野からの提案の促進及び研究成果の社会実装の実現のため、川崎市内の研究支援機関や
起業支援機関（新規産業の企業を育成し、誘致するために、低コストで施設やサービスを提供する公的
機関等）と連携して支援機関が有する起業情報を基にマッチング候補を調整し該当企業への紹介を働き
かけた。 

・ SIP では、Nature 公告記事掲載（２期）、BioJapan2020 資源循環国際会議、スマートフードチェーン国
際シンポジウム 2020、SIP シンポジウム、SIP ロボット農機高度運用フェア等で成果の紹介等を実施し
た。さらに「持続可能な循環型社会を実現する『農業環境エンジニアリングシステム』の開発」の成果
動画をホームページに公開した。（令和 2 年度実施） 

・ ムーンショット型農林水産研究開発では、PD によるムーンショット型研究開発の意義等に係る動画の
配信、日本経済新聞社による取材への対応（後日、記事の掲載）、日経フードテックカンファレンスに
おける PD の講演等を実施した。 

  

          
 

 また、PD は研究現場
の実態を踏まえて農林水
産省に制度改善の提案を
行い、これを踏まえて農
林水産省において制度の
改善が図られた。 
 さらに、研究成果の社
会実装を促進するため、
BRAIN 独自での研究機
関と企業等とのマッチン
グ、研究成果の工業化へ
の支援、海外展開への支
援などを働きかけた。 
（３）研究開発の環境整
備 
 科学技術等に係る国の
方針を踏まえた研究開発
に向けて「資金配分機関
が協調して実施すべき事
項に係る方針」（令和元
年 10 月 11 日資金配分機
関及び所管関係府省申し
合わせ）の決定に協力し
た。 

また、研究成果の事業
化、商品化、農林漁業等
の現場への普及につなげ
るため、研究機関に対し
知財の取扱いについて丁
寧に説明・対応した。 

さらに、期首にない新
たな取組としてスタート
アップ及び創業を目指す
人材支援のための連携協
定を締結し、関係機関相
互の連携を強化した。 

加えて、研究機関にお
ける研究環境の整備のた

（３）研究開発の環境整備 
科学技術等に係る国の方針等を注視し、関係府省連携

に留意するとともに、他の分野の研究支援機関との情報

（３）研究開発の環境整備 
 第５期科学技術基本計画（平成 28 年１月 22 日閣議決定）や農林水産研究基本計画（平成 27 年３月 31
日農林水産技術会議決定）等の科学技術等に係る国の方針を注視しつつ、平成 28 年 12 月の「知的財産に
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交換を通じ、異分野融合、オープンイノベーションに係
る情報等を把握し、連携を強化する。 

また、研究成果の事業化、商品化、農林漁業等の現場
への普及につなげるため、研究当初から、研究成果の現
場での活用に当たって対応すべき法規制や知的財産マ
ネジメントに関する国等の指針を踏まえ、適切に対応す
るとともに、研究開発を行う機関に対し、必要に応じて
助言を行う。 

関する基本方針」の改正を踏まえ、知的財産マネジメントが適切に実施されるように、事業の公募時や研
究管理の中で研究機関に対して周知するとともに、研究開発成果の現場で対応すべき制度や知的財産の取
り扱いに関して、研究機関を対象とした研修等を実施した。 

平成 30 年度以降、内閣府が主導して行う関係省庁及び資金配分機関を参集した定期的な会合に参加、作
成された「資金配分機関が協調して実施すべき事項に係る方針」（令和元年 10 月 11 日資金配分機関及び
所管関係府省申し合わせ）を踏まえ、応募要領の英文化などの英語での公募への対応、関係機関による課
題分析への協力、研究不正の防止体制の整備・論文謝辞等における研究費に係る体系的番号の記載の取り
まとめ等府省や各資金配分機関と連携して競争的研究制度の環境改善に取り組んだ。 

令和 2 年 7 月には、スタートアップ及び創業を目指す人材を支援するため、NEDO、国立研究開発法人
科学技術振興機構（JST）、JETRO、独立行政法人国際協力機構（JICA）、独立行政法人中小企業基盤整
備機構（中小機構）、国立行政法人情報処理推進機構（IPA）、国立研究開発法人産業技術総合研究所（産
総研）、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）及び農研機構の政府系９機関で「スタートア
ップ・エコシステムの形成に向けた支援に関する連携協定」を締結し、これらの９機関と連携して研究支
援情報の発信及び研究成果の相互紹介等を開始した。 

さらに、内閣府主導で行われている競争的研究費における各種事務手続きのルールの統一化及び押印廃
止等の動きを踏まえて、実施要領等の改正に着手した。 

また、平成 31 年 4 月に不正発生の抑止と不正案件への対応を担う研究公正室を設置した。各 FA 実務者
による打合せをすることとし、資金配分機関の研究公正体制の更なる充実のための方策について検討を行
った。また、令和２年 12 月に５FA 共催による研究公正シンポジウムを開催した。令和２年度に、研究費
の不正使用等を認定した３件について委託費の返還等をさせたほか、農林水産省とも十分に協議し、 
・事業に応募する研究者や経理責任者に対し、適切な経理事務等に関する説明・周知及び研究倫理教育の

履修の確認 
・研究機関における管理・監査体制の定期的なチェック及び必要な助言の実施 
・研究機関の現地調査の強化 
等の不正防止対策を強化することとした。 
 

め事務手続きの簡素化に
向けた検討を開始した。 
（４）ムーンショット型
研究開発への対応 

（１）から（３）の取
組のほか、さらに、当初
計画になかった「ムーン
ショット型研究開発」が
令和元年 12 月に補正予
算閣議決定に計上され、
当 BRAIN で執行するこ
ととなったことから、
BRAIN 内に基金事業対
応特別チームを設置し、
内閣府や関係省庁等と協
議等しつつ、中長期計
画、年度計画等の各種規
程・規則等の改正を行い
令和 2 年 3 月までの短期
間で新たな基金を創設し
た。 
令和 2 年度には、PD 及
び PM を速やかに選定
し、円滑かつ適切に事業
を開始した。 

また、PD によるムー
ンショット型研究開発の
意義等に係る動画の配
信、日本経済新聞社によ
る取材への対応（後日、
記事の掲載）、日経フー
ドテックカンファレンス
における PD の講演等を
実施し、ムーンショット
目標５の国民への発信を
行った。 
 
＜課題と対応＞ 
課題： 
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 ムーンショット型研究
開発の実施によって資金
配分機関に求められる、
国内外の研究開発動向等
の情報収集・分析、課題
設定の妥当性の検討と課
題提案等の機能の強化が
喫緊の課題となってい
る。 
 また、公募型研究によ
り開発された成果の社会
実装を実現するための仕
組みの具体化が課題とな
っている。 
対応： 
 ムーンショット型研究
開発に関して、所内に専
門の部署を新たに設ける
とともに、各種規約に基
づき主務省及び内閣府等
と連携しながら適切かつ
着実に推進する。 

基礎的研究について
は、社会実装に主体的・
計画的に取り組もうとす
る研究者の採択につなが
るよう公募・採択の工夫
を行うとともに、実効性
のある進捗管理のため
BRAIN 全体で各研究コ
ンソーシアムに関与し、
BRAIN の支援能力の強
化を図る。 
 引き続き幅広い分野か
らの応募のため、企業等
への働きかけ、応募前研
修等の間口を広げる活動
を継続する。 
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研究活動の不正行為へ
の対応として、今後改正
される農林水産省「研究
機関における公的研究費
の管理・監査のガイドラ
イン（実施基準）」の主
要な不正防止対策強化の
柱である、①ガバナンス
の強化、②意識改革、③
不正防止システムの強化
について、以下のとお
り、抜本的に対策を強化
する。 
ア 事業に応募する研究

者や経理責任者に対
し、適切な経理事務等
に関する説明・周知及
び研究倫理教育の履修
の確認 

イ 研究機関における管
理・監査体制の定期的
なチェック及び必要な
助言の実施 

ウ 研究機関の現地調査
の強化 

等の不正防止対策を強化
する。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（機関実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

Ⅰ－１３ 民間研究に係る特例業務 

関連する政策・施策 農林水産研究基本計画 当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第 14 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

２．主要な経年データ 

 ①モニタリング指標 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 備考  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

展示会において研
究成果の PR 等を
行った回数 

27 23 4 16 ７  

※予算額（千円） 243,421 253,953 189,296 99,419 71,899 

決算額（千円） 92,783 88,661 80,162 75,344 252,447 

経常費用（千円） 163,125 90,108 80,873 225,662 89,425 

繰越欠損金の縮減
状況 （百万円） 

1,691 217 193 △89 143  

経常利益（千円） △48,935 217,620 200,014 △88,635 143,713 

行政サービス実施コスト（千円） △1,683,419 △214,020 △189,723 － － 

行政コスト（千円） － － － 225,962 89,640 

従業人員数（人） 6.3 6.2 5.9 4.8 3.8 
※当業務では収支差等による繰越欠損金の解消を目指していることから、全額執行を予定していない。 

予算額欄については、平成 30 年度までは収入予算、令和元年度からは支出予算を計上している。 
   
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

○民間研究促進業務に係る資金回収業務の取組が十分であるか。 
＜評価指標＞ 
・法人等への指導を、組織的かつ効果的に行っているか。 
・各種展示会等、あらゆる場面を活用して研究成果の PR 等に努めているか。 
・繰越欠損金の解消計画に沿った取組を行っているか。 
・事業化の進捗状況や取組の効果の検証を踏まえた計画の見直しを行っているか。 
 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

農山漁村の６次産業化等の
生物系特定産業技術に関する
実用化段階の試験及び研究を
民間企業等に委託した民間実

農山漁村の６次産業化等の生物系特定産業技術に関
する実用化段階の試験及び研究を民間企業等に委託し
た民間実用化研究促進事業（平成 23 年度以降は新規
案件の採択を中止。）の既採択案件について、その研

平成 28 年度より「繰越欠損金の解消に向けた計画」に基づき、以下の（１）～（３）の計画に掲げた事項が
着実に実施され、売上納付額が増加した。また、民間研究特例業務勘定が所有する有価証券について、信用リ
スクに留意しつつ、勘定の運営経費を賄うのに十分な運用収益を獲得できる利回りによって運用した。繰越欠
損金は、1 億円となった。 

＜評定と根拠＞ 
評定：  B 
 
根拠： 
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用化研究促進事業（平成 23 年
度以降は新規案件の採択を中
止。）の資金回収業務を実施す
るに当たり、その研究成果の早
期実用化と、当該業務の経理を
行う勘定の着実な繰越欠損金
の解消を図るため、次の措置を
講じる。 

 
 
 
 
 
（１）外部有識者による助言の

実施や事業化の進捗状況
の把握等、効率的な体制
に基づく効果的なマネジ
メントの実施 

究成果の早期実用化を図るとともに、売上納付の最大
化等を計画的に進め、民間研究に係る特例業務を経理
する勘定の繰越欠損金の着実な解消を図るため、以下
の取組を実施し、繰越欠損金を縮減する。 

 
 
 
 

 
 
 
 
（１）効率的かつ適正なマネジメント体制の構築 
ア プログラムオフィサーによるマネジメント体制の

構築・強化 
売上納付の最大化を図るため、マネジメント力が

発揮できるよう、企業における研究開発等の経験を
有する専門分野に応じたプログラムオフィサーを
配置し、指導・管理体制の構築、質的強化を図る。 

 

 

 
 
（１）効率的かつ適正なマネジメント体制の構築 
ア 民間企業において研究開発の経験のあるプログラムオフィサー２名により、製品化・売上状況の確認等を

行い、売上納付の増加に向けて全課題の管理を行った。 

「繰越欠損金の解消に
向けた計画」に基づき、
以下の（１）～（３）の
計画に掲げた事項を着実
に実施した結果、売上納
付は増加し、繰越欠損金
は平成 27 年度（前期最
終年度）23 億円から令
和２年度には１億円に圧
縮されていることから、
Ｂ評価とする。 

 
（１）外部有識者による
助言の実施や事業化の進
捗状況の把握等、効率的
な体制に基づく効果的な
マネジメントの実施 

プログラムオフィサ
ー、中小企業診断士、税
理士又は公認会計士、企
業の財務経理業務の実務
経験者によるマネジメン
ト体制を計画どおり整備
し、委託先への商品化・
事業化等に係る指導・助
言を組織的かつ効果的に
行った。 

なお、委託先の信用情
報については、平成 30
年度からは、信用調査会
社による信用調査だけで
なく、公認会計士又は企
業の財務経理業務の実務
経験者による信用情報の
確認等も行った。 
（２）各種技術展示会等
を活用した研究成果の需
要開拓等の実施及び販売

イ 外部有識者を活用した助言の実施 
対象事業者への助言に当たっては、当該技術分野

に精通した専門家、又はビジネス分野の有識者を活
用し、専門的な知見に立った助言を効率的に実施す
る。 

イ 商品化・事業化等の指導・助言を行うために、外部有識者として中小企業診断士（令和２年度は配置）、
委託先の財務状況や研究成果に係る売上高の確認等を行うために、外部有識者として税理士又は公認会計士
（平成 30 年度から令和元年度は公認会計士を配置）、企業の財務経理業務の実務経験者（令和２年度は配
置）を活用した。 

 
（２）各種技術展示会等を活用

した研究成果の需要開拓
等の実施及び販売に結び
つ ける ための 取組の 指
導・助言 

 

（２）効果的なマネジメント等の実施 
ア 事業化の進捗状況の把握 

対象事業者から毎年度徴収した製品化状況、売上
状況に関する報告書の分析や、プログラムオフィサ
ー、外部有識者も参画した現地調査を通じて、進捗
状況を的確に把握し、対象事業者への指導・助言に
活用する。 

 

（２）効果的なマネジメント等の実施 
ア 各課題の製品化・売上状況については、委託先から提出された事業化状況報告書を確認の上、追跡調査

（書面調査）を実施した後、プログラムオフィサー、中小企業診断士、税理士又は公認会計士、企業の財務
経理業務の実務経験者等による追跡調査（現地調査）を実施した。 

このような取組を行い、新たな需要者の情報提供等を行った結果、水稲用除草剤、認知機能の維持や血圧
降下作用等が期待できる機能性食品素材及び堆肥成分分析装置等で売上が発生し、第４期（平成 28～令和
２年度の５年間）の売上納付は第３期（平成 23～27 年度の５年間）の約 12 百万円を上回る約 67 百万円に
増加した。 

また、委託先の信用情報については、平成 28 年度に委託先が破産手続きを行った事例があったので、平
成 30 年度からは、信用調査会社による信用調査だけでなく、公認会計士や企業の財務経理業務の実務経験
者による信用情報の確認等も行い、委託先の財務評価を行った。 

 
  第４期売上納付額の推移 

※令和元年度については、経済情勢の急激な変化により、保有する有価証券の時価評価額が下落し、1.5 億
円の評価損が生じたため、当期純損失が 89 百万円生じたことから、繰越欠損金は、2.47 億円となった。 

年度末繰越欠損金及び各年度縮減額の推移
単位：億円

年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

繰越欠損金額 5.69 3.51 1.59 2.47 1.04

縮減額 16.91 2.17 1.93 ▲ 0.89 1.43
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単位：万円 
年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

売上納付額 51 1,275 1,833 2,122 1,438 
   

第４期売上納付額の推移 
単位：万円 

 第３期 第４期 
売上納付額 1,174 6,720 

 

に結びつけるための取組
の指導・助言 

各課題の製品化・売上
状況については、委託先
から提出された事業化状
況報告書を確認の上、追
跡調査（書面調査）を実
施した後、プログラムオ
フィサー、中小企業診断
士、税理士又は公認会計
士、企業の財務経理業務
の実務経験者等による追
跡調査（現地調査）を実
施した。 

また、『「知」の集積
と活用の場』産学官連携
協議会、アグリビジネス
創出フェア及び川崎国際
環境技術展によるポスタ
ーセッションなど、あら
ゆる場面を活用して知的
財産を含めて研究成果の
PR を行い、需要者の開
拓及び情報提供を行うと
ともに、川崎市内の研究
支援機関や起業支援機関
（新規産業の企業を育成
し、誘致するために、低
コストで施設やサービス
を提供する公的機関等）
を介したマッチングを図
るなど、新たな販売先の
開拓等を行い、売上納付
の向上に資する取組を行
った。 
（３）繰越欠損金の令和
7 年度までの解消計画の
策定及び当該計画の着実
な推進、事業化の進捗状

イ 早期事業化に向けた支援 
事業化が計画より遅延している案件については、

その要因を明らかにした上で、指導・助言を行うと
ともに、関係機関との連携・各種技術展示会等を活
用した需要者の開拓、積極的な情報提供等の支援を
行う。また、知財の活用による新たなビジネスチャ
ンスの展開等についても提案を行う。 

イ 事業化が遅れている案件については、提出された事業化状況報告書を踏まえ、製品化・売上状況の追跡調
査（現地調査）を実施して、早期事業化に向けた要因等を分析し、プログラムオフィサーは事業化状況の確
認、今後の事業計画や知的財産の把握等を行い、新たな需要者の情報提供等を行った。税理士又は公認会計
士、企業の財務経理業務の実務経験者は委託先の財務状況の確認等を行い、財務分析を行った。特に事業化
が遅れている案件については、中小企業診断士が今後の商品化・事業化に向けた取組などの指導・助言を行
った。 

また、『「知」の集積と活用の場』産学官連携協議会、アグリビジネス創出フェア及び川崎国際環境技術
展によるポスターセッション等において研究成果や知的財産の PR を行い、需要者の開拓及び情報提供を行
った。 

ウ 事業化以降の収益の最大化に向けた支援 
事業化された案件について収益の最大化が図れ

るよう、関連市場に関する情報収集、売上を増加さ
せるための情報発信等について、指導・助言を行う
とともに、各種技術展示会等を活用した需要者の開
拓、製品改良に向けた他機関との連携に資する情報
提供等の支援を行う。また、知財の活用による新た
なビジネスチャンスの展開等についても提案を行
う。 

ウ 事業化された案件については、売上の向上による収益納付の増加が図れるよう、提出された事業化状況報
告書を踏まえ、製品化・売上状況の追跡調査（現地調査）を実施し、プログラムオフィサーは事業化状況の
確認、今後の事業計画や知的財産の把握等、新たな需要者に係る情報提供を行った。税理士又は公認会計
士、企業の財務経理業務の実務経験者は研究成果による売上高や委託先の財務状況の確認等を行った。さら
に、中小企業診断士は今後の商品化・事業化に向けた取組などの指導・助言を行った。 

また、『「知」の集積と活用の場』産学官連携協議会、アグリビジネス創出フェア及び川崎国際環境技術
展によるポスターセッション等において知的財産を含めて研究成果の PR を行い、需要者の開拓及び情報提
供を行うとともに、川崎市内の研究支援機関や起業支援機関（新規産業の企業を育成し、誘致するために、
低コストで施設やサービスを提供する公的機関等）を介したマッチングを図るなど、新たな販売先の開拓等
を行い、売上納付の向上に資する取組を行った。 

（３）繰越欠損金の令和 7 年
度までの解消計画の策定及び
当該計画の着実な推進、事業化
の進捗状況や（１）、（２）で
定めた解消手段の効果の検証
を踏まえた計画の随時見直し
及びその他必要な処置の実施 

（３）繰越欠損金の解消に向けた計画の実施 
ア 計画の実施 

繰越欠損金の解消に向けた令和 7 年度までの計画
の着実な実施を図る。 

 
イ 計画の検証及び見直し 

（１）及び（２）で定めた取組の効果の検証を行
い、随時当該計画の見直しを行う。 
その際、繰越欠損金の解消に向けて講じた手段につ
いて、対象事業者への聞き取り等を通じて効果を検
証するとともに、成果が十分でない手段については

（３）繰越欠損金の解消に向けた計画の実施 
（１）、（２）の取組を行った結果、売上納付が増加するなど、着実に繰越欠損金が解消されていることから、
今後も引き続き、平成 28 年３月 31 日に作成した「繰越欠損金の解消に向けた計画」を着実に推進し、取組を
継続していく予定である。なお、繰越欠損金は、本計画の解消時期である令和 7 年度より早期に解消できる可
能性がある。 
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見直し及びその他必要な措置を実施するなど、着実
な繰越欠損金の縮減を図る。 

況や（１）、（２）で定
めた解消手段の効果の検
証を踏まえた計画の随時
見直し及びその他必要な
処置の実施 

「繰越欠損金の解消に
向けた計画」に基づき、
プログラムオフィサー、
税理士又は公認会計士、
中小企業診断士、企業の
財務経理業務の実務経験
者等による指導・助言を
行うとともに、各種展示
会等における研究成果等
の PR を行い、需要者の
開拓及び情報提供等を行
った結果、売上納付が増
加するなど、着実に繰越
欠損金が解消されてい
る。このため、今後とも
引き続き、現計画に基づ
き、これらの取組を継続
していく予定である。な
お、繰越欠損金は、本計
画の解消時期である令和
7 年度より早期に解消で
きる可能性がある。 

 
＜課題と対応> 
課題： 
・ 委託先の研究から事

業化に向けた進捗状
況が一律ではない。 

・ 売上納付は増加して
いるが、当初の見込
みには達していない
状況である。 

・ 令和２年度以降、令
和７年度まで、売上



149 
 

納付対象課題が漸次
減少するので、売上
納付額も減少見込み
である。 

対応： 
・ 繰越欠損金は、本計

画の解消時期である
令和 7 年度より早期
に解消できる可能性
があるものの、今後
とも引き続き、売上
納付の増加に資する
ように、これらの取
組を継続していくと
ともに、関連経費の
節減に努めることと
する。 

・ 保有有価証券につい
ては、引き続き状況
を注視していくとと
もに、償還期限を迎
えた出資金について
は、業務の状況を踏
まえつつ、順次、国
庫納付等を行う予定
である。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報  

Ⅱ－１ 業務の効率化と経費の削減 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

２－①主な定量的指標 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報 

一般管理費の削減状況（％） 3 3 ３ ３ 3  

業務経費の削減状況（％） 1 1 １ １ 1  

その他の指標 共同調達等効率化の取組状況 

 

研究用消耗品単価契約品目の拡大（品目） 237 383 117 133 123  

共同調達品目の拡大（品目） 2 3 5 1 1  

調達担当者会議の開催（回） 9 6 4 6 6  
   
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

（１）一般管理費等の削減 
【評価の視点】 
・業務の見直し・効率化を進め、法人運営に支障を来たすことなく業務経費、一般管理費削減の数値目標が達成されているか。 
（２）調達の合理化 
【評価の視点】 
・調達等合理化計画の適正かつ迅速な調達を実現するために定量的な目標や具体的な指標として、どのようなものを設定しているか。その目標や指標が達成されているか。達成のためにどのような取組を行っているか。 
＜その他の指標＞ 
・共同調達等効率化の取組状況 
 ※表中に記載。 
 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

（１）一般管理費等の削減 
運営費交付金を充当して行う

事業について、業務の見直し及
び効率化を進め、一般管理費（人
件費を除く。）については毎年
度平均で少なくとも対前年度比

（１）一般管理費等の削減 
 運営費交付金を充当して行う事業については、業務の
見直し及び効率化を進め、一般管理費（人件費を除く。）
については毎年度平均で少なくとも対前年度比３％の
抑制、業務経費については毎年度平均で少なくとも対前
年度比１％の抑制を行うことを目標に、削減する。 

（１）一般管理費等の削減 
・  平成 28 年度の 4 法人統合に当たり、各法人がそれぞれ契約して重複していた契約の見直しを行

い、施設の管理・運営業務について重複契約を解消した結果、契約額は平成 27 年度の約 203 百万
円から平成 28 年度は約 136 百万円と約 68 百万円削減した。 

・ 研究機器等の保守管理業務の見直しを行い、年間保守契約からスポット保守契約に移行した結
果、契約額は平成 28 年度と比較して令和 2 年度は約 49 百万円削減した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：B 
 
根拠： 
（１）一般管理費等の削減 
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３％の抑制、業務経費について
は毎年度平均で少なくとも対前
年度比１％の抑制を行うことを
目標とする。 

 
 
 
 

・ 利用実績の少ない電子ジャーナルについて学術論文をダウンロードする都度課金される PPV(ペ
イ・パ・ビュー）方式へ契約方法を見直した結果、契約金額は、平成 28 年度の約 81 百万円から
PPV を導入した平成 29 年度は約 57 百万円（PPV 含）と約 24 百万円削減した。 

・ 電気及びガス供給契約について、従来の電力会社及びガス会社との随意契約から小売電気事業者
及び小売ガス事業者の参加を可能とした一般競争に移行した結果、契約額は平成 28 年度と比較し
て令和 2 年度は約 468 百万円削減した。 

・ 契約の見直し等により経費の節減に努めるほか、研究資源集約化委員会において研究施設の集約
化を加速し、施設の減損及び除却を進めること等により、各年度の業務に応じた増減経費を除
き、削減目標が達成された。 

 

業務経費及び一般管理費の確
実な削減に向けて、 
①平成 28 年度の農業生物資
源研究所、農業環境技術研究
所及び種苗管理センターとの
統合に当たり重複契約を解消 
②機器及び施設の保守契約の
年間保守契約からスポット契
約への移行 
③電気・ガス等の一般競争契
約への移行 
等の対策を講じた結果、業務
経費及び一般管理費ともに中
長期目標を達成した。 
（２）調達の合理化 

試薬及び理化学消耗品の調
達期間の短縮、他の独立行政
法人との共同調達による調達
業務の効率化の取組を着実に 
実施した。 
 
 
＜課題と対応＞ 
（１）一般管理費等の削減 
・ 予算配分に当たって、予

算委員会において研究セ
ンター等の予算ヒアリン
グ等を通じて、優先順位
を明確にした予算配分を
実施する。 

・ 今後第５期中長期計画期
間においても、管理業務
及び研究業務等に支障を
来さないよう留意しつ
つ、業務の集約化・効率
化を進め、引き続き経費
削減を図る。 

（２）調達の合理化 

（２）調達の合理化 
「独立行政法人における調達

等合理化の取組の推進につい
て」（平成 27 年５月 25 日総務
大臣決定）等を踏まえ、公正か
つ透明な調達手続による、適正
で迅速かつ効果的な調達を実現
する観点から、毎年度策定する
「調達等合理化計画」の中で、
定量的な目標や具体的な指標を
設定し、取組を着実に実施する。 
 特に、短期間での納入が必要
な研究開発用物品について、調
達に要する時間の大幅な短縮が
可能となるよう、公正性を確保
しつつ、迅速な調達方法の検討・
導入を進める。 
また、JIRCAS など他の独立行政
法人との共同調達などの連携に
積極的に取り組み、一層の効率
化を図る。 

（２）調達の合理化 
 農研機構が、研究開発成果の最大化に向け研究業務を
スピード感を持って実施していくために、公正性・透明
性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理化に
取り組み、適正で迅速かつ効果的な調達の実現に向け取
り組む。 
 特に、短期間での納入が必要な研究開発用物品につい
ては、調達に要する時間の大幅な短縮を可能とし、研究
者が意欲的かつ効率的に研究に取り組むことができる
よう、公正性を確保しつつ、随意契約によることができ
る具体的事由を見直し、規程等に明確に規定するととも
に、単価契約の対象品目の拡大、随意契約が可能な限度
額の拡大など、調達事務の合理化、調達手続きの簡素化
を図る観点から、迅速な調達方法の検討・導入を進める。 
 また、JIRCAS など他の独立行政法人との共同調達な
どの連携のほか、調達の際の調査の合理化を図る観点か
ら落札価格情報を共有するなど調達事務の効率化に積
極的に取り組む。 
これらを PDCA サイクルにより、効果を検証しつつ確
実に実施するため、毎年度６月末までに「調達等合理化
計画」を策定し、調達日数の削減など定量的な目標や具
体的な指標を設定し、着実に実行するとともに、毎年度
の実績評価の際には研究現場での実施結果を踏まえ的
確に見直しを行う。 

（２）調達の合理化 
・  特殊で専門的な研究開発機器の調達で相手方が想定される場合や緊急的な調達など、随意契約に

よることができる具体的事由を明確にし、公正性・透明性を確保しつつ、合理的な調達を可能と
なるように平成 28 年度に契約事務実施規則の改正を行った。 

・ 国において、特定国立研究開発法人に適用されている特例随意契約制度を、国が定めるガバナン
ス強化等の措置を講ずることを条件として、国立研究開発法人にも適用拡大することが検討され
たことから、当該制度を導入するために必要な国が定めるガバナンス強化等の措置を講じるた
め、内閣府とのヒアリングを経て、関係する規程の改正等を行い、令和 3 年度より特例随意契約
制度の適用法人となった。これにより調達に要する時間の大幅な短縮が見込まれる。 

・ 短期間での納入が必要な試薬及び理化学消耗品の単価契約について、研究現場の意見を踏まえつ
つ、新たに必要な品目の追加（令和 2 年度 123 品目）を行う一方、需要がなくなった品目を削減
（233 品目）するなどの見直しにより、令和 2 年度現在 924 品目について単価契約を実施してい
る。毎年度対象品目の見直し・拡大を行ったことにより、平成 28 年度実績額と比較して令和 2 年
度の単価契約の実績額は 164 百万円増加しており、短期間での納入が必要な試薬及び理化学消耗
品の調達事務の合理化、調達手続きの簡素化を図った。 

・ 調達事務の効率化を図る観点から、同一の所在地に本所・支所等のある JIRCAS、森林研究・整備
機構、水産研究・教育機構、農林水産消費安全技術センター、家畜改良センターと共同調達など
の連携を行い、一括調達・共同調達品目拡大に向けて取り組んでおり、令和 2 年度は 5 機関 7 箇
所において共同調達を実施した。 

・ 適正で迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、毎年度６月末までに「調達等合理化計画」を
策定し、ウェブサイトで公表して計画を着実に実施して取り組んだ。 
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・ 一者応札・応募について
の要因を分析するため、
業者等に対するアンケー
トを継続して実施し、要
因に応じた対策を検討し
改善を図る。また、入札
参加者の拡大を図るた
め、引き続き、電子メー
ルによる入札説明書等の
配布を進め、入札に参加
しやすい環境を整える。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ－２ 統合による相乗効果の発揮 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 
   
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

（１）組織・業務の再編 
○統合による相乗効果を最大限に発揮するため、従来の枠組みにとらわれない適切な組織見直しが行われているか。 
＜評価指標＞ 
・統合による相乗効果を最大限に発揮するための組織体制の整備が行われているか。また、研究の進捗に応じ、機動的に研究体制を見直し研究者を配置する仕組みが整備されているか。 
・つくば地区の研究推進組織を再編し、基礎から応用・実用化までの一貫した研究体制の構築・運用がされているか。 
○統合に対して、一元化が可能な業務の集約や ICT 活用等による業務効率化が行われているか。 
＜評価指標＞ 
・業務の効率化が図られているか。特に、つくば地区の管理業務やほ場業務等についての一元化、高度機器等の相互利用等の業務の効率化が図られているか。 
（２）研究拠点・研究施設・設備の集約(施設及び設備に関する計画) 
○法人統合を踏まえ、研究の重点化方向、長期的な維持管理経費節減に向けて研究拠点・研究施設・設備の集約の計画を適切に策定しているか。その実現に向けた取組が行われているか。 
＜評価指標＞ 
・将来の研究の重点化方向に対応するとともに、省エネルギーの推進や維持・管理経費の節減、老朽化施設の安全対策等が図られているか。 
・つくば地区の再編、地域の研究拠点や小規模研究拠点等の再編・見直しの取組が行われ、施設・設備の最適化の見直しが進められているか。 
 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

（１）組織・業務の再編 
法人統合を踏まえ、人材、研

究資金等の資源を法人全体とし
て有効に活用することにより、
相乗効果を最大限に発揮するこ
とが重要である。このため、従
来の組織の枠組みにとらわれず
ゼロベースで組織の見直しを行
い新たな組織体制を構築する。
特に、つくば地区について、基
礎から応用・実用化までの一貫
した研究体制により研究成果の
創出・社会実装の加速化を図る

（１）組織・業務の再編 
ア 平成 28 年度からの４法人統合を踏まえて、従来の

組織を再編し、次のとおり新たな組織を整備する。 
（ア）作物開発、スマート農業推進、農業環境研究の分

野で、基礎から応用・実用化まで総合的に研究を
進めつつ、法人全体の研究の中核かつ外部との窓
口となる重点化研究センターを設置する。 

（イ）従来の農研機構の研究分野ごとの内部研究所は研
究部門とする。 

（ウ）食品産業のニーズに対応し、マーケットイン型研
究開発及びその成果普及を推進する部署（食農ビ
ジネス推進センター）を設置する。（第１の１（１）
に記載。） 

（１）組織・業務の再編 
ア ４法人統合の相乗効果を最大限に発揮するため、平成 28 年度、29 年度に研究推進

組織を抜本的に見直し、以下の改革を行った。 
（ア、イ）専門分野ごとの垣根を廃して効率よく研究業務を進めるため、従来の独立し

た専門研究所を廃止し、研究シーズの醸成や人材育成を行う７つの研究部門
に再編するとともに、特に重要性が高く他の研究部門や地域農業研究センタ
ーとの連携が重要な研究（作物開発、スマート農業、環境変動）については、
法人全体の研究の中核及びその分野のハブとして広く外部との窓口を担う重
点化研究センターを設置した。 

（ウ、エ）マーケットイン型研究を支援するため、食農ビジネス推進センターを設置す
るとともに、法人全体の施設・機器の共同利用と研究基盤の充実を図るため、
高度解析センター・遺伝資源センターを設置した。（I-1(1)、I-1(3)にも記載） 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：S 
 
根拠： 

中長期計画を支障なく遂行するとともに、

特に下記に記載した実績により、中長期目標

を著しく上回る顕著な成果が得られた。 

（１）組織・業務の再編 
第４期開始時の組織改革だけでなく、更な

る組織・業務の見直しを期中を通して継続
し、管理部門の再編（エリア管理の導入）、
農情研の新設、本部企画戦略本部の強化等、
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ため、研究推進組織を再編する。
また、研究の進捗に応じ、機動
的に研究推進体制を見直し研究
者を配置できる仕組みを構築す
る。 

業務についても見直しを行う
とともに、効率化のため法人内
の業務システムの整備を進め
る。特に、つくば地区において、
管理業務やほ場業務等について
可能なものの一元化等を進め
る。また、テレビ会議システム
や ICT を活用した業務効率化を
図る。 

（エ）高度な分析機器・施設の共同利用を進める部署（高
度解析センター）を設置する。（第１の１（３）に
記載。） 

（オ）つくば地区の管理業務のうち、調達、検収、営繕
の各業務を可能な限り一元的に実施する部署（つ
くば管理センター）を設置し、業務の効率化と円
滑な研究推進を図る。併せて管理部門の OJT を
行うなど円滑な人材育成を図る。 

（カ）ほ場管理などを行う研究技術支援部門について、
つくば地区の業務や人員管理を一元的に実施す
る部署（つくば技術支援センター）を設置し、研
究技術支援業務の効率化を行う。 

（キ）地域農業研究センターの産学官連携を強化するた
めの体制を整備する。（第１の３に記載。） 

（ク）上記の取組により、間接部門の人員の事業部門へ
の振り分け等を行い、業務体制の最適化を図る。 

 

 
 
 
（オ、カ）つくば管理センターやつくば技術支援センターを設置し、管理業務やほ場・

動物管理を一元化することで効率化を図るとともに人材育成を進めた。 
 
 
 
 
 
 
 
（キ）地域農業研究センターの機能を強化してそれぞれの地域におけるハブ機能を持た

せるため、地域農業研究センターに産学連携室を設置した。(I-3 イにも記載) 
 
 

政府の掲げる Society5.0 の農業・食品産業分野における早期達成を目指し、中長期目
標をより高度に達成するため、平成 30 年度以降、以下の改革を行った。 
・ 農研機構で一体となった農業 AI 研究・人材育成の推進、農業データ連携基盤の推

進、農業データ戦略の推進のため、農業情報研究センター（農情研）を設置した。 
・ 司令塔機能を強化し、産業界・農業界との連携、知財マネジメント、広報マネジメ

ントを強化するため、連携広報部を改組して産学連携室（令和元年度に事業開発室
に名称変更、令和２年度に食農ビジネス推進センターと統合）、知的財産部、広報
部を設置した。 

・ 本部の事業開発室と食農ビジネスセンターを統合することで、研究センター等へ指
導力を発揮するとともに、民間との協議交渉への経営判断の迅速化などの効果が得
られた。 

・ 中長期計画の達成にとどまらず、我が国の農業・食品産業分野の Society5.0 の実現
に向けて、農情研をはじめとする新たに創設した組織と研究センター等が連携し、
インパクトのある研究成果を創出するため、企画戦略本部と NARO 開発戦略セン
ターを創設し、研究戦略策定機能、研究開発における司令塔機能を強化した。 

・ 研究センター等に地域戦略部・研究推進部を設置し、本部組織と対応させて指示ラ
インを明確化した。 

・ 農研機構全体のデータを共有し、一体的に活用するための仕組みとして農情研に
「農研機構統合 DB」を構築し試験運用を開始した。 

 
主務省から示された「中長期目標終了時における業務・組織全般の見直しについて」

を踏まえ、令和 2 年度に、研究開発成果の最大化に向けて AI、データなど共通基盤技
術開発等の強化等の組織改革の検討と準備を行った。 

農研機構全体の業務運営体制を再構築するこ
とで、業務運営の効率化に加え研究開発と成
果の社会実装の著しい加速につなげた。ま
た、農研機構統合 DB を構築し、農研機構全
体でのデータ共有・活用に向けて運用を開始
た。また第 5 期に向けて組織一体的な体制構
築を進めた。 
（２）研究拠点・研究施設・設備の集約 

  令和元年に設置した管理本部により、研究
センター等の枠を超えて拠点・施設・設備を
統一的に管理・利用する体制を構築し、施設
集約化を着実に遂行した。 

 
＜課題と対応＞ 

令和元年 11月に導入した管理本部によるエ
リア管理体制について、導入効果を最大化す
るため、業務フローの統一等により具体的な
業務の効率化を進める。また、第 5 期に向け
て細部を最適化する。 
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研究拠点・研究施設の集約化 

・ 管理本部を設置し、統一ルールによるエリア管理体制を導入した。業務の平準化、
各部署の特性を活かした連携の促進のほか、事業場をまたがって処理していた手続
き・相談について、エリア管理部が担当することとにより業務の効率化を図るとと
もに、日常的なコミュニケーションによるエリア内の円滑な運営体制を構築した。 

・ 法人全体の事務・管理体制をエリア管理により一元化し、押印廃止やシステム利用
によるペーパーレス化等の取組を推進した。 

・ エリア管理の司令塔である管理本部に研究職を配置し、実験施設の利用調整等のエ
リア管理に研究実施者の観点を導入した。 

 
イ 別添１の研究開発の推進に当たっては、研究課題ご

とに責任者を配置し、目標達成のために必要な研究者
で内部研究組織横断的な研究体制（プログラム・プロ
ジェクト）を構築して推進する。各プログラム・プロ
ジェクトの構成員は研究の進捗にあわせ適宜見直す。 

 

イ ・４つの研究セグメントの下に、内部研究組織横断的に 18 の大課題（プログラム）
を立て、それぞれの大課題に複数の中課題（プロジェクト）を設置した。大課題・
中課題には責任者を置き、進捗を管理した。 

・ 「中課題検討会等での課題検討方針」に基づいて人的研究資源（研究エフォート、
新規採用者）配分するとともに、研究の進捗に合わせて構成員の見直しを行った。 

ウ 業務については次の取組により効率化を進める。 
（ア）ICT（テレビ会議システム、ビデオ配信システム、

e-ラーニング等含む。）を活用し、遠隔地等も含
めた意思決定の迅速化、情報共有、また、各種教
育等を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（イ）業務システムについては、ガバナンスの強化、リ

スク管理への対応、研究開発成果の最大化に資す
るために、会計、資産、研究業績、薬品、規制物
質等の管理等の各種システムが有機的に統合・連

ウ 次の取組により効率化を進めた。 
（ア）ICT の活用 
・ 本部と全研究所等間でのテレビ会議を可能とするため、テレビ会議システムの統一

を行った。また、遠隔地間及び在宅勤務者とのオンライン会議、各種ファイルの共
有・共同編集には、ウェブ会議システムの Microsoft Teams を活用した。 

・ 新規採用者、研究倫理、コンプライアンス、化学物質管理、労働安全衛生、特許調
査、IT リテラシー及び情報セキュリティに関する研修を、e ラーニングシステムを
活用して進めた。さらに、人材育成室が研修動画のコンテンツを毎週作成し全職員
向けに提供した。 

・ 農研機構共通のビデオシステムを活用し、役職員がいつでも各種会議や説明会、研
修会等を録画したビデオを閲覧できるようにした。さらに、会議録作成のため録画
ビデオから文字起こしを可能とした。 

・ 情報共有システムを通じて全役職員等への迅速な指示・連絡を可能とするため、業
務に必要な役職員のスケジュールや各種規程・文書等の共有、申請処理手続きの電
子化を行った。また、業務に必要な役職員のスケジュールや各種規程・文書等の共
有、申請処理手続きの電子化を行った。 

 
（イ）業務システムの整備 
・  職員情報を基本に、システム間の連携を行って業務システムを再構築し、平成 28

年度から運用を開始した。また、同年 4 月に情報統括監を設置し、IT の専門スキル
を有するスタッフを配置して各システムの整備・運用を行った。 



156 
 

関するシステムとして、再構築を行う。これらシ
ステムを管理運用するために、専門スタッフを配
置した部署（情報統括監）を設置する。 

・ 令和元年度に情報システム・セキュリテイに係る本部の機能強化のため、情報統括
監を廃止して本部に情報統括部を設置するとともに、サイバーセキュリテイ対策、
事業場における業務改革(IT 活用）、情報セキュリティの強化等に取り組む体制を
拡充した。 

・ 令和 2 年度末で保守契約が終了する各業務システムについて、業務の効率化を図る
電子化をはじめ、シングルサインオン等のシステム間連携、管理会計などのガバナ
ンス、情報セキュリティの機能を一層強化したシステムへの更新を行った。 

・ さらに、資源を効率的に配分するため、各基幹業務システムのシステム間連携機能
を用いて多数のデータベースを連携させ、投入資源と研究活動・業績をタイムリー
に把握・分析できる「研究活動データ分析システム」を整備した。 

・ また、情報共有システムの更新を完了し、同システムの機能を用いた事務手続きの
簡素化、電子化、帳票類の削減に取り組んだ。 

 
（２）研究拠点・研究施設・設備
の集約（施設及び設備に関する
計画） 
限られた予算・人員を有効に活
用し長期的に研究開発成果の最
大化を図るためには、将来の研
究の重点化方向に対応するとと
もに、省エネルギーの推進や維
持・管理経費の節減、老朽化施
設の安全の確保等を図る観点か
ら、法人全体として、研究拠点・
研究施設・設備を最適化するこ
とが重要である。このため、法
人統合を踏まえたつくば地区の
再編、地域の近接する研究拠点
や小規模な研究拠点等の再編・
見直しを進める。これらに関し
ては、中長期計画に具体的な方
向を明記し、可能なものは第４
期中長期目標期間内に、必要に
応じ第５期中長期目標期間にわ
たって実施を図る。 

（２）研究拠点・研究施設・設備の集約 
ア つくば地区に主な機能を有する組織が再編される
ことを契機として、同地区における、同一の研究棟に複
数の内部組織が置かれたり、同一の内部組織が複数の離
れた施設に分散しているなど業務運営の効率化の支障
となる組織配置を可能な限り解消し、内部組織間等で施
設・設備の共同利用を促進するとともに、現在の利用状
況、第４期中長期目標期間内の研究課題との関係及び将
来の利用予測等を考慮した上で、研究課題に応じた適切
な再配分・再配置を行う。こうした取組を通じて、つく
ば地区内の研究資源の効果的かつ効率的な利用を図り、
維持管理費の節減や省エネルギーの推進、老朽化施設の
安全の確保に努める。 

（２）研究拠点・研究施設・設備の集約 
ア ・平成 28 年の４法人統合後、拠点・施設・設備の共同利用、集約化と効果的な更

新を図り、法人全体として最適化することを目的に、研究資源集約化委員会を設置
した。 

・ 同委員会において、平成 24 年に旧農研機構の各研究所で策定された光熱水料 20％
削減のための施設集約化計画を推進するとともに、統合後の機構全体を対象に「新
たな施設集約化５ヶ年計画」を策定した。 

・ 新たな計画に基づき、機構全体の RI 施設・設備の集約化（多くの施設の廃止・撤
去の手続き開始、残置する農業環境センターアイソトープ実験棟の改修計画立案
等）、減損処理施設の計画的解体の開始、高コスト施設（年間維持管理経費 1,000
万円以上）の精査と廃止・休止基準の検討、研究基盤等共通経費（本部審査分）に
よる設備・機器の一元的整備と保守の推進を進めた。 

・ つくば地区については、施設の利用実態を検討した上で、長期的に研究開発成果の
最大化を図るため、藤本事業場の研究本館（果樹茶業部門）、池ノ台事業場の研究
本館（畜産部門）、大わし事業場の研究本館（生物機能利用部門）の耐震補強工事
を実施した。 

・ 同一の研究棟に複数の内部組織が置かれたり、同一の内部組織が複数の離れた施設
に分散している状況に対し、研究センター等ごとに可能な範囲でその解消に努めて
きたが、昭和 50 年代の筑波移転で整備された施設・設備の配置が、今日の研究推
進体制に適合しないことも多いことから、目標達成のために方針を改め、令和元年
11 月に、全国の事業場・施設・設備等を一元的に管理する管理本部を設置し、全国
を 11 の管理部により管理する体制とすることで、つくば地区の各事業場において
も、研究センター等の枠を超えて拠点・施設・設備を統一的に管理・利用する体制
とした。 

・ 令和 2 年度には新たな施設集約化５ヶ年計画を柔軟に見直しつつ、種苗管理センタ
ー八岳農場の借地の一部返還、RI 施設の集約化、減損施設の解体を行った。 
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・ 管理本部体制への移行に伴い、農研機構の資産の一元的管理を進めるために、研究
資源集約化委員会を改組するとともに環境管理委員会と統合し、資産・環境管理委
員会を設置した。 

 
イ 地域農業研究センターについては、地域研究のハブ

機能を強化するという観点から専門分野別に研究体
制を検証し、研究開発成果の最大化に配慮しつつ研究
資源の効果的かつ効率的な利用を促進する。また、遅
くとも第５期中長期目標期間中に再編することとし
て検討を進める。 

イ・ 地域農業研究センターで実施する研究については、研究資源の効果的かつ効率的
な利用の観点から以下の重点化を図った。 

＊ 北海道農業研究センター：大規模畑作体系研究、酪農研究 
＊ 東北農業研究センター：大規模水田作体系研究、災害復興対応研究 
＊ 中央農業研究センター：総合的作物保護管理研究 
＊ 西日本農業研究センター：中山間対応研究 
＊ 九州沖縄農業研究センター：温暖化対応研究、肉用牛産生研究 

・ 全国の畜産研究体制等を見直し、地域拠点における施設・設備等の集約化と、効果
的かつ効率的な利用を図った。 

・ 九州沖縄地域のハブ機能の拠点となる九州沖縄農研の共同実験棟については、熊本
地震での被災に対する改修工事を実施した。 

・ 地域の拠点については、平成 28 年３月のまち・ひと・しごと創生本部による政府
関係機関等地方移転に係る年次プラン決定に基づき、鳥取県との連携による鳥取ナ
シ育種研究サイトの発足、香川県との連携による四国研究拠点の拡充・整備等、地
域ハブ機能の拠点としての整備を都道府県と連携しながら、研究資源集約化委員会
により統一的に推進した。 

・ 第５期中長期目標期間中の実現に向け、研究分野の重点化に関する検討結果を踏ま
え、地域農業研究センターとつくば地区の研究部門等との役割分担と連携のあり
方、再編方針についての検討した。 

 
ウ 小規模な研究拠点について、第３期中期目標期間内

における検討において組織を見直すこととした研究
拠点等は、地元などの理解を得ながら、組織見直しの
実施計画に基づき、着実に再編・統合を行う。 

ウ・第４期における小規模拠点の見直しについては、地元の自治体や関係機関の理解を
得つつ、施設集約化計画を基に進め、これまでに東北農研福島研究拠点の研究業務
への特化、旧果樹研究所口之津研究拠点の移転先である果樹茶研究部門興津研究拠
点の整備を進めた。畜産研産地放牧研究拠点（御代田事業場）の宿舎跡地及び旧野
菜・茶業研究所武豊研究拠点跡地を売却を完了した。 

・ 西日本農研綾部研究拠点の野菜研究機能の一部を福山本所と四国研究拠点に移管
し、拠点は廃止した。 

 
（３）施設及び設備に関する計画 
 【農業技術研究業務勘定】 
平成 28 年度～令和 2 年度施設、設備に関する計画 
（単位：百万円） 

施設・設備の内容 予定額 財 源 
研究設備の整備  施 設 整

（３）施設及び設備に関する計画 
施設等の投資の状況（重要なもの） 
①当期中長期目標期間中に完成した主要施設 
１）農業技術研究業務 
（平成 28 年度） 
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研究援助施設の整
備 
機関維持運営施設
の整備 
その他業務実施上
必要な施設・設備の
整備等 

備 費 補
助金 

合計 3,728±χ  
   （注）χ：各年度増減する施設、設備の整備等に

要する経費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【農業機械化促進業務勘定】 
平成 28 年度～令和 2 年度施設、設備に関する計画 
（単位：百万円） 

施設・設備の内容 予定額 財 源 
研究設備の整備 
研究援助施設の整
備 
機関維持運営施設
の整備 
その他業務実施上
必要な施設・設備の
整備等 

 施 設 整
備 費 補
助金 

合計 464±χ  
   （注）χ：各年度増減する施設、設備の整備等に
要する経費 

・ 種苗管理センター・北海道中央農場 ジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性品種
緊急増殖施設新築工事（取得原価 432 百万円） 
・ 果樹茶部門 研究棟耐震工事（取得原価 483 百万円） 
（平成 29 年度） 
・ 種苗管理センター・北海道中央農場 ばれいしょ MnT 生産施設新築工事（取得原
価 169 百万円） 
・ 種苗管理センター・十勝農場 受変電設備改修工事（取得原価 69 百万円） 
・ 種苗管理センター・上北農場 ばれいしょ原原種選別設備改修工事（取得原価 78 百
万円） 
（平成 30 年度） 
・ 動物衛生部門 小動物実験棟耐震工事（取得原価 90 百万円） 
・ 種苗管理センター・嬬恋農場 ばれいしょ原原種選別施設改修工事（取得原価 78 百
万円） 
・ 種苗管理センター 受変電設備改修工事（取得原価 110 百万円） 
（令和元年度） 
・ 種苗管理センター・北海道中央農場 第一作業室建替工事（取得原価 84 百万円） 
・ 畜産部門 研究棟耐震工事（取得原価 1,170 百万円） 
・ 種苗管理センター・雲仙農場 ばれいしょ原原種選別施設改修工事（取得原価 54 百
万円） 
（令和 2 年度） 
・中央農研 作物防疫実験棟耐震工事（取得原価 150 百万円） 
 
２）農業機械化促進業務 
（平成 28 年度） 
・ 革新工学センター スマート農業実験管理棟新築その他工事（取得原価 111 百万円） 
（平成 29 年度） 
・ 革新工学センター 基礎技術研究館外壁改修その他工事（取得原価 84 百万円） 
（平成 30 年度） 
・ 革新工学センター 自動化・知能化農機安全試験評価試験ほ場整備その他工事（取
得原価 142 百万円） 
（令和 2 年度） 
・革新工学センター 高精度評価試験棟整備その他工事（取得原価 191 百万円） 
・革新工学センター 水田機械化実験棟ほか改修工事（取得原価 186 百万円） 
 
②当期中長期目標期間において継続中の主要施設等の新設・拡充 
１）農業技術研究業務 
  生物機能部門 研究棟・管理棟・接続棟耐震工事 
  九沖農研 共同研究棟（２）耐震工事 
  動物衛生部門 製剤研究棟耐震工事 
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  種苗管理センター・雲仙農場 栽培試験施設及びばれいしょ堆肥消毒施設新築工事 
  種苗管理センター・十勝農場 ばれいしょ堆肥消毒施設新築工事 
 
③当期中長期目標期間における主要施設等の除却 
１）農業技術研究業務 
（平成 28 年度） 
・ 旧野茶研・武豊研究拠点 温室（取得価格 7 百万円、減価償却累計額 3 百万円） 
・ 旧野茶研・武豊研究拠点 研修宿泊棟（取得価格 7 百万円、減価償却累計額 2 百万
円） 
・ 旧野茶研・武豊研究拠点 実験室(31)（取得価格 5 百万円、減価償却累計額 1 百万
円） 
（平成 29 年度） 
・ 畜産部門・畜産飼料作研究拠点 培養実験室（取得価格 23 百万円、減価償却累計額
6 百万円） 
・ 旧野茶研・武豊研究拠点 実験棟（取得価格 14 百万円、減価償却累計額 3 百万円） 
・ 旧野茶研・武豊研究拠点 管理棟（取得価格 14 百万円、減価償却累計額 3 百万円） 
（平成 30 年度） 
・ 東北農研 総合温室管理棟（取得価格 7 百万円、減価償却累計額 3 百万円） 
・ 東北農研 総合温室育種第１温室（取得価格 1 百万円、減価償却累計額 1 百万円） 
・ 東北農研 総合温室育種第２温室（取得価格 1 百万円、減価償却累計額 1 百万円） 
（令和元年度） 
・北農研  隔離温室（取得価格 27 百万円、減価償却累計額 14 百万円） 
・東北農研 育成選抜ガラス室（取得価格 25 百万円、減価償却累計額 23 百万円） 
・九沖農研・口之津試験地 病害機構実験室（取得価格 17 百万円、減価償却累計額 6
百万円） 
（令和２年度） 
・東北農研 研究 N 棟（取得価格 48 百万円、減価償却累計額 15 百万円） 
・東北農研 第２共同実験室（取得価格 22 百万円、減価償却累計額 7 百万円） 
・西日本農研 土壌病害隔離温室（取得価格 8 百万円、減価償却累計額 4 百万円） 
２）農業機械化促進業務 
（平成 30 年度） 
・ 革新工学センター 職員宿舎（北合同宿舎及び独身寮）等 5 棟（取得価格 91 百万
円、減価償却累計額 54 百万円） 

平成 28 年度から令和 2 年度までに整備した施設は、主に安全性の確保、施設の老朽化
による機能低下の解消及び集約化による効率的な運用を図るための改修等を行い、研究
環境、種苗管理業務及び執務環境の改善を図った。 

 

  



160 
 

様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式  

１．当該事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

２－①主な定量的指標 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報 

１ 収支の均衡 

セグメントごとの業務達成の目標に対する予算配分（百万円）と執行状況（％） 

 企画・連携推進業務             予算配分 
執行状況 

5,798 6,516 12,313  21,878 27,522  

99.1 92.9 55.4  62.2 71.4  

農業研究業務Ⅰ                           予算配分 
執行状況 

11,232 11,300 
99.5 

10,223 9,161 8,580  

90.5 85.9 87.2 91.3 96.7  

農業研究業務Ⅱ                           予算配分 
執行状況 

9,665 10,345 10,143 9,054 8,352  

89.6 87.4 90.8 91.2 98.4  

農業研究業務Ⅲ                           予算配分 
執行状況 

12,285 12,550 11,727 10,286 9,453  

89.8 87.2 90.2 92.6 97.8  

農業研究業務Ⅳ                           予算配分 
執行状況 

6,986 7,687 7,191 6,264 5,943  

91.4 87.4 90.0 93.3 97.1  

種苗管理業務                             予算配分 
執行状況 

2,263 2,427 2,570 2,529 2,554  

95.1 94.6 93.2 98.4 98.6  

農研業務共通                 予算配分 
                      執行状況 

11,627 10,969 11,798 11,977 11,753  

94.9 95.4 98.4 98.8 99.3  

農業機械化促進業務                       予算配分 
  執行状況 

1,909 2,169 2,681 2,221 2,507  

91.8 76.3 76.9 74.9 90.0  

生物系特定産業技術に関する基礎的研究業務 予算配分 
執行状況 

22,238 26,935 22,773 15,141 9,839  

39.7 45.1 
 

70.8 77.6 89.5  

特定公募型研究開発業務                   予算配分 

執行状況 

－ － － 3 1,100  

－ － － 0 32.4  

民間研究に係る特例業務           予算配分 
  執行状況 

113 112 111 99 72  

82.1 79.2 72.3 75.8 85.6  
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その他の指標 

２ 業務の効率化を反映した予算の策定と遵守 （予算と決算の乖離状況）（％） 

 企画・連携推進業務 0.9 7.1 44.6 37.8 28.6  

農業研究業務Ⅰ 9.5 14.1 12.8 8.7 3.3  

農業研究業務Ⅱ 10.4 12.6 9.2 8.8 1.6  

農業研究業務Ⅲ 10.2 12.8 9.8 7.4 2.2  

農業研究業務Ⅳ 8.6 12.6 10.0 6.7 2.9  

種苗管理業務 4.9 5.4 6.8 1.6 1.4  

農業機械化促進業務 8.2 23.7 23.1 25.1 10.0  

生物系特定産業技術に関する基礎的研究業務     60.3 54.9 29.2 24.2 9.2  

特定公募型研究開発業務 － － － 100 67.6  

民間研究に係る特例業務 17.9 20.8 27.7 24.2 14.4  

主な定量的指標 

３ 自己収入の確保 

 

外部研究資金の実績（千円） 4,343,246 4,829,081 3,870,624 3,093,420 3,041,664  

特許権等の実施許諾等収入実績（千円） 105,781 113,794 114,897 130,140 156,361  

施設利用等の自己収入の実績（千円） 4,508 5,692 5,232 5,274 5,192  

新規業務への取組と実績 － － ―  ― ―  

４ 保有資産の処分 

不要の保有資産の処分実績 建物 19 棟 建物 18 棟 建物 23 棟 建物 34 棟 建物 31 棟  
   
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

１ 収支の均衡 
【評価の視点】 
・業務達成基準の導入、セグメント管理の強化に対応した会計処理方法はどのように定められているか。それに従って運営されているか。 
２ 業務の効率化を反映した予算の策定と遵守 
＜その他の指標＞ 
・セグメントに配分された予算と決算に大きな乖離はないか。大きく乖離している場合は、その理由は明確になっているか。 

※予算と決算の乖離状況は表中に記載。 
３ 自己収入の確保 
【評価の視点】 
・受託研究等の外部研究資金の獲得、受益者負担の適正化、法人における知的財産権等の実施料収入の拡大等、自己収入確保に向けて積極的な取組が行われているか。 
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４ 保有資産の処分 
【評価の視点】 
・保有資産の必要性について点検を行っているか。自己点検の結果、必要性や利用率の低い施設について、積極的な処分が行われているか。 
５ 繰越欠損金の着実な縮減 
（第１-13 で評価を行う。） 
 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

１ 収支の均衡 
適切で効率的な業務運営を行

うことにより、収支の均衡を図
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 業務の効率化を反映した予
算の策定と遵守 

「第４業務運営の効率化に関
する事項」及び１に定める事項
を踏まえた中長期計画の予算を
作成し、当該予算による運営を
行う。 

独立行政法人会計基準の改訂
（平成 12 年２月 16 日独立行政
法人会計基準研究会策定、平成
27 年１月 27 日改訂）等により、
運営費交付金の会計処理とし
て、業務達成基準による収益化
が原則とされたことを踏まえ、

予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計
画 
【農業技術研究業務勘定】 
１ 予算、２ 収支計画及び３ 資金計画の表は後掲 
【農業機械化促進業務勘定】 
１ 予算、２ 収支計画及び３ 資金計画の表は後掲 
【基礎的研究業務勘定】 
１ 予算、２ 収支計画及び３ 資金計画の表は後掲 
【民間研究特例業務勘定】 
１ 予算、２ 収支計画及び３ 資金計画の表は後掲 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 収支の均衡 
・ 令和元年 11 月の組織改編により管理部体制に移行したことを受け、令和 2 年度

予算では管理本部が主導して各管理部等の合理化・節約方針を策定し、管理部予
算の全体最適化を図ることで、更なる効率化を実現した。 

(経費の削減目標） 
・ 運営費交付金を充当して行う事業について、業務の見直し及び効率化を進め第 4

期中長期目標期間における運営費交付金算定のルールに基づき、前年度比で、一
般管理費 3％、業務経費 1％の削減目標を設定した。 

(業務の見直し及び効率化) 
・ 今中長期目標期間は、「業務運営の効率化と経費の節減」に記載のとおり契約の

見直し等を講じた他、研究資源集約化委員会において研究施設の集約化の加速、
施設の減損及び除却を進める等により、各年度の業務に応じた増減経費を除き、
令和元年度までは前年度予算に対して一般管理費３％、業務経費１％の削減の削
減目標が達成された。令和 2 年度についても同様の取組を進め、目標を達成し
た。 

(収支の均衡) 
・ 経費の削減目標の達成、業務の見直し及び効率化により、第 4 期中長期目標期間

における予算及び決算において収支の均衡が図られており、特別な財源対策を必
要とせず、財政の健全化が図られている。 

 
２ 業務の効率化を反映した予算の策定と遵守 
・ 中長期目標「第 4 業務運営の効率化に関する事項」に定める一般管理費等の削

減及び調達の合理化を含めた業務の効率化と経費の削減目標、組織・業務の再編
及び研究拠点・研究施設・設備の集約を含む統合の相乗効果の発揮等を踏まえた
中長期目標期間の予算を作成し、毎事業年度、当該予算に基づいた年度計画予算
を策定して業務運営を着実に実施した。 

・ 第 4 期中長期目標期間となる平成 28 年度より、中長期目標に定められた９つの
業務をそれぞれ一定の事業のまとまり（セグメント）として、セグメントごとの
予算管理を行った。 

＜評定と根拠＞ 
評定：A 
 
根拠： 

中長期計画を支障なく遂行し、目標を充分に
達成した。特に以下の項目については、中長期
目標を上回る成果が得られた。 
・予算配分方法の見直しは、予算委員会での検
討を通じて抜本的に改革し、①予算配分は役員
会、使途は各セグメント担当理事等が戦略的に
決定する②理事長裁量経費を大幅に拡充し重点
課題への集中配分を実現したなどこれにより、
理事長のリーダーシップの下、重点投資すべき
課題への対応を含め、より戦略的な予算配分と
執行の管理が可能となった。 
・自己収入の獲得拡大に向けては、プロジェク
ト獲得推進室を中心に大型の競争的資金等、公
的資金の受託研究等の外部研究資金を獲得し、
事業開発室を中心に民間企業との資金提供型共
同研究の増加による外部資金獲得の拡大等を図
る等の取組により外部資金獲得を拡大した。 
 
＜課題と対応＞ 
・ 予算配分の最適化に向けて見直をした予算

配分方式を引き続き確実に実行し、予算配
分と執行の全体最適化を実現する必要があ
る。 

・ 運営費交付金の削減に対応するために、外
部資金等の自己収入の更なる確保が必要で
ある。 



163 
 

収益化単位の業務ごとに予算と
実績を管理する体制を構築す
る。 

一定の事業等のまとまりごと
にセグメント情報の開示に努め
る。 

 
 
３ 自己収入の確保 

受託研究等の外部研究資金の
獲得、受益者負担の適正化、特
許実施料の拡大等により自己収
入の確保に努める。特に、「独立
行政法人改革等に関する基本的
な方針」において、「法人の増収
意欲を増加させるため、自己収
入の増加が見込まれる場合に
は、運営費交付金の要求時に、
自己収入の増加見込み額を充て
て行う新規業務の経費を見込ん
で要求できるものとし、これに
より、当該経費に充てる額を運
営費交付金の要求額の算定に当
たり減額しないこととする。」
とされていることを踏まえ、適
切な対応を行う。 
 
４保有資産の処分 
 保有資産の見直し等について
は、「独立行政法人の保有資産
の不要認定に係る基本的視点に
ついて」（平成 26 年９月２日付
け総管査第 263 号総務省行政管
理局通知）に基づき、保有の必
要性を不断に見直し、保有の必
要性が認められないものについ
ては、不要財産として国庫納付
等を行う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
【勘定共通】 
３ 自己収入の確保 

自己収入の確保に当たっては、受託研究等の外部研究
資金の獲得、受益者負担の適正化、特許実施料の拡大等
により取組を進める。また、自己収入の増加が見込まれ
る場合には、増加見込額を充てて行う新規業務を見込ん
で運営費交付金の予算要求を行い、認められた場合には
当該新規業務を実施する。 

・ 平成 29 年度からは、農業技術研究業務Ⅰ～Ⅳについては各大課題を収益化単位
とし（平成 28 年度はセグメント全体で１つの収益化単位）、他の業務について
は１セグメント１収益化単位として収益化単位ごとの予算と実績を管理する体制
を構築し、毎事業年度の財務諸表に「開示すべきセグメント情報」として開示し
た。 

・ 令和元年度は、本部に平成 30 年度に設置した予算委員会において、これまでの
年度当初に各研究センター等に予算配分し各研究センター等の長の裁量によって
その使途を特定し、各収益化単位の事業に必要な経費を執行する仕組みから、予
算委員会が各セグメント、収益化単位に一元的に予算配分案を作成し、各セグメ
ント担当理事がその使途を戦略的に決定する仕組みに改め、予算配分と執行の全
体最適を実現できる体制を実現した。具体的には以下のとおりである。 

・ 業務経費のうち、本部執行経費、大課題等推進費、研究基盤共通経費(本部執行
分)については、具体的な使途の特定から執行まで担当理事が責任を持つ仕組み
に改めた。 

・ 大課題等推進費のうち、各セグメント担当理事に配分する経費については、組織
運営上、必要な経費のみに配分し、具体的使途を本部が事後チェックし、執行を
管理できる仕組みへと改めた。 

・ 理事長裁量経費を大幅に増額し（H28 年度 1.4 億円→ R2 年度 18.4 億円）充実
させることにより、第 5 期を見据えた重点分野への戦略的な集中投資を可能とし
た。 

・ 主な集中投資先は、平成 30 年度：農業 AI 研究プラットフォームの整備（AI 高
性能計算機「紫峰」の整備開始）等、令和元年度：情報セキュリティ強化、横串
研究枠の新設、NARO イノベーション創造プログラム(N.I.P.)、組織見直しに伴
う再配置、災害・CSF 対策、九沖 SFC、重点普及成果の普及 等、令和 2 年
度：基盤業務システムの全面改修、高度分析機器の整備とネットワーク化、イン
キュベーションラボ整備、大型プロジェクト研究を加速させるための経費、第 5
期スタートアップ経費（農業ロボティクス研究、セグメント重点課題等）、
N.I.P.、新型コロナウイルス対策 等である。 

 
以上により、特に農業技術研究業務勘定において、理事長のリーダーシップの下、よ
り戦略的な予算の配分と執行管理が可能となった。 
 
３ 自己収入の確保 
・ 公的外部資金獲得拡大に向けて、研修等により職員のスキルアップを図った。 
・ 平成 30 年度には、大型プロジェクト獲得のために研究推進担当理事の下に外部

資金獲得プロジェクトチームを設置し、組織としてプロジェクトメイキングを実
施する体制を作り、平成 31 年 4 月にプロジェクト獲得推進室として実組織化し
た。 
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５ 繰越欠損金の着実な縮減 
民間研究に係る特例業務につ

いて、繰越欠損金解消計画を定
め、本目標第３の 13（１）及び
（２）で定めた対策を講じなが
ら、当該計画を適切に見直すな
ど、繰越欠損金の着実な縮減を
図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 保有資産の処分 

施設・設備の利用状況の点検を行い、不要と判断され
るものを処分する。また、その他の保有財産についても、
利用率の改善が見込まれないなど、不要と判断されるも
のを処分する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 繰越欠損金の着実な縮減 

繰越欠損金の解消に向けた令和 7 年度までの計画を
着実に実施し、本計画第１の 13（１）及び（２）で定め
た取組を講じながら、当該計画を適切に見直すなど、繰
越欠損金の着実な縮減を図る。 
 
第４ 短期借入金の限度額 

・ 上記の組織的取組により、令和元年度は SIP2 等、令和 2 年度もムーンショット
等大型予算を獲得した。ムーンショット型研究開発事業の令和２年度配分額は
1.85 億円、令和３年度配分は 9.43 億円（予定）である。 

・ 民間からの外部研究資金獲得拡大に向けて産業界との連携を担う産学連携室（事
業開発室に名称変更）を設置し、5 億円超（R1 年度）の資金提供型共同研究の
資金を獲得し、令和 2 年度はさらに増額した（5.96 億円（３月末契約金額：6.31
億円）（参考：H28 年度：2.16 億円）。（I-２(2)ウにも記載） 

・ 令和元年度にはスマート農業実証事業推進室を設置し、当該事業への交付額（δ
経費、補正予算）は平成 30 年度 42.0 億円→令和元年度 53.1 億円→令和２年度
80.0 億円（次年度繰越を含む）と年々増加した。 

・ 受益者負担の適正化を図るため、高度解析センターの分析の有償化（35 件：I-
1(3)にも記載）等に取り組んだ。 

・ 実施料の拡大に向けて、一定期間実施されていない農研機構単独の知的財産権に
ついて独占的な実施許諾を認めるとともに、共有の知的財産権について企業（第
三者）に対し、実施範囲を限定した独占的な実施許諾契約認める等、柔軟な許諾
を図った。（I-５にも記載） 

 
４ 保有資産の処分 
【農業技術研究業務勘定】 
 保有資産の見直しについて、保有資産の必要性について点検を実施するため、毎年

度、施設利用状況調査を行い、使用しないと決定した施設について減損を認識した。 
 また、不要と判断した施設は計画的に取り壊し、土地については不要財産の処分と

して農林水産大臣の認可を受け、譲渡した際に得た収入を国庫納付するなど適切に
処分を行った。 

 
【農業機械化促進業務勘定】 
 平成 30 年 3 月に減損を認識した職員宿舎（北合同宿舎、独身寮）等 5 棟を取り壊

し、処分を行った。 
 また、その周辺を含む跡地については、自動化・知能化農機の安全評価試験を行う

ため、平成 30 年度は傾斜試験走路を含む試験ほ場を、令和元年度から高精度評価
試験棟を整備した。 

 
５ 繰越欠損金の着実な縮減 
本計画第１の１３（１）及び（２）のとおり行った。 

 
 
 
 
第４ 短期借入金の限度額 
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 中長期目標の期間中の各年度の短期借入金は、農業技
術研究業務勘定において 59 億円、基礎的研究業務勘定
において５億円、農業機械化促進業務勘定において２億
円、民間研究特例業務勘定において１億円を限度とす
る。 
想定される理由：年度当初における国からの運営費交付
金の受入れ等が遅延した場合における職員の人件費の
遅配及び事業費等の支払い遅延を回避するとともに、運
用収入等の収納の時期と事業費等の支払の時期に一時
的な差が生じた際に円滑な業務の運営を図るため。 
 
第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財
産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

なし 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 該当なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産
の処分に関する計画 
【農業機械化促進業務勘定】 
（平成 30 年度） 

政府から現物出資された関係会社株式について、出資先である新農業機械実用化促
進株式会社の解散に伴い、残余財産の関係会社株式に応じた割当分配があり、408 百
万円を回収した。回収金 408 百万円は、将来にわたり業務を確実に実施する上で必要
がない財産と認められるため、独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 46
条の２第１項の規定に基づき不要財産の国庫納付申請を行い、主務大臣の許可を受け、
平成 31 年３月に国庫納付した。 
【基礎的研究業務勘定】 
（令和元年度） 
 革新的技術創造促進事業（事業化促進）は、研究委託費を支出して研究成果の製品
化を促進するための研究開発を実施し、委託研究期間終了後に研究開発の成否判定を
行い、成功した場合は委託費の全額、不成功の場合は委託費の 10％返済する仕組みで
あり、委託先から 389 百万円返済された。また、基礎的研究業務に係る過年度の委託
契約について、委託先研究機関である国立大学法人佐賀大学の不適正な経理処理の判
明により、委託費の返還請求を行い、１百万円が返還された。これら委託費返還金等
については、将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がない財産と認められるた
め独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 46 条の２第１項の規定に基づき
不要財産の国庫納付申請を行い、主務大臣の許可を受け、令和 2 年 3 月 30 日に国庫
納付した。 
【民間研究特例業務勘定】 
（令和２年度） 

民間研究特例業務は、政府、民間企業等から出資された資金（資産）の運用益（有
価証券利息）により事業を運営している。 

令和 2 年 11 月 27 日に満期償還を迎えた有価証券 3 億円について、資金運用を検
討したところ、再運用しなくても管理運営費を賄うことが可能であることから将来に
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第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとする
ときは、その計画 

なし 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
第７ 剰余金の使途 

生産現場の強化・経営力の強化のための研究、強い農
業の実現と新産業の創出のための研究、農産物・食品の
高付加価値化と安全・信頼の確保のための研究、環境問
題の解決・地域資源の活用のための研究及び農業機械化
の促進に資する試験研究等中長期目標における研究開
発の重点化方向と成果の社会実装に向けた試験及び研
究並びに調査の充実・加速並びにそのために必要な分析
機器等の研究用機器更新・購入等に使用する。また、種
苗管理業務及び基礎的研究業務並びに民間研究に係る
特例業務の円滑な運営のために必要な資金等に使用す
る。 
 

わたり業務を確実に実施する上で必要がない財産と認められるため、独立行政法人通
則法（平成 11 年法律第 103 号）第 46 条の 2 第 1 項の規定に基づき不要財産の国庫納
付申請を行い、主務大臣の許可を受け、このうち政府からの出資金相当額の 191 百万
円を令和 3 年 2 月 12 日に国庫納付した。 

また、政府以外からの民間企業等出資相当額の 109 百万円は、令和 3 年 8 月に出資
者へ払戻しを行う予定である。 
 
第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

前期中に農林水産大臣から重要な財産の処分として承認されたが、売却まで至って
いなかった旧畜産草地研究所御代田研究拠点の研究員宿舎跡地について、平成 30 年
1 月 15 日付けで売払いの入札公告を行い、3 月 20 日に開札した。その結果、12.5 百
万円で落札され、平成 3 月 30 日に契約を締結し、30 年４月に代金の納入を受けて移
転登記を行った。 

また、前期中の計画で廃止した旧野菜茶業研究所武豊野菜研究拠点の跡地について、
令和元年９月に農林水産大臣から重要な財産の処分に関する認可を受け、12 月 9 日に
武豊町と土地譲渡契約を締結し、令和 2 年 1 月に代金の納入を受けて移転登記を行っ
た。 

なお、旧動物衛生研究所東北支所跡地については、引き続き需要の発掘に努めた。 
 
第７ 剰余金の使途 
 該当なし 

中長期計画 令和２年度の実績 
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第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
【農業技術研究業務勘定】 
１ 予算 
平成 28 年度～令和 2 年度予算 

（単位：百万円） 

区 分 企画・ 
連携推 
進業務 

生産現 
場の強 
化・経 
営力の 
強化研 
究業務 

強い農 
業の実 
現と新 
産業の 
創出研 
究業務 

農産 
物・食 
品の高 
付加価 
値化と 
安全・ 
信頼の 
確保研 
究業務 

環境問 
題の解 
決・地 
域資源 
の活用 
研究業 
務 

種苗管 
理業務 

計 農研業 
務共通 

合計 

収 入          

 運 営 費 交 付 金 11,761 47,245 34,632 48,631 33,774 12,999 189,041 58,512 247,553 
 施設整備費補助金 0 0 0 0 0 0 0 3,728 3,728 
 受 託 収 入 0 9,062 6,651 9,354 6,475 24 31,566 0 31,566 
 諸 収 入 6 235 227 290 169 1,046 1,973 612 2,586 
  

計 11,767 56,541 41,510 
 

58,276 40,417 
 

14,070 222,581 62,852 285,432 

支 出          

 業 務 経 費 4,582 15,140 11,113 15,628 10,818 3,036 60,316 0 60,316 
 施 設 整 備 費 0 0 0 0 0 0 0 3,728 3,728 
 受 託 経 費 0 9,062 6,651 9,354 6,475 24 31,566 0 31,566 
 一 般 管 理 費 0 0 0 0 0 0 0 13,693 13,693 
 人 件 費 

  

7,185 32,339 23,746 33,293 23,125 11,010 130,699 45,431 176,130 

 計 11,767 56,541 41,510 58,276 40,417 14,070 222,581 62,852 285,432 
 
［運営費交付金算定のルール］ 
１ 平成 28 年度は、次の算定ルールを用いる。 
運営費交付金＝（前年度一般管理費×α×γ）＋（前年度業務経費×β×γ）＋人件費＋δ－諸収入 
人件費＝基本給＋諸手当＋超過勤務手当＋退職手当＋福利厚生費 
 
諸収入＝運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積額 
α：一般管理費の効率化係数（0.97） 
β：業務経費の効率化係数（0.99） 
γ：消費者物価指数（1.000） 

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
【農業技術研究業務勘定】 
１ 予算 
平成 28 年度～令和 2 年度予算 

（単位：百万円） 

区 分 企画・ 
連携推 
進業務 

生産現 
場の強 
化・経 
営力の 
強化研 
究業務 

強い農 
業の実 
現と新 
産業の 
創出研 
究業務 

農産 
物・食 
品の高 
付加価 
値化と 
安全・ 
信頼の 
確保研 
究業務 

環境問 
題の解 
決・地 
域資源 
の活用 
研究業 
務 

種苗管 
理業務 

計 農研業 
務共通 

合計 

収 入          

 前中長期目標期間
からの繰越金 
運 営 費 交 付 金 

70 
 

58,992  

1,179 
 

41,038 

206 
 

36,594 

883 
 

42,991 

51 
 

26,769 

0 
 

10,765 

2,389 
 

217,149 

0 
 

53,145 

2,389 
 

270,294 
 施設整備費補助金 0 0 0 0 0 0 0 3,791 3,791 
 補助金等収入 

受 託 収 入 
38 

282 
33 

3,011 
66 

6,603 
16 

7,310 
63 

4,304 
7 

45 
221 

21,555 
7 
0 

228 
21,555 

 諸 収 入 
寄附金収入 
不要資産売却収入 

720 
0 
0 

604 
0 
0 

337 
3 
0 

310 
1 
0 

299 
0 
0 

1,136 
0 
0 

3,407 
3 
0 

1,180 
0 
0 

4,587 
3 
0 

  
計 

 
60,101 45,865 

 
43,808 51,510 

 
31,485 

 
11,953 244,723 58,124 302,847 

支 出          

 業 務 経 費 28,475 12,087 13,731 13,814 7,486 3,058 78,652 0 78,652 
 施 設 整 備 費 0 0 0 0 0 0 0 3,791 3,791 
 補 助 金 等 経 費 

受 託 経 費 
38 

260 
33 

2,957 
66 

6,276 
16 

7,140 
63 

4,229 
7 

44 
221 

20,907 
7 
0 

228 
20,907 

 一 般 管 理 費 
寄 附 金 

0 
0 

0 
0 

0 
3 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
3 

13,853 
0 

13,853 
3 

 人 件 費 
前中長期目標期間
繰越積立金取崩額 
不要財産売却によ
る国庫納付 

23,076 
28 

 
0 

29,241 
1,120 

 
0  

23,146 
169 

 
0 

29,536 
826 

 
0 

19,365 
50 

 
0 

8,742 
0 

 
0 

133,107 
2,193 

 
0 

38,952 
0 

 
0 

172,509 
2,193 

 
0 
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δ：平成 28 年度の業務の状況等に応じて増減する経費 
 
２ 平成 29 年度以降については、次の算定ルールを用いる。 
運営費交付金（ｙ）＝｛Ａ（ｙ－１）×α×γ｝＋｛Ｂ（ｙ－１）×β×γ｝ 
＋｛人件費（退職手当、福利厚生費を除く。）＋退職手当＋福利厚生費｝±δ－諸収入 
Ａ（ｙ－１）：直前の年度における一般管理費相当分 
Ｂ（ｙ－１）：直前の年度における業務経費相当分 
α：一般管理費の効率化係数 
β：業務経費の効率化係数 
γ：消費者物価指数 
δ：各年度の業務の状況に応じて増減する経費 
諸収入：運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積額 
人件費＝前年度の（基本給＋諸手当＋超過勤務手当）×（１＋給与改定率） 
諸収入＝直前の年度における諸収入×ω－ε 
ω：収入政策係数（過去の実績を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な
係数値を決定。） 
ε：自己収入の増加見込み額を充てて行う新規事業の経費 
 
（注）消費者物価指数及び給与改定率については、運営状況等を勘案した伸び率とする。ただし、運営状況等に
よっては、措置を行わないことも排除されない。 
 
［注記］前提条件 
１ 期間中の効率化係数を一般管理費については年 97％、業務経費については年 99％と推定。 
２ 給与改定率及び消費者物価指数についての伸び率をともに０％と推定。 
３ 収入政策係数についての伸び率を０％と推定。 
４ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 次期中長期目標
の期間への繰越
金 

  6,200 0 34 0 0 0 6,234 0 6,234

  
計 58,077 45,438 

 
43,424 51,332 

 
31,194 

 
11,851 241,318 56,604 297,922 

 
［運営費交付金算定のルール］ 
１ 平成 28 年度は、次の算定ルールを用いる。 
運営費交付金＝（前年度一般管理費×α×γ）＋（前年度業務経費×β×γ）＋人件費＋δ－諸収入 
人件費＝基本給＋諸手当＋超過勤務手当＋退職手当＋福利厚生費 
 
諸収入＝運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積額 
α：一般管理費の効率化係数（0.97） 
β：業務経費の効率化係数（0.99） 
γ：消費者物価指数（1.000） 
δ：平成 28 年度の業務の状況等に応じて増減する経費 
 
２ 平成 29 年度以降については、次の算定ルールを用いる。 
運営費交付金（ｙ）＝｛Ａ（ｙ－１）×α×γ｝＋｛Ｂ（ｙ－１）×β×γ｝ 
＋｛人件費（退職手当、福利厚生費を除く。）＋退職手当＋福利厚生費｝±δ－諸収入 
Ａ（ｙ－１）：直前の年度における一般管理費相当分 
Ｂ（ｙ－１）：直前の年度における業務経費相当分 
α：一般管理費の効率化係数 
β：業務経費の効率化係数 
γ：消費者物価指数 
δ：各年度の業務の状況に応じて増減する経費 
諸収入：運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積額 
人件費＝前年度の（基本給＋諸手当＋超過勤務手当）×（１＋給与改定率） 
諸収入＝直前の年度における諸収入×ω－ε 
ω：収入政策係数（過去の実績を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的
な係数値を決定。） 
ε：自己収入の増加見込み額を充てて行う新規事業の経費 
 
（注）消費者物価指数及び給与改定率については、運営状況等を勘案した伸び率とする。ただし、運営状況等
によっては、措置を行わないことも排除されない。 
 
［注記］前提条件 
１ 期間中の効率化係数を一般管理費については年 97％、業務経費については年 99％と推定。 
２ 給与改定率及び消費者物価指数についての伸び率をともに０％と推定。 
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２ 収支計画 
平成 28 年度～令和 2 年度収支計画 

（単位：百万円） 

区 分 企画・ 
連携推 
進業務 

生産現 
場の強 
化・経 
営力の 
強化研 
究業務 

強い農 
業の実 
現と新 
産業の 
創出研 
究業務 

農産 
物・食 
品の高 
付加価 
値化と 
安全・ 
信頼の 
確保研 
究業務 

環境問 
題の解 
決・地 
域資源 
の活用 
研究業 
務 

種苗管 
理業務 

計 農研業 
務共通 

合計 

          

費用の部 11,734 56,405 41,409 58,133 40,316 14,048 222,045 58,644 280,689 
経常費用 11,734 56,405 41,409 58,133 40,316 14,048 222,045 58,556 280,602 

人 件 費 7,185 32,339 23,746 33,293 23,125 11,010 130,699 45,431 176,130 
業 務 経 費 4,092 13,508 9,889 13,915 9,594 2,709 53,707 0 53,707 
受 託 経 費 0 8,522 6,255 8,797 6,089 23 29,686 0 29,686 
一般管理費 0 0 0 0 0 0 0 11,679 11,679 
減価償却費 457 2,036 1,519 2,128 1,508 306 7,954 1,446 9,400 

財務費用 0 0 0 0 0 0 0 87 87 
臨時損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
収益の部 11,734 56,431 41,428 58,160 40,335 14,048 222,136 59,020 281,156 

運営費交付金収益 11,271 45,613 33,408 46,918 32,550 12,673 182,432 56,962 239,394 
諸 収 入 6 235 227 290 169 1,046 1,973 612 2,586 
受 託 収 入 0 9,062 6,651 9,354 6,475 24 31,566 0 31,566 
資産見返負債戻入 457 1,522 1,142 1,598 1,142 304 6,164 1,446 7,610 
臨 時 利 益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
法 人 税 等 0 0 0 0 0 0 0 376 376 
純 利 益 0 26 19 27 19 0 91 0 91 
前中長期目標期間 
繰越積立金取崩額 

0 268 191 268 191 38 956 0 956 

総 利 益 0 294 210 295 210 38 1,047 0 1,047 
          

 

３ 収入政策係数についての伸び率を０％と推定。 
４ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
２ 収支計画 
平成 28 年度～令和 2 年度収支計画 

（単位：百万円） 

区 分 企画・ 
連携推 
進業務 

生産現 
場の強 
化・経 
営力の 
強化研 
究業務 

強い農 
業の実 
現と新 
産業の 
創出研 
究業務 

農産 
物・食 
品の高 
付加価 
値化と 
安全・ 
信頼の 
確保研 
究業務 

環境問 
題の解 
決・地 
域資源 
の活用 
研究業 
務 

種苗管 
理業務 

計 農研業 
務共通 

合計 

          

費用の部 47,878 46,831 44,223 52,938 32,666 11,929 236,465 80,606 317,071 
経常費用 47,341 46,236 43,706 52,288 32,246 11,750 233,569 50,811 284,379 

人 件 費 
賞与引当金繰入 
退職給付費用 

22,363 
845 

0 

28,316 
870 

0 

22,402 
697 

0 

28,586 
892 

0 

18,751 
567 

0 

8,469 
276 

0 

128,887 
4,147 

0 

31,475 
737 

5,698 

160,362 
4,884 
5,698 

業 務 経 費 22,762 11,815 12,115 12,674 6,771 2,655 68,792 0 68,792 
受 託 経 費 188 2,552 5,567 6,530 3,753 42 18,633 0 18,633 
一般管理費 0 0 0 0 0 0 0 11,834 11,834 
減価償却費 1,183 2,683 2,925 3,607 2,403 309 13,110 1,066 14,176 

財務費用 17 3 11 5 3 0 40 2 42 
臨時損失 519 591 506 645 416 179 2,857 29,794 32,650 

          
収益の部 56,046 45,736 44,171 51,759 32,409 11,951 242,071 83,784 325,856 

運営費交付金収益 53,477 38,814 34,390 40,424 25,342 10,040 202,486 44,293 246,779 
諸 収 入 263 650 442 356 437 1,071 3,220 1,419 4,639 
受 託 収 入 223 2,695 5,972 6,864 3,898 43 19,696 903 20,599 
資産見返負債戻入 
賞 与 引 当 見 返に 係
る収益 
退 職 給 付 引 当金 見
返に係る収益 

901 
845 

 
0 

  

2,161 
870 

 
0 

  

2,228 
697 

 
0 

  

2,653 
892 

 
0 

  

1,787 
567 

 
0 

  

374 
276 

 
0 

  

10,104 
4,147 

 
0 

  

980 
737 

 
5,698 

  

11,085 
4,884 

 
5,698 

  
臨 時 利 益 337 546 441 570 377 147 2,418 29,754 32,172 

          
法 人 税 等 0 0 0 0 0 0 0 378 378 
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［注記］ 
１ 収支計画は、予算ベースで作成した。 
２ 当法人における退職手当については、役員退職手当支給規程及び職員退職手当支給規程に基づいて支給する

こととなるが、その全額について運営費交付金を財源とするものと想定している。 
３ 「受託収入」は、農林水産省及び他府省の委託プロジェクト費等を計上した。 
４ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
 
 
 
 
 
３ 資金計画 
平成 28 年度～令和 2 年度資金計画 

（単位：百万円） 

区 分 企画・ 
連携推 
進業務 

生産現 
場の強 
化・経 
営力の 
強化研 
究業務 

強い農 
業の実 
現と新 
産業の 
創出研 
究業務 

農産 
物・食 
品の高 
付加価 
値化と 
安全・ 
信頼の 
確保研 
究業務 

環境問 
題の解 
決・地 
域資源 
の活用 
研究業 
務 

種苗管 
理業務 

計 農研業 
務共通 

合計 

          

資金支出 11,767 56,541 41,510 58,276 40,417 14,070 222,581 62,852 285,432 
業務活動による支出 11,277 53,954 39,578 55,568 38,496 13,659 212,531 57,574 270,105 
投資活動による支出 490 2,172 1,620 2,271 1,610 328 8,489 5,278 13,767 
財務活動による支出 0 416 312 437 312 83 1,560 0 1,560 
次期中長期目標の 
期間への繰越金 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
資金収入 11,767 56,541 41,510 58,276 40,417 14,070 222,581 62,852 285,432 

業務活動による収入 11,767 56,541 41,510 58,276 40,417 14,070 222,581 59,124 281,705 
運営費交付金に 
よる収入 

11,761 47,245 34,632 48,631 33,774 12,999 189,041 58,512 247,553 

 受 託 収 入 0 9,062 6,651 9,354 6,475 24 31,566 0 31,566 
そ の 他 の 収 入 6 235 227 290 169 1,046 1,973 612 2,586 

投資活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 3,728 3,728 

純 利 益 8,168 △1,095 △53 △1,179 △256 22 5,606 2,801 8,407 
前中長期目標期間 
繰越積立金取崩額 

289 1,359 517 1,222 277 0 3,665 25 3,690 

総 利 益 8,457 264 464 43 21 22 9,271 2,825 12,096 
          

 
［注記］ 
１ 収支計画は、決算ベースで作成した。 
２ 当法人における退職手当については、役員退職手当支給規程及び職員退職手当支給規程に基づいて支給す

ることとなるが、その全額について運営費交付金を財源とするものと想定している。 
３ 「受託収入」は、農林水産省及び他府省の委託プロジェクト費等を計上した。 
４ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
３ 資金計画 
平成 28 年度～令和 2 年度資金計画 

（単位：百万円） 

区 分 企画・ 
連携推 
進業務 

生産現 
場の強 
化・経 
営力の 
強化研 
究業務 

強い農 
業の実 
現と新 
産業の 
創出研 
究業務 

農産 
物・食 
品の高 
付加価 
値化と 
安全・ 
信頼の 
確保研 
究業務 

環境問 
題の解 
決・地 
域資源 
の活用 
研究業 
務 

種苗管 
理業務 

計 農研業 
務共通 

合計 

          
資金支出 59,918 47,621 44,842 53,362 32,696 12,126 250,565 61,751 312,316 

業務活動による支出 42,844 43,806 40,037 48,561 30,381 11,562 217,190 56,835 274,025 
投資活動による支出 3,165 3,102 2,691 3,538 2,013 457 14,967 2,500 17,467 
財務活動による支出 226 145 180 188 103 20 862 119 981 
次期中長期目標の 
期間への繰越金 

13,683 568 1,934 1,075 199 86 17,546 2,298 19,843 

          
資金収入 59,918 47,621 44,842 53,362 32,696 12,126 250,565  61,751 312,316  

業務活動による収入 59,702 44,583 43,181 50,370 31,260 11,818 240,913  55,603 296,515  
運営費交付金に 
よる収入 

59,255 41,047 36,546 42,932 26,733 10,635 217,149  53,145 270,294  

 受 託 収 入 231 2,826 6,145 7,058 4,015 44 20,320 914 21,234 
そ の 他 の 収 入 216 710 489 380 511 1,138 3,444 1,543 4,988 

投資活動による収入 24 88 60 76 44 54 346 3,270 3,616 
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施設整備費補助
金による収入 

0 0 0 0 0 0 0 3,728 3,728 

そ の 他 の 収 入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
財務活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

そ の 他 の 収 入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
前中長期目標期間
からの繰越金 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
 
［注記］ 
１ 資金計画は、予算ベースで作成した。 
２ 「受託収入」は、農林水産省及び他府省の委託プロジェクト費等を計上した。 
３ 「業務活動による収入」の「その他の収入」は、諸収入額を記載した。 
４ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
【農業機械化促進業務勘定】 
１ 予算 
平成 28 年度～令和 2 年度予算 

（単位：百万円） 
区    分 金    額 

収 入  
運 営 費 交 付 金 8,147 
施設整備費補助金 464 
受 託 収 入 78 
諸 収 入 495 

 計 9,183 
支 出  

業 務 経 費 3,965 
施 設 整 備 費 464 
受 託 経 費 78 
一 般 管 理 費 283 
人 件 費 4,393 

 計 9,183 
 
［運営費交付金算定のルール］ 
１ 平成 28 年度は、次の算定ルールを用いる。 
運営費交付金＝（前年度一般管理費×α×γ）＋（前年度業務経費×β×γ）＋人件費－諸収入 
人件費＝基本給＋諸手当＋超過勤務手当＋退職手当＋福利厚生費 

施設整備費補助
金による収入 

0 0 0 0 0 0 0 3,237 3,237 

そ の 他 の 収 入 24 88 60 76 44 54 346 33 379 
財務活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

そ の 他 の 収 入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
前中長期目標期間
からの繰越金 

192 2,950 1,602 2,916 1,392 254 9,306 2,879 12,185 

          
 
［注記］ 
１ 資金計画は、決算ベースで作成した。 
２ 「受託収入」は、農林水産省及び他府省の委託プロジェクト費等を計上した。 
３ 「業務活動による収入」の「その他の収入」は、諸収入額を記載した。 
４ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
【農業機械化促進業務勘定】 
１ 予算 
平成 28 年度～令和 2 年度予算 

（単位：百万円） 
区    分 金    額 

収 入  
運 営 費 交 付 金 8,034 
施設整備費補助金 
農林水産業ロボット技術活用推進事業費補助金 

544 
32 

受 託 収 入 168 
諸 収 入 
関係会社株式清算による収入 
寄附金収入 

478 
408 

1 

 計 9,665 
支 出  

業 務 経 費 3,899 
施 設 整 備 費 
農林水産業ロボット技術活用推進事業費 

544 
32 

受 託 経 費 166 
一 般 管 理 費 274 
人 件 費 
不要財産による国庫納付 

4,065 
408 

 計 9,388 
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諸収入＝運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積額 
α：一般管理費の効率化係数（0.97） 
β：業務経費の効率化係数（0.99） 
γ：消費者物価指数（1.000） 
 
２ 平成 29 年度以降については、次の算定ルールを用いる。 
運営費交付金（ｙ）＝｛Ａ（ｙ－１）×α×γ｝＋｛Ｂ（ｙ－１）×β×γ｝ 
＋｛人件費（退職手当、福利厚生費を除く。）＋退職手当＋福利厚生費｝±δ－諸収入 
Ａ（ｙ－１）：直前の年度における一般管理費相当分 
Ｂ（ｙ－１）：直前の年度における業務経費相当分 
α：一般管理費の効率化係数 
β：業務経費の効率化係数 
γ：消費者物価指数 
δ：各年度の業務の状況に応じて増減する経費 
諸収入：運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積額 
人件費＝前年度の（基本給＋諸手当＋超過勤務手当）×（１＋給与改定率） 
諸収入＝直前の年度における諸収入×ω－ε 
ω：収入政策係数（過去の実績を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係
数値を決定。） 
ε：自己収入の増加見込み額を充てて行う新規事業の経費 
 
（注）消費者物価指数及び給与改定率については、運営状況等を勘案した伸び率とする。ただし、運営状況等によ
っては、措置を行わないことも排除されない。 
 
［注記］前提条件 
１ 期間中の効率化係数を一般管理費については年 97％、業務経費については年 99％と推定。 
２ 給与改定率及び消費者物価指数についての伸び率をともに０％と推定。 
３ 収入政策係数についての伸び率を０％と推定。 
４ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
 
 
２ 収支計画 
平成 28 年度～令和 2 年度収支計画 

（単位：百万円） 
区    分 金    額 

 
［運営費交付金算定のルール］ 
１ 平成 28 年度は、次の算定ルールを用いる。 

運営費交付金＝（前年度一般管理費×α×γ）＋（前年度業務経費×β×γ）＋人件費－諸収入 
人件費＝基本給＋諸手当＋超過勤務手当＋退職手当＋福利厚生費 
諸収入＝運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積額 
α：一般管理費の効率化係数（0.97） 
β：業務経費の効率化係数（0.99） 
γ：消費者物価指数（1.000） 

２ 平成 29 年度以降については、次の算定ルールを用いる。 
運営費交付金（ｙ）＝｛Ａ（ｙ－１）×α×γ｝＋｛Ｂ（ｙ－１）×β×γ｝ 
＋｛人件費（退職手当、福利厚生費を除く。）＋退職手当＋福利厚生費｝±δ－諸収入 
Ａ（ｙ－１）：直前の年度における一般管理費相当分 
Ｂ（ｙ－１）：直前の年度における業務経費相当分 
α：一般管理費の効率化係数 
β：業務経費の効率化係数 
γ：消費者物価指数 
δ：各年度の業務の状況に応じて増減する経費 
諸収入：運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積額 
人件費＝前年度の（基本給＋諸手当＋超過勤務手当）×（１＋給与改定率） 
諸収入＝直前の年度における諸収入×ω－ε 

ω：収入政策係数（過去の実績を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な
係数値を決定。） 

ε：自己収入の増加見込み額を充てて行う新規事業の経費 
（注）消費者物価指数及び給与改定率については、運営状況等を勘案した伸び率とする。ただし、運営状況等に

よっては、措置を行わないことも排除されない。 
  
［注記］前提条件 
１ 期間中の効率化係数を一般管理費については年 97％、業務経費については年 99％と推定。 
２ 給与改定率及び消費者物価指数についての伸び率をともに０％と推定。 
３ 収入政策係数についての伸び率を０％と推定。 
４ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
２ 収支計画 
平成 28 年度～令和 2 年度収支計画 

（単位：百万円） 
区    分 金    額 
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費用の部 8,843 
経常費用 8,842 

人 件 費 4,393 
業 務 経 費 3,569 
受 託 経 費 78 
一般管理費 251 
減価償却費 550 

財務費用 1 
臨時損失 0 

   
収益の部 8,834 

運営費交付金収益 7,733 
諸 収 入 495 
受 託 収 入 78 
資産見返負債戻入 528 
臨 時 利 益 0   

法人税等 17 
純 利 益 △26 
前中長期目標期間繰越積立金取崩額 28 
総 利 益 3 
  

 
［注記］ 
１ 収支計画は、予算ベースで作成した。 
２ 当法人における退職手当については、役員退職手当支給規程及び職員退職手当支給規程に基づいて支給する

こととなるが、その全額について運営費交付金を財源とするものと想定している。 
３ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

費用の部 8,934 
経常費用 8,203 

人 件 費 
賞与引当金繰入 
退職給付費用 

3,866 

131 

112 
業 務 経 費 3,089 
受 託 経 費 133 
一般管理費 404 
減価償却費 467 

財務費用 0 
臨時損失 731 

   
収益の部 9,223 

運営費交付金収益 
賞与引当金見返に係る収益 
退職給付引当金見返に係る収益 

7,121 

131 

112 
 諸 収 入 487 

受 託 収 入 
施設費収益 
補助金等収益 
寄附金収益 

165 

70 

15 

1 
資産見返負債戻入 398 
臨 時 利 益 722   

法人税等 18 
純 利 益 270 
前中長期目標期間繰越積立金取崩額 46 
総 利 益 316 
  

 
［注記］ 
１ 収支計画は、決算ベースで作成した。 
２ 経常費用には、期末に計上する賞与引当金繰入と退職給付費用を計上し、収益の部には賞与引当金見返に係

る収益と退職給付引当金見返に係る収益を計上した。 
３ 前中長期目標期間繰越積立金取崩額は、前中長期目標期間において、自己財源で取得した固定資産の減価償

却費が費用計上されることに伴う前中長期目標期間繰越積立金の取崩額。 
４ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
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３ 資金計画 
平成 28 年度～令和 2 年度資金計画 

（単位：百万円） 
区    分 金    額 

資金支出 9,183 
業務活動による支出 8,289 
投資活動による支出 874 
財務活動による支出 20 
次期中長期目標期間繰越積立金 0 

   
資金収入 9,183 

業務活動による収入 8,720 
運営費交付金による収入 8,147 
受託収入 78 
その他の収入 495 

投資活動による収入 464 
施設整備費補助金による収入 464 
その他の収入   0 

財務活動による収入  0 
その他の収入  0 

前中長期目標期間からの繰越金 0 
  

 
［注記］ 
１ 資金計画は、予算ベースで作成した。 
２ 「業務活動による収入」の「その他の収入」は、諸収入額を記載した。 
３ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
 
 
【基礎的研究業務勘定】 
１ 予算 
平成 28 年度～令和 2 年度予算 

（単位：百万円） 
区    分 金    額 

 
 
３ 資金計画 
平成 28 年度～令和 2 年度資金計画 

（単位：百万円） 
区    分 金    額 

資金支出 9,463 
業務活動による支出 7,722 
投資活動による支出 1,324 
財務活動による支出 417 
次期中長期目標期間繰越積立金 0 

   
資金収入 
 前年度からの繰越金 

12,358 
2,603 

業務活動による収入 8,743 
運営費交付金による収入 
補助金等収入 

8,034 

10 
受託収入 220 
その他の収入 479 

投資活動による収入 1,012 
施設整備費補助金による収入 304 
その他の収入   708 

財務活動による収入  0 
その他の収入  0 

前中長期目標期間からの繰越金 0 
  

 
［注記］ 
１ 資金計画は、決算ベースで作成した。 
２ 「業務活動による収入」の「その他の収入」は、諸収入額を計上した。  
３ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
【基礎的研究業務勘定】 
１ 予算 
平成 28 年度～令和 2 年度予算 

（単位：百万円） 
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収 入  
運 営 費 交 付 金 10,202 
施設整備費補助金 0 
受 託 収 入 0 
諸 収 入 24 

 計 10,226 
支 出  

業 務 経 費 9,270 
施 設 整 備 費 0 
受 託 経 費 0 
一 般 管 理 費 184 
人 件 費 771 

 計 10,226 
 
［運営費交付金算定のルール］ 
１ 平成 28 年度は、次の算定ルールを用いる。 
運営費交付金＝（前年度一般管理費×α×γ）＋｛（前年度業務経費－前年度研究委託費相当分）×β×γ｝ 
＋人件費＋δ－諸収入 
人件費＝基本給＋諸手当＋超過勤務手当＋退職手当＋福利厚生費 
 
諸収入＝運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積額 
α：一般管理費の効率化係数（0.97） β：業務経費の効率化係数（0.99） 
γ：消費者物価指数（1.000） 
δ：平成 28 年度の業務の状況等に応じて増減する経費 
 
２ 平成 29 年度以降については、次の算定ルールを用いる。 
運営費交付金（ｙ）＝｛Ａ（ｙ－１）×α×γ｝＋［｛Ｂ（ｙ－１）－Ｃ（ｙ－１）}×β×γ］ 
＋｛人件費（退職手当、福利厚生費を除く。）＋退職手当＋福利厚生費｝±δ－諸収入 
Ａ（ｙ－１）：直前の年度における一般管理費相当分 
Ｂ（ｙ－１）：直前の年度における業務経費相当分 
Ｃ（ｙ－１）：直前の年度における研究委託費相当額 
α：一般管理費の効率化係数 
β：業務経費の効率化係数 
γ：消費者物価指数 
δ：各年度の業務の状況に応じて増減する経費 
諸収入：運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積額 
人件費＝前年度の（基本給＋諸手当＋超過勤務手当）×（１＋給与改定率） 
諸収入＝直前の年度における諸収入×ω 

区    分 金    額 
収 入 
  前中長期目標期間からの繰越金 

 
7,593 

運 営 費 交 付 金 50,546 
施設整備費補助金 0 
受 託 収 入 0 
諸 収 入 253 

 計 58,392 
支 出  

業 務 経 費 48,435 
施 設 整 備 費 0 
受 託 経 費 0 
一 般 管 理 費 167 
人 件 費 
不要財産による国庫返納 
前中長期目標期間繰越積立金取崩額 
次期中長期目標の期間への繰越金 

1,115 
391 

7,526 
157  

 計 57,791 
 
［運営費交付金算定のルール］ 
１ 平成 28 年度は、次の算定ルールを用いる。 
運営費交付金＝（前年度一般管理費×α×γ）＋｛（前年度業務経費－前年度研究委託費相当分）×β×γ｝ 
＋人件費＋δ－諸収入 
人件費＝基本給＋諸手当＋超過勤務手当＋退職手当＋福利厚生費 
 
諸収入＝運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積額 
α：一般管理費の効率化係数（0.97） β：業務経費の効率化係数（0.99） 
γ：消費者物価指数（1.000） 
δ：平成 28 年度の業務の状況等に応じて増減する経費 
 
２ 平成 29 年度以降については、次の算定ルールを用いる。 
運営費交付金（ｙ）＝｛Ａ（ｙ－１）×α×γ｝＋［｛Ｂ（ｙ－１）－Ｃ（ｙ－１）}×β×γ］ 
＋｛人件費（退職手当、福利厚生費を除く。）＋退職手当＋福利厚生費｝±δ－諸収入 
Ａ（ｙ－１）：直前の年度における一般管理費相当分 
Ｂ（ｙ－１）：直前の年度における業務経費相当分 
Ｃ（ｙ－１）：直前の年度における研究委託費相当額 
α：一般管理費の効率化係数 
β：業務経費の効率化係数 
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ω：収入政策係数（過去の実績を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係
数値を決定。） 
 
（注）消費者物価指数及び給与改定率については、運営状況等を勘案した伸び率とする。ただし、運営状況等によ
っては、措置を行わないことも排除されない。 
 
［注記］前提条件 
１ 期間中の効率化係数を一般管理費については年 97％、業務経費については年 99％と推定。 
２ 給与改定率及び消費者物価指数についての伸び率をともに０％と推定。 
３ 収入政策係数についての伸び率を０％と推定。 
４ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
 
 
 
 
 
２ 収支計画 
平成 28 年度～令和 2 年度収支計画 

（単位：百万円） 
区    分 金    額 

費用の部 10,227 
経常費用 10,227 

人 件 費 771 
業 務 経 費 9,270 
受 託 経 費 0 
一般管理費 181 
減価償却費 5 

財務費用 0 
臨時損失 0 

   
収益の部 10,230 

運営費交付金収益 10,202 
諸 収 入 24 
受 託 収 入 0 
資産見返負債戻入 5 
臨 時 利 益 0 
  

γ：消費者物価指数 
δ：各年度の業務の状況に応じて増減する経費 
諸収入：運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積額 
人件費＝前年度の（基本給＋諸手当＋超過勤務手当）×（１＋給与改定率） 
諸収入＝直前の年度における諸収入×ω 
ω：収入政策係数（過去の実績を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な
係数値を決定。） 
 
（注）消費者物価指数及び給与改定率については、運営状況等を勘案した伸び率とする。ただし、運営状況等に
よっては、措置を行わないことも排除されない。 
 
［注記］前提条件 
１ 期間中の効率化係数を一般管理費については年 97％、業務経費については年 99％と推定。 
２ 給与改定率及び消費者物価指数についての伸び率をともに０％と推定。 
３ 収入政策係数についての伸び率を０％と推定。 
４ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
２ 収支計画 
平成 28 年度～令和 2 年度収支計画 

（単位：百万円） 
区    分 金    額 

費用の部 58,452 
経常費用 57,984 

人 件 費 
賞与引当金繰入 
退職給付費用 

1,054 

48 

17 
業 務 経 費 56,696 
受 託 経 費 0 
一般管理費 157 
減価償却費 12 

財務費用 0 
臨時損失 467 

   
収益の部 52,368 

運営費交付金収益 
賞与引当金見返に係る収益 
退職給付引当金に係る収益 

50,449 
48 
17 
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法人税等 3 
純 利 益 0 
前中長期目標期間繰越積立金取崩額 0 
総 利 益 0 
  

 
［注記］ 
１ 収支計画は、予算ベースで作成した。 
２ 当法人における退職手当については、役員退職手当支給規程及び職員退職手当支給規程に基づいて支給する

こととなるが、その全額について運営費交付金を財源とするものと想定している。 
３ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
 
 
 
 
 
３ 資金計画 
平成 28 年度～令和 2 年度資金計画 

（単位：百万円） 
区    分 金    額 

資金支出 10,226 
業務活動による支出 10,226 
投資活動による支出 0 
財務活動による支出 0 
次期中長期目標期間繰越積立金 0 

   
資金収入 10,226 

業務活動による収入 10,226 
運営費交付金による収入 10,202 
受託収入 0 
その他の収入 24 

投資活動による収入 0 
施設整備費補助金による収入 0 
その他の収入 0 

財務活動による収入 0 

諸 収 入 1,603 
受 託 収 入 0 
資産見返負債戻入 7 
臨 時 利 益 243 
  

法人税等 11 
純利益(損失） △6,094 
前中長期目標期間繰越積立金取崩額 7,594 
総 利 益 1,500 
  

 
［注記］ 
１ 収支計画は、決算ベースで作成した。 
２ 当法人における退職手当については、役員退職手当支給規程及び職員退職手当支給規程に基づいて支給する

こととなるが、その全額について運営費交付金を財源とするものと想定している。 
３ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
３ 資金計画 
平成 28 年度～令和 2 年度資金計画 

（単位：百万円） 
区    分 金    額 

資金支出 61,068 
業務活動による支出 58,459 
投資活動による支出 36 
財務活動による支出 395 
次期中長期目標の期間への繰越金 2,177 

   
資金収入 61,068 

業務活動による収入 51,139 
運営費交付金による収入 50,546 
受託収入 0 
その他の収入 593 

投資活動による収入 5 
施設整備費補助金による収入 0 
その他の収入 5 

財務活動による収入 0 
その他の収入 0 
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その他の収入 0 
前中長期目標期間からの繰越金 0 

  
 
［注記］ 
１ 資金計画は、予算ベースで作成した。 
２ 「業務活動による収入」の「その他の収入」は、諸収入額を記載した。 
３ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 

【特定公募型研究開発業務勘定】 
１ 予算 

令和元年度～令和 2 年度予算 
（単位：百万円） 

区      分 金    額 

収 入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

国庫補助金 

受託収入 

諸収入 

 

計 

 
  0 

0 
5,100 

0 
0 
  

5,100 
支 出 

業務経費 

施設整備費 

受託経費 

一般管理費 

人件費 

 

計 

 
1,013 

0 
0 

49 
40 

 
1,103 

［注記］ 
百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 

 

２ 収支計画 
令和元年度～令和 2 年度収支計画 

（単位：百万円） 

区      分 金    額 

費用の部 1,105 

前中長期目標期間からの繰越金 9,924 
  

 
［注記］ 
１ 資金計画は、決算ベースで作成した。 
２ 「業務活動による収入」の「その他の収入」は、諸収入額を記載した。 
３ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
 

【特定公募型研究開発業務勘定】 
１ 予算 

令和元年度～令和 2 年度予算 
                （単位：百万円） 

区      分 金    額 

収 入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

国庫補助金 

受託収入 

諸収入 

 

計 

 
  0 

0 
5,100 

0 
0 
  

5,100 
支 出 

業務経費 

施設整備費 

受託経費 

一般管理費 

人件費 

次期中長期目標の期間への繰越 
金 

計 

 
311 

0 
0 
8 

38 
               24 

 
381 

［注記］ 
百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 

 

２ 収支計画 
令和元年度～令和 2 年度収支計画 

                 （単位：百万円） 

区      分 金    額 
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経常費用 

  人  件  費 

賞与引当金繰入 

業 務 経 費 

受 託 経 費 

一 般 管 理 費 

財務費用 

臨時損失 

 

収益の部 

運 営 費 交 付 金 収 益 

諸 収 入 

受 託 収 入 

補 助 金 等 収 益 

資 産 見 返 負 債 戻 入 

賞与引当金見返に係る収益 
 
臨 時 利 益 

法人税等 

純 利 益 

総 利 益 

1,105 
39 

4 
1,013 

0 
48 

0 
0 

 
1,106 

0 
0 
0 

1,102 
0 
4 

 
0 
1 
0 
0 

［注記］ 
１ 収支計画は、予算ベースで作成した。 
２ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 

 

 

 

３ 資金計画 
令和元年度～令和 2 年度資金計画 
                         （単位：百万円） 

区      分 金    額 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

次期中長期目標の期間への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

5,100 
1,101 

0 
0 

3,999 
 

5,100 
5,100 

費用の部 

経常費用 

  人  件  費 

賞与引当金繰入 

業 務 経 費 

受 託 経 費 

一 般 管 理 費 

財務費用 

臨時損失 

 

収益の部 

運営費交付金収益 

諸 収 入 

受 託 収 入 

補 助 金 等 収 益 

資産見返負債戻入 

賞与引当金見返に係る収益 
臨 時 利 益 

 

法人税等 

純 利 益 

総 利 益 

342 
342 

38 
3 

293 
0 
7 
0 
0 

 
342 

0 
0 
0 

339 
0 
3 
0 

 
0 
0 
0 

［注記］ 
１ 収支計画は、決算ベースで作成した。 
２ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 

 
 

３ 資金計画 
令和元年度～令和 2 年度資金計画 
                                  （単位：百万円） 

区      分 金    額 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

次期中長期目標の期間への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

5,100 
270 

0 
0 

4,830 
 

5,100 
5,100 
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運営費交付金による収入 

国庫補助金収入 

受託収入 

その他の収入 

投資活動による収入 

施設整備費補助金による収入 

その他の収入 

財務活動による収入 

その他の収入 

 前中長期目標期間からの繰越金 

0 
5,100 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

［注記］ 
 １ 資金計画は、予算ベースで作成した。 

２ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
【民間研究特例業務勘定】 
１ 予算 
平成 28 年度～令和 2 年度予算 

（単位：百万円） 
区    分 金    額 

収 入  
運 営 費 交 付 金 0 
施設整備費補助金 0 
出 資 金 0 
業 務 収 入 1,194 
受 託 収 入 0 
諸 収 入 621 

 計 1,815 
支 出  

業 務 経 費 61 
施 設 整 備 費 0 
受 託 経 費 0 
一 般 管 理 費 68 
人 件 費 431 

 計 560 
 
［注記］ 
百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 

運営費交付金による収入 

国庫補助金収入 

受託収入 

その他の収入 

投資活動による収入 

施設整備費補助金による収入 

その他の収入 

財務活動による収入 

その他の収入 

 前中長期目標期間からの繰越金 

0 
5,100 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

［注記］ 
 １ 資金計画は、決算ベースで作成した。 

２ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
【民間研究特例業務勘定】 
１ 予算 
平成 28 年度～令和 2 年度予算 
                                       （単位：百万円） 

区    分 金    額 
収 入  

運 営 費 交 付 金 0 
施設整備費補助金 0 
出 資 金 0 
業 務 収 入 278 
受 託 収 入 0 
諸 収 入 2,280 

 計 2,558 
支 出  

業 務 経 費 50 
施 設 整 備 費 0 
受 託 経 費 0 
一 般 管 理 費 59 
人 件 費 
そ の 他 支 出 

289 
191 

 計 589 
 
［注記］ 
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２ 収支計画 
平成 28 年度～令和 2 年度収支計画 

（単位：百万円） 
区    分 金    額 

費用の部 561 
経常費用 561 

業 務 経 費 237 
受 託 経 費 0 
一般管理費 324 

財務費用 0 
臨時損失 0 

   
収益の部 1,827 

運営費交付金収益 0 
業 務 収 入 1,194 
諸 収 入 633 
受 託 収 入 0 
資産見返負債戻入 0 
臨 時 利 益 0   

法人税等 1 
純 利 益 1,265 
前中長期目標期間繰越積立金取崩額 0 
総 利 益 1,265 
  

 
［注記］ 
１ 経常費用の業務経費、一般管理費については、それぞれに人件費を含んでいる。 
２ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
 
３ 資金計画 
平成 28 年度～令和 2 年度資金計画 

（単位：百万円） 
区    分 金    額 

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
２ 収支計画 
平成 28 年度～令和 2 年度資金計画 
                     （単位：百万円） 

区    分 金    額 

費用の部 657 
経常費用 457 

賞与引当金繰入 3 
業 務 経 費 236 
受 託 経 費 0 
一般管理費 217 

財務費用 193 
臨時損失 7 

   
収 益 の 部 2,814 

運営費交付金収益 0 
業 務 収 入 254 
諸 収 入 819 
受 託 収 入 0 
資産見返負債戻入 0 
臨 時 利 益 1,741   

法人税等 1 
純 利 益 2,156 
前中長期目標期間繰越積立金取崩額 0 
総 利 益 2,156 
  

 
［注記］ 
１ 経常費用の業務経費、一般管理費については、それぞれに人件費を含んでいる。 
２ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 
 
３ 資金計画 
平成 28 年度～令和 2 年度資金計画 
                     （単位：百万円） 

区    分 金    額 
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資金支出 3,895 
業務活動による支出 557 
投資活動による支出 3,313 
財務活動による支出 0 
次期中長期目標期間繰越積立金 25 

   
資金収入 3,895 

業務活動による収入 1,815 
運営費交付金による収入 0 
事業収入 1,198 
受託収入 0 
その他の収入 617 

投資活動による収入 2,050 
施設整備費補助金による収入 0 
その他の収入 2,050 

財務活動による収入 0 
その他の収入 0 

前中長期目標期間からの繰越金 30 
  

 
［注記］ 
百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 

資金支出 8,709 
業務活動による支出 393 
投資活動による支出 7,663 
財務活動による支出 191 
次期中長期目標の期間への繰越金 462 

   
資金収入 8,709 

業務活動による収入 802 
運営費交付金による収入 0 
事業収入 230 
受託収入 0 
その他の収入 572 

投資活動による収入 7,778 
施設整備費補助金による収入 0 
その他の収入 7,778 

財務活動による収入 0 
その他の収入 0 

前中長期目標期間からの繰越金 0 
  

 
［注記］ 
百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ－１ ガバナンスの強化 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

２―①その他の指標 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報 

（２）コンプライアンスの推進 
法令遵守に向けた取組実績（職員研修等の開催件数）（回）

（(（回） 

10 21 34 37 58 
 

（５）環境対策・安全管理の推進 
                   不要となった化学物質の処分実績（点） 

                 不要となった生物材料等の処分実績（件） 

      環境対策や安全管理の職員の研修の開催実績（回） 

33,200 36,719 17,763 15,540 15,749 
 

11 17 138 31 19 法律（植防法、家伝法等）による届出をしている生物素材の処分実績 

139 163 201 202 220  
   
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

（１）内部統制システムの構築 
【評価の視点】 
・理事長のリーダーシップの下、役員による迅速な意思決定ができる内部統制の仕組みがどのように構築され、運用されているか、それにより業務がどれだけ円滑に行われているか。 
＜その他の指標＞ 
・内部統制システムの構築と取組状況 
（２）コンプライアンスの推進 
【評価の視点】 
・法人におけるコンプライアンス徹底のための取組、研究上の不適正行為を防止するための事前の取組がどのように行われているか。コンプライアンス上の問題が生じていないか。 
＜その他の指標＞ 
・法令遵守や倫理保持に向けた取組実績（職員研修等の開催件数等） 

※職員研修の開催実績は表中に記載。 
（３）情報公開の推進 
【評価の視点】 
・法人運営についての情報公開の充実に向けた取組や情報開示請求へどのような対応が行われているか。 
＜その他の指標＞ 
・情報公開対応状況 
（４）情報セキュリティ対策の強化 
【評価の視点】 
・政府機関の情報セキュリティ対策のための統一的な基準群を踏まえた事前の情報セキュリティ対策がどのようになされているか。情報セキュリティインシデントは生じていないか。 
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＜その他の指標＞ 
・情報セキュリティ取組状況 
（５）環境対策・安全管理の推進 
【評価の視点】 
・化学物質生物材料等を適切に管理するシステムが構築・運用されているか。化学物質等の管理に関する問題が生じていないか。 
＜その他の指標＞ 
・研究資材等の適正な管理のための取組状況（不用となった化学物質や生物剤料等の処分の実績を含む） 

※化学物質及び生物材料の処分の実績は表中に記載。 
【評価の視点】 
・資源・エネルギー利用の節約、リサイクルの徹底など環境負荷軽減のための取組等の内容を明確化し実施しているか。 
＜その他の指標＞ 
・環境負荷低減のための取組状況 
・事故・災害を未然に防止するための安全確保体制の整備状況及び安全対策の状況 
【評価の視点】 
・職場安全対策及び安全衛生に関する管理体制が適切に構築・運用されているか。災害等における緊急時の対策が整備されているか。重大な事故が生じていないか。 
＜その他の指標＞ 
・環境対策や安全管理の職員の研修の開催実績 
※研修の開催実績は表中に記載。 
 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

（１）内部統制システムの構築 
法人統合を踏まえ、農研機構

の役割を効果的・効率的に果た
すため、「独立行政法人の業務
の適正を確保するための体制等
の整備について」（平成 26 年 11
月 28 日付け総管査第 322 号総
務省行政管理局長通知）に基づ
き内部統制の仕組みを高度化し
運用する。 

その際、理事長のリーダーシ
ップの下、各役員の担当業務、
権限及び責任を明確にし、役員
による迅速かつ的確な意志決定
を行う。また、各業務について、

（１）内部統制システムの構築 
ア 法人統合を踏まえ、内部統制委員会、リスク管理委

員会等の新たな内部統制システム（組織、規程）を構
築するとともに、内部研究組織のすみずみまで組織的
な指示命令系統を構築するために研究ユニット等を
配置し、内部統制状況や潜在的リスクを的確に把握し
た上で、内部統制の日常的な改善を図り着実かつ適切
な推進に当たる。 

 
 
 

（１）内部統制システムの構築 
ア・事業活動に関わる法令等の遵守の促進、資産の保全及び財務報告の信頼性の確保

を図ることを目的として「内部統制委員会」を設置し、「内部統制の推進に関する
規程」を平成 28 年 4 月に整備した。 

・ これらの規程を確実に運用するため、平成 28 年 4 月にリスク管理委員会、研究資
源集約化委員会及び情報委員会を設置して内部統制システムを構築した。 

・ 平成 30 年度には新たに組織委員会及び予算委員会を設置し、内部統制システムを
強化した。 

・ 平成 28 年４月に研究領域の下に現場職員が行う研究活動を掌握する単位として研
究グループ（地域農業研究センター）、研究ユニット（研究部門、重点化研究セン
ター）を配置し、研究現場における指示命令を徹底した。 

・ 令和元年には、企画戦略本部等の本部組織の再編にあわせて研究センター等の企画
部門の再編を実施し、本部各部署と研究センター等の担当部署の対応関係をさらに
明確化した。また、これまで研究センター等ごとに配置していた総務部門を、エリ
アごとの管理を統括する管理部として本部管理本部内に一元的に配置した。 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：B 
 
根拠： 

中長期計画を支障なく遂行し、中長期目標
をほぼ全て達成した。特に以下の項目におい
ては、中長期目標を上回る成果を得た。 
（１）内部統制システムの構築 
平成 31 年４月に経営戦略室と企画調整部を
改組し、理事長室と経営企画部を設置した。
これにより理事長のマネジメントをより効果
的に行う体制を構築した。 
（５）環境対策・安全管理の推進 
・ 農研機構が保有する全ての化学物質を薬

品管理システムに登録し、毒劇物をはじ
めとする法的規制のある化学物質を機構
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役員から現場職員までの指揮命
令系統を明確化する。 

特に、研究活動における不適
正行為に関しては、第３期中期
目標期間内に生じた不適正な経
理処理事案等の事態を重く受け
止め、物品の適正な調達、その
他のリスクの把握と管理等の対
策を徹底し、不適正事案の根絶
に向け、内部統制の仕組みを強
化する。 
 
 

イ 理事長のリーダーシップの下、各役員の担当業務、
権限及び責任を明確に定め、役員による迅速かつ的確
な意思決定を行う。 

 

イ・役員の担当職務の見直しをフレキシブルに行い、役割分担、権限・責任の明確化
を図った。 

・ 理事長のリーダーシップの下、毎年度の組織目標を策定し、組織として重点的に取
り組む目標の明確化し、当該組織目標をブレイクダウンすることにより、法人全体
として統一的な取組を行った。 

・ 役員会を毎週若しくは隔週で開催し、迅速な意思決定を行うとともに、所長等会議
（令和元年 11 月からは所長・管理部長等会議）を毎月開催し、役員会決定事項の
確実な伝達や、研究センター等、エリアのマネジメント状況の確実な把握を図っ
た。 

・ 令和 2 年 12 月、研究資源集約化委員会及び環境委員会を廃止し、両委員会の機能
を統合し、資産及び環境の一元的かつ効率的な管理体制とするための資産・環境管
理委員会を設置し一体的な管理体制を構築。 

統一的に管理した。合わせて化学物質管
理規程を制定し、化学物質を保有する部
屋ごとに化学物質管理責任者を定めて実
査体制を整備することにより、適正に化
学物質を管理する体制を構築した。 

・ 環境配慮促進法及び省エネ法に基づき、
法人全体のエネルギーの削減に取り組
み、環境マスタープランで定めた KPI に
対して、大気への排出や省エネルギーの
項目で令和元年度に令和 2 年度目標を前
倒しで達成し、省エネ報告で 5 年連続で
エネルギー使用量が前年度を下回る S 評
価を達成した。 

 
一方、労災やコンプライアンス違反等の問

題発生に対しては、根絶に向けて効果を検証
しながら改善の取組を強化・継続した。 
 
＜課題と対応＞ 
・ 法人経営上の重要事項が全ての内部組織

に的確に伝達されるよう、研究所の所長
と管理本部の各部長が一同に会する所長
等会議の確実な運営を行う。 

・ 資産及び環境の一元的かつ効率的な管理
を行うため資産・環境管理委員会の確実
な運営を行う。 

・ 公的研究費の適正な執行のため「研究費
の不正使用等防止計画」の確実な履行を
行う。 

ウ 法人全体の経営戦略の企画立案を行う部署（経営戦
略室）を設置し、的確な経営戦略を進める。 

 

ウ・平成 28 年に理事長のトップマネジメントの下で法人全体の経営戦略を企画立案す
る経営戦略室を設置した。 

・ 理事長のマネジメントをより効果的に行うとともに経営戦略の企画立案機能を強
化するため、平成 31 年４月に経営戦略室と企画調整部を改組し、理事長を補佐す
る理事長室と、法人の基本戦略を策定してそれに基づく経営資源配分を担う経営
企画部（企画戦略本部内）を設置し、法人全体の経営戦略の企画立案機能を強化
した。 

 
エ リスク管理担当部署を設置し、法人全体のリスクの
把握と対応策の実施により、計画的なリスク管理を推
進する。 

エ・平成 28 年にリスク管理担当部署として、リスク管理部リスク管理課を新設した。 
・ リスク管理課を中心に、①農研機構全体に対するリスク評価に基づくリスク課題洗

い出しと優先順位の付与、②対応が急がれる課題に対する対応策の検討、③対応
策の効果のモニタリングと対応策の見直しを毎年行うことで、計画的なリスク管
理を推進した。 

・ 令和元年 12 月に、畜産飼料作研究拠点（那須）で、非除染放牧地に放牧した試験
牛を誤って出荷し、うち 3 頭から食品衛生法に定める基準値未満の放射性セシウ
ムが検出された。これを受けて、牛の出荷を停止し、非除染放牧地のうち可能な範
囲の除染と牛の管理体制の見直しを行った。 

オ 監査機能の強化として、内部監査においては、リス
ク管理の状況や法人の目標達成に影響を与えるリスク
の評価に基づく監査を実施する。また、監事を補佐する
体制整備を行うとともに、監事に必要な予算を確保す
るなど監事監査に協力する。 

オ・監事監査及び監事の独立した活動のため、平成 28 年に補助者（監査室員）を配置
した。 

・ 監事監査計画に基づく必要な予算を確保した。 
・ 平成 28 年度の法人統合以来、農研機構の全ての研究センター等本所・拠点・農場

に対して内部監査を行った。監査項目として①内部統制、②研究費の不正使用防
止、③研究活動における不正行為防止に関することを重点事項とし、経理監査以外
にも農研機構の業務全般にかかる事項の監査を実施した。 

・ 令和元度の組織見直しに伴い新体制となったことから、従来までの監査も継続しつ
つ、新体制にかかる監査に取り組んだ。 
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・ 三様監査（監事監査、監査法人による外部監査、内部監査）による連携を強化し、
監事監査の効率化を図った。 

 
（２）コンプライアンスの推進 

農研機構に対する国民の信頼
を確保する観点から法令遵守を
徹底し、法令遵守や倫理保持に
対する役職員の意識向上を図
る。 
研究活動における不適正行為に
ついては、政府が示したガイド
ライン等を踏まえ対策を推進す
る。 
 

（２）コンプライアンスの推進 
ア コンプライアンスを担当する理事を置き、法人全体

の推進本部を設けて推進する。 
 

（２）コンプライアンスの推進 
ア・理事長によるコンプライアンスメッセージを発するとともに、リスク管理担当の

理事を中心として、農研機構職員全体で、コンプライアンス活動を推進した。 
・ 職員からのコンプライアンス相談に対応するため、リスク管理部にコンプライアン

スマネージャーを置き、事態の解決を図った。 
・ 令和元年度からリスク管理部にコンプライアンス推進室を置き、農研機構における

コンプライアンス相談に一元的に対応した。 
・法令違反行為等に関する通報等への対応手続に関する規程」を策定し、外部及び内

部通報に対する手続きを一元化し、通報を速やかに内部統制責任者（副理事長）と
監事に報告する体制を整えた。 

 
イ コンプライアンスの確立に向けて法令遵守や倫理

保持に対する役職員の意識向上を図るために、知識研
修から意識研修を中心とした教育・研修を充実強化す
る。 

 

イ・法令等の改正等について、継続的にイントラネット内のインフォメーションを活
用して周知を図った。 

・ コンプライアンス意識の向上を目指した研修や職場ミーティングを実施した。 
・ 職員採用者研修等で活用できるコンプライアンスに関する研修ビデオを作成するな

ど、教育・研修の充実強化を図った。 
ウ 特に、第３期中期目標期間内に不適正な経理処理事

案等が発生したことに鑑み、政府が定めたガイドライ
ンに則り，研究活動における不正行為や公的研究費の
不正使用を防止するための規程、体制を整備し、具体
的な不正防止計画を立案し，確実に実施する。また、
植物防疫法（昭和 25 年法律第 151 号）遵守を徹底す
る。 

 

ウ・研究費の不正行為防止に関しては、モニタリング（日常的、内部監査）の強化、
「研究費の不正使用等防止計画」の実施状況の調査により残存リスクを把握し、リ
スク管理委員会で具体的対応策を毎年見直すことで、再発防止の徹底を図った。 

・植物防疫法遵守に関しては、生物素材の取扱いに関するガイドラインを制定し、農
研機構全体に周知することで、徹底を図った。 

・研究活動の不正行為防止に関しては、平成 30～令和元年度の優先対応のリスク課題
として取り上げ、特定不正行為（捏造、改ざん、盗用）の防止策として、研究記録
管理の状況確認と改善、研究成果発表前のチェック方法等の強化を実施した。さら
に、令和 2 年度も取組を継続した。 

・委託先における研究費の不正使用が続いていることから、①ガバナンスの強化（・
不正根絶に向けた理事長等による「決意表明」を全役職員及び委託先に明示。・研
究費等不正防止対策の実施状況、効果等を役員会の審議事項として報告）、②意識
改革（・全役職員を対象としたコンプライアンス教育の啓発活動等の計画策定・実
施。・農研機構独自教材による e ラーニングの委託先での実施と誓約書の提出を義
務化。・監事監査、内部監査結果を啓発活動に反映）、③不正防止システムの強化
（・委託先への現地経理調査件数を倍増。・監事、監査室、会計監査人の連携によ
るチェック機能の強化、改善策の提言）の３柱を軸とした「研究費の不正使用等防
止計画」の抜本的な見直しを行い、公的研究費の適正な執行への意識向上と執行ル
ールの浸透を図った。 
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エ 遺伝子組換え実験、動物実験、人を対象とする研究、
生命倫理に関わる研究等、法的規制のある実験研究につ
いては、専門の委員会等により倫理や法的規制に対する
妥当性について判断するとともに、法人内で行われてい
る研究活動について倫理面や規制に対する逸脱がない
かチェックを行う。 

エ・法的規制のある実験については、令和 2 年度より委員会事務局をリスク管理部実
験管理室に置き、平成 28 年度から令和元年度までの研究センターごとに設置され
た委員会における審査体制から農研機構として一元化した委員会体制とし、倫理面
や規制に対する妥当性の判断を実施した。 

・遺伝子組換え実験、動物実験及び人対象研究については、毎年自己点検を行い、問
題の無いことを確認した。 

・動物実験については、平成 30 年度に外部機関による実施体制の外部検証を受け、倫
理面や規制に対する逸脱がないとの認定を受けた。 

 
（３）情報公開の推進 

公正な法人運営を実現し、法
人に対する国民の信頼を確保す
る観点から、独立行政法人等の
保有する情報の公開に関する法
律（平成 13 年法律第 140 号）等
に基づき、適切に情報公開を行
う。 
 

（３）情報公開の推進 
公正な法人運営を実現し、法人に対する国民の信頼を

確保する観点から、独立行政法人等の保有する情報の公
開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）等に基づき、
情報公開を積極的に推進し、情報開示請求に対して適正
かつ積極的に対応する。 
 

（３）情報公開の推進 
・「法人情報のウェブサイトでの公開に関する規則」を新たに策定し、法令等により

公表が義務付けられた法人情報について、適時にウェブサイトにより公開し、適切
な情報公開を行った。 

・情報開示請求についても、適正かつ迅速に対応を行った。 

（４）情報セキュリティ対策の
強化 

政府機関の情報セキュリティ
対策のための統一基準群を踏ま
え、情報セキュリティ・ポリシ
ーを適時適切に見直すととも
に、これに基づき情報セキュリ
ティ対策を講じ、情報システム
に対するサイバー攻撃への防御
力、攻撃に対する組織的対応能
力の強化に取り組む。また、対
策の実施状況を毎年度把握し、
PDCA サイクルにより情報セキ
ュリティ対策の改善を図る。 
また、保有する個人情報や技術
情報の管理を適切に行う。 

（４）情報セキュリティ対策の強化 
ア 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基
準群」を踏まえ、情報セキュリティ・ポリシーを定める。
特に、総務を担当する理事を最高情報セキュリティ責任
者として、役職員等からの報告・連絡体制を構築し、主
務省を含めた迅速な情報連絡・共有体制を整備する。ま
た、情報セキュリティインシデントに速やかに対応する
ためコンピュータ・セキュリティ・インシデント・レス
ポンス・チーム（CSIRT）を構築し、経営管理層も含め
た事態対処体制を整備する。 

業務システムの運営においては、システム監査を定期
的に実施することによって、システムの脆弱性を早期発
見できるよう管理運用体制を強化する。また、端末の管
理機能を強化することによって、サイバー攻撃の検知・
対処機能を充実する。 

（４）情報セキュリティ対策の強化 
ア 情報セキュリティ対策については、 
・政府統一基準に準拠し、情報セキュリティ・ポリシーに関連する規程等の策定・改

正を行うとともに、主務省を含めた情報連絡・共有体制を整備し、人事異動等の都
度遅滞なく更新した。 

・CSIRT の構築に当たっては、役割ごとの責任分担を整理し、経営管理層も含めた事
態対処体制を整備した。 

・情報セキュリティ対策推進計画に即して、経営層、幹部層、課室管理者層、システ
ム運用担当者層、一般職員層を対象に、座学形研修、演習形研修を行い、CSIRT に
求められる事態対処能力の維持・強化を図った。 

業務システム運営については、 
・業務システムのシステム監査及び脆弱性診断（サーバ：73 式）を実施し、対象とな

るシステムをほぼ一巡した。今後も引き続きシステム監査・脆弱性診断を行い、脆
弱性の早期発見・是正を行う。 

・端末については、システム上で機構のすべての IT 資産を管理する体制を構築し、管
理外端末の LAN への接続の制御、サポート切れソフトウェアの起動制御や強制ス
キャン、OS 更新の延期設定、振舞い検知ツールのサイレントインストールなど本
部による端末の遠隔操作オペレーションを強化して、サイバー攻撃の防御力と不正
侵入後の検知・対処能力の向上を図った。 
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イ 保有する個人情報や技術情報の管理を適切に行う。 
 

イ・毎年度、農研機構の役職員を対象に行う教育等を通じ、個人情報や機密性の高い
技術情報等の適正な管理について徹底を図った。 

・個人情報については、セキュリティの強固なクラウドシステムを活用して特定個人
情報を適切に取り扱うとともに、EU の GDPR に対応した注意事項（英語版）を作
成、機構内に周知し、不適切な取り扱いの発生防止を図った。 

 
（５）環境対策・安全管理の推
進 

化学物質、生物材料等の適正
管理などにより研究活動に伴う
環境への影響に十分な配慮を行
うとともに、エネルギーの有効
利用やリサイクルの促進に積極
的に取り組む。 
安全衛生面に関わる事故等を未
然に防止するための管理体制を
構築するとともに、災害等によ
る緊急時の対策を整備する。 

（５）環境対策・安全管理の推進 
ア 研究活動に伴う環境対策、事故などを防止するため
の安全対策を構築するための体制を整備する。 

（５）環境対策・安全管理の推進 
ア・管理本部総務部（令和元年 10 月まではリスク管理部）に、労基所長経験者ほか労

働安全衛生に詳しいアドバイザー2 名を配置し、労災の発生した事業場への巡視・
危険予知活動教育及び機構全体向けの労働安全教育講習を実施するとともに、安
全衛生月例報告会（令和 2 年度から労働災害防止等対策会議）の開催により、労
働安全衛生に関する情報を農研機構全体で共有する体制を整備した。 

イ 毒劇物･化学物質・放射性同位元素等、規制のある物
質については、４法人統合を踏まえ、全ての化学物質
を統一的に管理できるシステムを導入して、適正管理
の徹底を図る。 

 

イ・平成 28 年に新たに薬品管理システムを導入し、農研機構が保有する全ての化学物
質を薬品管理システムに登録して毒劇物をはじめとする法的規制のある化学物質
を機構統一的に管理した。 

・ 薬品管理システムにより、PRTR 届出対象物質や水濁法有害物質を本部で一元管理
し、自治体への届出を漏れなく実施した。 

・ 化学物質管理規程を制定し、化学物質を保有する部屋ごとに化学物質管理責任者を
定めるとともに、本部において薬品管理システムを利用して集計した保有化学物質
一覧に基づき化学物質管理責任者が実査した。 

・ 有機溶剤や特定化学物質等健康有害性を有する化学物質の適正な管理を行う人材を
増やすため、平成 29 年から令和元年度に有機溶剤作業主任者講習会（資格取得者
合計 161 名）及び特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者講習会（資格取得者
合計 131 名）を実施し、研究センターごとに複数の有資格者を配置できる体制を
整えた。 

ウ 生物材料等の適正入手、適正管理に関する教育訓練
等を通じて、職員に生物材料等の取扱いを周知し、生物
材料の適正管理を徹底する。 

ウ・生物素材等の管理に関するガイドラインを作成した。 
・ 生物素材等の適正入手、適正管理に関する e-ラーニング用の教材を作成し、職員

に生物材料の取り扱いを周知した。 
・ 種苗の入手法を、イントラネットを用いて周知するとともに、未検疫種苗の対応の

ポスターを作成する等により、生物材料の適正管理を徹底した。 
エ 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環

境に配慮した事業活動の促進に関する法律（平成 16
年法律第 77 号）に基づき、環境配慮等の状況等を記
載した環境報告書を公表する。 

 

エ・環境報告ガイドライン 2012 年版、令和元年からは新たな環境報告ガイドライン
2019 年版に準拠し、環境理念・方針、環境マネジメント、社会貢献活動、事業活
動に伴う環境負荷と環境配慮等の取組を取りまとめ、毎年度、農研機構環境報告
書を公表するとともに、外部機関等による検証を受けた。 

オ 法人内で使用するエネルギーの削減を図り、廃棄物
等の適正な取扱いを職員に確実に周知して、法人全体
でリサイクルの促進に取り組む。 

オ・環境配慮促進法及び省エネ法に基づき、環境保全管理に関する取組を推進するた
めに環境管理委員会を設置した。 



189 
 

 ・ 環境配慮促進法に基づき、平成 28 年に農研機構環境マスタープランを策定し、そ
の達成に向けて環境管理委員会のマネジメントにより、省エネルギー・省資源、化
学物質の排出抑制・管理、廃棄物の適正処理、各研究拠点における環境保全活動、
さらに農業・食品産業分野における環境保全・環境負荷低減に向けた研究開発を進
めた。 

・ 法人全体のエネルギーの削減に取り組み、環境マスタープランで定めた KPI に対
して、大気への排出や省エネルギーの項目では令和 2 年度目標をすでに達成し
た。 

・ 省エネ法に基づく報告では、前年度以下のエネルギー使用量を達成することによ
り、経済産業大臣より 5 年連続で S 評価を得た。 

・ 施設の集約化に伴う廃棄物の処分については、周辺地域への環境を配慮しつつ、許
可取得業者への限定及びマニフェストの交付など適正な処理を進めた。 

カ 職員の安全衛生意識の向上に向けた教育訓練等を
行い、職場巡視などのモニタリング活動や職場ごとの
リスクアセスメントの実施等により、安全な作業環境
管理及び作業管理の徹底を図る。 

 

カ・各事業場における安全衛生委員会を中心として、職場環境の巡視点検を行い、危
険箇所や作業手順書の確認を確実に実施するとともに、農業機械における重大な
業務災害については労働安全衛生アドバイザーによる実査を行い、防止対策の現
地での直接指導行った。 

・ 安全衛生週間の「月間」への拡大や「安全衛生月例報告会（令和 2 年度から『労
働災害防止等対策会議』）」の開催及び「労働災害防止のためのガイドライン」
の作成等新たな取組を行い、安全衛生意識の向上や統一ルール化を図った。 

・ 令和元年度より開始した労働安全衛生アドバイザーによる危険予知活動の講習を
継続して行い、更なる安全衛生意識の向上を図った。 

・ 指揮命令系統と業務分担を明確化するとともに、労働安全衛生に関する情報を農研
機構全体で共有する体制を構築して取組を行った結果、休業１日以上の労働災害が
大幅に減少した｡(H28 年度：17 件、H29 年度：12 件、H30 年度：12 件、R1 年
度：７件、R2 年度：３件) 

キ 防災教育や訓練等により、職員の防災意識の向上を
図るとともに、必要な設備の設置、管理を行い、自衛消
防隊等の防災に関する組織体制を整備する。 

キ・自衛消防体制を定めた防火・防災要領を策定し、当該要領に基づいた総合防災訓
練を実施することにより、消防隊の行動や、避難経路等の確認を行っている。 

・ 安否確認システムを導入し、地震・災害時の安否確認の迅速化を図った。 
・ エリア管理移行に伴う新たな事業場体制による防災訓練等を行い、その検証を通じ

て改善点の抽出・対策を行った。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ－２ 研究を支える人材の確保・育成 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

２－①モニタリング指標 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報 

各種研修の実施状況 開催回数（件） 
          研修参加人数*（人） 

886 998 920 1,037 756  

13,993 27,335 33,566 28,085 42,502 *農研機構開催及び外部研修への参加人数 

女性研究者の新規採用率（%） 30.6 26.7 30.3 23.5 26.9  
   
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

（１）人材育成プログラムの策定と実施 
○人材育成プログラムの内容は適切か。それに基づく取組は適切に実施されているか。研究管理者や研究支援人材の計画的な養成に向けたキャリアパス構築の取組は進展しているか。 
＜評価指標＞ 
・人材育成プログラムに基づいて、どのような人材育成の取組が行われているか。その結果として、どういった優れた人材が育成されたか。 
・優れた研究管理者の養成や研究支援、技術移転等を行う人材育成のキャリアパスの整備、運用が図られているか。 
（２）人事に関する計画 
○職種にとらわれない適材適所の人員配置や、多様な雇用形態や公募方式の活用が行われているか。女性の幹部登用等の男女共同参画の取組等が積極的に推進されているか。 
＜評価指標＞ 
・多様な人材の確保に当たって、クロスアポイントメント制度などの雇用の多様化の取組が図られているか。 
・優秀な女性・若手職員の採用の取組や男女共同参画の取組の強化が図られているか。また、外国人研究者の積極的な採用に取り組んでいるか。 
（３）人事評価制度の改善 
○研究開発成果の社会実装への貢献を重視した研究職員評価などの適切な人事評価システムが構築・運用されているか。 
＜評価指標＞ 
・職員の研究業績や能力を適確に評価できる人事評価システムの整備、運用が図られているか。 
（４）報酬・給与制度の改善 
○職務の特性や国家公務員・民間企業の給与等を勘案した支給水準となっているか。クロスアポイントメント制度などの柔軟な報酬・給与体系の導入に向けた取組は適切に行われているか。給与水準は公表されているか。 
 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

（１）人材育成プログラムの策
定と実施 

（１）人材育成プログラムの策定と実施 （１）人材育成プログラムの策定と実施 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：A 
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優れた研究者を確保・育成す
るとともに、研究の企画や評価、
研究業務の支援や技術移転、組
織運営など様々な分野の人材を
確保・育成するため、農研機構
の人材育成プログラムを策定
し、それに基づく取組を実施す
る。 

その際、優れた研究管理者を
養成する観点を重視する。また、
計画的な養成が期待される、研
究業務の支援、技術移転活動等
を行う人材を育成するためのキ
ャリアパスを構築する。 

また、行政部局、公設試等と
の多様な形での人的交流の促
進、研究支援の高度化を図る研
修等により、職員の資質向上を
図る。 
 

人材育成プログラムを策定し、これに基づき、以下の
ような観点から計画的かつ効果的な人材の育成を図る。 
 
ア 発展的かつ協調的な研究体制の整備、適切な評価制

度の運用等により、意欲ある研究者の育成を行う。 
 
 

 
 
 
ア・平成 28 年にキャリアパスを明示した人材育成プログラムを策定し、以下のとおり

人材の育成を図った。 
・ 研究領域の下に研究ユニット（研究部門・重点化研究センター）及び研究グルー

プ（地域農業研究センター）を設置し、協調して研究する体制を構築した。必要
に応じて見直しを行い、社会情勢等に即した体制とした。 

・ 論文発表のみならず、知財獲得や品種育成等を重視した研究業績評価や昇格審査
を行い、意欲ある研究者の育成を行った。 

・ 若手育成に向けてイノベーションにつながる技術シーズの創出のための基礎研究
を公募する NARO イノベーション創造プログラムを創設した。 

 
根拠：  

中長期計画を遂行し、若干の遅れはあるも
のの、中長期目標をほぼ全て達成した。特に
以下の項目においては、中長期目標を上回る
成果を得た。 
（１）人材育成プログラムの策定と実施 

若手育成に向けた NARO イノベーション
創造プログラムを創設した。 
（２）人事に関する計画 
・異分野のエキスパート人材を登用し、核と

なるポストに配置することで、AI・ICT、
知財・標準化、事業化等の分野を強化し
た。外部から採用した AI 専門家の指導の
下 OJT や教育コースで AI 人材を育成し、
そのスキルを現場で広める画期的な育成体
制を導入した。  

・ダイバーシティ推進においては、女性職員
割合の目標達成、「えるぼし」（最高位）
及び「くるみん」を取得、一時預かり保育
室を 2 箇所に設置する等、目標を上回る成
果が得られた。 
その他、新型コロナウイルス感染拡大に対

応し、集合研修のオンライン化・動画配信へ
の移行・充実を図った。 
 
＜課題と対応＞ 
・研究実施職員の新たな人事評価システムに

ついては、第５期に新制度を導入する。ま
た、試行結果を踏まえて評価結果を処遇等
に反映するシステムを構築する。 

・給与制度の改善に向けた取組については、
研究開発業務の特性を踏まえた柔軟な給与
体系の導入と適切な給与水準の両立が図れ
るよう、人件費の執行見込み等を適切に把
握しつつ検討を進める。 

 

イ 国内外での各種研究会、シンポジウム等に積極的に
参加させるとともに、在外研究や博士号の取得を奨励
し、必要な専門的知識・技術の習得の支援等を行い、研
究能力の向上を図る。 

イ・若手研究者の育成に重点を置いた育成計画を策定し、配属前に基礎能力を高める
集中研修を新設して研究推進能力の向上を図った。 

・ 長期在外研究制度を令和元年度より拡充し、本人の費用負担を軽減することで在
外研究を奨励した（第 4 期における在外研究派遣者 17 名）。 

・ 博士号取得を業績評価の対象とし、取得を奨励した（第 4 期における博士号取得
者 54 名） 

・ 農業情報研究センターに研究員を配属し、AI 専門家の指導の下で自らの研究課題
を推進することで OJT による AI 人材の育成を図った（I-2 にも記載）。 

ウ 行政部局、公設試、大学及び民間企業との人的交流
を促進し、様々な視点を持った職員の育成を行う。 

ウ・多様な経験と視点を持つ職員を育成するため、行政部局、他法人、民間等との人
事交流を積極的に行った（行政部局 585 名、他法人等 144 名、民間からの在籍出
向者３名）。 

・ 新エネルギー・産業技術総合開発機構 （NEDO）へ研究職員を新たに出向させて
技術開発マネジメント手法を習得することでプロジェクト研究等の企画立案がで
きる人材の育成を図った。 

エ 高い倫理感やコンプライアンス意識を有し、研究マ
ネジメントに優れた研究管理者の育成を行う。 

エ・研究管理者の育成のため、研究進行マネジメント、研究成果の取扱い、労務管理
等を内容とした階層研修（研究管理者研修 134 名、ユニット長・グループ長研修
470 名）を実施した。 

・ 経営戦略等の組織マネジメントを強化するため、機構内で選抜した職員を慶応大
学ビジネススクールへ２名参加させることで、研究実施管理だけではなく、機構
全体の経営を担う管理者人材の育成を図った。 

・ 民間企業から役員 2 名を登用し、特に事業開発、国際連携、知財、国際標準化、
広報等の分野で民間の視点を活かした管理者育成を行った。 

オ 産学官連携、技術移転活動等、研究成果の普及・実
用化等の業務を行うキャリアパスを構築し、これらの
人材育成を行う。 

 

オ・人材育成プログラムに多様なキャリアパスを明示し、適切な処遇により研究実施
職員のキャリアチェンジを促すとともに、OJT・研修等による人材育成を行った。
具体的には、 
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＊ 産学官連携、技術移転活動等、研究成果の普及・実用化等の業務を行う職員のポ
ストとして、第 4 期にビジネスコーディネーター、農業技術コミュニケーター、
産学連携コーディネーター及びスマート農業コーディネーター、広報専門役を新
設した。 

＊ 指導的立場の管理職として、事業開発室に事業展開の専門家３名、知的財産部に
国際標準化の専門家と知財の専門家各１名、食農ビジネス推進センターに統括ビ
ジネスコーディネーター１名を外部から登用し、業務の加速に加え、研究からキ
ャリアチェンジした職員の OJT による指導を行った。 

＊ 広報基礎研修、ビジネスコーディネーター研修、農業技術コミュニケーター研修
等により、専門知識とスキルを付与する人材育成を行った。 

カ 研究支援業務を取り巻く環境の変化への対応に必
要な技術・知識を有する人材の育成を行う。 

 

カ・事務部門においては、法人内外との連絡調整の増加や国際化に対応してコミュニ
ケーション能力、プレゼンテーション能力の向上を図った。 

・ 担当業務における知識等の習得に係る研修おいては、地域や隔地拠点においても参
加できるようテレビ会議システムやウェブ配信を活用した取組を進めた。 

・ 技術支援関係職員については、人材育成プログラムを定め、採用枠をこれまでの技
術専門職から一般職（技術支援系）に変更、採用後は半年間の研修を設定した。 

・ 意欲ある技術専門職員には、従来の研究支援業務に加え管理・監督者としてマネジ
メント能力、コミュニケーション能力の向上を図ることとし、一般職（技術支援
系）に職種変更し、人事異動による多様な業務経験を付与する取組を行った。 

キ PDCA サイクルの下、自律的に問題発見、工夫改善、
問題解決を図ることのできる人材の育成を行う。 

 

キ・階層別研修において PDCA サイクルの下、改善を重ねていく方法についてグルー
プワークを行うことで改善に向けた気づきと問題解決に向けた手法を身に付ける機
会を付与している。 

・ 研修内容自体も受講後のアンケート結果を精査し、カリキュラムの見直しや改善を
図ることで、より質の高い研修を行うよう努めている。 

 
（２）人事に関する計画 

期間中の人事に関する計画を
定め、業務に支障を来すことな
く、その実現を図る。 

その際には、職種にとらわれ
ず適材適所の人員配置を行うと
ともに、多様な雇用形態や公募
方式の活用を図る。特に、異分
野融合研究等における他機関の
技術シーズの活用や、産学官連
携活動における先進的ノウハウ
の活用などによる農研機構の業
務高度化のため、クロスアポイ

（２）人事に関する計画 
ア 研究開発成果の最大化に資するため、職種等にとら

われず各ポストに求められる能力や適性を踏まえ、適
材適所に留意した人員配置を行う。 

その際、研究成果の普及等新たに増大する業務に対
応した人材の充実を図るとともに、特に産学官連携の
分野については外部からの人材の活用も含めた体制
の充実を図る。 

 

（２）人事に関する計画 
ア・企画戦略、事業開発、知財、広報等の組織を拡充し、適性を考慮した人員配置に

より増員を図った。特に、知財・広報に関しては、研究職に限定せずに適任者を配
置した。 

・知的財産部にキーパーソンとなる国際標準化の専門家及び知財の専門家を外部から
登用することにより（前出）、国際標準化の表彰や戦略的知財マネジメントにつな
がった。 

・地域ハブコーディネーター及び統括ビジネスコーディネーターを外部から登用し
（前出）、農業技術コミュニケーター・産学連携コーディネーター・ビジネスコー
ディネーターの統括を行うことで、研究成果の社会実装、ビジネス化を加速した。 

・NARO 開発戦略センターにリーダー他５名、事業開発室に民間からのエキスパート
リーダー３名、食農ビジネス推進センター（令和 2 年度に事業開発室と統合）にビ
ジネスコーディネーター11 名を外部から登用した。 
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ントメント制度等も利用して積
極的な人事交流を行う。 

優秀な女性・若手職員を積極
的に採用するとともに、女性の
幹部登用、ワークライフバラン
ス推進等の男女共同参画の取組
を強化する。また、男女共同参
画社会基本法（平成 11 年法律第
78 号）等を踏まえ、優秀な人材
の確保に加え、研究活動の国際
化等に資するという観点から、
外国人研究者の積極的な採用に
取り組む。 
 

・農業情報研究センターのセンター長、農業 AI 統括監、農業情報連携統括監に民間企
業や大学のトップリーダーを登用し、農業情報研究のマネジメント基盤を固めた。
さらに、AI 専門家 11 名を外部から登用し、OJT により研究実施職員の教育を行っ
た。 

イ 人材の確保に当たっては、クロスアポイントメント
制度等の活用により雇用形態の多様化を図るととも
に、人件費予算の状況等を踏まえつつ、世代別人員構
成の平準化を図る観点から若手職員の確保を積極的
に行う。 

 

イ・クロスアポイントメント制度を活用し、筑波大と農研機構に勤務する研究職員を
２名雇用した。 

・民間企業等から任期付招聘、選考採用、在籍出向、クロスアポイントメント制度等
多様な制度でエキスパート人材を雇用し、事業化支援、情報研究、知財・広報等の
高度化を進めた。 

・世代別人員構成の平準化を図る観点から、30 歳未満を採用する試験採用と、年齢制
限は設けないが若手職員の確保を念頭に置いた若手任期付採用を行い、要員の少な
い 28～37 歳の若手職員の確保に努めた。 

ウ 男女共同参画については、以下の点に留意しつつ、
取組を強化する。 

（ア）全職員数に占める女性の割合が前期実績（16.3％、
平成 28 年１月１日現在）を上回るよう、積極的
に女性を採用する。 

（イ）幹部登用に当たっては、女性管理職の割合が前期
実績（7.28％、平成 28 年１月１日現在）を上回る
よう配置する。 

（ウ）職業生活と家庭生活との円滑かつ持続的な両立を
可能とするための環境を整備する。 

 

ウ・女性を積極的に採用することにより、全職員に占める女性の割合は農研機構の女
性活躍推進行動計画（平成 30～令和 2 年度）の目標値である 20％を平成 31 年 4 月
に達成した（第４期末 21.3%）。 

・女性理事を 2 名登用し、理事に占める女性の割合は 20%となっている。 
・女性の幹部登用を進めることによって、女性管理職の割合は前期実績（7.4％）を上

回った(9.8%)。 
・職業生活と家庭生活との円滑かつ持続的な両立を可能とするため、つくば地区及び

九州沖縄農業研究センター（熊本県合志市）に一時預かり保育室を整備・運営した
ほか、在宅勤務制度の導入に向け試行・検証を行った。 

・平成 29 年 1 月 25 日に女性活躍推進法(2016 年制定)に基づく認定マーク「えるぼ
し」の最高位を取得した。 

・令和 3 年 2 月 9 日に次世代育成支援法（2005 年制定）に基づく認定マーク「くるみ
ん認定」を取得した。 

エ 採用の拡大・登用に向けた環境整備を図り、公募方
式の活用、外国人研究者の積極的な採用に取り組む。 

 

エ ○採用の拡大については、 
・新規採用については、農研機構のホームページに情報を掲載するとともに、試験採

用の場合は就職情報サイトに、パーマネント選考採用・若手任期付採用の場合は
JREC-IN に情報を登録し、幅広い人材の確保に努めた。 

・中途採用については、各職種について年齢構成の平準化と職務経験が豊富な人材の
確保を狙いとして、年に複数回公募（AI 人材、ビジネスコーディネーター等につい
ては通年公募）して、優秀な人材の確保に努めた。 

○外国人研究者の採用については 
・外国人研究職員の受入が可能なポストに関しては、農研機構のホームページに英語

での公募要領を掲載した（外国人職員の採用は第３期 6 名、第４期 41 名）。 
・3 ヵ月以上滞在する訪問外国人研究員（例：ポスドク、研修生）の受け入れ支援を

行うため、専任の職員１名を配置し、入国手続きや生活など農研機構での滞在に必
要な基本的な情報を整理して公式ウェブサイトにて発信した。 
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・研究センター等の受入れ担当者向けに整備した事務マニュアルや英文同意書のひな
型を活用して、受け入れ支援業務を開始した。 

 
（３）人事評価制度の改善 

法人統合を踏まえ、公正かつ
透明性の高い職員の業績及び能
力評価システムを構築・運用す
る。その際、研究職員の評価は、
研究開発成果の行政施策・措置
の検討・判断への貢献、研究開
発成果が社会に及ぼす影響、現
場ニーズの把握や技術移転活動
への貢献、研究活動における不
適正行為の有無等を十分勘案し
たものとする。 
人事評価結果については、組織
の活性化と実績の向上を図る観
点から適切に処遇等に反映す
る。 
 

（３）人事評価制度の改善 
法人統合における多様なミッションを踏まえ、研究職

員においても、多様な業務の実績を多角的に評価する研
究業績評価及び経営方針に沿った業務の進め方等の能
力・情意を評価する職務遂行能力評価を組み合わせた新
たな人事評価システムを導入する。その際、研究成果及
び技術移転活動等が学術面及び社会に与えるインパク
トや行政への貢献、研究倫理やコンプライアンスに対す
る姿勢等を十分勘案したものとするとともに、評価結果
は適切に処遇等に反映する。 
また、一般職員等の人事評価については、組織の活性化
や実績の向上等に資する観点から検証し、必要に応じて
見直しを行うとともに、引き続き、公正かつ納得性の高
い評価を実施し、その結果を適切に処遇等へ反映させ
る。 

（３）人事評価制度の改善 
○研究職員の人事評価システムについて 
・ 研究業績と職務遂行能力の両方を評価する新たな人事評価システムを構築し、指定

職及び研究管理職員に導入した。 
・ 研究実施職員に関しては、試行を行い、来期に本格実施の予定である。本格実施後

は、評価結果を処遇に適切に反映する。 
○一般職員等の人事評価について 
・ 評価者研修の実施に加えて新たに被評価者研修を開始した。 
・ 令和元年 11 月の組織再編において実施した管理部門及び技術支援部門の統合に伴

い、調整者ごとの被評価者数に不均衡が生じたことから、より公正かつ納得性の
高い人事評価の実施体制に見直すため、調整者を廃止し、複数の委員の協議によ
り評価内容を検証する人事評価委員会を原則管理部ごとに設置した。 

（４）報酬・給与制度の改善 
役職員の給与については、職

務の特性や国家公務員・民間企
業の給与等を勘案した支給水準
とする。 
また、クロスアポイントメント
制度や年俸制など研究業務の特
性に応じたより柔軟な報酬・給
与制度の導入に取り組むととも
に、透明性の向上や説明責任の
一層の確保のため、給与水準を
公表する。 

（４）報酬・給与制度の改善 
役職員の給与については、職務の特性や国家公務員・

民間企業の給与等を勘案した支給水準とする。その際、
クロスアポイントメント制度など研究開発業務の特性
等を踏まえたより柔軟な給与制度や農研機構の実情等
を踏まえた国とは異なる観点からの給与制度の導入に
ついて、中長期計画の達成に資するものとなるよう検証
した上で、新たな給与制度の構築を行う。 
また、給与水準については、透明性の向上や説明責任の
一層の確保のため毎年度公表する。 

（４）報酬・給与制度の改善 
・  役職員の給与については、国家公務員・民間企業の給与等を勘案した支給水準を

維持し、毎年度６月末に主務大臣の検証等を受けた後、ウェブサイトで公表し
た。 

・ 平成 28 年度～令和２年度における支給水準は、事務・技術職員、研究職員ともに
対国家公務員指数で 93.2～98.2％と下回った。 

・ 新たな取組としてクロスアポイントメント制度により業務従事割合に応じた給与
を支給する採用を行うとともに、全国に研究拠点を配している農研機構の特性に
鑑み、人事交流の促進に向けた取組として地域間格差が拡大しないよう、国では
引き上げられた地域手当の支給割合を据え置き、国とは異なる給与体系を導入、
運用した。 

・ 「世界を視野に入れた研究推進の強化」の促進のため、オランダ国ワーヘニンゲ
ン大学研究センターにリエゾン・サイエンティスト（連絡研究員）を派遣するに
当たって、在外での生活水準を維持することを目的とする在勤手当を新設（平成
30 年４月施行）し、給与面からフォローする仕組みを構築した。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ－３ 主務省令で定める業務運営に関する事項 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 

２－①主な定量的指標 

 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報 

農業技術研究業務勘定（百万円）
基礎的研究業務勘定（百万円）

農業機械化促進業務勘定（百万円）

2,676 449 275 293 70  

4,438 3,089 56 11 0  

19 11 8 5 2  
   
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価 

評価軸・評価の視点及び評価指標等 

【評価の視点】 
・積立金の処分に関する事項が適切に定められ、運用されているか。 
 
 

中長期目標 中長期計画 
法人の業務実績・自己評価 

法人の業務実績等 自己評価 

積立金の処分に関する事項に
ついては、中長期計画に定める。 

また、施設及び設備に関する
計画については第４の２（２）、
職員の人事に関する計画につい
ては第６の２（２）に即して定
める。 

前中長期目標期間繰越積立金は、第３期中期目標期間
中に自己収入財源で取得し、第４期中長期目標期間へ繰
り越した有形固定資産の減価償却に要する費用等及び
革新的技術開発・緊急展開事業における地域戦略に基づ
く国際競争力強化支援、次世代の先導的技術開発に必要
な費用に充当する。 
また、施設及び設備に関する計画については、第２の２
（３）、職員の人事に関する計画については、第８の２
（２）のとおり。 

【農業技術研究業務勘定】 
前中長期目標期間繰越積立金は、第３期中期目標期間中に自己収入財源で取得し、第４期中長期目標期

間へ繰り越した固定資産の平成 28 年度から令和２年度までの減価償却費等に要する費用に 1,555 百万円、
平成 27 年度補正予算による革新的技術開発・緊急展開事業における地域戦略に基づく国際競争力強化支
援、次世代の先導的技術開発に必要な費用等に充当し、2,344 百万円をそれぞれ取り崩した。 
【基礎的研究業務勘定】 

前中長期目標期間繰越積立金は、平成 27 年度補正予算による革新的技術開発・緊急展開事業における地
域戦略に基づく国際競争力強化支援に必要な平成 28 年度から令和元年度までの費用に 7,594 百万円を取り
崩した。 
【農業機械化促進業務勘定】 

前中長期目標期間繰越積立金は、第３期中期目標期間中に自己収入財源で取得し、第４期中長期目標期
間へ繰り越した固定資産の平成 28 年度から令和元年度までの減価償却費等に要する費用に 44 百万円を取
り崩した。 
 
施設及び設備に関する計画については、本計画第２の２（３）、職員の人事に関する計画については、同
第８の２（２）のとおり行った。 

＜評定と根拠＞ 
評定： B 
 
根拠：  

前中長期目標期間繰越
積立金については、独法
会計基準等に基づいて当
期の費用等に充当し、適
切に取り崩したことから
中長期計画に対して業務
が順当に進捗していると
判断する。 
 
＜課題と対応＞ 

前中長期目標期間繰越
積立金については、独法

前中期目標期間の繰越
積立金の処分状況 
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 会計基準等に基づき、引
き続き当期の費用等に適
切に取り崩す必要があ
る。 
 

 
 



 
 

別表 設定した具体的研究課題(令和２年度現在) 

Ⅰ－９－（１）生産現場の強化・経営力の強化 Ⅰ－９－（３）農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保 
大課題 1 寒地・寒冷地における大規模高能率水田営農システムの実現に向けた技術体系の確立 大課題 10 果樹・茶生産の生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発 
1) 寒地大規模高能率水田営農システムの実現に向けた技術体系の確立 1) カンキツにおける生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発 
2) 寒冷地大区画圃場における超省力水田輪作営農システムの実現に向けた技術体系の確立 2) リンゴ等における生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発 
3) 寒冷地の大規模水田営農システムに導入可能な業務加工用露地野菜生産体系の確立 3) ニホンナシ、クリ及び核果類における生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発 
4) 寒冷地の高栄養飼料生産と家畜排せつ物の農地還元による耕畜連携技術体系の確立 4) ブドウ及びカキにおける生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発 
5) 寒冷地南部の湿潤な気象・土壌条件における高能率水田輪作体系の確立  5) 遺伝資源及びゲノム情報を活用した果樹育種基盤技術の開発 
大課題 2 暖地・温暖地における技術集約型の高収益水田営農システムの実現に向けた技術体系の確立 6) 茶の需要拡大と生産力向上のための新品種、栽培加工技術、評価技術の開発 
1) 温暖地汎用化水田基盤における先進型複合水田営農技術体系の確立 大課題 11 野菜・花きの高収益生産技術の開発  
2) 暖地における高収益水田営農システムの実現に向けた技術体系の確立 1) 加工・業務用需要に対応した露地野菜の安定生産技術の開発 
3) 水田で生産される飼料に基づく省力的で資源循環型の酪農向け飼料生産・調製・流通・飼養技術体系の確立 2) 施設野菜の高品質安定多収技術の高度化と大型施設での高効率・高収益生産の実証 
4) バックキャスト型技術評価手法と雇用型大規模法人における経営マネジメント技術の開発 3) 野菜の高収益生産を支える品種育成と基盤技術の開発 
大課題 3 寒地大規模畑作営農及び自給飼料活用酪農システムの実現に向けた技術体系の確立 4) ゲノム育種技術等を活用した新規有用花きの開発 
1) 寒地大規模畑輪作の生産基盤強化による ICT スマート農業システムの実現に向けた技術体系の確立 5) 主要花きにおける高品質安定生産・品質管理技術の開発 
2) 自給飼料活用型大規模寒地酪農システムの実現に向けた技術体系の確立 大課題 12 食品の栄養・健康機能性利用技術及び次世代加工・流通技術の開発 
大課題 4 中山間地域等における持続型営農システムの実現に向けた技術体系の確立 1) 食生活の向上及び健康維持増進に資する機能性食品開発 
1) 中山間地域における広域水田営農システムの実現に向けた技術体系の確立 2) 高品質・健全性確保のための農産物の効率的な先進加工技術の開発 
2) 中山間地域における省力・高収益果樹生産システムの実現に向けた技術体系の確立 3) 食品の高品質維持のための加工・保蔵・流通技術のシステム化 
3) 中山間地域における高収益園芸システムの実現に向けた技術体系の確立 4) 食品の高品質・健全性確保のための分析・計測・評価技術の開発 
4) 新たな作物保護管理技術を活用した有機栽培体系の確立 大課題 13 生産現場から食卓までの農産物・食品の安全性及び信頼性確保技術の開発 
大課題 5 暖地高収益畑作営農及び自給飼料活用肉用牛生産システムの実現に向けた技術体系の確立  1) 農産物の生産段階におけるヒ素・カドミウム等のリスク低減技術の開発 
1) 暖地高収益畑作営農システムの実現に向けた技術体系の確立 2) 食品の加工・流通段階におけるリスク低減及び信頼性確保技術の開発  
2) 暖地における地域分業型大規模肉用牛繁殖システムの確立 大課題 14 家畜疾病の診断・予防技術の開発 
3) 地域飼料資源を活用した黒毛和種の中小規模生産システムの実現に向けた技術体系の確立 1) ウイルス感染症の発病機構の解明と診断・防除技術の開発 
大課題 6 農作業や農業施設の自動化・ロボット化等による革新的生産技術の開発 2) 細菌・寄生虫感染症の発病機構の解明と診断・防除技術の開発 
1) ロボット技術・ICT 等を活用した革新的農業生産技術の開発 3) 国際重要伝染病の監視及び制御技術の高度化 
2) 土地利用型農業の高度営農システムに資する農業機械・装置の開発 4) 家畜疾病の病態解明による疾病制御及び発病監視技術の開発 
3) 地域特性に応じた園芸・畜産等の効率的かつ安定生産に資する農業機械・装置の開発 5) 家畜重要疾病の疫学解析及び監視技術の高度化等による動物疾病対策技術の確立 
4) 農作業安全、環境負荷低減に資する農業機械・装置の開発及び評価・試験方法の高度化 6) 飼料等の家畜飼養環境における安全性確保技術の開発 
大課題 7 生産性向上による畜産現場強化のための生産システムの確立 大課題 15 病害虫のリスク管理と植物検疫高度化のための研究開発 
1) 周年親子放牧を基軸とした超低コスト素牛生産体系の確立 1) 農産物輸出促進と食料の持続的安定供給を実現する植物保護技術の高度化 
2) 家畜の生涯生産性向上のための育種手法と有用遺伝子情報の探索・活用技術の開発 2) 高リスク病害虫国内発生時の管理技術の高度化と高精度化 
3) 家畜の効率的繁殖管理技術と高品質な生殖細胞・受精卵の生産・保存技術の開発 3) 薬剤抵抗性病害虫の早期診断と発生防止技術の開発 
4) 国産飼料資源を最大限活用した豚および鶏の精密栄養管理および新しい飼養技術の開発  
5) 省力的かつ精密な飼養管理が可能な日本型の酪農･肉牛生産システムの開発  
6) 家畜生産に由来する臭気・水質汚濁物質の高度処理技術および飼育環境改善技術の開発  
  



 
 

Ⅰ－９－（２）強い農業の実現と新産業の創出 Ⅰ－９－（４）環境問題の解決・地域資源の活用 
大課題 8 作物の収量・品質の向上と農産物の「強み」を強化するための先導的品種育成及びゲノム育種技術
の高度化 

大課題 16 気候変動等の環境変動への対応及び生物多様性保全のための研究開発 

1) 実需者等のニーズに応じた加工適性と広域適応性を持つ小麦品種の育成 1) 気候変動が農業分野に及ぼす影響の高精度予測・評価手法の開発 
2) 実需者等のニーズに応じた加工適性と広域適応性を持つ大麦品種の育成 2) 気候変動に柔軟に対応した栽培管理支援技術の開発 
3) 実需者ニーズに応じた品質を備えた広域栽培可能な安定多収大豆品種の育成 3) 温暖化緩和技術の開発と農業現場におけるその効果の最大化 
4) 高収益性水田営農を可能にする先導的水稲品種の育成 4) 気候変動等の環境変化が農業生態系における生物多様性と生態系サービスに及ぼす影響の評価 
5) 病虫害抵抗性を強化した安定生産可能な高収益いも類の育成 5) 環境変動モニタリングと環境基盤情報の集積・解析・発信技術の開発 
6) 条件不利地域の農業生産強化のための多様な農作物の育成と利用技術の開発 大課題 17 生産基盤等の機能維持向上・強靱化、地域資源の管理及び放射性物質対策のための技術開発 
7) 国産飼料基盤を支える高品質多収飼料作物品種の育成 1) 大規模化等による収益性の高い農業のための農業生産基盤整備技術の開発 
8) 次世代作物開発にむけた新規遺伝子の探索および新規育種素材の開発 2) 農村地域の強靭化に資する施設の保全管理及び防災・減災技術の開発 
9) 次世代作物開発にむけた育種技術の高度化 3) 農村地域の構造や環境等の変化に対応した地域資源の管理・利用の高度化技術の開発 
10) 農業生物資源ジーンバンク事業 4) 農村環境に配慮した被害防止、捕獲、環境管理等による総合的な鳥獣害対策技術の開発 
大課題 9 農業生物の機能解明に基づいた生産性向上と産業利用のための技術開発 5) 原発事故被災地域における早期営農再開のための対策技術開発 
1) 農業生物の生産性向上・有用形質付与等に向けた遺伝子機能の解明 大課題 18 持続的農業に貢献する作物保護・土壌管理及び地域資源利用技術の開発 
2) 遺伝子組換え技術やゲノム編集技術の高度化とそれらを活用した新規有用作物・昆虫素材作出技術の開発 1) 物理的・生物的土壌消毒や作物の抵抗性等を複合的に利用した病害及び線虫害管理技術の開発 
3) ゲノム編集・遺伝子組換え等基盤技術による動物の機能解明とその利用 2) 害虫の情報応答機構や土着天敵等の高度利用による難防除病害虫管理技術の開発 
4) 遺伝子組換え作物・カイコを用いた有用物質生産の実用化技術の開発 3) 外来雑草や除草剤抵抗性雑草等新規難防除雑草の総合的管理技術の開発 
5) 新特性シルク素材やシルクタンパク質等生体物質由来の新機能性素材の作出とその利用技術の開発 4) 簡易な土壌診断手法や化学肥料代替技術を活用した省資源・循環型土壌管理技術の開発 
 5) 新たな農業生産方式導入による環境保全効果の評価指標開発 

 
 


